
 
 

 

 

東海大学プロジェクト研究 

「QOL向上のための、日本とアジアにおける都市ガバナンスモデルの構築」 

（2019年度～21年度）研究報告書 

 

21世紀⽇本の都市ガバナンス・市⺠社会  

事例集（中間報告） 

 

Japanese Urban Governance and Civil Society  

in the 21st century 

(An Interim Report) 

 

 

辻中豊・和嶋克洋 編 

 

 

東海大学 

2021年3月 

 

  



 
 

  



i 
 

 

はじめに 

 
本研究報告書は、東海大学プロジェクト研究「QOL向上のための、⽇本とアジアにお

ける都市ガバナンスモデルの構築」（出雲明子代表）に基づく研究成果の一部である。
このプロジェクト研究の狙いは次のとおりである。 

 
「政治体制や社会発展の異なるアジア諸国（とりわけ中国等）でも、⽇本同様、ローカ

ルガバナンスの向上、その結果としての住⺠福利（QOL）向上という点には共通の強い
関心を有している。急速なグローバル化と社会変容の中で、個々の体制の存続に密接に
関連するからである。本研究は、アジアでのローカルガバナンスモデルの構築を念頭に、
これまでの⽇本のローカルガバナンス調査結果を広く学際的国際的に分析し、そこから
住⺠に応答的で⾃⽣的なQOL向上の市ガバナンスモデルを構築することを目的とする。」
（計画調書より） 

 
このプロジェクト研究は、出雲明子准教授を代表に、辻中豊、岡本三彦、奥健太郎、藤巻裕之とい

う東海大学政治経済学部政治学科の教員に、筑波大学の2名の教員、崔宰栄、山本英弘を加えて2019
年に開始されたものである。 

 
プロジェクト研究の分担者である辻中豊は、「団体の基礎構造に関する調査」研究グループ（辻中

豊代表、略称：JIGS、団体基礎構造研究会） を1990年代後半から組織形成し、25年余りにわ
たって⽇本および世界の市⺠社会組織、利益団体に関する実証的調査研究を⾏なってきてい
る。現在このグループは、辻中の筑波大学からの異動（2018 年４月）に伴って東海大学政
治経済学部政治学科、NPO・NGO センターに事務局（連絡先：辻中研究室）を置くととも
に、これまで同様に筑波大学人文社会系、ICR/国際比較⽇本研究センター(CAJS)1 （連絡先：
ICR山本英弘研究室）にも研究拠点を置いている。 

つまり、本調査研究は、団体基礎構造研究会の成果のうえに、新たな東海大学研究グループによ
るプロジェクト研究が接合されて構築されたものである。 

それゆえ、本報告書の内容をなす調査研究は、独立⾏政法人⽇本学術振興会 科学研究費補助
金基盤研究A「⽇本とアジアの市⺠社会と都市ガバナンスの比較実証・公共政策研究」

 
1 2014 年度より人文社会国際比較研究機構（ICR）が新設され、研究成果の国際発信などの面でサポー
トが強化されている。 
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（2020年度から2024年度 課題番号：20H00064、辻中豊代表）（Comparative Empirical and 

Public Policy Study on Civil Society and Urban Governance between Japan and Asia、略称：辻
中基盤Aプロジェクト）による成果の一部でもある。 

2019年に発⽣し2020年以降急速に問題化したCOVID-19パンデミックだけでなく、近年、
⽇本を含むアジア諸国においても、いや世界全体において、地域をめぐる様々な問題が噴
出し、その解決に向けて従来からの⾏政機構だけでなく、地方⾃治体や市⺠社会組織、さ
らにはそこでの市⺠の意識や活動が重要な役割を演じていることが注目されている。都
市の課題とローカルガバナンスへの関心がますます高まっている。 

東海大学プロジェクト研究ならびに、今回の基盤 A プロジェクトにおいては、ローカル
ガバナンスの特徴（国家・市⺠社会関係パターン）を比較実証的に明らかにすることを目的とし
て、社会団体調査、地方政府（⾃治体）調査、住⺠組織（⾃治会・町内会）調査、市⺠意識調査と
いう4つの異なる調査データを使用している。 

本中間報告書は、以上の4調査のうちのJIGS4調査（前回の基盤A（2016年度から2019年度）
『⽇本とアジアにおけるローカルガバナンス(国家・市⺠社会関係）の比較実証研究』課題番
号：16H01996、辻中豊代表において、実施）において、社会団体調査以外の３つの調査デー
タが揃う13都市（⽔⼾市は社会団体調査でもN≧20で4調査データが揃う）の事例研究を集中
的に⾏うことを中心としている（第Ⅰ部、第Ⅱ部）。13都市とは、つくば市、盛岡市、厚木市、
新発田市、⽔⼾市、伊那市、高松市、宮古市、笠間市、高山市、延岡市、練⾺区、杉並区である。 

 
他方で、本稿は、第Ⅲ部として地方政府調査の中間報告も収めた。地方政府調査は、JIGS4

では56都市をカバーしており、ここでは先⾏するJIGS調査（JIGS2 特別推進研究（2005年度
から2009年度）『⽇韓⽶独中における３レベルの市⺠社会構造とガバナンスに関する総合
的比較実証研究』（課題番号：17002001、辻中豊代表）による調査）における、市区調査と
比較可能な51都市の中間報告を収めた。さらに第Ⅳ部として、瀬⼾内海沿岸での、政策イノベ
ーションに関する調査研究も所収した。 

なお、本報告書は、現段階での調査分析をまとめたものであり、完成した論文になっていな
い部分も多い。あくまで中間報告であり、それぞれ論文として公刊するのは、今後の課題とし
たい。 

 
 

2021年 2月 
辻中 豊（編者を代表して） 

 
東海大学政治経済学部・教授 

筑波大学名誉教授 
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はじめに． 
 

ガバナンスの概念は、⾏政と地域に所在する多様かつ多数のアクター相互の連携、協働を
旨とする。そのためその地域におけるガバナンスの全容と成否を明らかにするには、個々の
協働事例の成否のみに注目するのでは足りず、ガバナンスの構成員である⾏政はじめ多数
の市⺠団体や⾃治会、はては個々の市⺠までに対する、一貫したサーベイ調査によって、
個々の多様な評価をすくい上げることによって、その地域の全容を俯瞰することが可能と
なる。⽇本における都市ガバナンスの現状を明らかにするためには、同様の調査を複数の地
域に対して実施することで、各地域の⻑所や短所などの特徴を整理していく作業が必要で
ある。 

2015 年以来の第 4 次となる「団体の基礎構造に関する調査（JIGS）」プロジェクトはこの考えの
もと、⽇本各地の⾃治体に協力を要請し、現在までに岩⼿県盛岡市、宮古市、茨城県⽔⼾市、笠間市、
つくば市、東京都杉並区、練⾺区、神奈川県厚木市、新潟県新発田市、⻑野県伊那市、岐⾩県高山市、
香川県高松市、宮崎県延岡市の11 の市と2 の特別区において⾏政、⾃治会、市⺠の3 つを対象とした
調査をそれぞれ実施した。 

本稿は、そのうち、⾃治会に対する調査と市⺠に対する調査の２つから、特に⾃治会に関するものを
中心としてまとめたものである。特定の⼩地域に属する住⺠が構成する地縁団体であるところの町内
会・⾃治会は⽇本において最も普遍的な市⺠の団体であり、ガバナンスの充実を図る諸⾃治体はその重
要な一⼿として⾃治会に着目することが通例である。このために⾃治会の現状についてのサーベイ調査
はガバナンスの状況を知る上で極めて重要である。 

具体的に本稿で整理している変数は（1）⾃治会の設立年（2）⾃治会のリソースに関するもの（3）
地域活動一般についてのもの（4）⾃治会の活動状況に関するもの（5）⾃治会と市区政治に関するもの
（6）⾃治会・市⺠の政策満足度に関するものである。 

本稿で扱う２調査については、それぞれ別にコードブックが作成済みである。調査方法の詳細や各
設問に対する度数分布などについて、⾃治会に対する調査は辻中豊編（2019）『第四次団体の基礎構造
に関する調査（⽇本13 都市：町内会・⾃治会など近隣住⺠組織に関する調査） J-JIGS4-NHA コー
ドブック』東海大学（つくばリポジトリ http://hdl.handle.net/2241/00159702）を、市⺠に対する調
査では辻中豊編（2019）『第四次 団体の基礎構造に関する調査 （⽇本・市⺠意識調査） コードブッ
ク』東海大学（つくばリポジトリ http://hdl.handle.net/2241/00160071）を参照いただきたい。 

本稿内の表は各変数、各市区の回答数を100 として、各回答への該当数を百分率で表している。そ
れぞれの設問における正確な度数についてはコードブックに譲るが、両調査の全体における市区ごと
の回答数をここで提示しておく。その結果は次ページの表のとおりである。すなわち⾃治会調査165
0、市⺠調査3259 が各調査全体のサンプル数である。各調査各市区の⺟集団に対するサンプル率は大
きく異なっており留意は必要であるが、これが関係各位に協力を得た現時点での最善である。 

さて、13 都市はその置かれた社会的経済的状況によって、類似しているものがいくつもある。本稿に
おいては、東京都特別区である杉並区と練⾺区、東京から1 時間程度の距離にある郊外都市であるつく



3 
 

ば市と厚木市、県庁所在地である盛岡市、⽔⼾市、高松市、⽇本アルプスを挟んで立地する山間地域で
ある伊那市と高山市、というグループを抽出している。このほかに残る4 市からも、県庁所在地の隣接
市とか、臨海部とかのグループ分けをすることは可能であるが、他のグループとの重複などの理由で今
回は見送っている。各都市の社会的状況については第Ⅱ部も参照されたい。 

以下のデータを見て、グループごとにいくつかの特徴を見出すことができるが、その具体的内容や因
果については現在なお詳細な分析の途中にあり、今回は中間報告として、データの紹介のみにとどまっ
ている。 

 
表．JIGS4 ⾃治会調査及び市⺠調査の⺟集団及びサンプル数 

 

⾃治会調査 市⺠調査 

⾃治会数 
（⺟集団数） 

回答数 
（サンプル数） 

人口 
(H30.1.1 住⺠基本台帳) 

（⺟集団数） 

回答数 
（サンプル数） 

東京区部 
杉並区 160 24 446,962 400 
練⾺区 252 85 555,579 400 

近郊都市 
つくば市 602 303 170,632 392 
厚木市 217 124 173,276 359 

県庁所在地 
盛岡市 383 279 216,592 377 
⽔⼾市 1,286 79 202,662 357 
高松市 2,605 208 313,748 390 

山間地域 
伊那市 89 58 48,810 87 
高山市 281 13 63,702 107 

その他 

笠間市 313 16 57,427 83 
新発田市 333 231 72,136 121 
延岡市 393 125 88,743 130 
宮古市 225 105 39,491 56 

合計 7,139 1,650 2,449,760 3,259 
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1．⾃治会調査 ⾃治会の設立年 
 東京区部 近郊都市 県庁所在地 
 杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

〜1945 4.2 9.4 1.7 1.6 5.4 2.5 4.3 
1946−1950 12.5 5.9 0.7 2.4 5.0 6.3 6.3 
1951−1955 37.5 8.2 1.3 2.4 7.5 5.1 4.8 
1956−1960 20.8 9.4 0.7 2.4 3.9 3.8 4.8 
1961−1965 8.3 12.9 0.3 7.3 10.0 6.3 3.8 
1966−1970 4.2 8.2 0.7 3.2 9.0 2.5 3.8 
1971−1975  3.5 2.3 6.5 7.5 8.9 4.8 
1976−1980  8.2 4.3 6.5 10.4 3.8 2.4 
1981−1985  3.5 3.3 8.1 6.1 1.3 1.4 
1986−1990  4.7 3.3 0.8 3.9 5.1 1.9 
1991−1995  3.5 2.3 1.6 5.7 1.3 2.9 
1996−2000  4.7 1.7 1.6 2.5 5.1 1.4 
2001−2005   3.3 0.8 1.4  1.0 
2006−2010  1.2 3.3 1.6 0.4   

2011−2015   4.3 0.8 1.4 1.3 0.5 
2016〜 4.2 1.2 1.7    1.0 
欠損値 8.3 15.3 65.0 52.4 19.7 46.8 54.8 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 山間地域 その他 13 都市 
平均  伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

〜1945 12.1   4.3 5.6 2.9 4.9 
1946−1950 1.7   2.6 6.4 3.8 4.9 
1951−1955 3.4  6.3 2.2 5.6 2.9 7.3 
1956−1960 1.7   0.4 4.0 4.8 5.2 
1961−1965 1.7   3.5 4.8 7.6 6.1 
1966−1970  7.7  1.7 4.8 5.7 4.7 
1971−1975   18.8 3.0 5.6 12.4 7.3 
1976−1980   6.3 1.7 1.6 4.8 5.0 
1981−1985 1.7   0.9 2.4 5.7 3.4 
1986−1990 1.7   2.2 2.4 4.8 3.1 
1991−1995    4.8 0.8 1.9 2.8 
1996−2000    1.7  1.9 2.6 
2001−2005    1.7 1.6 2.9 1.8 
2006−2010    1.7  4.8 2.2 
2011−2015    2.2  1.0 1.6 

2016〜      1.0 1.8 
欠損値 75.9 92.3 68.8 65.4 54.4 31.4 50.0 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2．⾃治会調査 ⾃治会のリソース 

加入世帯 
東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
〜100 世帯 4.2 27.1 72.9 24.2 26.9 60.8 67.3 

101-200 世帯  9.4 15.5 23.4 16.1 17.7 14.4 
201-300 世帯  16.5 4.6 16.9 16.5 7.6 4.8 
301-400 世帯  4.7 1.7 8.9 9.3 1.3 1.9 
401-500 世帯 8.3 2.4 1.3 9.7 8.6  5.3 
501-600 世帯  9.4 0.3 3.2 7.2 1.3 1.0 
601-700 世帯 12.5  0.7 2.4 4.3   

701-800 世帯  2.4  2.4 2.9  0.5 
801-900 世帯 8.3 1.2  1.6 2.2  1.0 

901-1000 世帯 4.2 4.7  3.2 2.5   

1001 世帯〜 58.3 18.8 0.3 1.6 2.9 7.6 2.4 
欠損値 4.2 3.5 2.6 2.4 0.7 3.8 1.4 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

加入世帯Ⅱ 
山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
〜100 世帯 27.6 38.5 81.3 72.3 54.4 57.1 47.3 

101-200 世帯 39.7 23.1 6.3 13.4 29.6 22.9 19.3 
201-300 世帯 22.4 7.7 12.5 3.9 11.2 11.4 11.3 
301-400 世帯 1.7 7.7  1.3 4.0 3.8 4.2 
401-500 世帯 1.7   2.2 0.8 1.9 4.2 
501-600 世帯 1.7   1.3  1.9 3.0 
601-700 世帯 1.7   1.7   3.9 
701-800 世帯  7.7  1.3   2.9 
801-900 世帯    0.4   2.4 

901-1000 世帯  7.7  0.4   3.8 
1001 世帯〜 3.4   1.3   10.7 

欠損値  7.7  0.4  1.0 2.8 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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役員数 
東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
0 人       0.5 

1-5 人 4.2 18.8 44.6 16.1 6.5 34.2 43.3 
6-10 人 8.3 24.7 33.0 29.8 20.1 36.7 28.8 

11-20 人 45.8 23.5 14.5 29.8 40.9 19.0 14.9 
21-50 人 37.5 24.7 2.3 21.0 28.3 5.1 8.2 

51 人以上  1.2 0.3 1.6 1.1  0.5 
欠損値 4.2 7.1 5.3 1.6 3.2 5.1 3.8 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

役員数Ⅱ 
山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
0 人       0.5 

1-5 人 12.1 23.1 62.5 40.3 40.0 16.2 27.8 
6-10 人 31.0 46.2 18.8 36.4 29.6 44.8 29.9 

11-20 人 31.0 7.7 12.5 16.9 22.4 31.4 23.9 
21-50 人 15.5 7.7 6.3 4.8 4.8 4.8 13.1 

51 人以上 5.2   0.4   1.5 
欠損値 5.2 15.4  1.3 3.2 2.9 4.8 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

総収入 
東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
〜100 万円 8.3 30.6 52.1 19.4 16.1 64.6 56.3 

101-200 万円 25.0 21.2 14.9 26.6 32.3 11.4 18.8 
201-300 万円 25.0 10.6 5.6 16.1 19.0 2.5 4.3 
301-400 万円 12.5 4.7 2.3 10.5 12.5 6.3 1.9 
401-500 万円  3.5 1.3 4.0 3.6 1.3 0.5 
501-600 万円 8.3  1.0 4.8 1.4 1.3 0.5 
601-700 万円 4.2  0.3 1.6 2.2   

701 万円〜 4.2 2.4 1.3 3.2 3.9 2.5  

欠損値 12.5 27.1 21.1 13.7 9.0 10.1 17.8 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

総収入Ⅱ 
山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
〜100 万円 3.4 7.7 62.5 27.7 40.8 60.0 34.9 

101-200 万円 3.4 15.4 12.5 33.8 27.2 19.0 20.1 
201-300 万円 17.2  6.3 11.7 9.6 6.7 11.2 
301-400 万円 17.2  6.3 6.5 2.4  7.6 
401-500 万円 10.3 7.7  0.9 0.8  3.4 
501-600 万円 3.4 15.4  2.2   4.3 
601-700 万円 10.3 7.7  1.7 0.8 1.0 3.3 
701 万円〜 24.1 23.1  0.4 0.8  6.6 

欠損値 10.3 23.1 12.5 15.2 17.6 13.3 15.6 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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1 世帯あたり
⾃治会費 

東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

なし  1.2 3.6    1.0 
〜2.5 千円 91.7 69.4 8.3 20.2 4.7 15.2 14.4 

2.6-5.0 千円  7.1 18.5 62.1 54.1 51.9 26.4 
5.1-7.5 千円   16.8 8.1 17.6 17.7 16.3 
7.6 千-1 万円  1.2 13.2 0.8 9.0 6.3 11.5 

1.01 万-2 万円  5.9 19.1 0.8 8.2 5.1 16.3 
2.01 万円〜 8.3 15.3 20.5 8.1 6.5 3.8 13.9 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
1 世帯あたり
⾃治会費Ⅱ 

山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

なし    0.4  3.8 2.0 
〜2.5 千円 1.7  6.3 2.2 3.2 16.2 21.1 

2.6-5.0 千円   37.5 10.8 15.2 51.4 33.5 
5.1-7.5 千円 1.7  25.0 9.5 40.0 19.0 17.2 
7.6 千-1 万円 8.6 23.1 18.8 8.7 15.2 1.9 9.9 

1.01 万-2 万円 34.5 15.4 6.3 32.9 17.6 1.0 13.6 
2.01 万円〜 53.4 61.5 6.3 35.5 8.8 6.7 19.1 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
3．地域の交流について 
⾃治会調査 Q15-1 住⺠同⼠のつきあい 

 東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

1 ⽣活面 4.2 4.7 15.2 9.7 12.2 6.3 13.9 
2 立ち話 41.7 60.0 55.4 62.1 62.0 60.8 59.6 

3 あいさつ程度 45.8 32.9 26.7 25.8 25.1 31.6 23.6 
4 つきあいなし 4.2    0.4 1.3 1.0 

欠損値 4.2 2.4 2.6 2.4 0.4  1.9 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

1 ⽣活面 24.1 23.1 31.3 27.7 22.4 16.2 16.2 
2 立ち話 67.2 76.9 37.5 56.3 57.6 64.8 58.6 

3 あいさつ程度 8.6  31.3 15.6 15.2 17.1 25.0 
4 つきあいなし     1.6  1.7 

欠損値    0.4 3.2 1.9 2.2 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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⾃治会調査 Q16-1 地域活動の活発さ 
 東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
1 盛ん  4.7 4.3 5.6 3.6 3.8 5.3 

2 やや盛ん 29.2 24.7 17.5 24.2 23.7 19.0 18.8 
3 ある程度 33.3 42.4 32.7 47.6 43.0 41.8 38.5 

4 あまり盛んではない 29.2 20.0 31.0 15.3 24.7 31.6 29.8 
5 盛んではない 4.2 7.1 12.2 4.8 4.3 3.8 6.7 

欠損値 4.2 1.2 2.3 2.4 0.7  1.0 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

1 盛ん 8.6 23.1 18.8 8.2 8.0 1.9 8.0 
2 やや盛ん 24.1 15.4 12.5 26.0 31.2 20.0 22.0 
3 ある程度 53.4 53.8 18.8 40.7 33.6 41.0 40.0 

4 あまり盛んではない 12.1 7.7 37.5 18.6 17.6 28.6 23.4 
5 盛んではない 1.7  12.5 6.5 7.2 6.7 6.5 

欠損値     2.4 1.9 2.0 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

市⺠調査 Q3 地域活動の活発さ 
 東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
1 盛ん 1.3 2.5 2.8 2.2 2.9 2.0 1.5 

2 やや盛ん 12.3 8.3 12.0 17.5 11.4 8.7 12.1 
3 ある程度 30.8 26.3 30.9 40.4 39.8 27.2 31.8 

4 あまり盛んではない 33.5 35.5 36.0 23.7 34.2 37.8 36.2 
5 盛んではない 22.3 27.5 18.4 16.2 11.7 24.4 18.5 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
 山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
1 盛ん 8.0 0.9 2.4 1.7 3.8  2.7 

2 やや盛ん 16.1 16.8 13.3 9.9 11.5 10.7 12.3 
3 ある程度 35.6 43.0 24.1 37.2 40.8 35.7 34.1 

4 あまり盛んではない 25.3 29.0 41.0 34.7 26.2 32.1 32.7 
5 盛んではない 14.9 10.3 19.3 16.5 17.7 21.4 18.4 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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市⺠調査 Q10 公私の付き合い（該当者の割合）  
東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

⺠⽣委員 6.0  6.0  9.9  8.4  10.1  8.1  10.5  
⻘年団･消防団役員 2.3  3.0  6.4  5.3  4.5  5.9  6.9  
PTA 会員 10.3  7.8  11.0  8.1  9.5  10.1  14.1  
社会福祉協議会役員 1.5  2.0  2.6  3.1  3.4  3.9  3.6  
協同組合役員 1.3  2.5  3.8  1.9  4.8  4.2  4.4  
NPO 市⺠団体役員 4.0  4.0  5.9  1.9  4.5  2.5  3.8  
政治団体役員 3.0  1.3  2.6  2.5  3.4  2.8  4.1  
市･区課⻑ 3.8  3.3  1.8  2.2  6.9  4.5  5.6  
市･区議 4.0  5.0  6.1  5.3  6.6  6.4  7.7  
国会議員 2.0  2.3  1.8  0.6  1.3  1.7  3.8  
該当なし 82.3  82.0  73.0  81.3  73.7  74.2  72.6    

山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

⺠⽣委員 19.5  16.8  12.0  15.7  16.2  23.2  12.5  
⻘年団･消防団役員 21.8  20.6  10.8  14.9  8.5  12.5  9.5  
PTA 会員 19.5  14.0  13.3  16.5  13.1  17.9  12.7  
社会福祉協議会役員 10.3  10.3  9.6  7.4  6.2  8.9  5.6  
協同組合役員 4.6  9.3  4.8  5.0  3.8  10.7  4.7  
NPO 市⺠団体役員 2.3  6.5  6.0  7.4  6.2  3.6  4.5  
政治団体役員 5.7  1.9  4.8  6.6  3.8  3.6  3.5  
市･区課⻑ 10.3  7.5  7.2  6.6  4.6  5.4  5.4  
市･区議 11.5  9.3  9.6  9.1  10.8  3.6  7.3  
国会議員 2.3  3.7  3.6  3.3  0.8  0.0  2.3  
該当なし 54.0  58.9  73.5  64.5  73.8  66.1  71.5  
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4．⾃治会の活動について 
⾃治会調査 Q20-1 活動の担い⼿ 1 位 

 東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

農林⽔産業  1.2 12.2 4.8 10.0 11.4 8.7 
会社経営・⾃営業 8.3 16.5 4.6 4.8 7.5 7.6 5.3 

常勤  2.4 33.7 18.5 11.1 11.4 9.6 
非常勤・パート  3.5 3.0 4.0 2.5 2.5 1.4 

退職者 79.2 61.2 37.6 62.9 64.5 63.3 67.8 
専業主婦 8.3 9.4 1.0 0.8 1.4 3.8 2.9 
その他   2.0 0.8 0.7  1.4 
欠損値 4.2 5.9 5.9 3.2 2.2  2.9 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

農林⽔産業 13.8 38.5 6.3 20.3 4.0 17.1 12.4 
会社経営・⾃営業  30.8 12.5 3.9 6.4 13.3 10.1 

常勤 41.4 15.4  15.6 9.6 8.6 16.1 
非常勤・パート 6.9   2.2 0.8 1.9 2.9 

退職者 34.5 15.4 81.3 55.0 71.2 53.3 57.5 
専業主婦     2.4 2.9 3.7 
その他    1.7 2.4  1.5 
欠損値 3.4   1.3 3.2 2.9 3.5 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

⾃治会調査 Q06-1 ⾃治会の役割 1 位 
 東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
1 親睦 54.2 56.5 32.0 54.0 60.9 49.4 45.2 

2 ⽣活環境の維持 20.8 29.4 50.5 33.9 32.3 41.8 38.5 
3 問題への取り組み 20.8 9.4 7.6 4.8 5.0 3.8 6.7 
4 市町村への協力 4.2 2.4 5.0 4.0 1.1 2.5 7.2 
5 市町村への要望   3.0 3.2 0.7 2.5 1.0 

6 その他  2.4 0.7    1.0 
欠損値   1.3    0.5 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

1 親睦 19.0 23.1 18.8 41.1 48.8 53.3 42.8 
2 ⽣活環境の維持 53.4 53.8 43.8 40.7 40.0 29.5 39.1 

3 問題への取り組み 13.8 23.1 18.8 11.7 4.8 9.5 10.8 
4 市町村への協力 5.2  6.3 2.6 1.6 5.7 4.0 
5 市町村への要望 6.9  12.5 3.5 2.4 1.9 3.8 

6 その他 1.7      1.4 
欠損値    0.4 2.4  1.2 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

⾃治会調査 Q22 ⾃治会活動への参加率 
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総会 
東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
 8 割以上  9.4 38.6 13.7 11.1 17.7 43.8 
 6−8 割  14.1 23.1 12.9 14.0 25.3 21.2 
 4−6 割 8.3 15.3 14.2 29.8 16.1 29.1 16.3 
 2−4 割 8.3 14.1 11.6 22.6 23.7 10.1 8.2 
 2 割以下 79.2 44.7 6.3 20.2 33.3 15.2 7.7 

欠損値 4.2 2.4 6.3 0.8 1.8 2.5 2.9 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

総会Ⅱ 
山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
 8 割以上 36.2 23.1 25.0 47.6 27.2 15.2 25.7 
 6−8 割 31.0 30.8 18.8 23.4 32.0 18.1 22.0 
 4−6 割 19.0 7.7 43.8 11.3 20.0 21.0 19.4 
 2−4 割 6.9 7.7 6.3 6.5 12.0 29.5 12.9 
 2 割以下 5.2 30.8 6.3 10.0 4.8 14.3 21.4 

欠損値 1.7   1.3 4.0 1.9 2.7 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
清掃・美化・ 

リサイクル活動 
東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
 8 割以上  11.8 46.2 32.3 14.3 40.5 35.6 
 6−8 割 8.3 14.1 17.8 34.7 20.1 25.3 21.2 
 4−6 割 8.3 14.1 17.2 15.3 20.8 8.9 15.4 
 2−4 割 16.7 20.0 7.6 8.1 18.3 13.9 14.4 
 2 割以下 62.5 36.5 4.6 8.1 23.3 6.3 10.1 

欠損値 4.2 3.5 6.6 1.6 3.2 5.1 3.4 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

清掃・美化・ 
リサイクル活動Ⅱ 

山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

 8 割以上 62.1 84.6 43.8 44.6 16.8 15.2 37.3 
 6−8 割 25.9 15.4 25.0 19.9 29.6 27.6 21.9 
 4−6 割 10.3  25.0 14.7 28.0 26.7 17.1 
 2−4 割 1.7  6.3 12.6 12.0 14.3 12.1 
 2 割以下    6.1 8.8 10.5 17.7 

欠損値    2.2 4.8 5.7 4.0 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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お祭り 
東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
 8 割以上 4.2 5.9 18.2 9.7 6.1 3.8 14.9 
 6−8 割 8.3 11.8 17.8 21.0 13.6 11.4 15.4 
 4−6 割 33.3 21.2 14.2 33.9 23.3 22.8 22.1 
 2−4 割 20.8 20.0 8.3 21.8 30.8 35.4 21.6 
 2 割以下 29.2 22.4 14.2 8.1 13.6 15.2 17.3 

欠損値 4.2 18.8 27.4 5.6 12.5 11.4 8.7 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

お祭りⅡ 
山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
 8 割以上 19.0 61.5 12.5 29.4 10.4 11.4 15.9 
 6−8 割 20.7 7.7 25.0 21.2 10.4 15.2 15.3 
 4−6 割 37.9 15.4 25.0 21.2 33.6 24.8 25.3 
 2−4 割 13.8 7.7 18.8 13.4 21.6 20.0 19.5 
 2 割以下 3.4  12.5 5.6 13.6 14.3 14.1 

欠損値 5.2 7.7 6.3 9.1 10.4 14.3 10.9 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
市⺠調査 Q8 ⾃治会活動への参加 

定例会・総会 
東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
1 毎回参加 0.5 2.0 7.4 3.9 2.1 6.2 5.9 

2 ほとんど参加 3.5 3.5 7.9 6.1 4.0 8.4 8.5 
3 ときどき 6.3 9.5 11.2 12.5 15.4 13.4 16.4 

4 あまり参加していない 9.5 12.0 14.8 17.5 17.2 16.0 16.2 
5 まったく参加していない 80.3 73.0 58.7 59.9 61.3 56.0 53.1 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

定例会・総会Ⅱ 
山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
1 毎回参加 4.6 9.3 12.0 5.8 7.7  5.6 

2 ほとんど参加 12.6 16.8 8.4 8.3 10.0 1.8 7.7 
3 ときどき 27.6 13.1 13.3 10.7 10.0 19.6 13.8 

4 あまり参加していない 12.6 16.8 9.6 15.7 14.6 12.5 14.2 
5 まったく参加していない 42.5 43.9 56.6 59.5 57.7 66.1 59.1 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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清掃・美化・ 
リサイクル活動 

東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

1 毎回参加 0.5 0.5 6.9 12.3 4.5 7.3 7.9 
2 ほとんど参加 3.0 4.5 11.0 11.1 8.2 9.2 13.8 

3 ときどき 6.5 11.8 12.5 10.0 18.6 16.0 15.6 
4 あまり参加していない 11.5 13.5 14.3 17.3 17.0 16.8 15.4 

5 まったく参加していない 78.5 69.8 55.4 49.3 51.7 50.7 47.2 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

清掃・美化・ 
リサイクル活動Ⅱ 

山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

1 毎回参加 16.1 12.1 9.6 6.6 8.5 7.1 7.7 
2 ほとんど参加 17.2 18.7 12.0 14.0 15.4 10.7 11.5 

3 ときどき 23.0 16.8 18.1 20.7 15.4 14.3 15.3 
4 あまり参加していない 12.6 10.3 10.8 14.0 13.1 7.1 13.4 

5 まったく参加していない 31.0 42.1 49.4 44.6 47.7 60.7 52.2 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

地域のお祭り 
東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
1 毎回参加 1.3 1.5 5.6 4.7 4.0 3.6 5.1 

2 ほとんど参加 4.8 5.3 7.9 8.4 6.1 5.3 6.4 
3 ときどき 17.0 21.0 17.6 18.7 17.5 19.6 20.3 

4 あまり参加していない 12.3 19.0 16.3 18.1 20.4 15.4 16.9 
5 まったく参加していない 64.8 53.3 52.6 50.1 52.0 56.0 51.3 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

地域のお祭りⅡ 
山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
1 毎回参加 5.7 15.0 7.2 11.6 4.6 3.6 5.7 

2 ほとんど参加 8.0 15.9 7.2 7.4 6.9 3.6 7.2 
3 ときどき 31.0 18.7 25.3 22.3 21.5 16.1 20.5 

4 あまり参加していない 14.9 14.0 15.7 14.0 21.5 10.7 16.1 
5 まったく参加していない 40.2 36.4 44.6 44.6 45.4 66.1 50.6 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5．⾃治会と市・区政 
⾃治会調査 Q30-1 ⾃治会の影響力 

 東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

1 影響あり  8.2 9.2 20.2 5.0 6.3 4.3 
2 多少 41.7 20.0 28.1 27.4 24.0 32.9 17.8 

3 ある程度 37.5 28.2 22.1 30.6 29.7 16.5 28.4 
4 あまりない 16.7 23.5 28.7 17.7 33.3 32.9 32.7 
5 影響力ない 4.2 9.4 7.9 1.6 6.5 6.3 14.4 

欠損値  10.6 4.0 2.4 1.4 5.1 2.4 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

1 影響あり 19.0 15.4 31.3 10.8 8.8 5.7 12.0 
2 多少 27.6 23.1 31.3 24.7 31.2 21.0 27.0 

3 ある程度 22.4 30.8 18.8 26.0 25.6 27.6 26.5 
4 あまりない 24.1 23.1 18.8 32.9 24.8 33.3 26.4 
5 影響力ない 3.4   4.3 4.8 7.6 6.4 

欠損値 3.4 7.7  1.3 4.8 4.8 4.4 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 
市⺠調査 Q16 影響力の評価：28.町内会・⾃治会 

 東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

7 影響力あり 2.0 0.8 2.8 2.2 2.9 2.5 1.3 
6 3.0 3.3 3.3 7.0 4.2 3.6 3.3 
5 12.5 16.8 17.3 14.8 11.4 14.3 15.9 

4 中間 50.5 48.0 46.7 48.2 46.9 49.3 49.2 
3 15.8 13.5 14.0 11.7 16.4 12.6 12.3 
2 6.3 7.5 7.7 7.2 8.5 7.3 7.9 

1 影響力なし 10.0 10.3 8.2 8.9 9.5 10.4 10.0 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

7 影響力あり 5.7 0.9 1.2 2.5 3.8  2.4 
6 6.9 3.7 1.2 4.1 7.7 1.8 4.1 
5 11.5 14.0 18.1 16.5 12.3 10.7 14.3 

4 中間 42.5 57.0 59.0 46.3 46.2 37.5 48.3 
3 12.6 6.5 7.2 15.7 13.1 21.4 13.3 
2 8.0 10.3 6.0 6.6 7.7 14.3 8.1 

1 影響力なし 12.6 7.5 7.2 8.3 9.2 14.3 9.7 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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⾃治会調査 Q27-1 市・区担当課への要望 
 東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
1 頻繁 8.3 3.5 10.2 13.7 4.7 3.8 0.5 

2 やや頻繁 25.0 9.4 15.5 23.4 9.7 5.1 7.2 
3 ある程度 45.8 56.5 46.5 50.0 60.6 62.0 34.6 

4 あまりない 20.8 14.1 17.8 9.7 18.6 17.7 39.9 
5 全くない  4.7 4.3 0.8 2.5 6.3 13.5 

欠損値  11.8 5.6 2.4 3.9 5.1 4.3 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

1 頻繁 20.7 15.4  7.4 10.4 2.9 8.5 
2 やや頻繁 31.0 15.4 31.3 20.8 20.0 6.7 17.0 
3 ある程度 44.8 69.2 50.0 49.8 51.2 62.9 52.6 

4 あまりない 3.4  18.8 16.5 9.6 17.1 17.0 
5 全くない    3.5 4.0 2.9 4.7 

欠損値    2.2 4.8 7.6 5.3 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
⾃治会調査 Q37 市・区の⾃治会政策（1 満足/2 やや満足の合計の割合） 

 東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

補助金 41.7 30.6 28.4 37.9 25.1 20.3 14.9 
情報提供 41.7 40.0 36.0 41.9 33.7 27.8 27.9 
業務委託 20.8 21.2 20.1 14.5 7.2 7.6 10.6 

誠実な対応 33.3 21.2 29.4 37.9 22.2 17.7 12.5 
協議の場 20.8 22.4 15.8 24.2 13.6 13.9 11.5 

活動支援全般 33.3 27.1 17.2 28.2 12.5 11.4 11.1  
 山間地域 その他 13 都市 

平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 
補助金 12.1 7.7 25.0 23.4 20.0 20.0 23.6 

情報提供 43.1 7.7 62.5 39.4 35.2 39.0 36.6 
業務委託 15.5 0.0 6.3 26.4 13.6 15.2 13.8 

誠実な対応 24.1 7.7 62.5 26.8 27.2 18.1 26.2 
協議の場 22.4 0.0 12.5 17.7 13.6 14.3 15.6 

活動支援全般 24.1 7.7 18.8 21.6 19.2 16.2 19.1 
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6. 分野別政策満足度 
⾃治会調査 Q38 政策満足度（1 満足/2 やや満足の合計の割合） 

 東京区部 近郊都市 県庁所在地 
杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 

住環境 41.7 36.5 23.1 30.6 27.2 19.0 29.3 
コミュニティ・文化 29.2 20.0 10.6 22.6 11.8 19.0 30.8 

⽣活安全 45.8 34.1 20.8 36.3 28.3 24.1 33.2 
公共施設 41.7 31.8 18.8 24.2 19.7 17.7 20.7 
厚⽣福祉 41.7 35.3 21.8 29.0 17.9 20.3 22.1 

教育 41.7 34.1 21.5 33.9 25.4 26.6 21.6 
環境 6.3 37.5 11.6 24.2 21.1 17.7 17.8 

農林⽔産業 12.5 8.2 9.2 5.6 5.7 2.5 5.3 
工業誘致 4.2 5.9 7.3 14.5 5.4 1.3 5.8 

まちづくり 12.5 15.3 10.2 16.1 11.5 11.4 18.8 
観光 12.5 3.5 7.3 6.5 7.5 3.8 9.1 

国際交流 4.2 4.7 8.9 8.9 6.5 0.0 3.4 
政策全般 41.7 25.9 16.5 29.8 18.3 13.9 13.5  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

住環境 17.2 15.4 18.8 27.3 28.0 27.6 26.3 
コミュニティ・文化 15.5 23.1 12.5 21.6 17.6 11.4 18.9 

⽣活安全 34.5 38.5 18.8 28.1 27.2 20.0 30.0 
公共施設 37.9 30.8 31.3 22.1 20.8 24.8 26.3 
厚⽣福祉 25.9 7.7 18.8 19.9 16.8 16.2 22.6 

教育 27.6 15.4 18.8 31.2 24.8 18.1 26.2 
環境 28.2 27.6 23.1 22.5 22.4 17.1 21.3 

農林⽔産業 13.8 0.0 18.8 7.8 5.6 7.6 7.9 
工業誘致 24.1 7.7 0.0 3.5 8.8 2.9 7.0 

まちづくり 19.0 15.4 6.3 12.6 17.6 12.4 13.8 
観光 15.5 15.4 6.3 7.8 13.6 8.6 9.0 

国際交流 10.3 7.7 6.3 3.9 2.4 3.8 5.5 
政策全般 20.7 7.7 25.0 17.3 20.8 11.4 20.2 
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市⺠調査 Q13S1 政策満足度（1 満足/2 やや満足の合計の割合） 
 東京区部 近郊都市 県庁所在地 

杉並区 練⾺区 つくば市 厚木市 盛岡市 ⽔⼾市 高松市 
住環境 28.0 30.3 27.0 26.2 24.4 21.0 24.1 

コミュニティ・文化 14.3 18.0 17.3 21.2 17.5 14.0 18.2 
広報活動 17.3 20.3 21.9 24.0 19.6 15.7 19.0 
⽣活安全 27.5 27.8 25.3 23.7 28.4 18.2 26.2 
公共施設 24.0 28.5 22.4 26.2 24.9 18.5 23.8 
厚⽣福祉 21.5 25.5 25.3 29.0 20.7 14.6 20.0 

教育 15.8 21.5 25.8 20.6 16.2 15.1 20.3 
環境 17.3 24.0 18.4 18.9 18.8 11.8 17.4 

農林⽔産業 10.0 14.5 15.1 15.6 13.3 9.2 12.6 
工業誘致 10.0 12.3 11.7 13.9 11.4 9.5 12.8 

まちづくり 14.3 16.8 15.8 16.2 13.8 12.6 16.2 
観光 8.0 11.3 14.5 14.8 14.9 11.8 16.2 

国際交流 8.3 10.0 27.3 12.3 10.3 9.8 10.5 
政策全般 24.5 26.8 23.0 27.0 20.4 17.9 22.3  

 山間地域 その他 13 都市 
平均 伊那市 高山市 笠間市 新発田市 延岡市 宮古市 

住環境 16.1 19.6 21.7 21.5 17.7 14.3 22.5 
コミュニティ・文化 12.6 16.8 18.1 19.0 12.3 10.7 16.2 

広報活動 17.2 21.5 15.7 17.4 13.1 12.5 18.1 
⽣活安全 21.8 27.1 22.9 18.2 20.0 17.9 23.4 
公共施設 20.7 22.4 20.5 21.5 10.8 12.5 21.3 
厚⽣福祉 16.1 27.1 21.7 19.8 9.2 10.7 20.1 

教育 11.5 20.6 13.3 16.5 12.3 12.5 17.1 
環境 13.8 21.5 12.0 10.7 13.8 12.5 16.2 

農林⽔産業 9.2 19.6 10.8 10.7 11.5 8.9 12.4 
工業誘致 6.9 15.0 12.0 13.2 6.2 7.1 10.9 

まちづくり 6.9 24.3 21.7 14.9 9.2 7.1 14.6 
観光 9.2 29.9 26.5 11.6 8.5 5.4 14.0 

国際交流 4.6 27.1 9.6 9.1 6.9 5.4 11.6 
政策全般 16.1 27.1 20.5 16.5 16.9 17.9 21.3 
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はじめに． 
 

この第Ⅱ部の資料群では、JIGS4 プロジェクトの 3 調査の対象となっている 13 都市に
ついて、その分析の参考として、その 2010 年代後半における社会経済政治に関する情報
の一部を収録するものである。盛岡市、宮古市、⽔⼾市、笠間市、つくば市、杉並区、練
⾺区、厚木市、新発田市、伊那市、高山市、高松市、延岡市の順に収録されている。各市
区に対する構成は以下の 4 つからなる。 

第 1 に各市区ページの最初は、社会・経済・政治に関する枢要な統計情報をまとめたフ
ァクトシートである。市区名の横には JIGS4 の⾃治会・市⺠調査における「市区政治全般
に対する満足度」を問う設問に対して、「満足」「やや満足」とするものの割合がある。数
字の横の順位は今回の 13 都市中における順位である。以下、市の面積、人口、産業構成
がまとめられる。これらの値は総務省の「統計で見る市区町村のすがた 2018」（総務省統
計局 2018）に依るものである。続いて、市区内の法人数の情報があるがこれは国税庁の
法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）より各市区内の法人数およ
び、名称に「社団法人」「特定非営利活動法人」を含むものの数字を上記人口で除して、1
0 万人あたりとしたものである。次にそれぞれ市歳出総額、市職員数などの値が並べられ
る。それぞれ総務省の「平成 30 年度市町村別決算状況調」（https://www.soumu.go.jp/ike
n/zaisei/h30_shichouson.html）、「平成 30 年地方公共団体定員管理調査」（https://www.so
umu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/teiin/191224data.html）を参照したもので
ある。 

政治に関するものは市⻑の党派、⽣年、当選年に関する情報、当該地域の党派性とし
て、県会議員選挙の党派別当選人数及び 2018 年参議院議員選挙比例区における党派別の
得票率、また協働に関する重要な条例として「⾃治基本条例」の制定有無をまとめてい
る。最後に市区の沿革と政策文書であるマスタープランの目指す都市像についてのスロー
ガンが書かれている。これらの情報はそれぞれの地方⾃治体のホームページからによって
いる。 

第 2 と第 3 は、市区議会議員および市区内 NPO 法人についてその所在分布とリストを
まとめたものである。NPO 法人については前述の法人番号公表サイトより、名称による
抽出で、市区議会議員は各市議会ホームページの議員紹介による。これらの住所情報を
Google マイマップ(https://www.google.co.jp/intl/ja/maps/about/mymaps/)を用いて、地
図上にプロットしたものである。なお、高山市の議員については公開された住所情報がな
かったことから、収録を見送っている。 

第 4 の情報として、盛岡市、宮古市、つくば市、杉並区、練⾺区、厚木市の 6 市区につ
いて、⾃治基本条例や各市の総合計画などの基本的政策文書における協働の捉え方につい
てまとめている。 
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盛岡市公式ホームページ、http://www.city.morioka.iwate.jp/ 
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２．市議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
浅沼克人 盛岡市下飯岡 19-19 盛友会 総務 
天沼久純 盛岡市上鹿妻天沼 34 盛友会 教育福祉 

池野直友 盛岡市津志田町 1-15-11 公明党 建設 
伊勢志穂 盛岡市前九年 1-9-26 市政クラブ 総務 
遠藤政幸 盛岡市⻄⻘山 3-2-18 盛友会 総務 
大石仁雄 盛岡市八幡町 1-15 盛友会 産業環境 
太田隆司 盛岡市山王町 7-15 公明党 教育福祉 
大谷陽介 盛岡市三本柳 4-4-33 市政クラブ 教育福祉 

大畑正二 盛岡市南大通 2-10-8-102 創盛会 建設 
⼩笠原秀夫 盛岡市永井 16-73-2 オーエスビル 2F 盛友会 教育福祉 
加藤麻衣 ― 市政クラブ 総務 
兼平孝信 盛岡市永井 18-111-10 創盛会 教育福祉 
神部伸也 盛岡市みたけ四丁目 19-17 ⽇ 本 共 産 党

盛岡市議団 
産業環境 

菊田隆 盛岡市津志田南 1-9-8 盛友会 総務 
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工藤健一 盛岡市松園 2-7-22 盛友会 教育福祉 
工藤由春 盛岡市稲荷町 16-36 盛友会 建設 
後藤百合子 盛岡市加賀野 1-17-3 盛友会 建設 

櫻裕子 盛岡市高松 3-2-30 盛友会 産業環境 
庄子春治 盛岡市三本柳 23-9-72 ⽇ 本 共 産 党

盛岡市議団 
総務 

鈴木一夫 盛岡市仙北二丁目 23-24 市政クラブ 産業環境 
鈴木俊祐 盛岡市松園 1-3-4 無所属（⾃由

⺠主党） 
産業環境 

鈴木努 盛岡市南仙北 2-5-8 ⽇ 本 共 産 党
盛岡市議団 

教育福祉 

高橋和夫 盛岡市好摩字夏間木 83-192 ⽇ 本 共 産 党
盛岡市議団 

建設 

高橋重幸 盛岡市上田三丁目 8-30 市政クラブ 建設 
竹田浩久 盛岡市芋田字下武道 49 盛友会 総務 

竹花せい子 盛岡市本宮 2-19-22 市政クラブ 教育福祉 
伊達康子 盛岡市月が丘 1-24-20 公明党 総務 
田山俊悦 盛岡市乙部 7-69 盛友会 産業環境 
千葉伸⾏ 盛岡市紺屋町 1-25 盛友会 建設 
豊村徹也 盛岡市山岸 3-23-10 創盛会 総務 
⻑岡利明 盛岡市本宮 1-28-13 盛友会 建設 

中野孝之助 盛岡市仙北 2-11-33 盛友会 総務 
中村亨 盛岡市下飯岡 3-22-1 市政クラブ 建設 
野中靖志 盛岡市浅岸 2-18-56 バーディハイツ 202 号 市政クラブ 産業環境 
藤澤由蔵 盛岡市根田茂 4-54 盛友会 産業環境 
三田村亜美子 盛岡市東松園 2-1-1 ⽇ 本 共 産 党

盛岡市議団 
教育福祉 

村上貢一 盛岡市緑が丘 3-10-7 創盛会 産業環境 

村田芳三 盛岡市⾺場町 2-9 盛友会 教育福祉 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人アイディング 岩⼿県盛岡市仙北３丁目２１番６号 

特定非営利活動法人アクシス委員会連合 岩⼿県盛岡市前九年３丁目３番１７号 

特定非営利活動法人ａｃｔ ｌａｂ 岩⼿県盛岡市⼿代森１４地割１６番地２４１ 

特定非営利活動法人いーはとーぶスポーツクラブ 岩⼿県盛岡市中央通１丁目５番２０号 

特定非営利活動法人いいものクラブ 岩⼿県盛岡市三ツ割字櫃石２０番地１有限会社ダイユウ機
販明広内 

特定非営利活動法人石川啄木・宮澤賢治を研究し広め
る会 

岩⼿県盛岡市⿊石野２丁目７番１０号 

特定非営利活動法人いなほ 岩⼿県盛岡市本宮２丁目２０番１６号 

特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター 岩⼿県盛岡市南大通１丁目１５番７号 

特定非営利活動法人いわてアカデミー学院 岩⼿県盛岡市清⽔町１番１７号３Ｆ 

特定非営利活動法人岩⼿ＥＣＣ救命救急医療教育研究
会 

岩⼿県盛岡市中央通１丁目７番３５号 

特定非営利活動法人いわてＮＰＯフォーラム２１ 岩⼿県盛岡市内丸１６−１５内丸ビル４０６ 

特定非営利活動法人いわて音楽振興センター 岩⼿県盛岡市南大通２丁目５番３０号 

特定非営利活動法人岩⼿音声訳の会 岩⼿県盛岡市⿊石野１丁目２９番５号 
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特定非営利活動法人いわて環境と循環プロジェクト 岩⼿県盛岡市南仙北１丁目１３番６号 

特定非営利活動法人岩⼿禁煙推進ネットワーク 岩⼿県盛岡市繋字尾入野６４番地９盛岡繋温泉病院内 

特定非営利活動法人いわてＧＩＮＧＡ−ＮＥＴ 岩⼿県盛岡市材木町４番２９号 

特定非営利活動法人いわてグリーフサポート 岩⼿県盛岡市上飯岡６地割１０番地１８ 

特定非営利活動法人いわて景観まちづくりセンター 岩⼿県盛岡市中野１丁目１０番３１号 

特定非営利活動法人岩⼿県就労支援事業者機構 岩⼿県盛岡市上ノ橋町１番５０号 

特定非営利活動法人岩⼿県⻘少年⾃立支援センター・
ポランの広場 

岩⼿県盛岡市松尾町１９番８号 

特定非営利活動法人岩⼿県精神保健福祉連合会 岩⼿県盛岡市三本柳８地割１番３「ふれあいランド岩⼿」
内 

特定非営利活動法人岩⼿県地域情報ネットワークセン
ター 

岩⼿県盛岡市東新庄２丁目１７番６号 

特定非営利活動法人岩⼿県地域婦人団体協議会 岩⼿県盛岡市みたけ３丁目３８番２０号 

特定非営利活動法人岩⼿県中途失聴・難聴者協会 岩⼿県盛岡市三本柳８地割１番地３ 

特定非営利活動法人岩⼿県調査業協会 岩⼿県盛岡市盛岡駅前通１６番１４号 

特定非営利活動法人岩⼿県レクリエーション協会 岩⼿県盛岡市みたけ３丁目３８番２０号 

特定非営利活動法人いわて高次脳機能障害友の会イー
ハトーヴ 

岩⼿県盛岡市中野１丁目１番２６号 

特定非営利活動法人いわてシニアネット 岩⼿県盛岡市永井第１７地割２１番地１１ 

特定非営利活動法人いわて障害者雇用支援ネットワー
ク 

岩⼿県盛岡市南大通２丁目１０番３８号 

特定非営利活動法人いわて森林再⽣研究会 岩⼿県盛岡市上田堤１丁目１３番７号 

特定非営利活動法人岩⼿⾃殺防止センター 岩⼿県盛岡市盛岡駅前北通５番１０号２階 

特定非営利活動法人いわて住環境保護管理機構 岩⼿県盛岡市津志田南２丁目１３番３８号 

特定非営利活動法人イワテスカラシップ 岩⼿県盛岡市中ノ橋通２丁目７番３８号（アンビシャスシ
ティ志家内） 

特定非営利活動法人いわてソーシャルサポートセンタ
ー 

岩⼿県盛岡市本町通１丁目９−１４ 

特定非営利活動法人いわて創造福祉ネット 岩⼿県盛岡市中屋敷町１番３０号 

特定非営利活動法人岩⼿地域総合研究所 岩⼿県盛岡市中央通２丁目８番２１号岩⼿県⾃治体労働組
合総連合内 

特定非営利活動法人岩⼿点訳の会 岩⼿県盛岡市⻄⻘山２丁目２１番４８号 

特定非営利活動法人いわての保健福祉支援研究会 岩⼿県盛岡市中ノ橋通２丁目４番１６号 

特定非営利活動法人岩⼿の野球を発展・躍進させる会 岩⼿県盛岡市大通１丁目２番１号（産ビル１Ｆ） 

特定非営利活動法人いわて発達障害サポートセンター
えぇ町つくり隊 

岩⼿県盛岡市永井２２地割４１番地８ 

特定非営利活動法人いわてパノラマ福祉館 岩⼿県盛岡市羽場１４地割８番地４ 

特定非営利活動法人岩⼿福祉会 岩⼿県盛岡市⿊石野２丁目２番１８号 

特定非営利活動法人岩⼿ボランティア育成会 岩⼿県盛岡市津志田⻄１丁目１９番７号 
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特定非営利活動法人岩⼿マスターズ⽔泳協会 岩⼿県盛岡市本宮５丁目１番１１号 

特定非営利活動法人岩⼿未来機構 岩⼿県盛岡市⻑田町６番１６号 

特定非営利活動法人いわてユニバーサルデザインセン
ター 

岩⼿県盛岡市みたけ４丁目１４番５３号 

特定非営利活動法人インクルいわて 岩⼿県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号橋市駅前マンション
９０５号 

特定非営利活動法人インラージ岩⼿ 岩⼿県盛岡市北天昌寺町１７番８号 

特定非営利活動法人うれし野こども図書室 岩⼿県盛岡市三ツ割１丁目１４番８号 

特定非営利活動法人エイサック 岩⼿県盛岡市前九年３丁目３番１７号 

特定非営利活動法人えき・いきいき 岩⼿県盛岡市盛岡駅前通１３番２３号阿部ビル内 

特定非営利活動法人ＳＴＳアクティブイングリッシュ
センター 

岩⼿県盛岡市上田３丁目１３番３４号 

特定非営利活動法人Ｍ３Ｐｒｏｊｅｃｔ 岩⼿県盛岡市盛岡駅前通１３番２３号 

特定非営利活動法人円心カラテキッズ 岩⼿県盛岡市稲荷町４番１４号 

特定非営利活動法人エンデバー二一スポーツ倶楽部 岩⼿県盛岡市⿊川２３地割９９番地１ 

特定非営利活動法人おもちゃバンク 岩⼿県盛岡市⿊石野３丁目２０番１３号プレステージ⿊石
野１０７号 

特定非営利活動法人楓の会 岩⼿県盛岡市南大通１丁目４番７−３０３号 

特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて 岩⼿県盛岡市厨川５丁目８番６号 

特定非営利活動法人キツツキネットワーク岩⼿ 岩⼿県盛岡市箱清⽔１丁目１５番２号 

特定非営利活動法人くらしのサポーターズ 岩⼿県盛岡市中野２丁目５番１３号吉田直美方 

特定非営利活動法人くるみ子ども会 岩⼿県盛岡市材木町７番４２号 

特定非営利活動法人Ｇｒｅｅｎ Ｆｉｅｌｄｓ 岩⼿県盛岡市仙北３丁目１７番１５号 

特定非営利活動法人グルージャ盛岡総合スポーツクラ
ブ 

岩⼿県盛岡市肴町４番２０号永卯ビル２階 

特定非営利活動法人圭和会 岩⼿県盛岡市⻑橋町３番４７号 

特定非営利活動法人健康科学学院 岩⼿県盛岡市中ノ橋通１丁目１番２１号 

特定非営利活動法人ｃｏｄｅＭｏ 岩⼿県盛岡市⻄見前１９地割６０番地５ 

特定非営利活動法人好望・恕 岩⼿県盛岡市みたけ１丁目６番２号 

特定非営利活動法人コウモリの保護を考える会 岩⼿県盛岡市下⽶内２丁目１０番１０号 

特定非営利活動法人こころ 岩⼿県盛岡市北夕顔瀬町２番４４号 

特定非営利活動法人心の架け橋いわて 岩⼿県盛岡市愛宕町１１番１０号チサンマンション盛岡４
０７号室 

特定非営利活動法人ゴーフォワードジャパン 岩⼿県盛岡市東松園３丁目８番２号 

特定非営利活動法人参画プランニング・いわて 岩⼿県盛岡市中ノ橋通１丁目５番１号肴町恵ビル３階 

特定非営利活動法人サンガ岩⼿ 岩⼿県盛岡市本宮５丁目１０番１３号 
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特定非営利活動法人視覚障がい者のための⼿でみる博
物館 

岩⼿県盛岡市東中野字五輪７番１ 

特定非営利活動法人⾃然エネルギーを広める岩⼿の会 岩⼿県盛岡市松尾町１９番８号 

特定非営利活動法人シニアパワーいわて 岩⼿県盛岡市東山１丁目８番８号 

特定非営利活動法人市⺠協岩⼿ 岩⼿県盛岡市緑が丘１丁目５番３５号 

特定非営利活動法人⼿話っ知 岩⼿県盛岡市東見前７地割１４４番地９ 

特定非営利活動法人鍼灸・マッサージ師支援ニューサ
カエ 

岩⼿県盛岡市本宮字⽔門２６番地８ 

特定非営利活動法人森林ボランティア山仕事くらぶ 岩⼿県盛岡市⼿代森１４地割１６番地１４５ 

特定非営利活動法人授産事業総合開発研究所 岩⼿県盛岡市松園２丁目２６番１７号 

特定非営利活動法人ＪＯＹ 岩⼿県盛岡市北松園２丁目２７番３号 

特定非営利活動法人乗⾺とアニマルセラピーを考える
会 

岩⼿県盛岡市岩脇町１番２５号 

特定非営利活動法人⾃立⽣活支援センター・もりおか 岩⼿県盛岡市南仙北２丁目２７−１鈴木ビル１階２号室 

特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス⽇本・
岩⼿ 

岩⼿県盛岡市紺屋町４番２４号 

特定非営利活動法人住まい・地域づくりプロジェクト 岩⼿県盛岡市南大通１丁目８番７号ＣＦＣビル５Ｆ 

特定非営利活動法人３Ｄ ＳＰＯＲＴＳ 岩⼿県盛岡市紺屋町６番３１号丸中産業ビル２０４号 

特定非営利活動法人⽣活温故知新 岩⼿県盛岡市中央通３丁目１４番３１号 

特定非営利活動法人政策二一 岩⼿県盛岡市下ノ橋町７番３６号 

特定非営利活動法人精神保健を考えるいわての会 岩⼿県盛岡市南⻘山町１６番２４号 

特定非営利活動法人成年後見センターもりおか 岩⼿県盛岡市大通１丁目１番１６号 

特定非営利活動法人善隣館 岩⼿県盛岡市大沢川原３丁目２番３７号 

特定非営利活動法人Ｔｉｍｅ 岩⼿県盛岡市⼩鳥沢２丁目８番８号 

特定非営利活動法人第二のわが家 岩⼿県盛岡市山岸４丁目１８番１９号 

特定非営利活動法人ちえのわ福祉会 岩⼿県盛岡市厨川４丁目５番７号 

特定非営利活動法人桃源郷づくり岩⼿県⺠運動 岩⼿県盛岡市東中野町５番１５号 

特定非営利活動法人南部桜下村塾 岩⼿県盛岡市東中野町２１番２号 

特定非営利活動法人⽇本在宅フットケア普及協会 岩⼿県盛岡市⻄見前１５地割６８番地４４ 

特定非営利活動法人⽇本メイプル協会 岩⼿県盛岡市東中野字五輪７番１ 

特定非営利活動法人⽇本ヨガ連盟 岩⼿県盛岡市紺屋町４番２４号 

特定非営利活動法人能楽を活かす会 岩⼿県盛岡市桜台２丁目１番４号 

特定非営利活動法人農村空間２１ 岩⼿県盛岡市本宮２丁目１０番１号 

特定非営利活動法人のびっこ寮育センター 岩⼿県盛岡市⿊石野１丁目１９番２３号 

特定非営利活動法人ハーツ⽣活支援 岩⼿県盛岡市上田１丁目６番４７−５０２号 

特定非営利活動法人ハートアライズ 岩⼿県盛岡市下太田下川原１５９番地３号宮田ビル 
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特定非営利活動法人ハートピュア盛岡 岩⼿県盛岡市緑が丘３丁目２０番５６号 

特定非営利活動法人はまゆり 岩⼿県盛岡市上堂３丁目１９番３４号 

特定非営利活動法人パパラギの里 岩⼿県盛岡市渋⺠字愛宕５３番地８ 

特定非営利活動法人フードバンク岩⼿ 岩⼿県盛岡市上ノ橋町１番５０号 

特定非営利活動法人福祉＆農業支援 岩⼿県盛岡市天昌寺町７番２５号 

特定非営利活動法人福祉住環境フォーラム・ライフビ
ート 

岩⼿県盛岡市本宮３丁目３６−３８−１０５ 

特定非営利活動法人フラット寺町 岩⼿県盛岡市名須川町１８番５号 

特定非営利活動法人ペーシエントタグボート 岩⼿県盛岡市盛岡駅前通２番３０−４０７号 

特定非営利活動法人ホースマザー＆フレンズ 岩⼿県盛岡市住吉町１０番５号 

特定非営利活動法人豊心会 岩⼿県盛岡市愛宕町１１番７号 

特定非営利活動法人本州産クマゲラ研究会 岩⼿県盛岡市桜台１丁目３５番１４号 

特定非営利活動法人訪問理美容協会スマイル 岩⼿県盛岡市大館町２６番５３ 

特定非営利活動法人Ｖｏｔｅｒʼｓ Ｐｏｒｔ 岩⼿県盛岡市繋字湯ノ舘１２１番地１ 

特定非営利活動法人防災ネットいわて 岩⼿県盛岡市みたけ４丁目４番２０号 

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ 岩⼿県盛岡市北松園１丁目９番２号 

特定非営利活動法人マニラ育英会 岩⼿県盛岡市大通３丁目１番２３号 

特定非営利活動法人みたけ弥勒クラブ 岩⼿県盛岡市みたけ５丁目１７番１７号 

特定非営利活動法人みどりと⾃然を育む会 岩⼿県盛岡市山岸４丁目１９番３４号 

特定非営利活動法人緑の相談室 岩⼿県盛岡市内丸４番１５号 

特定非営利活動法人未来図書館 岩⼿県盛岡市肴町４番２０号永卯ビル３階 

特定非営利活動法人メディカルハーモニー 岩⼿県盛岡市大通３丁目９番２９号 

特定非営利活動法人盛岡市⽔泳協会 岩⼿県盛岡市本宮５丁目１番１１号熊さんビル３階 

特定非営利活動法人盛岡市ファミリーサポートセンタ
ー 

岩⼿県盛岡市若園町２番２号 

特定非営利活動法人もりおか中津川の会 岩⼿県盛岡市下ノ橋町７番３６号 

特定非営利活動法人盛岡ボードゲームクラブ 岩⼿県盛岡市上田堤２丁目６番１９号 

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾 岩⼿県盛岡市鉈屋町３番１５号 

特定非営利活動法人盛岡ユースセンター 岩⼿県盛岡市大通３丁目１番地２３号 

特定非営利活動法人もりおかユースポート 岩⼿県盛岡市盛岡駅前通１６番１５号保科済⽣堂ビル３階 

特定非営利活動法人盛岡ＹＭＣＡ 岩⼿県盛岡市本町通３丁目１番１号 

特定非営利活動法人もりねこ 岩⼿県盛岡市菜園２丁目６番６号三栄ビル２Ｆ 

特定非営利活動法人Ｙｏｕ−Ｍｅゆいっこ 岩⼿県盛岡市向中野２丁目４７番１号 

特定非営利活動法人ユリノキ会 岩⼿県盛岡市北天昌寺町８番１７号 

特定非営利活動法人ＲＡＹ ｏｆ ＨＯＰＥ 岩⼿県盛岡市三本柳１地割１９番地６⻑根荘５号室 
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特定非営利活動法人六等星 岩⼿県盛岡市前九年１丁目１番１１号 

特定非営利活動法人ＷａｉＷａｉ−ぐるんぱ 岩⼿県盛岡市紅葉が丘２番３号 

特定非営利活動法人ＡＳＩＡ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎ
ｔａｌ Ａｌｌｉａｎｃｅ 

岩⼿県盛岡市⻘山３丁目２５番２号３０２号室 

 
4．盛岡市政策文書に見る協働 
 

総合計画 

盛岡市総合計画基本構想 2015-2025 では「ひと・まち・未来が輝き世界につながるまち盛
岡」を都市の目指す将来像と考え、その基本目標として「人がいきいきと暮らすまちづくり」
「盛岡の魅力があふれるまちづくり」「人を育み未来につなぐまちづくり」「人が集い活力を
⽣むまちづくり」の 4 つを基本目標として掲げている。この内第 1 の「人がいきいきと暮
らすまちづくり」の 10 の個別施策のうちの 9 番が「地域コミュニティの維持・活性化」で
「地域コミュニティがこれまでになってきた多岐にわたる役割を維持し、活動を活性化す
るため、遅延または目的をともにする団体などへの支援に取り組みます」との文がある。ま
た「地域コミュニティの維持・活性化」は基本目標の「盛岡の魅力があふれるまちづくり」
「人を育み未来につなぐまちづくり」にも関わるものとしている。 
盛岡市総合計画実施計画 2020-2022 では「地域コミュニティの維持・活性化」の現状と課
題として、 
 

町内会・⾃治会においては地域の安 全・安心を守る活動や住⺠同⼠の親睦を 深める活
動が⾃主的に⾏われており，ま た市の施策に対しても理解と協力をいた だきながら，
連携してまちづくりを進め ています。 また，市内全 30 のコミュニティ推進地 区組
織＊１においては，地域の課題に対応 した様々な取組を⾏っていただいており， その
うち 12 の地区においては，地域の課 題解決・将来像の実現のため，地域づく り計画
を策定していただき，地区にあるさ まざまな主体と一緒に，市の補助金を受け て様々
な事業を⾏う地域協働＊2 によるま ちづくりに取り組んでいただいております。 し
かし，少子高齢化の進⾏により活動 の担い⼿が不足している，活動への参加 者が少な
いといった，地縁団体＊３の持続 的な活動に対する不安が⽣じてきており， これらの
課題を市と地域が一緒になって 解決する必要があります。 
 
＊１ コミュニティ推進地区組織 地域の連帯を深めるため，市は町内会・⾃治会や学区
などを考慮して区域を定めており，現在は市内を 30 地区に分けたコミュニティ推進
地区組織が結成されています。 ＊２ 地域協働 町内会・⾃治会，NPO，企業といった
地域にあるさまざまな主体で構成される地域づくり組織と市が，相互 に連携・役割分
担してまちづくりを進める取組をいいます。 ＊３ 地縁団体 町内会・⾃治会及びコミ
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ュニティ推進地区組織などの地域組織をいいます。 
（盛岡市  :64） 

 
と記している。 
同目標のための主要事業としては地区⾏政事務（令和 2 年度計画予算額 78 百万円）・コミ
ュニティ推進事業（28 百万円）・公衆街路灯関連事業（93 百万円）・地域協働推進事業（14
百万円）の 4 つを挙げている。 
同目標のために各主体に期待される役割として、 
 

市⺠   ・町内会・⾃治会などの活動に積極的に参加しましょう。  
地域・NPO 等   ・多くの住⺠が，町内会・⾃治会などの活動に参加して交流や親 

睦を深めることにより，環境保全や防災などのまちづくり活動へ 
の参加のきっかけや，地域⾃ら課題を解決する主体的な取組につ 
なげていきましょう。 ・NPO などは，専門的知識や情報・ノウハ
ウを活用してまちづ くりに積極的に参画し，地域社会に貢献しま
しょう。  

事業者    ・専門的知識や情報・人材などを活用し，地域社会を構
成する一 員として積極的に社会貢献活動を⾏い，まちづくりに参
加しまし ょう。 

（盛岡市  :67） 
 
と記している。 
成果指標としてまちづくり評価アンケート調査における「コミュニティ活動に参加したこ
とがある」と答えた市⺠の割合を令和 6 年度に 56.5%（平成 25 年度 46.5％、令和元年度
45.2％）とすることを掲げている。 
同政策分野に関連する個別の計画として「市⺠協同推進指針」「町内会・⾃治会協同推進
計画（平成 27〜令和 2 年度）」「第 2 次地域協働推進計画（平成 28〜令和 2 年度）」がある
と挙げている。 
 
 

市⺠協同推進指針 

盛岡市市⺠協働推進指針は平成 26 年 3 月に策定された。市のこれまでの発展を協働のま
ちづくりの成果とたたえつつ、「担い⼿不足などに伴う地縁団体の持続的な活動展開に対
する不安，ＮＰＯ に対する適切な支援体制の構築など，市⺠協働を進める上での課題も
浮き彫りになっ てきてい」るとし、「これまで市が⾏ってきた地縁団体やＮＰＯに対する
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支援 や地域協働の取り組みなどを包括して，改めて市⺠協働を推進していくための支援 
のあり方や市の協働に関する施策の方向性について定めるとともに，市やそれぞれの 主
体の役割を明らかにし，市⺠等と市が共通した認識のもとに市⺠協働によるまちづ くり
を進めることを目的として」いる。（指針 :11）。 
指針は市⺠協働を「市⺠活動を⾏うものと市が，社会的な課題の解決や「盛岡のまちづく
り」など， 共通の目的に対して高い成果を上げるために，お互いの特性を認識し，尊重
し合 いながら，対等な立場で連携・協力し合うこと」と定義し、その活動領域は完全な
⾏政活動と市⺠活動の間で「市が一律に決めるものでも，固定的・画一的なものでもな
く， 社会の変化や市⺠等のニーズによって，市⺠等と市が担う領域が流動的に変化する
も の」とし、大きく「市⺠等が中心となり、市の協力を得て⾏う領域」と「市が中心と
なり、市⺠等の協力を得て⾏う領域」に分けている。 
指針は平成 26 年当時の市⺠等との協働を前提とした市の計画として、32 の計画を挙げて
いる。課題としては(1)地縁団体の持続的な活動に対する不安の解消(2)NPO に対する支援
体制の構築(3)市と各主体間の協働・支援のマッチング(4)協働に関する啓発の推進(5)職員
の理解の促進を挙げる。 
この指針の下に「町内会・⾃治会協同推進計画」「第 2 次盛岡市地域共同推進計画」「NPO
活動促進のための基本方針」、その他の団体・企業等に対する共同事例集の発⾏などの施
策の実施の 4 項目の取り組みを示している。 
指針の進⾏管理は庁内関係課による市⺠協同推進連絡会議の随時開催と、有識者による市
⺠協働推進アドバイザー会議の定期開催により管理すること、2011 年に設置した市⺠協同
推進基金を財源とし、地縁団体実施事業や市との協働事業に対し、効果的で透明性や客観
性が確保される適切な補助制度の構築と、貴金積み増しや寄付金制度の拡充などをうたっ
ている。 
 

町内会・⾃治会協同推進計画 

「盛岡市町内会・⾃治会協同推進計画 平成 27 年度〜32 年度——地域の力を 盛岡のま
ちづくりにつなげよう」は平成 27 年 3 月に策定されている。この計画は先の市⺠協同推
進指針に基づき、「町内 会・⾃治会の⾃律性を尊重する原則を踏まえながら，これらの団
体が持続的な活動 展開を⾏っていくための市の支援策について具体的な取組を定めるも
の」とされた（計画 :1）。計画は（1）役員の担い⼿不足(2)アパート・マンション等の世
帯の加入率の低迷(3)町内会・⾃治会活動の活性化(4)公共的役割を担うことに対する負担
感を解決すべき課題として挙げる。 
具体的な取り組みとして、「制度の充実と取り組みの強化」として(1)町内会役員負担軽減
のための（仮称）協同推進奨励金制度の創設(2)非常勤の地区担当員制度に代わる新しい
（仮称）地域担当職員制度の実施(3)町内会・⾃治会活動の活性化に関する条例の研究(4)
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町内会・⾃治会への加入促進の 4 項目。「拠点機能等の充実」として(1)市⺠協同推進セン
ターの設置(2)市の組織の充実の 2 項目。「職員の意識改革と能力開発」として(1)職員の意
識改革と(2)職員の能力開発の 2 項目。「市⺠意識の醸成」として(1)情報の共有化(2)地域
活動への参加促進の 2 項目。以上の取り組みがあげられている。計画の進⾏管理は市⺠協
同推進指針と同様の連絡会議とアドバイザー会議によるとした。 
 

第 2 次盛岡市地域共同推進計画 

「第 2 次盛岡市地域共同推進計画」は平成 28 年 3 月に策定された。計画は平成 23 年 4 月
に策定された第 1 次計画の成果と「制度の定着」が不十分という課題を踏まえ、前述の総
合計画、協同推進指針の下で、「「制度の定着」から「地域 協働の取組において目指す方
向性を定め，その実現を図る」ことへと目標を一歩進め， 第２次地域協働推進計画（以
下「本計画」）を策定し，地域協働をさらに推進する」と定めた。 
1 次計画に対する課題は具体的には施策における課題として(1)地域共同事業の振り返り・
計画見直しへの意識づけの不足(2)地域づくり支援員制度の機能不足(3)地区割の不整合(4)
組織・拠点の整理と圃場金制度の再編の 4 つを挙げ、地域における課題として(1)活動を担
う人材の不足(2)専門的知識や経験の不足(3)事務負担（感）の増の 3 つを挙げた。 
計画は施策の目的として、「地区の⾃主性を尊重しながら，地域づくり組織と市が相互に
連携・役割分担して まちづくりを進めることにより，地域活動の担い⼿の育成や，地区
の課題解決を図 る」こととし、その基本方針としては 
 

１ 地区の意思を尊重しながら，地域協働による取組の拡大を図る  
地域協働への取組開始はあくまで地区の意思によるものであることから， 市では
全地区実施を努力目標とします。  

２ 新たな地域担当職員制度を活用し，きめ細かい取組を推進する  
原則として地区に居住する職員を地域担当職員として配置し，専任の職員 ととも
に必要な支援を⾏います。  

３ 地域づくり計画を簡素化・有効期限化し、取組の効果を高めるとともに地区の負
担軽減を図る  

新規に地域づくり計画を立案する地区に対しては，その簡素化を認めて地 区の負
担を軽減しながら，地域づくり計画には期限を設け，目標達成のた めの事業の振
返りと見直しの意識を，市と地区とで共有します。 

 
とした。 
計画における具体的な施策は「地域協働への市の支援」として、①専任職員の体制強化②
地域担当職員の配置③専門的知識を持った職員の派遣からなる(1)市職員による地域活動の
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支援、④元気まちづくり補助金制度の運用からなる(2)補助金制度の運用、⑤地域づくり計
画の簡素化・有効期限化からなる(3)地区の事務処理の負担軽減等、⑥市⺠協同推進センタ
ーの設置と⑦コミュニティ情報誌の発⾏からなる(4)相談窓口と情報提供の充実の 4 分類 7
施策が挙げられ、次に「地域協同の環境づくり」として⑧人材育成講座の充実からなる(5)
人材育成講座等の実施、⑨地域共同事例発表会の実施からなる(6)事例発表会等の実施、⑩
地区割の見直しと⑪組織・補助制度・拠点施設の再編検討からなる(7)機構・組織・制度の
見直し検討の 3 分類 4 施策、最後に⑫地区のニーズ集約と計画立案・見直しからなる(8)地
域共同事業の実施の 1 分類 1 施策が挙げられ、計 8 分類 12 施策が求められる。次いで計
画はこれら 12 施策について、5 年間の実施工程を示している。 
 
計画の推進体制としては「コミュニティ推進地区組織をはじめ、NPO や地域活動にかか
わりを持つ団体など、多様な主体と緊密に連携」するとし、その進⾏管理は市⺠協同推進
指針に定められた連絡会議とアドバイザー会議によると記している。また計画の中間、3
年目に当たる平成 30 年度には上記会議結果を踏まえ計画の見直しを定めている。 
 

NPO 活動促進のための基本方針 

「NPO 活動促進のための基本方針」は平成 16 年 9 月に策定された。方針は「市⺠との協
働のまちづくり」を基本目標に掲げ、「 ＮＰＯをパートナーとして位置付け、その活動
を積極的に支えるとともに、 あらゆる分野で連携することにより、「市⺠との協働のまち
づくり」を目指します」とうたった。より具体的には「⾃主性・主体性の尊重」「先駆
性・多様性の尊重」「客観性・透明性の確保」「パートナーシップの確立」を基本姿勢とし
た。 
 
NPO 活動の定義としては 
 

①⾃らの⾃由意志に基づき、⾃主的に⾏う活動であること  
②市を基盤とした活動であること  
③非営利活動であること 「非営利」は、その活動から利益を上げてはいけないという
意味で はなく、利益を出資者や構成員に分配しないという意味  
④公益性を有する活動であること 「公益」は、不特定かつ多数の市⺠の利益をはじめ
とする、広く社 会全般の利益という意味  
⑤誰に対しても開かれていること  
⑥政治活動及び宗教活動を目的としないこと  
⑦反社会的な活動でないこと 市⺠⽣活の秩序や安全に脅威を与える活動でないこと 
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を挙げ、これを⾏う NPO の範囲としては、 
 

ア ＮＰＯ活動を⾏う団体であること  
イ 事務所の所在地が市内にあること、またはその活動が市内で⾏われ ていることを原
則とするが、市内での活動が可能な団体も含む  
ウ 会員の資格に関して、不当な条件を付さないこと  
エ 規約、会則等で代表者や運営方法が決まっていること  
オ 独立した組織での活動が継続的に⾏われること  
カ 暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体ではないこと 
 

の条件を挙げた。 
NPO の社会的意義役割としては（ア）多様な市⺠ニーズへの対応（イ）地域社会の活力
源（ウ）まちづくりの推進力（エ）新たな社会経済活動の創出（オ）多様な社会参加の実
現を挙げ、NPO と協同することの意義として、（ア）相互補完（イ）⾏政の意識向上
（ウ）NPO 活動の活発化の 3 つを挙げている。 
方針は NPO 活動の現状と課題として、活動の増加を見込みつつ、資金不足、事務機能と
活動拠点の未整備、市⺠への認知不足、団体間交流の不足などを課題に挙げ、また今後の
持続と発展のために専門的な能力を持った人材の育成と NPO が社会に向けて積極的に発
信できる環境整備が必要であるとした。 
また、企業の社会貢献活動も NPO 活動と同様に重要と位置づけ、「企業が取り組む社会貢
献活動は、これまでは寄附や活動助成などの資 金や物の提供が中心でしたが、今後は企
業の持つ事業計画や企画立案の ノウハウ、会計知識などの提供や人材の派遣などが期待
され」るとし、そのための企業―市⺠間の情報交流の仕組みづくりが必要とする。 
 
基本施策としては「NPO 活動への支援」として(1)人材の育成(2)活動の場の提供(3)情報
の提供(4)まちづくりへの市⺠参加の推進(5)委託の推進(6)財政的支援の検討の 6 つを挙
げ、「推進体制の整備」として(1)NPO 活動の促進に向けた⾏政組織の充実(2)職員の意識
向上を目指すこととした。 
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岩⼿県宮古市ホームページ、https://www.city.miyako.iwate.jp/ 
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２．市議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 

白石雅一 津軽石第 10 地割 21 番地 2 復興を考え
る会 

議会広報編集委員会委員⻑、教
育⺠⽣常任委員会 

木村誠 佐原四丁目 4 番 8 号 尽政クラブ 総務常任委員会副委員⻑ 

⻄村昭二 田鎖第 5 地割 47 番地 4 産振会 議会広報編集委員会副委員⻑、
総務常任委員会、議会運営委員
会 宮古・室蘭フェリー対策特
別委員会 

畠山茂 ⼩山田二丁目 8 番 1 号 新風クラブ 教育⺠⽣常任委員会、議会広報
編集委員会 

⼩島直也 板屋三丁目 4 番 52 号 公明党 産業建設常任委員会、議会広報
編集委員会、宮古・室蘭フェリ
ー対策特別委員会 

鳥居晋 田老字樫内 104 番地 復興を考え
る会 

総務常任委員会、議会広報編集
委員会 

熊坂伸子 和見町 10 番 31 号 ネクストみ
やこ 

教育⺠⽣常任委員会委員⻑、宮
古・室蘭フェリー対策特別委員
会 

佐々木清明 高浜一丁目 7 番 35 号 尽政クラブ 産業建設常任委員会、議会広報
編集委員会、議会運営委員会 
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宮古・室蘭フェリー対策特別委
員会 

橋本久夫 磯鶏⻄ 14 番 20 号 ネクストみ
やこ 

議会運営委員会委員⻑、教育⺠
⽣常任委員会 

伊藤清 ⻑沢第 18 地割 154 番地 7 産振会 産業建設常任委員会、宮古・室
蘭フェリー対策特別委員会 

佐々木重勝 崎山第 5 地割 250 番地 産振会 産業建設常任委員会委員⻑、宮
古・室蘭フェリー対策特別委員
会委員⻑ 

高橋秀正 津軽石第 5 地割 65 番地 1 復興を考え
る会 

産業建設常任委員会、議会運営
委員会、宮古・室蘭フェリー対
策特別委員会 

坂本悦夫 栄町 4 番 16 号 新風クラブ 教育⺠⽣常任委員会副委員⻑ 

⻑門孝則 田鎖第 2 地割 33 番地 無所属クラ
ブ 

教育⺠⽣常任委員会、宮古・室
蘭フェリー対策特別委員会 

竹花邦彦 神田沢町 9 番 11 号 新風クラブ 総務常任委員会、議会運営委員
会副委員⻑ 

落合久三 磯鶏沖 9 番 22 号 ⽇本共産党 産業建設常任委員会、宮古・室
蘭フェリー対策特別委員会 

松本尚美 太田二丁目 4 番 44 号 無所属クラ
ブ 

総務常任委員会委員⻑ 

加藤俊郎 田老三王二丁目 5 番 5 号 尽政クラブ 教育⺠⽣常任委員会 

藤原光昭 刈屋第 4 地割 5 番地 8 新風クラブ 産業建設常任委員会副委員⻑、
宮古・室蘭フェリー対策特別委
員会 

田中尚 宮町三丁目 5 番 29 号 ⽇本共産党 宮古・室蘭フェリー対策特別委
員会副委員⻑、総務常任委員会 

工藤⼩百合 熊野町 8 番 16 号 ネクストみ
やこ 

副議⻑、総務常任委員会 

古舘章秀 片巣第 1 地割 51 番地 ネクストみ
やこ 

議⻑ 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人愛福祉会 岩⼿県宮古市刈屋第１２地割３番地 
特定非営利活動法人あおば会 岩⼿県宮古市川井第５地割１０１番地

１１ 
特定非営利活動法人イーハトーブとりもと 岩⼿県宮古市崎鍬ヶ崎第１８地割１７

番地１９ 
特定非営利活動法人命ほにほに 岩⼿県宮古市崎山第１地割１２番地 
特定非営利活動法人いわてＮＰＯ事業開発センタ
ー 

岩⼿県宮古市上鼻１丁目１番７号 

特定非営利活動法人いわてマリンフィールド 岩⼿県宮古市磯鶏⻄１４番２０号 
特定非営利活動法人エヌピーオー街かどボランテ
ィア 

岩⼿県宮古市鍬ヶ崎上町２番３２号 

特定非営利活動法人エムジョイ 岩⼿県宮古市上鼻２丁目３番２８号 
特定非営利活動法人⼩国振興舎 岩⼿県宮古市⼩国第９地割８１番地１ 
特定非営利活動法人輝きの和 岩⼿県宮古市実田１丁目３番１６号 
特定非営利活動法人かわい元気社 岩⼿県宮古市鈴久名第４地割５番地４ 
特定非営利活動法人三陸エヌピーオー支援センタ
ー 

岩⼿県宮古市鴨崎町１番４３号 
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特定非営利活動法人三陸⾃然環境新産業プラット
フォーム 

岩⼿県宮古市磯鶏沖１番１９号 

特定非営利活動法人三陸情報局 岩⼿県宮古市⻑根１丁目８番１号 
特定非営利活動法人浄土ヶ浜ネイチャーガイド 岩⼿県宮古市向町４番２６号 
特定非営利活動法人津波太郎 岩⼿県宮古市田老４丁目９番１１号 
特定非営利活動法人⽇本トータルコンディショニ
ング協会 

岩⼿県宮古市新町２番１３号 

特定非営利活動法人ふれあいステーション・あい 岩⼿県宮古市⻄町１丁目２番１３号 
特定非営利活動法人みやこＮＰＯサポートセンタ
ー 

岩⼿県宮古市⻑沢第１３地割５０番地
２ 

特定非営利活動法人宮古圏域障がい者福祉推進ネ
ット（レインボーネット） 

岩⼿県宮古市緑ヶ丘２番３号 

特定非営利活動法人みやこ⾃立サポートセンター 岩⼿県宮古市八木沢４丁目１番２５号 
特定非営利活動法人宮古地域医療情報連携ネット
ワーク協議会 

岩⼿県宮古市⻄町１丁目６番２号 

特定非営利活動法人宮古地区いきいきワーキング
センター 

岩⼿県宮古市保久田３番２１号 

特定非営利活動法人みやこラボ 岩⼿県宮古市山口３丁目１６番１６−
１１号 

 
4．宮古市政策文書に見る協働 
 

⾃治基本条例 

宮古市では平成 19 年 7 月 2 ⽇に宮古市⾃治基本条例が交付された。条例は「、宮古市（以
下「市」という。）におけるまちづくりの基本原則を明 らかにするとともに、市⺠、市議会
及び市の執⾏機関の責務並びに市政運営の原則を 定め、前文に掲げた理念を実現すること
を目的と」（第 1 条）し、また「この条例は、他の条例に優先するものとし、他の条例、規
則等を制定、改廃す る際には、この条例の内容を最大限尊重しなければならない」と⾃治
体における最高規範性を有することが明記される。以下条例は全 8 章 24 条によって構成さ
れる。第 1 章「総則」では前述 2 条のほか用語の「意義」が定められる。 
第 2 章は「まちづくりの基本原則」で参加と協働を原則とすること(4 条)性別年齢心身の状
態等による偏見差別を廃し、互助社会の実現をうたう(5 条)。 
第 3 章は「市⺠の権利と責務」はまず、市⺠にまちづくりに参画する権利として、市政情報
の知る権利、⾏政サービスを享受する権利、⽣涯学習の権利が挙げられ(6 条)、まちづくり
推進の責務として、⾃己の発言・⾏動への責任、地域社会への調和とまちづくりへの寄与、
負担の分担を求める(7 条)。さらに事業者の社会的責任が明記され(8 条)、各主体には「ま
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ちづくりにおいてコミュニティの果たす 役割を認識し、コミュニティを守り育てるよう努
めるものとする」とコミュニティを重視する(9 条)。 
第 4 章「市議会等の責務」第 5 章「市⻑等の責務」では市議会には「事案の決定及び市政の
監視並びにけん制の機能」(10 条)を市⻑には「市政の代表者として、この条例の理念に従
い、まちづくりを推進」(12 条)することを市職員には「全体の奉仕者として、市⺠のために
この条例を遵守し、公平、公 正に職務の遂⾏」することを求める。 
第 6 章は「市政運営の原則」と題し、第 14 条 
 

「市の執⾏機関は、市議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定 めるとと
もに、その実現を図るため総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政運営 に努めなけ
ればならない。 ２ 市の執⾏機関は、公正で透明性の高い開かれた市政運営を⾏なうこと
に努めるとと もに、市政運営の過程において市⺠の参画を推進しなければならない。 ３ 
市の執⾏機関は、重要な計画の策定、変更にあたっては、事前に市⺠の意見表明の 機会
を確保しなければならない。 ４ 市⺠の参画について必要な事項は、別に条例で定めるも
のとする。 

 
のほか、情報公開(15 条)個人情報保護(16 条)説明責任(17 条)⾏政評価(18 条)⾃主的かつ⾃
律的な財政運営(19 条)を執⾏機関の責務としている。 
第 7 章「住⺠投票」では市政の重要事項についての住⺠投票の実施と結果の尊重(20 条)を
述べ、その実施⼿順を定める。 
第 8 章「その他」は市外の各主体との相互連携協力を 22 条で、「市⺠⾃治推進委員会」の
設置を 23 条で、市⻑に将来の改正における理念保持を 24 条で要求している。 
「市⺠⾃治推進委員会」やその他の参画に関わる⼿続その他必要な事項は平成 20 年 6 月 27
⽇制定の「宮古市参画推進条例」により規定された。 
 

宮古市協働推進条例 

宮古市は⾃治基本条例「第２章に規定する基本原則に基づき、協働に関し必要な事項につい
て定める」として平成 20 年 7 月 1 ⽇に「宮古市協働推進条例」を制定した。条例は市⺠(4
条)地域⾃治組織(5 条)市⺠活動団体(6 条)事業者(7 条)市議会(8 条)市の執⾏機関(9 条)の役
割をそれぞれ定め、10 条で「市の執⾏機関は、地域⾃治組織、市⺠活動団体及び事業者か
らまち づくりに関する事業の提案を受け、協働で事業（以下「提案事業」という。） を⾏
うことができる」という提案事業を定めた。11 条では同事業実施状況の公表を定め、提案
事業に関する調査及び審議は「市⺠⾃治推進委員会」の⼿によると定められた。 
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総合計画 

宮古市総合計画基本構想(2020−2029)では、「宮古市⾃治基本条例（平成 19 年 7 月 2 ⽇制
定）」に基づき、まちづくりの基本構想を策定している。 
「森・川・海」とひとが調和し共⽣する安らぎのまち」を都市の将来像とし、その基本的な
方向として「⾃然と共に⽣きるまちづくり」「健やかで心豊かな人を育む街づくり」「多様な
産業が結びつき力強く活動するまちづくり」の 3 つを掲げ、その下に 7 つの分野別の基本
施策を置いている。そのうちの「5 交流と連携による地域づくり」の第 1 として市⺠活動
の推進が挙げられている。ここでは以下のように現状と課題が並べられる。 
 

（現状） ○個人の価値観が多様化し地域が抱える問題も複雑化しており、協働のまちづ 
くりを推進するために新しい公共の担い⼿としての地域⾃治組織※１や市⺠ 活動団体
※２が果たす役割が重要になっています。 ○個人の⽣き方やライフスタイルが多様化す
るなか、地域内のつながりが希薄 になってきているほか、高齢化などにより地域⾃治組
織の担い⼿が不足して います。 ○防災、福祉、保健、防犯など地域⾃治組織が果たす役
割は多岐にわたります。 （課題） ○地域社会の結びつきを深める活動などによる地域コ
ミュニティの活性化が必 要です。 ○地域⾃治組織の活動を担うリーダーの育成が必要
です。 ○市⺠活動団体が⾃立して活動できるよう支援が必要です。 ○市⺠活動への参加
の拡大が必要です。 ○協働に対する市⺠の意識啓発とともに、提案事業制度※３をはじ
めとした市⺠ と市の協働についての仕組みに関する周知と利用しやすい環境整備が必
要で す。 

 
この認識下に「地域⾃治組織への活動支援」「市⺠活動団体への活動支援」「市⺠と協働の推
進」の 3 つが基本事業として掲げられる。それぞれの成果指標としては、地域⾃治組織の活
動への関心度・参加意向、NPO 等の市⺠活動団体の活動への関心度・参加意向、協働の研
修会の開催（回数、参加団体数、延べ参加人数）が対応し、基本施策全体においては地域⾃
治組織の活動への参加割合と NPO 等の市⺠活動団体の活動への参加割合が成果指標とし
て用いられる。 
 
総合計画には当分野に関連するほかの指針等の情報はない。 
 

参画と協働の指針——参画と協働を進めるために 

本指針は宮古市市⺠参画協働検討委員会の平成 19 年 10 月 30 ⽇の報告書「「参画と協働の
指針」に関する報告書」を基に、関係団体の意見により市が素案を作成し、さらに市議会へ
の説明と修正を⾏い、平成 20 年 2 月 16 ⽇から 2 月 29 ⽇までパブリック・コメントを実施
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した上で作成された。 
「本指針は、宮古市⾃治基本条例でうたった「参画と協働を原則と するまちづくり」及び
宮古市総合計画に掲げた「市⺠と⾏政とのパ ートナーシップによる協働のまちづくり」を
推進するため、「参画」 と「協働」についての基本的な考え方を示すもの」（指針 :3）とさ
れる。指針の必要性については「はじめに」で以下のように述べる。 
 

「参画」とか「協働」とか・・・なかなかむずかしい言葉に聞こえますが、 実は、私た
ちが、毎⽇の⽣活の中で⾏っていることです。 たとえば、参画について考えてみると、
市で、なにか計画を策定するとき、 市⺠の意見を聴かないでつくったとしたら、皆さん
はどう思うでしょうか。 市では、計画を策定するにあたっては、説明会などを開催し、
計画案につ いて市⺠の意見を伺い、計画に反映しています。市⺠が、まちづくりに何で 
もいいから声をあげていくことが「参画」の始まりです。 また、私たち一人ひとりが、
ごみの分別などのルールを守らなかったり、 町内の道路側溝や河川の清掃も⾏わなかっ
たら、家のまわりも、地域の中も 汚れてしまいます。 そのため、町内会・⾃治会単位で
ごみの分別や清掃活動を⾏っています。 市⺠一人ひとりが、地域のために協力し合うこ
とが「協働」の始まりです。 しかし、これまでも、参画や協働を⾏ってきましたが、定
まったルールが ありませんでした。市では宮古市⾃治基本条例を定めて、参画と協働を
まち づくりの原則としたうえで、参画と協働の詳しい内容を、「参画と協働の指針」 で
ルール化することとしました。（指針 :はじめに） 

 
指針は参画と協働の主体を⾃治基本条例を基に市⺠、地縁型コミュニティ団体（地域⾃治組
織）、テーマ型コミュニティ団体（市⺠活動団体）、事業者、市議会、市の 6 つとし、 
それぞれ以下の役割を求めている。 
 

（１） 個人としての市⺠ 
一人ひとりがまちづくりの主体であることを⾃覚し、地域課題などの解決に向け、ともに
考え⾏動するよう努めること。 
（２） コミュニティ団体 

①地縁型コミュニティ団体（地域⾃治組織） 
地域における⾃治力の向上を図り、地域課題などの解決に向け、 
⾃主的に取り組むよう努めること。 
②テーマ型コミュニティ団体（市⺠活動団体） 
団体の特性を⽣かし地域課題などの解決に向けた活動を⾏うとともに、団体が持つ
社会的使命や活動内容が広く地域に理解されるよう努めること。 

（３） 事業者 
地域社会を構成する一員としての社会的責任を⾃覚し、地域のコミュニティ活動の重要
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性を理解するとともに、活動への参加や支援などの協力をするよう努めること。 
（４） 市議会 
市⺠の意思が市政に反映されているかどうかを絶えず監視、けん制する機能を果たすこ
と。また、市⺠に対して開かれた議会運営を⾏うとともに、政策提言及び政策立案の活動
強化を図るよう努めること。 
市⺠、地域⾃治組織、市⺠活動団体及び事業者の活動に対する理解並びに協力に努めるこ
と。 
（５） 市 
参画・協働のまちづくりを積極的に進めるため、職員の意識改革を図るとともに、参画・
協働を推進するための仕組みづくりに取り組むよう努めること 

 
以下の 5 つを参画・協働の基本原則とする。 
 

（１） 対等 各主体は、共通の地域課題などを解決するため、それぞれ の役割と責任を
明確にし、対等の関係でまちづくりを進める。  
（２） 相互理解 各主体は、それぞれの特性や立場を理解し、尊重した上で 活動する。  
（３） 目的共有 各主体は、参画・協働の趣旨を認識し、それぞれが目指す 目的を共有
するとともに、共通の活動目標を定め、その達成 に努める。 
（４） 情報共有・公開 各主体は、それぞれが持つ情報や評価の情報を広く公開す るこ
とにより、透明性が高く、参画しやすい、開かれた関係 づくりを目指す。  
（５） ⾃主性の尊重 各主体は、それぞれの⾃主性と⾃立性を尊重し、共に支えあ う関
係を築く。 

 
参画と協働の⼿法としては、(1)審議会などの設置(2)パブリックコメントの実施(3)市⺠説
明会などの開催(4)ワークショップの開催を参画の⼿法として、市が⾏う(1)補助(2)委託、
及び各主体による(3)共催(4)後援(5)実⾏委員会など(6)場所などの確保の 6 つを協働の⼿法
として挙げる。 
協働の領域として市⺠主体の領域と市主体の領域の間に、市⺠主導の領域（補助金活用事業
等）、同等の領域(市⺠と市の共催事業)、市主導（委託や指定管理）の 3 つの領域を挙げて
いる（・山岡義典「時代が動くとき、社会の変革と NPO の可能性」（ぎょうせい）を参考
に作成した）。 
協働にふさわしい分野の例として 
 

１ きめ細かい対応が必要となる分野 子育て支援、高齢者介護支援、障害者支援など  
２ 地域社会との密接な連携・協力が必要となる分野 防犯、防災、⻘少年健全育成、ごみ
減量化と資源再利用対策な ど  



44 
 

３ 高い専門性を要するサービスが必要となる分野 芸術文化、スポーツ等の⽣涯学習、健
康づくりなど  
４ 多くの市⺠の参加が必要となる分野 大規模なスポーツや観光イベントなど  
５ 市が着⼿したことのない先駆的な分野 新たな地域課題等に対しノウハウを持ち、先
⾏的に取り組んで いる事業など 
 

の 5 つを挙げている。 
参画・協働の推進のために、①情報の共有化②環境の整備③人材の育成④機会の拡大⑤意識
の改革からなる「参画・協働を広める方策」と、①啓発活動②仕組みづくり（庁内機能の充
実・支援制度の充実・マニュアルの整備・評価の実施）③指針の見直し（見直し・条例化）
からなる「参画・協働の実効性を高める方策」が必要としている。 
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⽔⼾市ホームページ、https://www.city.mito.lg.jp/ 
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２．市議会議員分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
滑川 友理 ⽔⼾市石川３丁目 2063 番地 マリーナデルレイ 

101 号 
立憲みと 総務環境 

萩谷 慎一 ⽔⼾市笠原町 974 番地の 31 立憲みと 建設企業 

内藤 丈男 ⽔⼾市袴塚３丁目３番 50 号 新⽣⽔政改革
⽔⼾ 

議⻑ 

土田 記代美 ⽔⼾市堀町 1147 番地の 43 ⽇本共産党⽔
⼾市議団 

文教福祉 

田中 真己 ⽔⼾市元吉田町 2291 番地の 28 ⽇本共産党⽔
⼾市議団 

総務環境 

中庭 次男 ⽔⼾市見川５丁目 1251 番地の 87 ⽇本共産党⽔
⼾市議団 

建設企業 

佐藤 昭雄 ⽔⼾市三の丸２丁目２番 30− 1303 号 シーズガ
ーデン ⽔⼾三の丸 

⺠主・社⺠フ
ォーラム 

総務環境 

綿引 健 ⽔⼾市元吉田町 2673 番地の４ ⺠主・社⺠フ
ォーラム 

文教福祉 
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木本 信太郎 ⽔⼾市千波町 127 番地の２ 魁，⽔⼾ 文教福祉 
後藤 通子 ⽔⼾市平須町 1825 番地の 97 魁，⽔⼾ 文教福祉 
田口 文明 ⽔⼾市元吉田町 328 番地の２ 無所属 産業消防 

森 正慶 ⽔⼾市見和２丁目 240 番地の１ シャトーアトラ
ス 807 号 

公明党⽔⼾市
議会 

産業消防 

鈴木 宣子 ⽔⼾市見川町 2563 番地の 726 公明党⽔⼾市
議会 

文教福祉 

⿊木 勇 ⽔⼾市元吉田町 2196 番地の９ 公明党⽔⼾市
議会 

副議⻑・産業消防 

高倉 富⼠男 ⽔⼾市双葉台１丁目 46 番地の２ 公明党⽔⼾市
議会 

総務環境 

飯田 正美 ⽔⼾市河和田３丁目 2368 番地の２ ⺠主・社⺠フ
ォーラム 

建設企業 

⼩泉 康二 ⽔⼾市渡里町 2939 番地の１ 新⽣⽔政改革
⽔⼾ 

総務環境 

大津 亮一 ⽔⼾市全隈町 841 番地 新⽣⽔政改革
⽔⼾ 

産業消防 

渡辺 政明 ⽔⼾市大町３丁目２番 48 号 魁，⽔⼾ 産業消防 
須田 浩和 ⽔⼾市千波町 424 番地の７ 県都市⺠クラ

ブ 
総務環境 

栗原 文隆 ⽔⼾市酒門町 4020 番地 県都市⺠クラ
ブ 

産業消防 

袴塚 孝雄 ⽔⼾市大工町１丁目２番 22 号 県都市⺠クラ
ブ 

文教福祉 

五十嵐 博 ⽔⼾市千波町 903 番地の２ 公明党⽔⼾市
議会 

建設企業 

⼩川 勝夫 ⽔⼾市下大野町 3753 番地の３ 新⽣⽔政改革
⽔⼾ 

建設企業 

安藏 栄 ⽔⼾市⾚尾関町 647 番地 新⽣⽔政改革
⽔⼾ 

産業消防 

田口 ⽶蔵 ⽔⼾市圷大野 189 番地 新⽣⽔政改革
⽔⼾ 

文教福祉 

松本 勝久 ⽔⼾市東野町 135 番地 新⽣⽔政改革
⽔⼾ 

建設企業 

福島 辰三 ⽔⼾市⾚塚１丁目 2029 番地の６ 新⽣⽔政改革
⽔⼾ 

総務環境 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人ＥＡＲＴＨ ＳＡＶＥＲＳ 茨城県⽔⼾市酒門町３２９８番地８さんごビ
ル２階 

特定非営利活動法人アイ・エム・シー 茨城県⽔⼾市谷津町１番地３５ 
特定非営利活動法人Ｉネット 茨城県⽔⼾市見川１丁目１１８３番地の２メ

ゾンドリヴィエールＢ１０２ 
特定非営利活動法人あけぼの⽔⼾ 茨城県⽔⼾市見川５丁目１２７番地の９１あ

けぼの学園内 
特定非営利活動法人アニバーサリー 茨城県⽔⼾市梅香１丁目２番４号 
特定非営利活動法人いきいき高齢者支援福祉協会 茨城県⽔⼾市鯉淵町４８８８番地の６６ 
特定非営利活動法人いきいきほろの里 茨城県⽔⼾市大塚町１２８４番地２ 
特定非営利活動法人⽣きやすさ研究室 茨城県⽔⼾市東原３丁目６−４４ 
特定非営利活動法人育夢舎 茨城県⽔⼾市千波町１４６４番地の１ 
特定非営利活動法人韋駄天 茨城県⽔⼾市河和田町４９３６番地サンゴル

フパーク２階 
特定非営利活動法人ＮＰＯ一期一会 茨城県⽔⼾市平須町１８２２番地の２８２ 
特定非営利活動法人茨統教育研究会 茨城県⽔⼾市⾚塚２丁目２１２番地の７６ 
特定非営利活動法人茨城エヌ・ピー・オー・センター・コモンズ 茨城県⽔⼾市大工町１丁目２−３トモスみと

ビル４階みとしんビジネスセンターＣ−１ 
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特定非営利活動法人いばらき介護福祉の会 茨城県⽔⼾市内原町１２２番地３ 
特定非営利活動法人茨城県あすなろの郷⼿をつなぐ育成会 茨城県⽔⼾市杉崎町１４６０番地 
特定非営利活動法人茨城県経営品質協議会 茨城県⽔⼾市笠原町１１８９−２グリーンヒ

ル⻄野ビル２Ｆ 
特定非営利活動法人茨城県芸術文化育成舎 茨城県⽔⼾市宮町２丁目５番５号 
特定非営利活動法人茨城県就労支援事業者機構 茨城県⽔⼾市大町３丁目２−５ＭＳＫ⽔⼾大

町ビル２０３ 
特定非営利活動法人茨城県精神障害地域ケアー研究会 茨城県⽔⼾市見川１丁目１１８３番地の２ 
特定非営利活動法人茨城県地域密着型介護サービス協議会 茨城県⽔⼾市見和２丁目２４０番地の１シャ

トーアトラス１０１ 
特定非営利活動法人いばらき国⺠を守る会 茨城県⽔⼾市笠原町１０６３番地１１ 
特定非営利活動法人いばらき子どもの虐待防止ネットワークあい 茨城県⽔⼾市大塚町１８６６番地１０２号 
特定非営利活動法人茨城⾃立支援センター 茨城県⽔⼾市河和田１丁目１６４５番地の３ 
特定非営利活動法人茨城成年後見サポートセンター 茨城県⽔⼾市泉町２丁目２番３０号石川ビル

２号館２階 
特定非営利活動法人茨城の暮らしと景観を考える会 茨城県⽔⼾市河和田町４４７１番４５号 
特定非営利活動法人茨城福祉会  茨城県⽔⼾市東前２丁目２６番地 
特定非営利活動法人いばらき福祉事業団 茨城県⽔⼾市宮町１丁目１番２２号第二太平

館ビル３階 
特定非営利活動法人茨城ふる里の橋を守る会 茨城県⽔⼾市袴塚２丁目１番３１号 
特定非営利活動法人いばらき山の会 茨城県⽔⼾市桜川１丁目７番２４−４０４号 
特定非営利活動法人茨城若⼿医師を育てる会 茨城県⽔⼾市宮町３丁目２−７ 
特定非営利活動法人いばらきＫＩＺＵＮＡプロジェクト 茨城県⽔⼾市元吉田町９３２番地グレースガ

ーデン１０６号 
特定非営利活動法人ウィメンズネットらいず 茨城県⽔⼾市備前町２番５−４１５号 
特定非営利活動法人エコ・グリーンいばらき 茨城県⽔⼾市栗崎町１６８２番地の４ 
特定非営利活動法人ＮＰＯ消費者市⺠ネット２１ 茨城県⽔⼾市南町１丁目２−１６ 
特定非営利活動法人Ｍ・Ｉ・Ｔ・Ｏ２１ 茨城県⽔⼾市千波町５０８番地の３４ 
特定非営利活動法人エンハートメント 茨城県⽔⼾市双葉台４丁目５９６−４ 
特定非営利活動法人オオワダ 茨城県⽔⼾市元吉田町１５８３番地の４ 
特定非営利活動法人オプティマム 茨城県⽔⼾市平須町１２２５番地３ 
特定非営利活動法人介護支援いばらき 茨城県⽔⼾市内原町８７２−２メゾン大高１

０１号室 
特定非営利活動法人かきのき 茨城県⽔⼾市田島町２９４番地 
特定非営利活動法人環境技術⼠ネットワーク 茨城県⽔⼾市双葉台４丁目２０番地の１ 
特定非営利活動法人喜友会 茨城県⽔⼾市見和３丁目５６８番地３ 
特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 茨城県⽔⼾市吉沢町２２８番地の９ 
特定非営利活動法人共信会 茨城県⽔⼾市元吉田町１９８７番地１１ 
特定非営利活動法人協働まちづくりの会 茨城県⽔⼾市中央１丁目８番１７号 
特定非営利活動法人キララこそだて支援センター 茨城県⽔⼾市河和田町１１９３番地の５ 
特定非営利活動法人クローバー 茨城県⽔⼾市⾚塚１丁目１９７０番５ＫＴＭ

ビル１Ａ 
特定非営利活動法人グリーンピュア 茨城県⽔⼾市見川４丁目３９５番地１ 
特定非営利活動法人広栄会 茨城県⽔⼾市城東２丁目９番１号 
特定非営利活動法人好実協会 茨城県⽔⼾市平須町１３２２番地の２ 
特定非営利活動法人康⽣会 茨城県⽔⼾市大塚町１９０５番地２５ 
特定非営利活動法人交通事故予防センター 茨城県⽔⼾市河和田１丁目１６５２番６号 
特定非営利活動法人子育て応援・ペンギンくらぶ 茨城県⽔⼾市千波町２５４５番地 
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特定非営利活動法人子育て支援グループひまわりのお家 茨城県⽔⼾市笠原町１３９６番地の３ 
特定非営利活動法人子ども大学⽔⼾ 茨城県⽔⼾市三の丸１丁目１番２５号⽔⼾駅

前ビル１Ｆ 
特定非営利活動法人子どもみらい飛⾏ 茨城県⽔⼾市千波町２８２３番地の３５ 
特定非営利活動法人こばと学童クラブ育成会 茨城県⽔⼾市新荘１丁目５番１８号 
特定非営利活動法人雇用人材協会 茨城県⽔⼾市三の丸１丁目７番４１号いばら

き就職支援センター１階 
特定非営利活動法人ゴ・エン 茨城県⽔⼾市河和田町１１１０番地の１ 
特定非営利活動法人災害復旧資材開発協会茨城 茨城県⽔⼾市千波町９３１番地３ 
特定非営利活動法人ｓａｋｕｒａ 茨城県⽔⼾市桜川１丁目５番１８号すざく駅

前ビル３０１号 
特定非営利活動法人幸のいえ 茨城県⽔⼾市住吉町３０３番地の２ 
特定非営利活動法人サンライン 茨城県⽔⼾市河和田１丁目１５３５番地の４

３リバーシャトー４０１号 
特定非営利活動法人在宅医療支援エヌ・ピー・オー・ホームメディ
カル茨城 

茨城県⽔⼾市城東４丁目３番２８号 

特定非営利活動法人シネマパンチ 茨城県⽔⼾市石川１丁目３７８５番地１ 
特定非営利活動法人消費者サポートいばらき 茨城県⽔⼾市中央２丁目９番８号 
特定非営利活動法人心身障害児者療育会きつつき会 茨城県⽔⼾市堀町２２７番地の３ 
特定非営利活動法人薪知の会 茨城県⽔⼾市⼩吹町２４２３番地 
特定非営利活動法人ジゲン 茨城県⽔⼾市鯉淵町１６６６番地５ 
特定非営利活動法人⾃立支援センター・ライフサポート⽔⼾ 茨城県⽔⼾市河和田１丁目１５７７番地の２

グレース・ステーション⽔⼾１０２号 
特定非営利活動法人健やか⽇本−２１ 茨城県⽔⼾市酒門町３９８０番地 
特定非営利活動法人スターパーティ・アグリサイエンスカフェ企画 茨城県⽔⼾市千波町２９０６番２号 
特定非営利活動法人スポーツ＆スタディクラブ 茨城県⽔⼾市内原１丁目９６９番２１ｇａｒ

ｅｎｔ ｗｏｒｋｓ ｕｃｈｉｈａｒａ２１
２号室 

特定非営利活動法人住まいづくり・まちづくり支援センター 茨城県⽔⼾市五軒町３丁目２番３７号 
特定非営利活動法人スリーアール茨城 茨城県⽔⼾市住吉町２６９番地３ 
特定非営利活動法人セカンドリーグ茨城 茨城県⽔⼾市梅香２丁目１番３９号 
特定非営利活動法人全国社会循環型リサイクル協議会 茨城県⽔⼾市東前３丁目２３４番地 
特定非営利活動法人創 茨城県⽔⼾市見川町２５６３番地４７５ 
特定非営利活動法人創業支援相談協会 茨城県⽔⼾市千波町７４８番地 
特定非営利活動法人相続支援協会 茨城県⽔⼾市千波町１２５８番地の２ 
特定非営利活動法人宙の会 茨城県⽔⼾市見川町２５６３番地４７５ 
特定非営利活動法人大成会 茨城県⽔⼾市堀町６５２番地の５ 
特定非営利活動法人たんたん 茨城県⽔⼾市平須町字南山２番地の７２有限

会社ティー・ディー・エル内 
特定非営利活動法人だいち 茨城県⽔⼾市堀町７６７番地の１ 
特定非営利活動法人ちいきの学校 茨城県⽔⼾市鯉淵町２２２２番地の２ 
特定非営利活動法人つながる茨城 茨城県⽔⼾市本町１丁目１０番１１号 
特定非営利活動法人ときわクラブ 茨城県⽔⼾市大塚町１９５３番地の２５ 
特定非営利活動法人ともに歩む認知症の会・茨城 茨城県⽔⼾市酒門町１９５９番地の２７ 
特定非営利活動法人友の会かたくりポッケ 茨城県⽔⼾市河和田町４５１０番地１ 
特定非営利活動法人動物愛護団体エデン 茨城県⽔⼾市元吉田町１８３番地の７号 
特定非営利活動法人なごみの家 茨城県⽔⼾市⻘柳町字藤柄４７１３番 
特定非営利活動法人並木会 茨城県⽔⼾市鯉淵町５０６５番地の８９ 
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特定非営利活動法人虹の会 茨城県⽔⼾市笠原町１４９２番２号 
特定非営利活動法人虹のポケット 茨城県⽔⼾市北見町２番４号 
特定非営利活動法人⽇中交流促進協会 茨城県⽔⼾市泉町２丁目３−５金澤ビル２階 
特定非営利活動法人⽇本きもの芸術保存協会 茨城県⽔⼾市見川２丁目２９番地の３イース

タンパレス⽔⼾５０３号 
特定非営利活動法人認知症ケア研究所 茨城県⽔⼾市酒門町４６３７番地２ 
特定非営利活動法人発達支援グループ風の子 茨城県⽔⼾市平須町１８２８番地の６４１ 
特定非営利活動法人東⽇本大震災応援隊 茨城県⽔⼾市吉沼町４９２番地の１ 
特定非営利活動法人ひと・まちねっとわーく 茨城県⽔⼾市緑町３丁目５番３５号 
特定非営利活動法人ひまわりの家 茨城県⽔⼾市見川２丁目９３番地の６ 
特定非営利活動法人ピアニッシモ 茨城県⽔⼾市河和田町１５１番地 
特定非営利活動法人ファクトリービー 茨城県⽔⼾市河和田１丁目１５４６番地の１

県営高天原アパート第７棟２Ｆ−４号 
特定非営利活動法人福祉サポートセンター・太陽 茨城県⽔⼾市平須町２１９９番地の１ 
特定非営利活動法人ふくろう 茨城県⽔⼾市双葉台２丁目１番地 
特定非営利活動法人フリースクール トライアル 茨城県⽔⼾市千波町２７７６の３ 
特定非営利活動法人ふるさと空き家相談・サポート 茨城県⽔⼾市五軒町２丁目２番７号 
特定非営利活動法人フローラの会 茨城県⽔⼾市新荘２丁目１５番３２号 
特定非営利活動法人朋秀会 茨城県⽔⼾市開江町字後原１９８８番地１ 
特定非営利活動法人蛍の会 茨城県⽔⼾市本町２丁目１番３０号 
特定非営利活動法人ボイス社 茨城県⽔⼾市平須町１６５７番地１１ 
特定非営利活動法人ぽかぽかくらぶ 茨城県⽔⼾市吉沢町１０番地の７ 
特定非営利活動法人ポルターモ 茨城県⽔⼾市石川町３８７９番地の７ 
特定非営利活動法人マインドプレイス茨城 茨城県⽔⼾市酒門町１１７３−６９ 
特定非営利活動法人街知 茨城県⽔⼾市天王町２番３２号ＶＩＬＬＡＧ

Ｅ３１０、２０３号室 
特定非営利活動法人⽔⼾こどもの劇場 茨城県⽔⼾市見川２丁目８２番地１１ 
特定非営利活動法人⽔⼾市地域密着型介護サービス協議会 茨城県⽔⼾市堀町１３０９番地の２ 
特定非営利活動法人⽔⼾⻄部緑化クラブ 茨城県⽔⼾市大塚町１２７５番地 
特定非営利活動法人⽔⼾に精神障害者のくらしを作る会おらい⽔
⼾ 

茨城県⽔⼾市柵町１丁目３番１２号駅南第一
ハイツ２０３号 

特定非営利活動法人⽔⼾北辰館 茨城県⽔⼾市河和田１丁目２４８０番４ 
特定非営利活動法人⽔⼾リトルシニア 茨城県⽔⼾市高田町２４８番地の２ 
特定非営利活動法人みとＮＩＧＩＹＡＫＡプロジェクト 茨城県⽔⼾市宮町２丁目７３番地宮下ビル３

号館 
特定非営利活動法人南太平洋眼科医療協力会 茨城県⽔⼾市吉沢町２２３番地の１ 
特定非営利活動法人未来会 茨城県⽔⼾市⻄原２丁目１０番５７号 
特定非営利活動法人やみぞの森 茨城県⽔⼾市三の丸１丁目３番２号茨城県林

業会館 
特定非営利活動法人友愛会 茨城県⽔⼾市河和田町５００６番地 
特定非営利活動法人優心会 茨城県⽔⼾市大塚町１４７１番地４ 
特定非営利活動法人よつ葉ナーサリー 茨城県⽔⼾市吉沢町６９９番地の４ 
特定非営利活動法人ライフガードあんしん 茨城県⽔⼾市袴塚１丁目５番４４号 
特定非営利活動法人ライフコーディネーター 茨城県⽔⼾市千波町１７３５番地の１スパニ

ッシュコー卜Ａ棟３０６号 
特定非営利活動法人らいふプランニング 茨城県⽔⼾市平須町９５５番地の１ 
特定非営利活動法人リズムロード⽔⼾ 茨城県⽔⼾市新荘２丁目１５番２８号 
特定非営利活動法人ＲＡＩＮＢＯＷ茨城 茨城県⽔⼾市本町１丁目１０番１１号 
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特定非営利活動法人労働環境支援協会 茨城県⽔⼾市堀町４１７番地の２ 
特定非営利活動法人ＤＡＷＡＴ−Ｅ−ＩＳＬＡＭＩ ＪＡＰＡＮ 茨城県⽔⼾市河和田町４３９０番地の４ 
特定非営利活動法人ＦＩＥＬＤ ＵＣＨＩＨＡＲＡ 茨城県⽔⼾市内原１丁目９８番地 
特定非営利活動法人ＧＩＳ総合研究所いばらき 茨城県⽔⼾市河和田町４４７１番地の４５ 
特定非営利活動法人Ｈａｐｐｙリレーいろいろ 茨城県⽔⼾市東野町５１１番地の１ 
特定非営利活動法人ＩＢＡＲＡＫＩ里山の大学 茨城県⽔⼾市見和２丁目５１８番地の５ 
特定非営利活動法人Ｊａｐａｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｌ Ｅ
ｄｕｃａｔｉｏｎ 

茨城県⽔⼾市城南１丁目５番１６号 

特定非営利活動法人ＭＡＮＮＡ 茨城県⽔⼾市千波町２７９７番地の２２ 
特定非営利活動法人ＲＥＶＩＴＡＬＩＺＥみと 茨城県⽔⼾市平須町１８８５番地の４０ 
特定非営利活動法人ＷａｔｅｒＤｏｏｒｓ 茨城県⽔⼾市末広町２丁目２番７号 

 
  



53 
 

 
笠間市公式ホームページ、https://www.city.kasama.lg.jp/ 
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2．市議会議員の分布 

 
 
氏名 住所 会派 常任委員会 
坂本 奈央子 笠間市東平二丁目 3-23 かさま未来 建設土木 
安見 貴志 笠間市上加賀田 592-1 かさま未来 教育福祉 
内桶 克之 笠間市鴻巣 593 かさま未来 建設土木 
田村 幸子 笠間市笠間 4327-5 公明党 総務産業 
益子 康子 笠間市石井 520-1 政研会 建設土木 
中野 英一 笠間市稲田 285 政研会 建設土木 
林田 美代子  笠間市矢野下 1483-21 ⽇本共産党 総務産業 
田村 泰之 笠間市福原 3612 市政会 総務産業 
村上 寿之 笠間市大田町 1007-4 市政会 教育福祉 
石井 栄  笠間市笠間 1867-1 ⽇本共産党 教育福祉 
⼩松﨑 均 笠間市下郷 3118-1 ⾃⺠クラブ 総務産業 
畑岡 洋二 笠間市笠間 1403-1 政研会 建設土木 
石田 安夫  笠間市来栖 1324 公明党 教育福祉 
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藤枝 浩 笠間市⼩原 4669 市政会 総務産業 
飯田 正憲 笠間市泉市野谷入会地 1-1 市政会 総務産業 
⻄山 猛 笠間市下郷 5109-33 無所属 教育福祉 
大貫 千尋 笠間市仁古田 726-4 ⾃⺠クラブ 建設土木 
大関 久義 笠間市下郷 4557-9 市政会 教育福祉 
市村 博之 笠間市箱田 82-5 政研会 教育福祉 
⼩薗江 一三 笠間市⼩原 1946 政研会 総務産業 
石﨑 勝三 笠間市鯉淵 6523-5 無所属 建設土木 
石松 俊雄 笠間市旭町 435-19 市政会 議⻑ 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人あしたを拓く有機農業塾 茨城県笠間市随分附１１６４番地６５ 
特定非営利活動法人あたご児童クラブ 茨城県笠間市下郷７７６番地 
特定非営利活動法人稲田ｅｎ⽇ 茨城県笠間市稲田２２８１番地１ 
特定非営利活動法人茨城依存症回復支援協会
外字 

茨城県笠間市平町１２２番地４ 

特定非営利活動法人いばらき血液・腫瘍・緩和
研究会 

茨城県笠間市鯉淵６５２８番地茨城県立中央病院内 

特定非営利活動法人いばらきの魅力を伝える
会 

茨城県笠間市笠間２３７２番地５ 

特定非営利活動法人岩間神信合氣修練会外字 茨城県笠間市吉岡２６番地の２胆練館内 
特定非営利活動法人岩間みらい塾 茨城県笠間市下郷５０５１番地５ 
特定非営利活動法人えがおの輪 茨城県笠間市鯉淵６２４０番地１６レジデンス鯉渕２

０７ 
特定非営利活動法人ＮＰＯこすもす 茨城県笠間市湯崎１０４８−１３番地 
特定非営利活動法人笠間学童保育の会 茨城県笠間市箱田４９６番地１ 
特定非営利活動法人かさまキッズクラブネリ
ネ 

茨城県笠間市笠間２６９２番地３ 

特定非営利活動法人笠間再⽣クラブ 茨城県笠間市平町９０６番地１ 
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特定非営利活動法人笠間ツクルことを考える
会 

茨城県笠間市来栖２６３８番地７０ 

特定非営利活動法人笠間の魅力発信隊 茨城県笠間市下市毛１４２５番地１０ 
特定非営利活動法人北川根あゆみの会 茨城県笠間市寺崎１４８番地２ 
特定非営利活動法人教員支援ネットワークＴ
−ＫＮＩＴ 

茨城県笠間市⼩原１０２番地２ 

特定非営利活動法人グラウンドワーク笠間 茨城県笠間市笠間２２４７番地１ 
特定非営利活動法人しっぽのなかま 茨城県笠間市押辺２４７８番１ 
特定非営利活動法人市⺠支援センターともべ 茨城県笠間市八雲１丁目４−１８ 
特定非営利活動法人時習志⼠の会 茨城県笠間市下市毛７５４番地 
特定非営利活動法人すずらんクラブ 茨城県笠間市笠間２５２３番地１１ 
特定非営利活動法人瑞亨会 茨城県笠間市中市原１３５０番地 
特定非営利活動法人たくみ 茨城県笠間市東平２丁目１４番３５号Ｙ・Ｋビル１階

１０２号室 
特定非営利活動法人なかよし学童保育の会 茨城県笠間市石井１０８８番地 
特定非営利活動法人ノースマーク 茨城県笠間市来栖７６０番地２ 
特定非営利活動法人ハイム 茨城県笠間市石井２０７５番地２ 
特定非営利活動法人ひまわり 茨城県笠間市福原３０８１番地 
特定非営利活動法人ビオトープ天神の里を作
る会 

茨城県笠間市南友部６８６番地３ 

特定非営利活動法人双葉園 茨城県笠間市随分附３７１番地 
特定非営利活動法人ポプラクラブの会 茨城県笠間市中央３丁目５番６号 
特定非営利活動法人ららら音楽アトリエ 茨城県笠間市押辺７７４番地５ 
特定非営利活動法人ワンちゃん・ネコちゃんた
すけ隊 

茨城県笠間市下郷４４３９番地６ 

特定非営利活動法人ＮＰＯ地球環境開発研究
会 

茨城県笠間市随分附３９３番地２ 
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つくば市公式ウェブサイト、https://www.city.tsukuba.lg.jp/ 
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2．市議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
⼩村政文 つくば市花島新田 4 番地 166-106 勝⼿にひとりの会 都 市 建 設 委

員会 
川久保皆実 つくば市松代 1 丁目 4 番地 20（事務所） つくばチェンジチ

ャレンジ 
市 ⺠ 経 済 委
員会 

宮本達也 つくば市飯田 264 番地 837-1876 ⾃⺠党政清クラブ 総務委員会 
川村直子 つくば市二の宮 2 丁目 1 番地 3 クラフトビル 1F（事務所） つくば・市⺠ネッ

トワーク 
市 ⺠ 経 済 委
員会 

中村重雄 つくば市谷田部 3020 番地 2 新緑会 都 市 建 設 委
員会 

あさのえくこ つくば市二の宮 2 丁目 1 番地 3 クラフトビル 1F（事務所） つくば・市⺠ネッ
トワーク 

総 務 委 員 会
副委員⻑ 

山中真弓 つくば市上ノ室 363 番地 7（事務所） ⽇本共産党つくば
市議団 

都 市 建 設 委
員 会 副 委 員
⻑ 

⼩森谷さやか つくば市研究学園 5 丁目 11 番地 2 パークハウスつくば研究
学園けやきレジデンス壱番館 507 

つくば・市⺠ネッ
トワーク 

文 教 福 祉 委
員 会 副 委 員
⻑ 
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高野文男 つくば市上岩崎 1161 番地 創⽣クラブ 市 ⺠ 経 済 委
員 会 副 委 員
⻑ 

⻑塚俊宏 つくば市谷田部 6914 番地 つくば⾃⺠党・新
しい風 

都 市 建 設 委
員会委員⻑ 

⿊田健祐 つくば市東平塚 397 番地 5 つくば⾃⺠党・新
しい風 

文 教 福 祉 委
員 会 予 決 副
委員⻑ 

神谷大蔵 つくば市沼田 65 番地 つくば⾃⺠党・新
しい風 

市 ⺠ 経 済 委
員会 

⼩久保貴史 つくば市⼩田 2830 番地（事務所） つくば⾃⺠党・新
しい風 

議⻑ 

皆川幸枝 つくば市高崎 1872 番地 2 つくば・市⺠ネッ
トワーク 

都 市 建 設 委
員会副議⻑ 

五頭泰誠 つくば市吉瀬 1596 番地 1 つくば⾃⺠党・新
しい風 

総 務 委 員 会
委員⻑ 

木村清隆 つくば市上郷 3316 番地（事務所） 清郷会 文 教 福 祉 委
員会委員⻑ 

木村修寿 つくば市島名 434 番地 4 ⾃⺠党政清クラブ 市 ⺠ 経 済 委
員会委員⻑ 

ヘイズジョン つくば市二の宮 4 丁目 4 番地 14 ヴィバーズつくば二の宮 101
号 

つくば⾃⺠党・新
しい風 

市 ⺠ 経 済 委
員会 

塚本洋二 つくば市花畑 3 丁目 4 番地 1 ⾃⺠党政清クラブ 文 教 福 祉 委
員会 

山本美和 つくば市松代 2 丁目 21 番地 10 公明党つくば 文 教 福 祉 委
員 会 予 決 委
員⻑ 

浜中勝美 つくば市上郷 6228 番地 公明党つくば 都 市 建 設 委
員会 

飯岡宏之 つくば市上野 838 番地 7 ⾃⺠党政清クラブ 総務委員会 
橋本佳子 つくば市⾃由ケ丘 829 番地 20 ⽇本共産党つくば

市議団 
文 教 福 祉 委
員会 

⼩野泰宏 つくば市花畑 2 丁目 2 番地 7 公明党つくば 総務委員会 
鈴木富⼠雄 つくば市寺具 1011 番地 1 ⾃⺠党政清クラブ 都 市 建 設 委

員会 
塩田尚 つくば市真瀬 463 番地 1（事務所） 山中八策の会 市 ⺠ 経 済 委

員会 
金子和雄 つくば市下広岡 450 番地 29 新社会党つくば 文 教 福 祉 委

員会 
久保谷孝夫 つくば市前野 1481 番地 8 つくば⾃⺠党・新

しい風 
総務委員会 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人アイ・メイック 茨城県つくば市梅園２丁目１５番地２ボヌール梅園３０
４号 

特定非営利活動法人アクアキャンプ 茨城県つくば市下広岡６７０番地１２６ 
特定非営利活動法人アクアポニクスを広める研究会 茨城県つくば市国松１０１４番地１ 
特定非営利活動法人アクティブつくば 茨城県つくば市春⽇４丁目１６番地２Ｋハウス２Ｆ 
特定非営利活動法人アスレチッククラブよしぬま 茨城県つくば市⻄高野１１９８番地１ 
特定非営利活動法人アセンブル 茨城県つくば市春⽇１丁目５番地８ 
特定非営利活動法人アプレンド 茨城県つくば市二の宮１丁目２番地１⼩林テナント２０

１ 
特定非営利活動法人一杖 茨城県つくば市天久保４丁目７−２プルミエ・ロジュマン

１０６号室 
特定非営利活動法人居場所サポートクラブロベ 茨城県つくば市島名２２９８番地（諏訪Ｃ１２街区９）Ｘ

−ＳＴＡＧＥビル１階００６号 
特定非営利活動法人茨城空き家・空き地管理センター 茨城県つくば市松代２丁目１０番２ 
特定非営利活動法人茨城ＡＣＬＳ協会 茨城県つくば市春⽇３丁目４番地１０ 
特定非営利活動法人いばらき救命教育・ＡＥＤプロジェ
クト 

茨城県つくば市東新井３３番地３３ 

特定非営利活動法人茨城血液医療ネットワーク 茨城県つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学医学学系
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棟血液内科ステーション 
特定非営利活動法人茨城健康学習塾ピンピンコロリ外
字 

茨城県つくば市春⽇３丁目７番２７エイブル３、４０８号 

特定非営利活動法人茨城県⽣活期リハビリテーション
協議会 

茨城県つくば市要１１８７番地２９９ 

特定非営利活動法人いばらき建設経済研究社 茨城県つくば市研究学園５丁目８番地３ 
特定非営利活動法人茨城県中途失聴・難聴者協会 茨城県つくば市上ノ室１８９２番地４ 
特定非営利活動法人いばらき県⺠をまもる会 茨城県つくば市⾃由ケ丘４４９番地５０ 
特定非営利活動法人茨城の専攻科を考える会 茨城県つくば市天久保１丁目８番１号筑波第３ビル２階 
特定非営利活動法人茨城ＹＭＣＡ 茨城県つくば市東新井２４番地の７ 
特定非営利活動法人いろり 茨城県つくば市高見原５丁目１番地２８みちのくビル４

階 
特定非営利活動法人宇宙アドバイザー協会 茨城県つくば市吾妻４丁目６番地１、５０６号 
特定非営利活動法人運動保育⼠会 茨城県つくば市花室８４８番地１花室Ｓテナント 
特定非営利活動法人エコライフパートナーズ 茨城県つくば市上ノ室２４４６番地８ 
特定非営利活動法人エヌピーオープラザ・ねこねっと 茨城県つくば市島名２３１０−２（諏訪Ｃ１２街区１１画

地） 
特定非営利活動法人ＦＳＵＮヘルスプロモーションセ
ンター 

茨城県つくば市春⽇２丁目３５−２−１０６ 

特定非営利活動法人エンゼルプラン 茨城県つくば市⽔堀字若名窪４７１番地１ 
特定非営利活動法人⼩田地域振興協議会 茨城県つくば市⼩田４７７５番地 
特定非営利活動法人かけはしねっと 茨城県つくば市中別府５９１番地１１１ 
特定非営利活動法人環境市⺠クラブ 茨城県つくば市春⽇３丁目２２番地６ 
特定非営利活動法人環境測定品質管理センター 茨城県つくば市稲荷前２４番１０トゥインクル吉田Ａ棟

１０２号室 
特定非営利活動法人環境保全推進協会 茨城県つくば市下広岡１０９１番地の２ 
特定非営利活動法人きずな子どもクラブ 茨城県つくば市大角豆１４６７番地 
特定非営利活動法人キッズクラブ・のーびのーび 茨城県つくば市花畑１丁目４番地６号 
特定非営利活動法人キャトル・リーフ 茨城県つくば市東光台１丁目２４番地２ 
特定非営利活動法人共⽣会 茨城県つくば市上郷１４３０番地４ 
特定非営利活動法人ＧｕｉＮｉｐｐｏｎ Ａｌｌｉａ
ｎｃｅ 

茨城県つくば市春⽇４丁目４番地１２サニーヒルズ１０
３号 

特定非営利活動法人ＧＡＰ総合研究所 茨城県つくば市稲荷原２番１号⽇本農業研究所実験農場
事務所内 

特定非営利活動法人クレィドル 茨城県つくば市栗原１１３９番地２ 
特定非営利活動法人グッド・サマリタン 茨城県つくば市柴崎９９９番地１ 
特定非営利活動法人グローバリスジャパン 茨城県つくば市天久保１丁目１０番地２７ 
特定非営利活動法人研究学園・葛城 茨城県つくば市苅間１０９４番地 
特定非営利活動法人健康・環境研究協議会 茨城県つくば市花室１５８５番地３６ 
特定非営利活動法人国際農⺠参加型技術ネットワーク 茨城県つくば市牧園５番地１３フローラ牧園２０３号室 
特定非営利活動法人ｋｏｓｏｄａｔｅはぐはぐ 茨城県つくば市松代４丁目１０番地１２ 
特定非営利活動法人子連れスタイル推進協会 茨城県つくば市梅園２丁目１７番４号 
特定非営利活動法人子どものための救命教室 茨城県つくば市豊里の杜２丁目５７４番地２５ 
特定非営利活動法人金田台の⽣態系を守る会 茨城県つくば市さくらの森１９番地８ 
特定非営利活動法人桜が丘おはな会 茨城県つくば市桜が丘１５番地１ 
特定非営利活動法人里山再⽣と食の安全を考える会 茨城県つくば市中野１８３番地１ 
特定非営利活動法人サラダボール 茨城県つくば市天久保２丁目１２番地７ 
特定非営利活動法人⾃然⽣クラブ 茨城県つくば市臼井１６２３番地１８ 
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特定非営利活動法人若年者社会参加支援普及協会アス
トリンク 

茨城県つくば市二の宮１丁目２−２酒井ビル 

特定非営利活動法人⾃由広場 茨城県つくば市上野９６５番地 
特定非営利活動法人スーダン障害者教育支援の会 茨城県つくば市⾚塚６０９番地３８ 
特定非営利活動法人スクエアステップ協会 茨城県つくば市島名１５４５番地（香取台Ｂ５街区５） 
特定非営利活動法人スマートコンシェルジュセンター 茨城県つくば市梅園２丁目５番３号ダウンハウス梅園Ｃ

−１０５ 
特定非営利活動法人スマイル・ステーション 茨城県つくば市松代５丁目９番地１０松浦方 
特定非営利活動法人太陽子どもクラブＳＣＣ 茨城県つくば市要４２９番地１ 
特定非営利活動法人大工のマナビ家 茨城県つくば市⻑高野６５６番地２ 
特定非営利活動法人Ｄａｎｃｅ Ａｓｓｏｃｉａｔｉ
ｏｎ Ｓｅｅｄｓ 

茨城県つくば市春⽇３丁目２０番地１２ 

特定非営利活動法人ＴＥＡＭ・田援 茨城県つくば市稲岡４９５番地６ 
特定非営利活動法人チア・アート 茨城県つくば市天王台１丁目１番地１ 
特定非営利活動法人地球環境を守る会 茨城県つくば市梅園２丁目１９番地６ 
特定非営利活動法人チャーチル会やまびこ学校 茨城県つくば市古来４１９番地１ 
特定非営利活動法人つくテニ 茨城県つくば市⽔堀４７４番地 
特定非営利活動法人つくばアートセンター 茨城県つくば市上大島５９８−４ 
特定非営利活動法人つくばアーバンガーデニング 茨城県つくば市下広岡４１０番地１５６ 
特定非営利活動法人つくばあおぞら 茨城県つくば市学園の森３丁目２３番地２ 
特定非営利活動法人つくばアクアライフ研究所 茨城県つくば市島名８２５番地 
特定非営利活動法人つくばアグリチャレンジ 茨城県つくば市大角豆２１６８−１ 
特定非営利活動法人つくばＯＳＳ技術支援センター 茨城県つくば市二の宮１丁目２番地２ 
特定非営利活動法人つくば環境フォーラム 茨城県つくば市要３２０番地２ 
特定非営利活動法人つくばクリエイティブ・リサイクル 茨城県つくば市酒丸６８８番地 
特定非営利活動法人つくば建築研究会 茨城県つくば市東２丁目１８番地８ 
特定非営利活動法人つくば高齢者支援福祉協会 茨城県つくば市島名２３０４ 
特定非営利活動法人つくば市⺠活動推進機構 茨城県つくば市天久保３丁目１３番地５、佐々木方 
特定非営利活動法人つくば児童発達支援センター 茨城県つくば市松代３丁目７番地１７プロスペリアつく

ば１０９号 
特定非営利活動法人筑波循環器内科育成支援機構 茨城県つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学医学医療

系循環器内科内 
特定非営利活動法人筑波腎臓内科医療育成支援機構 茨城県つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学医学系学

系棟８階 
特定非営利活動法人筑波総合診療ネットワーク 茨城県つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学医学医療

系地域医療教育学 
特定非営利活動法人筑波大学心臓血管外科育成研究会 茨城県つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学医学医療

系心臓血管外科学 
特定非営利活動法人つくば⽇中協会 茨城県つくば市松代１丁目１５番地４４ 
特定非営利活動法人筑波脳神経外科研究会 茨城県つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学医学医療

系脳神経外科 
特定非営利活動法人つくばハーモニー 茨城県つくば市研究学園５丁目６番地３ 
特定非営利活動法人つくばハウジング研究会 茨城県つくば市葛城根崎１番地 
特定非営利活動法人筑波泌尿器科医療育成支援機構 茨城県つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学医学学系

棟５階腎泌尿器外科内 
特定非営利活動法人筑波微粒子・界面・環境研究会 茨城県つくば市吾妻３丁目１８番地２１ 
特定非営利活動法人つくばピンクリボンの会 茨城県つくば市天久保１丁目１番地１ 
特定非営利活動法人つくばフットボールクラブ 茨城県つくば市稲岡６６−１−Ａ（スポーツシューレつく
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ば） 
特定非営利活動法人つくば放射線治療推進機構 茨城県つくば市天王台１丁目１番１号筑波大学陽子線医

学利用研究センター 
特定非営利活動法人つくば臨床検査教育・研究センター 茨城県つくば市天久保２丁目１番１７ 
特定非営利活動法人ＴＳＵＫＫＵＲＡ 茨城県つくば市⼩田３２８２番地２ 
特定非営利活動法人艫づな会 茨城県つくば市上横場２２３６番地１ 
特定非営利活動法人友の会たすけあい 茨城県つくば市下岩崎２０６８番地茎崎農村高齢者交流

センター内 
特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県⺠ネット
ワーク 

茨城県つくば市二の宮２丁目７番地２０ 

特定非営利活動法人にっこりの森 茨城県つくば市大曽根２９２０番地堀井テナントＩＩ２
Ｆ外字 

特定非営利活動法人⽇本スポーツアカデミー 茨城県つくば市竹園３丁目１８番地２Ｅ棟２階２０１番 
特定非営利活動法人⽇本スポーツ振興協会 茨城県つくば市大角豆１７４４番地 
特定非営利活動法人⽇本総合環境 茨城県つくば市⾃由ケ丘４５２の６ 
特定非営利活動法人⽇本バス文化保存振興委員会 茨城県つくば市梅園２丁目１番１５号スプリングテック

つくばビル４０１ 
特定非営利活動法人⽇本皮膚がんネットワーク 茨城県つくば市二の宮４丁目５番地７１ 
特定非営利活動法人⽇本ブリーダー協会 茨城県つくば市千現２丁目１番６号 
特定非営利活動法人⽇本ライフプランニング協会 茨城県つくば市竹園２丁目１４番地１６ 
特定非営利活動法人ＮＥＷＳつくば 茨城県つくば市緑が丘４０番地１３ 
特定非営利活動法人Ｎｅｘｔ ｏｎｅ． 茨城県つくば市研究学園５丁目５番地５ルネッサンスつ

くば３０２号 
特定非営利活動法人⻭ぐくみ 茨城県つくば市千現１丁目１４番地３１ 
特定非営利活動法人華の幹 茨城県つくば市大字⼩田字荒宿３０３４番 
特定非営利活動法人ハナミズキ 茨城県つくば市高崎２１９１番地１１ 
特定非営利活動法人バイオエコ技術研究所 茨城県つくば市花畑１丁目８番４号キャラット２１、３０

１ 
特定非営利活動法人バイオマスもみがら研究会 茨城県つくば市稲荷前８番地７メゾン⾚塚１０３号 
特定非営利活動法人バルツォつくばスポーツクラブ 茨城県つくば市牧園五丁目１番地シェルコート牧園Ａ棟

１０１号室 
特定非営利活動法人バンビーノ．館 茨城県つくば市妻木６３４番地１ 
特定非営利活動法人ＰＩＲＡＴＥＳ 茨城県つくば市松代３丁目６番１３ニューマリッジ中山

１０３号 
特定非営利活動法人東アジア市⺠対話・学術交流ネット
ワーク 

茨城県つくば市妻木２１０番地４ 

特定非営利活動法人平沢歴史文化財フォーラム 茨城県つくば市平沢６０２番地 
特定非営利活動法人フィットネスサポートいばらき 茨城県つくば市大字⼩野崎字天神下９４５番地１１ 
特定非営利活動法人フュージョン社会力創造パートナ
ーズ 

茨城県つくば市倉掛１０９３番地カマラードつくばＡ棟
２０１号 

特定非営利活動法人ＦｕｔｕｒｅＳｕｐｐｏｒｔ 茨城県つくば市梅園２丁目２８番地５ 
特定非営利活動法人Ｐｌａｎｔｅｒʼｓ 茨城県つくば市松代３丁目６番１３ＭＳサニーレジデン

ス１０４号 
特定非営利活動法人ホームタウン・プロデュース振興会 茨城県つくば市金田９３−１、３番館２０１号室 
特定非営利活動法人法医学鑑定センター 茨城県つくば市二の宮１丁目９番地２９ 
特定非営利活動法人圃場診断システム推進機構 茨城県つくば市並木３丁目２１番地３ミックスガーデン

つくば２１３号 
特定非営利活動法人⺟子⽣活支援センターＰＬＵＳ 茨城県つくば市二の宮４丁目６番地１⼩野崎アパート９
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棟１０５号 
特定非営利活動法人ポノポノクラブ 茨城県つくば市天久保２丁目９番地２ 
特定非営利活動法人ポランのひろば 茨城県つくば市沼崎１４０２番地２ 
特定非営利活動法人まちなか交友館まどか 茨城県つくば市二の宮４丁目８番地３、４棟４０３号 
特定非営利活動法人マナーズ 茨城県つくば市南中妻３７７番地４６ 
特定非営利活動法人ままとーん 茨城県つくば市館野６０４番地３ 
特定非営利活動法人⽔屋安全な⽔を考える会 茨城県つくば市二の宮２丁目１番７ＴＭビル 
特定非営利活動法人みどりーむプロジェクト 茨城県つくば市下萱丸４４２番地（みどりのＡ８９街区１

３） 
特定非営利活動法人むぎわらぼうし 茨城県つくば市今鹿島３８０４番地１ 
特定非営利活動法人明豊会 茨城県つくば市島名２３１０−２ 
特定非営利活動法人糯⻨・酒⽶普及協議会 茨城県つくば市栗原１６８０番地 
特定非営利活動法人ものつくり工房ヘパイストス 茨城県つくば市森の里６８番１０ 
特定非営利活動法人矢中の杜の守り人 茨城県つくば市北条９４番地１ 
特定非営利活動法人よかっぺいばらき 茨城県つくば市下広岡４５０番地３３ 
特定非営利活動法人ライフ・パートナーつくば 茨城県つくば市上ノ室８４５番地２ 
特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 茨城県つくば市千現１丁目１３番地３、パルスグランレジ

オつくば千現５０２号 
特定非営利活動法人和い和いリハビリサポート 茨城県つくば市花畑２丁目８番地１ガリレオプレイス９

０６号 
特定非営利活動法人Ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒ Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ 

茨城県つくば市樋の沢２１１番地９外字 

特定非営利活動法人Ｊａｐａｎ Ａｌｗａｙｓ 茨城県つくば市松代３丁目７番地１７プロスペリアつく
ば３０８号室 

特定非営利活動法人ＮＰＯ健康運動療法協会 茨城県つくば市要４３５番地 
特定非営利活動法人ＯＲＩＯＮ 茨城県つくば市上大島５９８番地３ 
特定非営利活動法人ＰＣＹ２９８ 茨城県つくば市下広岡７０２番地３９ 
特定非営利活動法人Ｓｕｎʼｓ 茨城県つくば市吾妻２丁目１０番地１、８２２棟１０７号 

 
4．つくば市政策文書に見る協働 
 

市⺠協働ガイドライン 
つくば市では⺠、市⺠団体、企業及び⾏政が対等な立場でお互いに良きパートナーとして、

役割を分担し地域課題の解決に取り組むため、平成 21 年 4 月「つくば市市⺠協働ガイドラ
イン」を策定した。ガイドライン策定の理由として、人々のニーズの多様化と高度化から⾏
政のみでの対応が不十分となること、協働により市⺠、各種組織、⾏政の特性を⽣かした個
性溢れるまちづくりが可能なことの２点を理由とし、市⺠、各種組織、⾏政が「お互いの違
いを認め、互いに尊重しあって対等な関係に立ち、各⾃の知恵や資源を持ち寄り、責任と役
割を分担し、協力し合いながら、課題に取り組んでいく」市⺠協働のまちづくりが必要であ
ると説明している。 

市⺠協働の基本的考え方として、「市⺠が主体的に活動する範囲」と「⾏政が責任を持っ
て対応すべき範囲」の間に、「市⺠の主体性のもとに⾏政の協力により⾏う範囲」「市⺠と⾏
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政とが相互に協力して⾏う範囲」「⾏政の主体性のもとに市⺠の協力を得て⾏う範囲」の３
つを想定する。 

協働のまちづくりの担い⼿としては「市⺠」「区会・⾃治会・町内会」「地域活動団体」
「NPO・ボランティア活動団体」「社会団体・公益団体・研究機関・メディア」「企業・事業
所」「つくば市」７種が掲げられ、①情報の共有と透明性②⾃主・⾃律・対等③対話・説明
責任・評価の 3 つを原則とする。 

ガイドラインの策定時点で想定される協働事業の 6 つの型として「協働型委託」「指定管
理者制度」「補助（負担）金」「アダプト・ア・プログラム（市が道具などの支援をし、市⺠
が公共施設の美化活動などを⾏う）」「共催」「後援」を示している。 

ガイドラインは協働事業について（1）目標共有とプロセスへの相互評価（2）市⺠からの
評価（3）意見交換の場を通じた評価の 3 種の評価が必要とする。 

最後に協働のまちづくりのために市が⾏うべき体制づくりとして「市⺠にわかりやすい
市⺠協働の公報と市⺠協働ロードマップの作成」「⾏政の協働事業推進体制の整備」「市⺠協
働のまちづくり環境整備：市⺠活動センター機能の充実」「市⺠活動の支援」「市⺠協働のま
ちづくり事業提案制度の創設」「市⺠協働情報拠点の整備」「市⺠協働による推進体制の整備」
を求めている。 
 

つくば市市⺠参加推進に関する指針 
つくば市では平成３０年３月に「市⺠参加推進に関する指針」が策定された。指針は「市

⺠参加の推進に関する基本的な考え方や，今後実施すべき取 組を示し，市政への市⺠参加
を推進していくことを目的」とする。 

指針では「市⺠」を「市内に在住している個人や，市内に在勤，在学 する個人のほか，
⾏政以外の市内を拠点とする法人，団体，組織（区会・ ⾃治会・町内会，地域活動団体，
ＮＰＯ・ボランティア団体，社会団体・ 公益団体・研究機関・メディア，企業・事業所な
ど）」と定義し、市⺠参加には①市⺠の直接の市政参加と②市⺠が主体的にまちづくり活動
に取組むことの 2 側面があり、指針では前者を対象にしている。 

指針は市⺠の直接の市政参加を⾏政市⺠相互の「共有、理解」の段階とし、従来の⾏政の
3 段階「企画・立案、計画」「実⾏」「評価・検証」の前段に置く。またあとの３段階でも適
切な市⺠参加を検討実施するとしている。市⺠参加の推進の基本的な考え方は「情報の積極
的な発信」「参加しやすい環境づくり」「市⺠意見の積極的な反映」の３つが挙げられている。
また市⺠参加の推進に関する取り組みについて毎年度、実施予定及び結果を取りまとめて
公表し、市⺠参加の現状についてつくば市⾏政経営懇談会で検証を⾏うこととされている。 

 
 

つくば市未来構想・第 2 期つくば市戦略プラン 2020▶2024 
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つくば市の総合計画は 2015 年度より、従来の基本構想部を「未来構想」とし、その下の
基本計画を「戦略プラン」と呼称している。一方、同年より、国のまち・ひと・しごと創⽣
法に基づいて、「つくば市まち・ひと・しごと創⽣本部」が立ち上がり、まち・ひと・仕事
創⽣総合戦略が策定された。 

社会情勢等の変化を受けて、2018 年度から 2 年間をかけ、未来構想を改定、2015 年に国
連で採択された SDGｓの考えを取り入れ、まち・ひと・しごと創⽣総合戦略との統合を図
ったものが 2020 年度より実施されている現⾏の未来構想及び戦略プランである。改定にあ
たっては市⺠参加も重視され、2018 年には市⺠ワークショップと市⺠・中・高・大学⽣を
対象とするアンケートが、2019 年には中高⽣や企業など６つのカテゴリに対する説明及び
懇談のための「未来構想キャラバン」が随時実施され、内容に反映されている。 

未来構想は 2030 年を目標とし、都市の将来像を設定する。構想の第 2 章では未来構想の
背景たる社会情勢として（1）少子・高齢化の進⾏とまち・ひと・しごと創⽣（2）ボーダー
レス化の進⾏（3）AI・IOT などの科学技術の進展（4）ライフスタイルの多様化（5）地球
規模での環境問題への対応（6）安全・安心意識の高まり（7）市⺠参加・⺠間との新たな協
働（8）⾃治体の持続可能性・SDGs への取組の 8 つが挙げられ、市⺠参加・協働もそこに
含まれている。一方でつくば地域の弱みとして（1）広い市域と中心市街地・既成市街地の
にぎわい低下（2）市町村合併による一体感の不足やコミュニティの希薄化（3）産業構造と
市税収入における課題（4）⽣活インフラの更新・新設と空き地・空き家の増加が挙げられ、
コミュニティの希薄化が地域の課題としてあげられている。 

全体的なまちづくりの理念として、「つながりを力に未来を作る」とし、「顔と顔が見える」
「挑戦を応援する」「未来をつくる」という語句が置かれている。「つながり」や「顔と顔が
みえる」に協働やコミュニティへの志向が含まれているようである。上記の理念のもとの将
来都市像として「Ⅰ魅力をみんなで創るまち」「Ⅱ誰もが⾃分らしく⽣きるまち」「Ⅲ未来を
つくる人が育つまち」「Ⅳ市⺠のために科学技術をいかすまち」の４つが都市像としてあげ
られている。 

 

第 2 期つくば市戦略プラン 2020▶2024 
上記都市像を実現するための基本施策と個別施策は戦略プランに委ねられている。現在

の第 2 期戦略プランは 2020 年度から 2024 年度の 5 年間を計画期間とする。 
基本施策に先立ち、各種施策に共通する考え方として 6 つの「つながる」をキーワードと

してあげる。①地域やコミュニティがつながる②知識や経験がつながる③社会の資源がつ
ながる④市内外の応援する気持ちがつながる⑤中心地区と周辺地区が好循環でつながる⑥
持続可能な選択につながる、の６つである。 

基本施策において、協働と市⺠参加にかかわるものは、将来都市像の「Ⅰ魅力をみんなで
創るまち」につながる「Ⅰ−1 市⺠とともに創るまちづくりを推進する」におさめられてい
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る。戦略プランは現状の課題を「市⺠参加や市⺠協働の重要性は徐々に浸透してきたものの、
区会加入率の低下等の背景には⽣活スタイルの多様化やつながりの希薄化、活動参加に 対
する負担感等により、⾃ら活動することや団体等に所属することへの抵抗感がある」と述べ
る。そして基本施策の方向性として市⺠参加及び協働について、市⺠・市職員の認知度や理
解の向上と市⺠の負担軽減と活動の楽しみを感じてもらうための支援、SDGs の不況啓発に
よる身近な活動と社会課題の関連付け、持続可能なまちづくりに貢献する活動の支援を⾏
うとする。 

具体的に 5 年間に取り組む個別施策としては、①地域活動と市⺠チャレンジの支援②区
会加入及び新規区会設立促進と活動支援③市政への市⺠参加の推進④SDGs 普及による市
⺠活動の促進、の 4 つが挙げられている。施策全体の指標として、市⺠へのアンケートにお
ける「市政に市⺠が参加できる環境が整っていると思うか」に対し、「そう思う」、「どちら
かといえばそう思う」を選んだ割合（2019 年度 29.4%、目標 2024 年度 40.0%）を設定し
ている。 

個別施策の①「地域活動と市⺠チャレンジの支援」は住⺠同⼠の相互協力を支援し、地域
活動の促進を図るもので、主要プロジェクトとして（1）市⺠チャレンジへの支援及び相談
先の明確化（2）市⺠活動の拠点となる市⺠活動センターの充実（3）地域のコミュニティ拠
点の可視化（4）アイラブつくばまちづくり補助金による市⺠活動の支援が掲げられている。
施策全体の指標としては市⺠活動センターにおける相談件数（2018 年度 235 件、目標 2024
年度 300 件）を設定している。 

個別施策の②「区会加入及び新規区会設立促進と活動支援」は区会への加入を促進し、市
⺠共創のまちづくりの推進を図るもので、主要プロジェクトとして（1）区会加入及び新規
区会設立促進（2）地域を支える人材づくり（3）区会運営に対する支援（4）区会の負担軽
減、の 4 つが挙げられている。施策全体の指標として、区会加入⼾数（2018 年度 47715 ⼾、
目標 2024 年度 53000 ⼾）を設定している。 

個別施策の③「市政への市⺠参加の推進」は市政やまちづくりに関する情報発信を⽣活に
関わりがあると感じてもらえるよう工夫し、市⺠参加型事業等の機会の創出を図るもので、
主要プロジェクトとして（1）市政情報等の発信（2）審議会等への公募市⺠委員の参加推進
の 2 つが挙げられている。施策全体の指標として、市⺠が参加可能な附属機関懇談会等へ
の市⺠委員参加割合（2018 年度 100%、目標 2024 年度 100%維持）と市⺠参加型事業の参
加者中の初参加者の割合（現状値なし、目標 2024 年度 50.0%以上）を設定している。 

個別施策の④「SDGs 普及による市⺠活動の促進」は同目標の普及啓発により SDGs パー
トナーズ会員活動の活性化と身近な活動を地域課題の解決につなげる市⺠協働の新たな形
をつくることを目指し、主要プロジェクトとして（1）つくば SDGs パートナー講座（2）社
会課題解決ワークショップ、の 2 つが挙げられる。施策全体の指標としてつくば SDGs パ
ートナーズ会員の SDGs 関係活動への参加割合（2019 年度 38.1%、目標 2024 年度 43.9%）
を設定している。 
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つくば市戦略プラン事業実施計画書《令和 2 年（2020 年）度〜令和

4 年（2022 年）度》 
上記の戦略プランにおける個々の個別施策内の個々の事業それぞれについて、事業名や

担当部署、概要、コスト、予算、目標指標などを定めているのが「つくば市戦略プラン事業
実施計画書」である。ここで事業名と担当課についてのみ取り上げると、個別施策①に対し
ては「市⺠活動センター管理運営事業」「アイラブつくばまちづくり補助金事務」「市⺠チャ
レンジへの支援」が市⺠活動課の担当としてあげられる。個別施策②にたいしては、「区会
活動進⾏事業」と「地域を支える人材づくり」がこれも市⺠活動課を担当としている。個別
施策③については「市⺠目線の公報推進事業」が広報戦略課、「市⻑と住⺠の意見交換会事
業」が広聴室、「市⺠参加推進に関する事業」が企画経営課の担当として挙げられる。最後
に個別施策④にたいし、「つくば SDGs パートナー講座」と「社会課題解決型ワークショッ
プ「SDGsTRY」事業」が持続可能都市戦略室の担当としてあげられる。 
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杉並区公式ホームページ、https://www.city.suginami.tokyo.jp/index.html 
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2．区議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
浅井 くにお 杉並区上井草 4 丁目 24 番 13 号 杉並区議会⾃由⺠主党 総務財政委員会 
安⻫ あきら 杉並区上井草 4 丁目 16 番 8 号 杉並区議会⾃由⺠主党 区⺠⽣活委員会 
井口 かづ子 杉並区清⽔ 3 丁目 16 番 2 号 杉並区議会⾃由⺠主党 総務財政委員会 
井原 太一 杉並区下高井⼾ 2 丁目 10 番 21 号‐611 杉並区議会⾃由⺠主党 都市環境委員会 
今井 ひろし 杉並区宮前 1 丁目 11 番 9 号 NM 宮前 301 杉並区議会⾃由⺠主党 区⺠⽣活委員会 
岩田 いくま 杉並区久我山 5 丁目 24 番 30 号 フルールツ

ヅキ 2-103 
⾃⺠・無所属・維新クラブ 文教委員会 

大泉 やすまさ 杉並区永福 2 丁目 51 番 14 号 杉並区議会⾃由⺠主党 総務財政委員会 
大熊 昌⺒ 杉並区久我山 3 丁目 17 番 24 号 杉並区議会⾃由⺠主党 保健福祉委員会 
太田 哲二 杉並区⻄荻南 4 丁目 12 番 5 号 立憲⺠主党杉並区議団 総務財政委員会 
大槻 城一 杉並区成田⻄ 3 丁目 9 番 12 号 杉並区議会公明党 保健福祉委員会 
大和田 伸 杉並区高円寺南 2 丁目 16 番 2 号 杉並区議会⾃由⺠主党 文教委員会 
⼩川 宗次郎 杉並区松ノ木 3 丁目 3 番 12 号 杉並区議会⾃由⺠主党 文教委員会 
奥田 雅子 杉並区上井草 1 丁目 11 番 12 号 いのち・平和クラブ 区⺠⽣活委員会 
奥山 たえこ 杉並区高円寺南 3 丁目 62 番 10 号⼩鈴荘 杉並を耕す会 総務財政委員会 
金子 けんたろう 杉並区浜田山 3 丁目 26 番 27 号 ⽇本共産党杉並区議団 総務財政委員会 
川野 たかあき 杉並区本天沼 1 丁目 1 番 3 号 コーポ奥田 立憲⺠主党杉並区議団 文教委員会 
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201 
川原口 宏之 杉並区和田 1 丁目 11 番 5 号 杉並区議会公明党 区⺠⽣活委員会 
北 明範 杉並区⻄荻南 4 丁目 25 番 13 号 杉並区議会公明党 保健福祉委員会 
木梨 もりよし 杉並区浜田山 3 丁目 1 番 15 号 共に⽣きる杉並 都市環境委員会 
くすやま 美紀 杉並区荻窪 5 丁目 15 番 19 号-704 ⽇本共産党杉並区議団 文教委員会 
國﨑 たかし 杉並区上荻 4 丁目 19 番 17 号 グリーンヴィ

ラ 201 
杉並区議会⾃由⺠主党 保健福祉委員会 

けしば 誠一 杉並区浜田山 4 丁目 18 番 7 号-205 いのち・平和クラブ 総務財政委員会 
⼩林 ゆみ 杉並区⻄荻南 3 丁目 3 番 11 号-103 ⾃⺠・無所属・維新クラブ 都市環境委員会 
酒井 まさえ 杉並区堀ノ内 1 丁目 9 番 7 号 ⽇本共産党杉並区議団 区⺠⽣活委員会 
佐々木 千夏 杉並区高円寺南 2 丁目 35 番 15 号 花月第一

ビル 5 階 
正理の会 文教委員会 

島田 敏光 杉並区下井草 4 丁目 5 番 8 号-206 杉並区議会公明党 文教委員会 
新城 せつこ 杉並区和泉 1 丁目 48 番 13 号 いのち・平和クラブ 保健福祉委員会 
関口 健太郎 杉並区高円寺南 4 丁目 28 番 3 号 高円寺ビ

ル 308 
立憲⺠主党杉並区議団 区⺠⽣活委員会 

そね 文子 杉並区成田東 2 丁目 12 番 3 号 いのち・平和クラブ 文教委員会 
田中 ゆうたろう 杉並区和田 3 丁目 38 番 6 号-201 美しい杉並 区⺠⽣活委員会 
富田 たく 杉並区高円寺南 3 丁目 59 番 7 号 マイン・

オアーゼ 301 
⽇本共産党杉並区議団 区⺠⽣活委員会 

中村 康弘 杉並区上井草 2 丁目 10 番 2 号 杉並区議会公明党 総務財政委員会 
野垣 あきこ 杉並区天沼 1 丁目 17 番 22 号 ⽇本共産党杉並区議団 都市環境委員会 
ひわき 岳 杉並区高円寺南 5 丁目 22 番 4 号 202 号室 立憲⺠主党杉並区議団 保健福祉委員会 
藤本 なおや 杉並区高円寺南 3 丁目 48 番 5 号 ⾃⺠・無所属・維新クラブ 保健福祉委員会 
ほらぐち ともこ 杉並区上高井⼾ 1 丁目 32 番 40 号 都政を革新する会 都市環境委員会 
堀部 やすし 杉並区阿佐谷北 6 丁目 23 番 5 号-304 無所属 文教委員会 
松浦 威明 杉並区高円寺南 1 丁目 32 番 6 号 2 階 杉並区議会⾃由⺠主党 都市環境委員会 
松尾 ゆり 杉並区下井草 1 丁目 25 番 36 号 杉並わくわく会議 保健福祉委員会 
松本 みつひろ 杉並区荻窪 5 丁目 21 番 10 号 ⾃⺠・無所属・維新クラブ 総務財政委員会 
矢口 やすゆき 杉並区和泉 4 丁目 28 番 1-401 号 杉並区議会⾃由⺠主党 区⺠⽣活委員会 
山田 耕平 杉並区善福寺 2 丁目 2 番 11 号 ⽇本共産党杉並区議団 保健福祉委員会 
山本 あけみ 杉並区久我山 2 丁目 4 番 2 号 立憲⺠主党杉並区議団 都市環境委員会 
山本 ひろ子 杉並区高円寺南 2 丁目 45 番 18 号 杉並区議会公明党 都市環境委員会 
吉田 あい 杉並区高円寺北 4 丁目 20 番 13 号 杉並区議会⾃由⺠主党 保健福祉委員会 
脇坂 たつや 杉並区阿佐谷南 3 丁目 27 番 10 号 杉並区議会⾃由⺠主党 都市環境委員会 
わたなべ 友貴 杉並区荻窪 5 丁目 18 番 11-202 号 杉並区議会⾃由⺠主党 総務財政委員会 
渡辺 富⼠雄 杉並区成田東 5 丁目 3 番 15 号 杉並区議会公明党 文教委員会 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人アース 東京都杉並区上高井⼾２丁目１０番１０号ドミセジュ
ールハイツ１０１ 

特定非営利活動法人アール・ビー・エー・インターナショ
ナル 

東京都杉並区高円寺南３丁目３７番２４号 

特定非営利活動法人アイ教育研究所 東京都杉並区阿佐谷北４丁目３０番６号１階 
特定非営利活動法人あおば福祉会 東京都杉並区上荻１丁目５番８号フカザワビル３階 
特定非営利活動法人空き家・相続相談センター 東京都杉並区堀ノ内３丁目４７番７号 
特定非営利活動法人アクターズシップ 東京都杉並区天沼１丁目２６番１１号ブルーハイツ 
特定非営利活動法人アゲンスト・マラリア基金 東京都杉並区松ノ木３丁目１５番１号 
特定非営利活動法人あさがお 東京都杉並区堀ノ内１丁目８番３−１０１８号 
特定非営利活動法人阿佐谷ワークショップ 東京都杉並区阿佐谷北２丁目１５番４号大和阿佐谷ビ

ル２０１号 
特定非営利活動法人アザーボイス 東京都杉並区成田⻄２丁目９番７号 
特定非営利活動法人あしたばの会 東京都杉並区上井草４丁目１３番１５−２０２号シャ

リエ上井草 
特定非営利活動法人アジア環境整備機構 東京都杉並区高円寺南５丁目２−１２ 
特定非営利活動法人明⽇の希望 東京都杉並区天沼２丁目３５番２号 
特定非営利活動法人新しいホームをつくる会 東京都杉並区永福３丁目５６番９号 
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特定非営利活動法人Ｕｐ 東京都杉並区浜田山４丁目１３番７号 
特定非営利活動法人アトリエＣａｓａ 東京都杉並区高円寺南４丁目２５番２号 
特定非営利活動法人アニマルグリーンアップル 東京都杉並区下井草３丁目４０番１２号宮本ビル３０

３ 
特定非営利活動法人アニメーター支援機構 東京都杉並区阿佐谷南３丁目２０−２新人アニメータ

ー寮／阿佐谷 
特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構 東京都杉並区松庵３丁目３５番１８号 
特定非営利活動法人アフリカ圏⽇本文化・⽇本語教育研究
会 

東京都杉並区南荻窪３丁目３１番２５号マドレーヌ南
荻窪４０１号 

特定非営利活動法人アミータ 東京都杉並区永福３丁目７番１号 
特定非営利活動法人アンチいじめ蝶間アカデミー 東京都杉並区上荻２丁目６番１７−１０２号 
特定非営利活動法人アントレプレナー我究塾 東京都杉並区下高井⼾２丁目１０番３−１１１４号 
特定非営利活動法人医学中央雑誌刊⾏会 東京都杉並区高井⼾東２丁目５番１８号 
特定非営利活動法人⽣きがいの会 東京都杉並区荻窪５丁目２２番６号 
特定非営利活動法人井草文化財研究所 東京都杉並区下井草１丁目１番７号ラ・メゾンブルー 
特定非営利活動法人和泉⾃由学校 東京都杉並区和泉２丁目１番２７号宮川ビル３階 
特定非営利活動法人市川蒸気鉄道クラブ 東京都杉並区阿佐谷北１丁目１３番２０号 
特定非営利活動法人壱木呂の会 東京都杉並区南荻窪２丁目２７番３号 
特定非営利活動法人一期の会 東京都杉並区成田東１丁目１１番３号 
特定非営利活動法人一休会 東京都杉並区下高井⼾３丁目４０番８号 
特定非営利活動法人一冊の会 東京都杉並区和泉２丁目１８番８号 
特定非営利活動法人いっしんサービス 東京都杉並区堀ノ内２丁目３７番１１号 
特定非営利活動法人命のつどい 東京都杉並区天沼３丁目１５番９号 
特定非営利活動法人医療貢献支援プロジェクト 東京都杉並区阿佐谷北５丁目２９番１３号阿佐ヶ谷北

マンション３０３ 
特定非営利活動法人イルファー 東京都杉並区下高井⼾４丁目１９番地３ 
特定非営利活動法人ウェルパートナー 東京都杉並区上荻２丁目１９番１２号 
特定非営利活動法人ＡＤＤＳ 東京都杉並区荻窪５丁目１６番１４号カパラビル５Ｆ 
特定非営利活動法人映像部 東京都杉並区阿佐谷南３丁目２０−２／新人アニメー

ター寮／阿佐谷 
特定非営利活動法人エガリテ大⼿前 東京都杉並区久我山３丁目３５番２９−４０２号スタ

ーロワイヤル久我山 
特定非営利活動法人エヌ・シー・エヌ 東京都杉並区南荻窪３丁目８番１８号 
特定非営利活動法人エヌピーオーインターラブ杉並 東京都杉並区堀ノ内２丁目３１番１４号 
特定非営利活動法人ＮＰＯ家族葬の会 東京都杉並区高円寺南１丁目３４−９第２高円寺ダイ

ヤモンドマンション８０４ 
特定非営利活動法人エヌピーオーサービス評価機構 東京都杉並区阿佐谷南３丁目３５番１５−１１０４プ

ラウド阿佐ヶ谷 
特定非営利活動法人ＮＰＯ友愛サポートセンター 東京都杉並区松ノ木３丁目１６番１２号 
特定非営利活動法人ＭＰＣケアサポート協会 東京都杉並区荻窪１丁目５７番２４号Ｒフラットビル

２階Ｒ５号室 
特定非営利活動法人エルブ 東京都杉並区上荻１丁目５番８号フカザワビル３階 
特定非営利活動法人おうちへ帰ろうクラブ 東京都杉並区下高井⼾２丁目９番５−９０１号アコー

ル桜上⽔ 
特定非営利活動法人大江⼾東京音頭連 東京都杉並区下井草２丁目２４番１６号 
特定非営利活動法人おでかけサービス杉並 東京都杉並区荻窪５丁目１８番１１号サニーシティ荻

窪１０３ 
特定非営利活動法人お年寄りと子どもの家杉並 東京都杉並区成田東１丁目４０番１６号 
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特定非営利活動法人オペラ普及団体ミャゴラトーリ 東京都杉並区上高井⼾１丁目９番１７号 
特定非営利活動法人親子コミュニケーションラボ 東京都杉並区高井⼾東２丁目２７番３号 
特定非営利活動法人海外アマチュア野球普及会 東京都杉並区方南１丁目２３番３号 
特定非営利活動法人介護サービス事業杉並 東京都杉並区久我山３丁目１８番１５号 
特定非営利活動法人かいとー 東京都杉並区浜田山３丁目１番９号 
特定非営利活動法人カイロス 東京都杉並区善福寺２丁目３０番８号ハイツおその井

３号棟３３１号 
特定非営利活動法人かすみ草 東京都杉並区和泉３丁目２２番１５号 
認定特定非営利活動法人カタリバ 東京都杉並区高円寺南３丁目６６番３号高円寺コモン

ズ２０３ 
特定非営利活動法人カモミール 東京都杉並区宮前３丁目６番２７号村田陽子方 
特定非営利活動法人環境学習研究会 東京都杉並区高井⼾東１丁目２０番８号 
特定非営利活動法人環境教育映像センター 東京都杉並区成田東２丁目１４番４号 
特定非営利活動法人環境防災コンシェルジェ 東京都杉並区南荻窪２丁目１３番８号 
特定非営利活動法人学習支援センター 東京都杉並区阿佐谷南３丁目４９番２号 
特定非営利活動法人きずなメール・プロジェクト 東京都杉並区阿佐谷北５丁目１番５−３０１号 
特定非営利活動法人キッス 東京都杉並区⻄荻北３丁目１２番１３号 
特定非営利活動法人キャリア雇用創出機構 東京都杉並区阿佐谷南１丁目１４番１９号アビターレ

８８ 
特定非営利活動法人救急救命推進機構 東京都杉並区和泉４丁目１７番３２−２０１号 
特定非営利活動法人教育開発研究所 東京都杉並区和泉３丁目６番１２号１１３号室 
特定非営利活動法人共⽣社会を推進する会 東京都杉並区南荻窪４丁目３４番５号 
特定非営利活動法人きらく工房 東京都杉並区高円寺北３丁目４１番１７号ファミーユ

太田１０２ 
特定非営利活動法人煌めく返り花 東京都杉並区高井⼾東３丁目２９番３号フラッツハイ

ウェル２０３ 
特定非営利活動法人筋強直性ジストロフィー患者会 東京都杉並区南荻窪４丁目３番１３号 
特定非営利活動法人銀座温泉語会ぎんざのかい 東京都杉並区上荻２丁目１６番１０号井上ハイツ１０

２号 
特定非営利活動法人久我山からー 東京都杉並区久我山３丁目４１番４４号 
特定非営利活動法人ク・ナウカシアターカンパニー 東京都杉並区永福２丁目３４番７号 
特定非営利活動法人くらしの助っ人 東京都杉並区上高井⼾１丁目８番２０号第一島田ビル

４０２ 
特定非営利活動法人グリーンイノベーション 東京都杉並区⻄荻北４丁目４番２号 
特定非営利活動法人グリーンフォーラム 東京都杉並区善福寺４丁目５番２１号 
特定非営利活動法人グループあいびー 東京都杉並区和泉４丁目１６番１６号 
特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル 東京都杉並区⻄荻北２丁目２番１６号オーシャンアー

ト２０２号 
特定非営利活動法人ケアネットともに⽣きる 東京都杉並区上荻３丁目２８番９−２０３号 
特定非営利活動法人経営技術研究会 東京都杉並区下高井⼾５丁目１３番１７号 
特定非営利活動法人けやき精神保健福祉会 東京都杉並区成田東３丁目１番３号 
特定非営利活動法人健康心理教育実践センター 東京都杉並区阿佐谷南１丁目１９番６号 
特定非営利活動法人健康促進懐メロ協議会 東京都杉並区天沼２丁目１７番１７号 
特定非営利活動法人劇場創造ネットワーク 東京都杉並区成田⻄１丁目２番２２号 
特定非営利活動法人ゲンキふじグループ 東京都杉並区高円寺北２丁目１番２４号 
特定非営利活動法人光進リハビリケア 東京都杉並区阿佐谷北２丁目２７番１１号福田アパー

トＤ 
特定非営利活動法人硬組織成⻑因子研究会 東京都杉並区和泉３丁目２番１（６０２号）本村マンシ
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ョン 
特定非営利活動法人高度情報通信推進協議会 東京都杉並区南荻窪４丁目３５番２０号ゼネラルビル

２０１号 
特定非営利活動法人高齢者支援センター 東京都杉並区荻窪４丁目１５番１９号 
特定非営利活動法人国際いけ花協会 東京都杉並区井草４丁目１６番１１号セザール第二上

井草４階４０３号 
特定非営利活動法人国際科学技術英語協会 東京都杉並区上井草３丁目１９番７号 
特定非営利活動法人国際カンボジア振興機構 東京都杉並区⻄荻南２丁目１７番８号ミスズビル３階 
特定非営利活動法人国際技術文化交流会 東京都杉並区阿佐谷北４丁目１９番５号 
特定非営利活動法人国際健康福祉センター 東京都杉並区下高井⼾３丁目２５番２号 
特定非営利活動法人国際交流サービスセンター 東京都杉並区高円寺南４丁目２２番１１号 
特定非営利活動法人国際ボランティア支援センター 東京都杉並区永福１丁目３８番９−２３号 
特定非営利活動法人心と身体の健康から教育を考えるＸｉ
ｎｇ 

東京都杉並区阿佐谷北１丁目４７番地２号 

特定非営利活動法人越辺川河川敷美化協会 東京都杉並区井草１丁目３１番１６号 
特定非営利活動法人ＣＯＳＭＯ ＦＥＳＴ 東京都杉並区上荻１丁目１９−６石井ビル４０１ 
特定非営利活動法人こだまの集い 東京都杉並区⻄荻北２丁目３番９号コメットビル６階 
特定非営利活動法人子ども文化ＮＰＯ Ｍ・Ａ・Ｔ 東京都杉並区善福寺４丁目１４番１５号 
特定非営利活動法人こどもプロジェクト 東京都杉並区阿佐谷北２丁目５番７号 
特定非営利活動法人杉並子ども未来委員会 東京都杉並区和泉１丁目６番３号 
特定非営利活動法人子ども理科教育振興会 東京都杉並区堀ノ内２丁目３１番１４号 
特定非営利活動法人コミュニオン 東京都杉並区天沼３丁目２９番１３−２０６号 
特定非営利活動法人コミュニティ科学ネットワーク 東京都杉並区阿佐谷北４丁目１０番８号 
特定非営利活動法人コミュニティプレス東京 東京都杉並区高円寺南３丁目４番５号 
特定非営利活動法人ごまめのきずな 東京都杉並区天沼３丁目３０番４０号フヨウハウス１

０１号 
特定非営利活動法人互楽会 東京都杉並区和泉４丁目３０番１４号 
特定非営利活動法人サービスフロンティア 東京都杉並区和泉３丁目１７番１５号 
特定非営利活動法人さくら 東京都杉並区松庵３丁目１８番７号 
特定非営利活動法人里山協会 東京都杉並区堀ノ内１丁目１２番６号 
特定非営利活動法人さらプロジェクト 東京都杉並区上井草３丁目１７番３号 
特定非営利活動法人さわやか⻘少年センター 東京都杉並区上荻１丁目１８番６−５０１号 
特定非営利活動法人サンフラワー 東京都杉並区阿佐谷南３丁目４４番１７号グリーンハ

ウス７号 
特定非営利活動法人在宅医療・緩和ケアカンファレンス 東京都杉並区善福寺２丁目２４番８号 
特定非営利活動法人在宅介護福祉センター浜田山 東京都杉並区浜田山３丁目３５番１−６０３号 
特定非営利活動法人在宅ケア・セラビ 東京都杉並区方南２丁目２３番６号林ビル２０２ 
特定非営利活動法人Ｔｈｅ Ｆ−Ｗｏｒｄ 東京都杉並区⻄荻北２丁目３７番１２号ブランシュ⻄

荻４０２ 
特定非営利活動法人ＣＢすぎなみプラス 東京都杉並区阿佐谷北３丁目７番１３号 
特定非営利活動法人シアターツウプラスワン 東京都杉並区⻄荻北１丁目４番１９号Ｂ１ 
特定非営利活動法人シヴァーナンダ・ヨーガ・ヴェーダン
タ・センター・ジャパン 

東京都杉並区高円寺北４丁目１５番３号 

特定非営利活動法人⾃然・オノズトシカリ 東京都杉並区桃井３丁目７番２−４０７号プロムナー
ド荻窪 

特定非営利活動法人⾃然災害から⽣命を守る会 東京都杉並区下高井⼾２丁目１０番２１号 
特定非営利活動法人⾃然と動物を考える市⺠会議 東京都杉並区阿佐谷南３丁目６番２０号 
特定非営利活動法人シニア総合研究協会 東京都杉並区⻄荻北２丁目３６番３号 
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特定非営利活動法人市⺠囲碁ボランティアネットワーク 東京都杉並区梅里２丁目３０番９号 
特定非営利活動法人市⺠社会システム研究所 東京都杉並区成田⻄２丁目９番７号 
特定非営利活動法人市⺠ＺＯＯネットワーク 東京都杉並区本天沼２丁目５−１０−Ｅ 
特定非営利活動法人しゅわえもん 東京都杉並区今川１丁目３番１号 
特定非営利活動法人⽣涯学習知の市庭 東京都杉並区和泉３丁目１７番１５号 
特定非営利活動法人障害者就労支援センターどんまい福祉
工房 

東京都杉並区本天沼１丁目２４−９ 

特定非営利活動法人昌大スポーツクラブ 東京都杉並区上高井⼾１丁目１３番２号 
特定非営利活動法人書籍・知財の保全継承を考える会 東京都杉並区永福４丁目３２番３号 
特定非営利活動法人Ｔｈｉｎｋ３０ʼｓ 東京都杉並区荻窪１丁目８番３号 
特定非営利活動法人シンブル高齢者健康福祉研究所 東京都杉並区清⽔２丁目１０番１７号 
特定非営利活動法人心理教育実践センター 東京都杉並区上荻２丁目６番１７−４０２号 
特定非営利活動法人地震に強い住まいを創る会 東京都杉並区上高井⼾２丁目１７番１８号 
特定非営利活動法人次世代教育推進機構 東京都杉並区下高井⼾１丁目３９番１２号 
特定非営利活動法人児童英語教育振興会 東京都杉並区堀ノ内３丁目５０番７−１０１号 
特定非営利活動法人⾃動車技術を学ぶ会 東京都杉並区天沼１丁目４４番３号 
特定非営利活動法人⾃分らしい⽣き方を支援する情報ネッ
トワーク 

東京都杉並区下高井⼾３丁目２１番２３号 

特定非営利活動法人ジャパンエコライフ協会 東京都杉並区高円寺南４丁目１０番２号 
特定非営利活動法人ジャパンバングラデシュファンデーシ
ョン 

東京都杉並区上高井⼾１丁目５番７−１０６号ムサシ
ＡＰ 

特定非営利活動法人樹恩ネットワーク 東京都杉並区和田３丁目３０番２２号 
特定非営利活動法人純正律音楽研究会 東京都杉並区高井⼾東３丁目２番５号ガーデンハウス

浜田山１０２ 
特定非営利活動法人女性技術⼠の会 東京都杉並区上荻２丁目３５番１３号株式会社栄設計

内 
特定非営利活動法人ジョブ・ストレスケア・ジャパン 東京都杉並区高円寺南３丁目２６番１８号ラ・セーヌ

１０１ 
特定非営利活動法人腎臓サポート協会 東京都杉並区堀ノ内２丁目４番２２号 
特定非営利活動法人杉並アヤックスサッカークラブ 東京都杉並区今川３丁目１３番２６号 
特定非営利活動法人杉並いずみ 東京都杉並区和泉４丁目４４番４号 
特定非営利活動法人杉並移送サービス 東京都杉並区阿佐谷南２丁目２２番１７号 
特定非営利活動法人すぎなみ栄養と食の会 東京都杉並区宮前１丁目１４番９−２０２号 
特定非営利活動法人杉並介護者応援団 東京都杉並区浜田山２丁目１３番１号 
特定非営利活動法人杉並カレッジライフ 東京都杉並区高円寺南５丁目２３番７号 
特定非営利活動法人杉並環境カウンセラー協議会 東京都杉並区荻窪５丁目１５番７号白凰ビル２０２号 
特定非営利活動法人すぎなみ環境ネットワーク 東京都杉並区高井⼾東３丁目７番４号 
特定非営利活動法人杉並区視覚障害者福祉協会 東京都杉並区南荻窪３丁目２８番１０号杉並区立視覚

障害者会館 
特定非営利活動法人杉並区保護観察協会 東京都杉並区高円寺北３丁目２９番１０号 
特定非営利活動法人すぎなみ子育てひろばｃｈｏｕ ｃｈ
ｏｕ 

東京都杉並区上荻３丁目２２番１３号 

特定非営利活動法人すぎなみ子どもサポート 東京都杉並区堀ノ内３丁目４８番８号「妙法寺」内 
特定非営利活動法人杉並さわやかウォーキング 東京都杉並区天沼２丁目２９番７号 
特定非営利活動法人すぎなみ障害者⽣活支援コーディネー
トセンター 

東京都杉並区高円寺南４丁目２７番４号高円寺ホワイ
トレジデンス２０２号 

特定非営利活動法人杉並ソシオフットボールクラブ 東京都杉並区永福４丁目４番１５号ジュネス永福１０
３号室 
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特定非営利活動法人杉並中⼩企業診断⼠会 東京都杉並区成田東４丁目３６番１２−１２０１号 
特定非営利活動法人杉並で能楽を楽しむ会 東京都杉並区高井⼾東４丁目１３番１５号アーデル高

井⼾東４０４号室宮崎穎方 
特定非営利活動法人すぎなみのたね 東京都杉並区浜田山３丁目１０番９号 
特定非営利活動法人杉並発達支援協会 東京都杉並区荻窪５丁目６番１−４０５号ネバーラン

ド荻窪アヴァンセ 
特定非営利活動法人杉並福助会 東京都杉並区永福２丁目２３番７号キャッスルプラザ

永福 
特定非営利活動法人杉並フットボールクラブ 東京都杉並区高円寺南１丁目２５番１１号⼩林方 
特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会 東京都杉並区久我山４丁目３１番１３号 
特定非営利活動法人杉並ポプラの会 東京都杉並区方南１丁目１１番６号 
特定非営利活動法人すぎなみ学びの楽園 東京都杉並区善福寺４丁目２３番１７号 
特定非営利活動法人すぎなみムーサ 東京都杉並区阿佐谷北３丁目１４番７号 
特定非営利活動法人すぎなみ目安箱 東京都杉並区成田⻄４丁目９番１１号 
特定非営利活動法人杉の樹カレッジ 東京都杉並区高井⼾東３丁目７番５号杉並区立高齢者

活動支援センター内 
特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク 東京都杉並区本天沼２丁目２１番１０号 
特定非営利活動法人Ｓｔｕｄｉｏ ｏｎ ｓｉｔｅ 東京都杉並区宮前２丁目１６番１４号 
特定非営利活動法人ストレス対処法研究所 東京都杉並区荻窪４丁目２１番１０号ドルチェ荻窪２

０２ 
特定非営利活動法人スポーツネットワークジャパン 東京都杉並区和泉１丁目４０番１３号−４０１ 
特定非営利活動法人スポーツ普及促進協会 東京都杉並区下井草２丁目５番４号 
特定非営利活動法人すぽっとらいと 東京都杉並区今川１丁目１５番９号 
特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパン 東京都杉並区高井⼾東３丁目３番１５−３０８号ライ

フパティオ浜田山 
特定非営利活動法人すまいる・わだ 東京都杉並区和田１丁目３１番３号 
特定非営利活動法人スラッシュ 東京都杉並区荻窪５丁目１６番７−１０１号スカイコ

ートエクセレント荻窪平井ビル 
特定非営利活動法人セイザン国際交流センター 東京都杉並区高井⼾東４丁目１３番１７号 
特定非営利活動法人世界開発協力機構 東京都杉並区⻄荻南２丁目１７番８号ミスズビル 
特定非営利活動法人世界芸術文化振興協会 東京都杉並区⻄荻南２丁目１８番９号菱研ビル２階 
特定非営利活動法人セルメディアネットワーク協会 東京都杉並区高円寺北３丁目１番９号⻘田ビル３０２

号室 
特定非営利活動法人先端教育ラボ 東京都杉並区⻄荻南４丁目２０番７号マイン⻄荻２０

１ 
特定非営利活動法人ＺＥＲＯキッズ 東京都杉並区高円寺南１丁目１７番２号 
特定非営利活動法人全国イベントガイド協会 東京都杉並区阿佐谷南１丁目４７番１７号阿佐谷キッ

クオフオフィス４号 
特定非営利活動法人全国精神障害者地域⽣活支援協議会 東京都杉並区天沼２丁目３番９号伊藤ビル２Ｆ 
特定非営利活動法人全国パニック障害患者の会 東京都杉並区久我山３丁目１７番１９号 
特定非営利活動法人全⽇総合教育団体 東京都杉並区和泉１丁目１番１５号プレールカテリー

ナ代田橋８０１号 
特定非営利活動法人全⽇本パエリア連盟 東京都杉並区阿佐谷南３丁目５番２５号コーポ⼾塚１

０２ 
特定非営利活動法人善福寺⽔と緑の会 東京都杉並区善福寺３丁目３４番５号 
特定非営利活動法人総合健康戦略研究所 東京都杉並区高円寺南４丁目２８番３−４０３号 
特定非営利活動法人そよかぜ 東京都杉並区梅里１丁目１３番１１号 
特定非営利活動法人高井⼾子育てネットぱお 東京都杉並区高井⼾東４丁目５番１６号 
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特定非営利活動法人たすけあいワーカーズさざんか 東京都杉並区荻窪５丁目１８番１１−４０１号 
特定非営利活動法人立川ボーイズ 東京都杉並区阿佐谷南１丁目２７番１６号 
特定非営利活動法人タパジーダスポーツクラブ 東京都杉並区荻窪３丁目３６番３号 
特定非営利活動法人ＤＡＮＫＡＩプロジェクト 東京都杉並区善福寺２丁目２４番８号 
特定非営利活動法人地域活動協働協会 東京都杉並区阿佐谷北３丁目５番１９号フラットＡ２

０２ 
特定非営利活動法人地域芸術振興サポートセンター 東京都杉並区阿佐谷北１丁目３番１５号 
特定非営利活動法人ちぃきちぃき 東京都杉並区方南１丁目４番１６号 
特定非営利活動法人ちいさなアリの⼿ 東京都杉並区清⽔１丁目８番１１号 
特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 東京都杉並区荻窪５丁目２９番２０号 
特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン 東京都杉並区善福寺２丁目１７番５号 
特定非営利活動法人チャレンジライフ 東京都杉並区松ノ木２丁目４０番７号 
特定非営利活動法人チューニング・フォー・ザ・フューチ
ャー 

東京都杉並区阿佐谷南３丁目３７番１０号 

特定非営利活動法人中⼩企業ＩＴ化・ＱＯＬ支援協会 東京都杉並区下井草２丁目１１番１６号 
特定非営利活動法人ツーセブン 東京都杉並区井草１丁目３９番４号 
特定非営利活動法人てんぐるま 東京都杉並区和泉３丁目６０番１７号 
特定非営利活動法人デジタルコンテンツ制作者育成協会 東京都杉並区今川３丁目６番地４号 
特定非営利活動法人伝統愛美会 東京都杉並区高井⼾⻄２丁目７番７号 
特定非営利活動法人伝統芸術復興機構 東京都杉並区高円寺北２丁目２２番３号 
特定非営利活動法人東京安全まちづくり推進協議会 東京都杉並区荻窪４丁目３２番９号土曜会ビル５０２ 
特定非営利活動法人Ｔｏｋｙｏ ｏｐｅʼｌａｔａ 東京都杉並区和田１丁目１１番１５号 
特定非営利活動法人東京海難救助隊 東京都杉並区下高井⼾１丁目２１番１２号 
特定非営利活動法人東京乾癬の会Ｐ−ＰＡＴ 東京都杉並区永福４丁目１番４号 
特定非営利活動法人東京高円寺阿波おどり振興協会 東京都杉並区高円寺南３丁目５７番１０号 
特定非営利活動法人東京港グリーンボランティア 東京都杉並区善福寺１丁目２６番１９号 
特定非営利活動法人東京障害者乗⾺協会 東京都杉並区久我山５丁目７番１０−３０１号 
特定非営利活動法人東京シルバーケア研究会 東京都杉並区上荻１丁目１８番１２号上荻大林ビル３

階 
特定非営利活動法人東京情報教育研究協議会 東京都杉並区高円寺北３丁目２２番１２号太陽内 
特定非営利活動法人東京スポーツ協会 東京都杉並区⻄荻南２丁目１７番８号ミスズビル３階 
特定非営利活動法人東京ダルサラーム文化交流会 東京都杉並区⻄荻南３丁目１２番１−７０３号 
特定非営利活動法人東京都資産総合相談センター 東京都杉並区高円寺南２丁目１９番５号 
特定非営利活動法人東京福祉ネット 東京都杉並区高円寺南２丁目４９番１１号 
特定非営利活動法人東京理容美容福祉協会 東京都杉並区阿佐谷南３丁目３４番１３号 
特定非営利活動法人東京を描く市⺠の会 東京都杉並区久我山５丁目２２番５号 
特定非営利活動法人統合療育ステーション 東京都杉並区久我山４丁目４２番２９号 
特定非営利活動法人ともしび会 東京都杉並区和田１丁目１２番２０号 
特定非営利活動法人ともに⽣きる 東京都杉並区上荻３丁目２８番９号ライオンズビル２

０３号 
特定非営利活動法人ＴＲＹ福祉会 東京都杉並区成田東５丁目１５番２１号成宗マンショ

ン１階 
特定非営利活動法人動物介在教育・療法学会 東京都杉並区善福寺３丁目６番６号 
特定非営利活動法人中野ドローンクラブ 東京都杉並区高円寺北１丁目２１番５号高円寺Ｌｏｏ

ｐ７、１階１号室 
特定非営利活動法人ナレッジソーシャル協会 東京都杉並区⻄荻北３丁目４４番２号 
特定非営利活動法人⻄荻ぷれま委員会 東京都杉並区⻄荻北２丁目２番１１号 
特定非営利活動法人⽇仏子供ヴィジョン 東京都杉並区荻窪３丁目１４番１７号 
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特定非営利活動法人⽇華映像交流センター 東京都杉並区梅里１丁目２１番１５号牛久ハイツ３０
３ 

特定非営利活動法人⽇台医療福祉文化交流支援機構 東京都杉並区井草１丁目５番１１−４０４号 
特定非営利活動法人⽇中韓文化交流協会 東京都杉並区高円寺南５丁目１４番１−２０５号Ｄʼク

ラディア中野桃園 
特定非営利活動法人⽇中企業交流協会 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２番７号 
特定非営利活動法人⽇中経済合作投資貿易促進会 東京都杉並区⻄荻南３丁目１０番４号サクラビル１階 
特定非営利活動法人⽇本ふるさと源基計画 東京都杉並区成田東４丁目１５番２１号 
特定非営利活動法人⽇本インドネシア国際協力医療センタ
ー 

東京都杉並区成田東５丁目３５番１５号 

特定非営利活動法人⽇本エクストリームスポーツ協会 東京都杉並区大宮２丁目１７番４号１０１号室 
特定非営利活動法人⽇本オランウータン・リサーチセンタ
ー 

東京都杉並区永福４丁目５番１号 

特定非営利活動法人⽇本家族カウンセリング協会 東京都杉並区梅里２丁目４０番１６号ビラージュ白井
７階 

特定非営利活動法人⽇本歌謡指導連盟 東京都杉並区下井草２丁目２９番１５号 
特定非営利活動法人⽇本キャリアビジョン研究所 東京都杉並区梅里１丁目２２番１６号ＡＲＫ ＵＭＥ

ＳＡＴＯ １０１ 
特定非営利活動法人⽇本クリエイティヴ・セラピスト協会 東京都杉並区和泉１丁目５４番３号 
特定非営利活動法人⽇本グッドコミュニケーション推進機
構 

東京都杉並区荻窪１丁目１８番９号 

特定非営利活動法人⽇本グリーンクロス協会 東京都杉並区久我山４丁目５０番１４号久我山四丁目
第２アパート１４−１０３ 

特定非営利活動法人⽇本建造物保護協会 東京都杉並区上荻１丁目１０−５ニュースタイルビル
３Ｆ 

特定非営利活動法人⽇本公共利益研究所 東京都杉並区上荻４丁目２番５号 
特定非営利活動法人⽇本失語症協議会 東京都杉並区荻窪５丁目１４番５号 
特定非営利活動法人⽇本シニアインターネット支援協会 東京都杉並区荻窪４丁目２８番１４−１０４号パーク

ハイム荻窪 
特定非営利活動法人⽇本児童文化教育研究所 東京都杉並区本天沼１丁目４番２号田浦秀二方 
特定非営利活動法人⽇本女性技術者科学者ネットワーク 東京都杉並区上荻２丁目３５番１３号（株）栄設計内 
特定非営利活動法人⽇本スポーツ教育協会 東京都杉並区荻窪３丁目１０番１６号 
特定非営利活動法人⽇本スポーツターフ 東京都杉並区今川３丁目１３番２６号 
特定非営利活動法人⽇本⽣活・語学支援機構 東京都杉並区⻄荻南１丁目１９番２１号 
特定非営利活動法人⽇本船舶管理者協会 東京都杉並区荻窪５丁目２６−１３ 
特定非営利活動法人⽇本チャリティプレート協会 東京都杉並区和田１丁目５番１８号 
特定非営利活動法人⽇本トータル・バランス・コンディシ
ョニング協会 

東京都杉並区宮前３丁目２番１３号ハイセザール２０
１ 

特定非営利活動法人⽇本動物共⽣協会 東京都杉並区下井草５丁目２２番１５号 
特定非営利活動法人⽇本渚の美術協会 東京都杉並区和泉２丁目１３番９号ＢＷテラス２階 
特定非営利活動法人⽇本標準教育研究所 東京都杉並区南荻窪３丁目３１番１８号 
特定非営利活動法人⽇本・フイリピン産学総合研究所 東京都杉並区上高井⼾１丁目９番３号 
特定非営利活動法人⽇本ブラインドゴルフ振興協会 東京都杉並区⻄荻南２丁目１７番８号ミスズビル３階 
特定非営利活動法人⽇本ポーテージ協会 東京都杉並区和田３丁目５４番５号第１０田中ビル３

階３号室 
特定非営利活動法人⽇本マリ国際経済交流協会 東京都杉並区永福３丁目２番１２号 
特定非営利活動法人⽇本リンパドレナージュ協会 東京都杉並区荻窪１丁目５７番２４号Ｒフラットビル

２階Ｒ５号室 
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特定非営利活動法人ネパール教育支援センター 東京都杉並区荻窪１丁目１９番１０号 
特定非営利活動法人ネパールユースサッカープロジェクト 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２８番１４−２０５号阿

佐谷コーポラス 
特定非営利活動法人ハウンドツゥーススポーツクラブ 東京都杉並区高円寺北２丁目７−１１ 
特定非営利活動法人博物館活動支援センター 東京都杉並区宮前３丁目２５番１４号３０２ボンド株

式会社内 
特定非営利活動法人発達共助連 東京都杉並区宮前３丁目２４番２号 
特定非営利活動法人ハッピーエンジェルス楽団 東京都杉並区和泉２丁目５番３４号 
特定非営利活動法人花はなの会 東京都杉並区阿佐谷北６丁目１０番１０号 
特定非営利活動法人パートナーズ・イン・サービス 東京都杉並区成田東４丁目３８番１９号 
特定非営利活動法人パタカラリハビリエンタテイメントク
ラブ 

東京都杉並区堀ノ内１丁目６番３０号グリーンハイツ
方南町１０１号室 

特定非営利活動法人パルケ・デ・ボスケ 東京都杉並区⻄荻南３丁目２０番１１号 
特定非営利活動法人東アジア政経アカデミー 東京都杉並区久我山４丁目３８番１４号 
特定非営利活動法人ひまわりの会 東京都杉並区大宮１丁目２２番１８号 
特定非営利活動法人ヒューレック研究会 東京都杉並区阿佐谷北１丁目１１番８号 
特定非営利活動法人美術教育支援協会 東京都杉並区荻窪４丁目３３番５号プリハード株式会

社内 
特定非営利活動法人Ｐ．Ｒ．Ｏ 東京都杉並区上高井⼾１丁目８番２０号第１島田ビル

３０１ 
特定非営利活動法人フォスター 東京都杉並区和田２丁目４１番７号 
特定非営利活動法人福祉開発機構 東京都杉並区高円寺南３丁目４８番５号 
特定非営利活動法人福祉の家 東京都杉並区⻄荻北４丁目３１番１２号⻄荻マンショ

ン１階 
特定非営利活動法人フリースペースやすらぎの森 東京都杉並区高円寺南１丁目２０番２０号 
特定非営利活動法人Ｖ−Ｔｗｉｎ Ｄｒａｇ Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎ 

東京都杉並区梅里１丁目１番５１号 

特定非営利活動法人ブラストビート 東京都杉並区阿佐谷南１丁目１２番５−７０７号クリ
オレミントンハウス阿佐ヶ谷 

特定非営利活動法人文化芸術振興研究所 東京都杉並区下高井⼾３丁目１１番２４号 
特定非営利活動法人プラスチックマテリアルリサイクル最
終製品利用推進協議会 

東京都杉並区阿佐谷北２丁目１６番３号 

特定非営利活動法人プラス２０ 東京都杉並区久我山３丁目２４番２２号 
特定非営利活動法人プロップＫ 東京都杉並区久我山５丁目３９番６号 
特定非営利活動法人平和と人権を守る会 東京都杉並区上井草４丁目７番７号 
特定非営利活動法人ベアフット協会 東京都杉並区下高井⼾５丁目４番８号２０１号室 
特定非営利活動法人べてる杉並 東京都杉並区成田東５丁目１３番１３号 
特定非営利活動法人ベンチャーネットワーク・ジャパン 東京都杉並区⻄荻北４丁目４０番４号 
特定非営利活動法人ペイフォワードプロジェクト 東京都杉並区方南２丁目１番２０号 
特定非営利活動法人Ｈｏｍｅ ｆｏｒ Ｈｏｐｅ 東京都杉並区成田東１丁目２０番１６号 
特定非営利活動法人豊穰の森 東京都杉並区高井⼾東４丁目１１番３１号 
特定非営利活動法人ほほえみ支援センター 東京都杉並区和田３丁目１４番１５号 
特定非営利活動法人マイスター・プロモーション・ネット 東京都杉並区堀ノ内３丁目１３番２号 
特定非営利活動法人マザーミルク 東京都杉並区井草２丁目８番１１号 
特定非営利活動法人まちの塾ｆｒｅｅｂｅｅ 東京都杉並区高円寺北２丁目１４番２６号 
特定非営利活動法人まどか 東京都杉並区永福１丁目２７番３１号 
特定非営利活動法人マンション１００年倶楽部 東京都杉並区阿佐谷南３丁目１０番２０−１０１号 
特定非営利活動法人三⽇月 東京都杉並区上荻４丁目１４番４２号 
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特定非営利活動法人みかんぐみ 東京都杉並区高井⼾東２丁目５番２５号 
特定非営利活動法人みどり会⽇本障害者支援協会 東京都杉並区和泉３丁目３３番２１号メゾンＫ１０２ 
特定非営利活動法人未来をつなぐ子ども資金 東京都杉並区成田東５丁目３３番２０号 
特定非営利活動法人みんなでまちづくり 東京都杉並区和田２丁目３４番４号 
特定非営利活動法人みんなの元気学校 東京都杉並区清⽔２丁目１６番７号 
特定非営利活動法人夢⺠工房 東京都杉並区⻄荻北３丁目３４番３号Ｕハウス１０３ 
特定非営利活動法人むく 東京都杉並区阿佐谷南３丁目９番２号新光ハイツ１−

Ｄ 
特定非営利活動法人むさしの児童文化協会 東京都杉並区松庵３丁目１２番４号リーベスト松庵１

０１ 
特定非営利活動法人ムラツムギ 東京都杉並区阿佐谷南１丁目２７番１６号吉野アパー

ト２０３ 
特定非営利活動法人メディカルデザインワークス 東京都杉並区和泉４丁目５番５号 
特定非営利活動法人ももの会 東京都杉並区宮前３丁目１４番８号 
特定非営利活動法人山番人 東京都杉並区阿佐谷北２丁目１３番８号レジデンス阿

佐谷３０３号 
特定非営利活動法人友愛ヘルプ 東京都杉並区松ノ木３丁目１６番１２号 
特定非営利活動法人ゆずりはコミュニケーションズ 東京都杉並区荻窪１丁目２０番１５号 
特定非営利活動法人ユニバーサルデザイン⽣活者ネットワ
ーク 

東京都杉並区久我山１丁目２番７号 

特定非営利活動法人ゆるゆるマーマ 東京都杉並区和田１丁目８番１２号 
特定非営利活動法人よつ葉会インターナショナル 東京都杉並区荻窪３丁目４７−１７−４０２ 
特定非営利活動法人よりみちくらぶ 東京都杉並区下井草１丁目１番５号 
特定非営利活動法人ライフバランスサポート 東京都杉並区和泉４丁目１７番３３号 
特定非営利活動法人Ｌｉｆｅ Ｂｒｉｄｇｅ Ｊａｐａｎ 東京都杉並区阿佐谷南３丁目５１番５−６０２号エン

トピア第３荻窪 
特定非営利活動法人ラルゴ 東京都杉並区上荻４丁目２９番２２号 
特定非営利活動法人ランドマーク 東京都杉並区⻄荻北３丁目１番９号マルスビル３階 
特定非営利活動法人リーガルマインド向上支援センター 東京都杉並区高円寺南３丁目４７番８−４０４号高円

寺ニューナショナルコート 
特定非営利活動法人リトルネロ・ファクトリー 東京都杉並区高円寺北３丁目８番１３号 
特定非営利活動法人リトルワンズ 東京都杉並区阿佐谷南３丁目３７番地１０号３０１室 
特定非営利活動法人レインボー・プライマリー・スクール 東京都杉並区阿佐谷北６丁目４８番９号 
特定非営利活動法人ローカル・パイン・トーキョー 東京都杉並区和泉３丁目１１番６号 
特定非営利活動法人ロケーション撮影支援協会 東京都杉並区上井草３丁目１４番２９号ロワゾブルー

１０１ 
特定非営利活動法人ワールドスカラーシップオーガニゼー
ションジャパン 

東京都杉並区浜田山１丁目１７番９号 

特定非営利活動法人わがまちいちばんの会 東京都杉並区浜田山１丁目１２番２２号 
特定非営利活動法人わくわくネット 東京都杉並区本天沼３丁目３７番９号 
特定非営利活動法人和笑庵 東京都杉並区成田東３丁目３７番６号 
特定非営利活動法人ＷＡＳＥＤＡ ＣＬＵＢ 東京都杉並区上井草３丁目３２番６号伊地知ビル１階 
特定非営利活動法人ワセダチアリーディングクラブ 東京都杉並区上井草３丁目３２番６号伊地知ビル１階 
特定非営利活動法人わらく 東京都杉並区浜田山３丁目６番２２−３０５号 
特定非営利活動法人ＡＭＵＲＴ Ｊａｐａｎ 東京都杉並区高円寺北３丁目８番１２号フデノビル 
特定非営利活動法人Ａ−ｒｅｃｏｒｄｚ 東京都杉並区今川３丁目９番３号 
特定非営利活動法人Ｂｏｘａ 東京都杉並区阿佐谷北２丁目２番１号 
特定非営利活動法人ＣＡʼＺ 東京都杉並区上高井⼾１丁目２６番２４号ペガサス上
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高井⼾１０１ 
特定非営利活動法人Ｄｅｎｔａｌ ＩＱ Ｄｅｖｅｌｏｐ
ｍｅｎｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

東京都杉並区善福寺１丁目１６番１３号 

特定非営利活動法人Ｄｒｅａｍｅｒｓ 東京都杉並区桃井３丁目７番３−６０７号プロムナー
ド荻窪 

特定非営利活動法人ＨＯＴＮＥＴキッチン 東京都杉並区下井草２丁目２２番１２号 
特定非営利活動法人ｉプロジェクト 東京都杉並区高円寺南４丁目７番３号サンシャイン高

円寺２Ｆ 
特定非営利活動法人ＩＦＳネットワーク 東京都杉並区阿佐谷北１丁目１３番１５号 
特定非営利活動法人Ｊａｐａｎ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ 
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃａｒｅ 

東京都杉並区上荻３丁目６番１４号 

特定非営利活動法人ＫＩＺＵＮＡ 東京都杉並区上荻１丁目４番５号村上ビル７Ｆ 
特定非営利活動法人Ｌｏｔｕｓ Ｗｏｒｋｓ 東京都杉並区阿佐谷南３丁目５０番５−１１０３号エ

ントピア荻窪 
特定非営利活動法人ＭＣＫプロジェクト 東京都杉並区永福４丁目３１番４号 
特定非営利活動法人ＮＰＯ Ｐｒｅｓｓ Ｃｅｎｔｅｒ 東京都杉並区高円寺南５丁目１３番２７号 
特定非営利活動法人ｐａｒｔａｇｅ 東京都杉並区高井⼾⻄３丁目１５番２−４０９号 
特定非営利活動法人Ｓｏｉｌ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 東京都杉並区梅里１丁目２１番１３号 
特定非営利活動法人Ｓｔｒｅｅｔ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｒｉ
ｇｈｔｓ 

東京都杉並区善福寺２丁目３番２１号 

特定非営利活動法人ＴｅｎＶまちづくりネットワーク機構 東京都杉並区天沼３丁目１１番２１号 
特定非営利活動法人Ｙｏｕｔｈ ｆｏｒ３．１１ 東京都杉並区南荻窪１丁目３３番２１号 
特定非営利活動法人Ｚｅｎｎｉ 東京都杉並区高円寺南４丁目１２番２１号アンデリー

トイン３０１号 
特定非営利活動法人ＺＥＲＯ 東京都杉並区本天沼３丁目１６番１０号 

 
4．杉並区政策文書に見る協働 

 

杉並区⾃治基本条例 
「杉並区⾃治基本条例」は平成 15 年 5 月に施⾏された。その後条例制定時の附帯決議に

従って、平成 21 年 12 月に改正が⾏われ、翌 22 年 4 月に施⾏された。条例 1 条はその目的
を「杉並区（以下「区」という。）における⾃治の基本理念を明らかにするとともに、区⺠
の権利及び義務、事業者の権利及び義務、区政運営の基本原則並びに区⺠及び事業者（以下
「区⺠等」という。）の区政への参画および共同の仕組みに関する基本となる事項を定める
ことにより、⾃立した⾃治体にふさわしい⾃治の実現を図ること」と定める。 

第 2 章は基本理念として「区⺠等及び区は、一人ひとりの人権が尊重され、人と⾃然と
都市の活力が調和したすみよいまち杉並を、協働によりつくっていくことを目指すものと
する」。「前項の目的を達成するために、区⺠等及び区は、区政に関する情報を共有し、主権
者である区⺠が、⾃らの判断と責任の下に、区政に参画することができる住⺠⾃治の実現を
目指すものとする」（3 条）と定めている。 

第 3 章は「区⺠の権利及び義務」とし、区政に関する知る権利と地方⾃治法の定める権
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利、住⺠投票を請求する権利を区⺠の権利として掲げ（4 条）、⾏政サービスに伴う納税及
び区と協働し、地域社会の発展に寄与することを義務と規定する（5 条）。 

第 4 章は「事業者の権利及び義務」として、事業者が区⺠と同様の権利義務を有し、「住
環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して住める街づくりに寄与するよう努める」
ことを求める（6 条）。 

第 5 章は「区の責務」として、区⺠等の福祉の増進を最⼩の経費最大の効果で⾏うこと、
ニーズに対応し、満足度を高める区政運営に努めること、災害から保護する危機管理体制の
強化の 3 つを挙げる（7 条）。 

第 6 章「区議会」第 7 章「執⾏機関」ではそれぞれの責務として、議会は「区政の発展
及び区⺠⽣活の向上のため」地方⾃治法上の権限等を⾏使し、区⺠の意見反映、⾃由活発な
討議、効果的かつ効率的な議会運営に努めること（9 条）区議・議⻑はそのために誠実であ
ること（10 条）を求め、執⾏機関には区⻑に誠実な職務遂⾏と職員の適切な指揮監督、人
材育成、効率的な組織運営（12 条）を、職員には効率的かつ機動的であるための組織の見
直しと「全体の奉仕者として、区⺠本位の立場に立ち、区⺠等との協働の視点を持って、全
力を挙げて職務遂⾏」することを求めている（13 条）。 

第 8 章「区政運営」では 14 条で基本構想・基本計画の策定と年度ごとの進捗状況の区議
会への報告と公表を求め、ほか⾏政⼿続（16 条）情報の公開及び提供（17 条）「個人情報の
保護」（18 条）「説明責任」（19 条）「区⺠等の要望の取扱い」（20 条）「⾏政評価」（21 条）
「財政状況の公表」（22 条）「区税等の賦課徴収」（23 条）について区が区⺠のために誠実
に、効率的かつ効果的に実施するよう規定する。 

第 9 章「参画および協働」では、その原則として「区は、区⺠等の意思学⽣に反映され
るよう、区⺠等の区政への参画機会の拡充に努め」ることおよび「区⺠等及び区は、協働に
当たり、対等協力の原則に基づき、目的及び情報を共有し、相互理解と信頼関係を築くよう
努めるとともに、区は、区⺠等の⾃主性及び⾃立性を尊重しなければならない」（25 条）と
し、住⺠投票制度の設置とその⼿続き（26・27 条）を定め、区⺠等の意見提出⼿続の設置
（28 条）と付属機関等の委員への参加（29 条）を区に求めている。 

第 10 章では「国およびほかの地方公共団体との協力」を区に求める。 
第 11 章では「条例の位置づけ」として、本条例が「区政の基本事項について、区が定め

る最高規範であり、区は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊
重し、整合性をはからなければならない」とその最高規範性を記し、また一定期間ごとの条
例の内容への見当と見直しを求めている（31 条）。 

また、本条例の制定にあたっては、区議会による付帯決議が可決され、区⻑に対し、本
条例の趣旨、内容について区⺠の十分な理解のための周知徹底、条例の尊重、一定期間後の
検討とそれに基づく必要な措置の 3 項目を要求している。 

平成 22 年の改正は上記付帯決議に基づいて⾏われた。改正によって追加された条文は
上記のうち、14 条のうち基本計画の区議会への報告と公表について、28 条の区⺠意見提出
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⼿続制度、7 条のうち危機管理の充実について、8 条から 10 条の区議会・区議・議⻑の責
務の明確化、31 条のうち条例の定期的な見直しについての各項目である。 

 
 

杉並区 NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例 
⾃治基本条例に先立って、「杉並区 NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例」

は平成 14 年 3 月 19 ⽇に制定され、同年 4 月 1 ⽇に施⾏されている。「この条例は、区⺠が
⾃発的かつ継続的に⾏う⾃主的な社会貢献性のある活動を保障するとともに、区⺠、NPO・
ボランティア（以下「NPO 等」という。）、事業者及び杉並区（以下「区」という。）の協働
の基本理念を定め、並びにそれぞれの役割及び責務を明らかにし、区の支援策を定めること
により、NPO 等の活動並びに区⺠、NPO 等、事業者及び区の協働の推進を図ることを目
的とする」（1 条）。 

条例の内容は先述の⾃治基本条例の内容との重複が多くあるが、特に NPO に関連して細
かく規定がなされている。第 3 条の基本理念では「区⺠、NPO 等、事業者及び区」が各⾃
の役割と責務の下対等に協働を進め、そのための情報共有、意見交換、相互理解、目的の共
通化、定期的な評価をすること、区が NPO 等の⾃主性⾃立性を尊重し、NPO 等も⾃立に
努めることが述べられている。 

第 5 条「NPO 等の役割」では上記基本理念に基づき、区⺠の理解と支持の獲得及び他の
主体との連携に努めることを求めている。 

第 7 条以降は区による NPO 等の支援の責務を定めている。第 8 条では NPO 活動の拠点
整備、活動場所の提供、人材の育成、情報収集と提供、資金確保支援、活動機会の提供、広
報及び啓発、その他の必要事項について施策を実施することを区に求めている。以下整備す
べき NPO 活動拠点の機能（9 条）、NPO 支援基金の設置と運営（10−15 条）、NPO 等活
動推進協議会の設置と運営（16−19 条）についてを定めている。 

 

杉並区基本構想――10 年ビジョン（H24）・杉並区総合計画 10 年

プラン（2019〜2021 年度） 
杉並区では平成 24 年 3 月に基本構想（10 年）―総合計画（10 年）―実⾏計画（3 年ご

と）の 3 文書からなる計画文書を策定した。「基本構想」においては全体的な将来像と理念
基本となる５つの目標が示された。「安全・安心を確保する」「住宅都市杉並の価値を高める」
「支えあい共につくる」という３つを基本理念とし、将来像としては「支えあい共につくる
安全で活力あるみどりの住宅都市 杉並」というスローガンを掲げ、「災害に強く安全・安
心に暮らせるまち」「暮らしやすく快適で魅力あるまち」「緑豊かな環境にやさしいまち」「健
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康⻑寿と支えあいのまち」「人を育みともにつながる心豊かなまち」が基本目標とされた。 
参加と協働はこれら基本目標のいずれかには属さず、これら将来像と目標それぞれの達

成に必要なものとして「持続可能な⾏財政運営の推進」と並んで「参加と協働による地域社
会づくり」が謳われている。下位項目として「区⺠の参加による地域社会づくりの推進」「共
同による多様な公共サービスの提供と人材育成」「参加と協働を支えるコミュニケーション
の充実」の３つが挙げられる。 

総合計画においても、目標と別建ての協働推進という構造は守られており、それぞれの
基本目標のための施策群とは別に協働推進計画が⾏財政改革推進計画とともに位置づけら
れている。 

協働推進計画の前段として、総合計画第 2 章に協働推進基本方針が建てられている。基
本構想で掲げられた 3 つの項目について現状と課題、実績と目標値、主な取り組みが示さ
れている。 

方針 1「区⺠参加の促進——区⺠参加による地域社会づくり」では区・区⺠・地域団体の
連携・協力による地域課題の解決が必要とされ、パブリックコメント、各種審議会への区⺠
参加、区⺠意向調査や区政モニター制度が実施されていること、今後幅広い年代の区⺠と意
見交換できる機会を設けることなどに取り組み、区⺠の意見を活かした区政運営を進める
ことが必要と現状と課題がまとめられ、主な取り組みとしては「ボランティアとの連携・協
力による地域課題の解決」「区⺠参加の機会の拡大」が挙げられている。区⺠意向調査によ
る「現在ボランティア活動している区⺠の割合」（H29 年 9.1％、目標値 R3 年 20％）と「審
議会等委員に占める区⺠の割合」（H29 年 46.8％、目標値 R3 年 50％）が指標として定めら
れる。 

方針 2「地域人材の育成と地域活動環境の充実に向けた支援——多様な主体の協働によ
る地域の公共的な課題の解決」では地域には豊富な知識経験を持つ人材、団体がいること、
それら主体の相互連携・協力のための支援の充実が必要であること、区としての人材育成の
充実と団体、NPO 等を地域課題解決に結びつけるコーディネーター機能の強化が必要なこ
と、より多くの区との共同事業を創出する必要があることが現状と課題としてまとめられ
た。主な取り組みは「地域人材の育成」「協働による地域課題解決と公共サービスの提供」
にまとめられ、指標として「『すぎなみ地域大学』の累計受講⽣数」（H29 年 13872 人、目
標値 R3 年 16000 人）と「同講座修了者のうち地域活動参加者の割合」（H29 年 90.0％、目
標値 R3 年 88％）を目指すこととされた。 

方針 3「協働を支える情報発信と、区と区⺠とのコミュニケーションの充実——参加と
協働を支える区⺠とのコミュニケーションの充実」では区と区⺠のコミュニケーションの
充実が必要であるとし、広報誌、ホームページ、SNS の活用などをうたう。その指標として
は区⺠意向調査から「広報誌のわかりやすさ」（H29 年 59.6％、目標値 R3 年 100％）、「ホ
ームページのわかりやすさ」（H29 年 47.8％、目標値 R3 年 80％以上）、「区の情報の到達
度」（H29 年 36.9％、目標値 R3 年 80％以上）としている。 
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4 章「杉並区協働推進計画」では以上 3 つの方針の下で具体的に⾏われる個々の事業に
ついて以下の 46 の事業を列挙している。それぞれの事業についてはその概要と各年度の実
施項目、担当課が記されている。 

 
方針 1 に関する事業 
「ボランティアとの連携・協力による地域課題の解決」 
（1） 防犯対策の推進 
（2） 消費⽣活サポーターによる「出前講座」の実施 
（3） 阿佐ヶ谷駅・高円寺駅等の駅前広場における清掃・美化への協力 
（4） 道路等保全への区⺠参加 
（5） ⾃転車放置防止協力員の活動 
（6） 違反広告物の除却活動 
（7） ⽔鳥一⻫調査の実施（善福寺川「⽔鳥の棲む⽔辺」創出） 
（8） みどりの保全に向けたボランティア活動 
（9） 花咲かせ隊の活動 
（10） すぎなみ公園育て組の活動 
「区⺠参加の機会の拡大」 
（1） 地域防災力の向上 
（2） まちづくり条例に基づくまちづくりの推進 
（3） 省エネルギー及び創エネルギーの普及・推進 
（4） 食品ロスの削減 
（5） 区⺠の参加による健康づくり 
（6） 地域と連携・協働する学校づくりの推進 
（7） 区⺠との協働によるオリンピック・パラリンピック事業の実施 
 
方針 2 に関する事業 
「地域人材の育成」 
（1） ゆうゆう館協働事業の実施 
（2） ひとり暮らし高齢者等たすけあいネットワーク（地域の目）事業の実施 
（3） 郷土博物館における区⺠参加による協働展示の企画 
（4） 男女平等推進センター啓発講座の実施 
（5） すぎなみ地域大学の運営 
（6） 地域人材の発掘と育成の推進 
「協働による地域課題解決と公共サービスの提供」 
（1） 交通安全啓発キャンペーン等の実施 
（2） 中央線あるあるプロジェクトの推進 
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（3） 杉並産農産物の地産地消の推進 
（4） 「都市農地を守ろう！」アグリフェスタの開催 
（5） 食育の推進 
（6） わがまち一番体操の実施 
（7） ⺠間運動施設との協定による⽣活習慣病予防の推進 
（8） ヘルシーメニュー推奨店事業の実施 
（9） 災害時要配慮者支援の推進 
（10） 地域子育てネットワーク事業の実施 
（11） 子ども・子育てメッセの開催 
（12） 地域教育推進協議会の支援 
（13） すぎなみフェスタの開催 
（14） 地域区⺠センター協議会への支援 
（15） 地域活性化事業への支援 
（16） 協働提案制度の実施 
（17） NPO 等の活動支援 
 
方針 3 に関する事業 
（1） ICT を活用した災害情報の収集と発信 
（2） すぎなみ学倶楽部の運営 
（3） すぎなみ子育てラボラトリーによる子育て情報の発信 
（4） 地域活動応援サイト「すぎなみ地域コム」の運営 
（5） 戦略的広報の推進 
（6） 区政を話し合う会の実施 

 
以上のように参画と協働に関する広範な項目が協働推進計画としてまとめられているが、

その例外として⾃治会や NPO に関する事項は基本目標の「人を育みともにつながる心豊か
なまち」の下に施策「地域住⺠活動の支援と地域人材の育成」として盛り込まれている。同
項目では現状と課題として、⾃治会加入率の減少と後継者不足から⾃治会の支援と活性化
の必要、地域課題解決のための⾃治会、NPO、事業者等の協働関係の構築とそのための中
間支援組織の機能強化と担い⼿づくりの必要性が認められている。目標指標としては「町
会・⾃治会加入率」（H29 年 46.6％、目標 R3 年 60％）、「NPO 支援基金への寄附件数」（H29
年 70 件、目標 R3 年 80 件）、「すぎなみ地域大学講座修了者の地域活動参加率」（H29 年
90.0％、目標値 R3 年 88％）が挙げられている。具体的な計画事業としては（１）地域住⺠
活動の支援（2）地域区⺠センター等の整備（3）NPO 等の活動支援（4）地域人材の育成の
4 項目が挙げられ、特に NPO 等の活動支援に重点を置くものとしている。 
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すぎなみ協働推進ガイドライン（2013 年度版） 
杉並区では平成 16 年、18 年、19 年、20 年、25 年の 5 次にわたって、「協働推進ガイド

ライン」が策定されている。平成 25 年の「すぎなみ協働推進ガイドライン――参加と協働
による地域社会づくりをめざして」では平成 24 年の基本構想・総合計画の協働推進基本方
針の方針 2「地域人材の育成と活動環境の支援——協働による多様な公共サービスの提供」
の下で、杉並区⾏政経営懇談会と杉並区 NPO 等活動推進協議会の意見を取り入れた上で平
成 25 年 1 月に杉並区⾏財政改革推進本部により「杉並区における今後の協働の取り組み方
針」が決定され、その方針のもとにガイドラインが策定された。 

はじめに協働に関する基本的な考え方として協働を「相互の立場や特性を認め合い、目
的を共有し、一定の期間、積極的に連携・協力することによって、公共的な課題の解決に当
たること」と定義し、公共サービスの多様性の向上や区⺠の主体性、職員の意識向上などの
「目的を達成するための取り組み⼿法の一つである」と述べている。協働に取り組む際の留
意点として「課題を柔軟に解決する意識」「協働の相⼿方を理解する姿勢」「地域を「つなぐ」
意識」を心がけるべきとし、「対等」「公開」「話し合い」「相互理解」「目的共有」「⾃主性尊
重」「⾃立化尊重」「時限性」の 8 つの理念を原則であるとしている。 

協働の形態としては「意見交換・課題共有」「事業協力」「後援」「共催」「実⾏委員会・
協議会」「補助・助成」「委託」の 7 つの型を例として示し、また協働の⼿順として「意見交
換・課題共有」「企画」「協議」「実施」「評価」の 5 段階のプロセスを示し、各段階で 8 つの
原則に沿うことを求めている。 

最後に杉並区の協働の推進体制を紹介しており、全庁的な推進組織として「杉並区協働
推進本部」・「同幹事会」の設置と、本部会下に「協働推進検討部会」を設けている。これに
並列して区⻑の諮問機関に「杉並区 NPO 等活動推進協議会」がある。 

また地域活動団体の情報収集及び中間支援機能構築のため、区⺠⽣活部副参事（地域担
当）、区⺠⽣活部協働推進課、すぐなみ NPO 支援センター、すぎなみボランティア・地域
福祉推進センター、高齢者施策化、⽣涯学習推進課を集めた「杉並区地域活動団体中間支援
組織ネットワーク会議」の設置をうたっている。 
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練⾺区公式ホームページ、https://www.city.nerima.tokyo.jp/index.html 
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2．区議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
関口 和雄 練⾺区貫井 3-53-8 ⾃⺠党 企総 
⼩林 みつぐ 練⾺区中村 1-3-3 ⾃⺠党 文教 
⼩泉 純二 練⾺区春⽇町 6-6-39-603 ⾃⺠党 区⺠ 
藤井 たかし 練⾺区⻄大泉 3-29-20 ⾃⺠党 企総 
⼩川 けいこ 練⾺区豊玉北 6-20-9-305 ⾃⺠党 都市 
かしわざき 強 練⾺区大泉町 4-34-5 ⾃⺠党 企総 
笠原 こうぞう 練⾺区富⼠見台 1-26-19 ⾃⺠党 区⺠ 
福沢 剛 練⾺区栄町 1-2-901 ⾃⺠党 企総 
田中 ひでかつ 練⾺区高松 1-9-7 ⾃⺠党 保健 
上野 ひろみ 練⾺区田柄 4-36-34 ⾃⺠党 区⺠ 
田中 よしゆき 練⾺区上石神井 4-8-8 ⾃⺠党 保健 
かわすみ 雅彦 練⾺区下石神井 2-34-5-101 ⾃⺠党 保健 
かしま まさお 練⾺区南大泉 3-9-22 ⾃⺠党 文教 
柴田 さちこ 練⾺区東大泉 3-4-3-204 ⾃⺠党 文教 
たかはし 慎吾 練⾺区早宮 2-10-3 ⾃⺠党 都市 
佐藤 力 練⾺区土支田 1-20-4-101 ⾃⺠党 文教 
つじ 誠心 練⾺区北町 8-21-3-E306 ⾃⺠党 都市 
宮原 よしひこ 練⾺区豊玉中 3-28-15-406 公明党 都市 
うすい ⺠男 練⾺区石神井町 3-3-33 公明党 文教 



93 
 

吉田 ゆりこ 練⾺区北町 6-35-27 公明党 企総 
柳沢 よしみ 練⾺区関町北 5-5-8-505 公明党 保健 
酒井 妙子 練⾺区光が丘 3-3-4-922 公明党 保健 
⻄野 こういち 練⾺区貫井 3-22-11 公明党 都市 
平野 まさひろ 練⾺区⻄大泉 5-4-8 公明党 区⺠ 
⼩川 こうじ 練⾺区石神井台 8-18-34-221 公明党 企総 
宮崎 はるお 練⾺区谷原 3-25-12-126 公明党 文教 
鈴木 たかし 練⾺区大泉町 3-19-16 公明党 区⺠ 
星野 あつし 練⾺区旭町 3-3-3 公明党 都市 
有⾺ 豊 練⾺区石神井町 1-17-14 共産党 区⺠ 
島田 拓 練⾺区光が丘 3-8-6-404 共産党 企総 
坂尻 まさゆき 練⾺区平和台 2-15-16-102 共産党 都市 
のむら 説 練⾺区早宮 3-1-15 共産党 保健 
⼩松 あゆみ 練⾺区早宮 4-31-1-309 共産党 文教 
倉田 れいか 練⾺区三原台 2-4-7-1A 練⾺未来 保健 
石⿊ たつお 練⾺区南大泉 2-2-33 練⾺未来 企総 
井上 勇一郎 練⾺区向山 3-1-32 練⾺未来 区⺠ 
池尻 成二 練⾺区東大泉 5-6-9 市⺠の声 都市 
岩瀬 たけし 練⾺区大泉学園町 2-10-1 市⺠の声 文教 
高口 ようこ 練⾺区桜台 3-42-29 市⺠の声 保健 
白石 けい子 練⾺区高松 3-24-19 立憲⺠主 保健 
沢村 信太郎 練⾺区石神井町 7-1-14-105 立憲⺠主 文教 
富田 けんじ 練⾺区平和台 4-10-4-6F 立憲⺠主 企総 
きみがき 圭子 練⾺区⻄大泉 2-20-8 ⽣活ネット 文教 
やない 克子 練⾺区関町北 5-17-4 ⽣活ネット 保健 
しもだ 玲 練⾺区石神井町 3-25-8-302 都⺠ファ 区⺠ 
はしぐち 奈保 練⾺区桜台 1-7-9-1B 都⺠ファ 企総 
土屋 としひろ 練⾺区豊玉北 6-23-6-203 オンブズ 都市 
かとうぎ 桜子 練⾺区東大泉 3-1-18-102 市⺠ふくし 区⺠ 
野沢 なな 練⾺区氷川台 3-27-4-105 蒼風会 区⺠ 
松田 亘 練⾺区富⼠見台 1-22-1 練⺠会 都市 

 
  



94 
 

3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人アートスペース入船館 東京都練⾺区関町北２丁目２３番２号 
特定非営利活動法人Ｉ ａｍ ＯＫの会 東京都練⾺区関町南３丁目１８番２号 
特定非営利活動法人アイゴ２１ 東京都練⾺区石神井台４丁目１５番８号 
特定非営利活動法人アイゼン・サポート 東京都練⾺区田柄１丁目３０番２７−２０２号 
特定非営利活動法人アイビス⽣活トラブルサポートセンタ
ー 

東京都練⾺区豊玉北６丁目１３番２４−３０１号 

特定非営利活動法人アクティブ・リハビリ 東京都練⾺区中村北３丁目９番８号第２真ビル２０１ 
特定非営利活動法人アジア環境・エネルギー研究機構 東京都練⾺区桜台１丁目２９番１１号 
特定非営利活動法人アジア職業エコガイド・ウォーキング
指導者協会 

東京都練⾺区氷川台４丁目２３番３号 

特定非営利活動法人アジア都市環境学会 東京都練⾺区中村南２丁目９番１６号 
特定非営利活動法人アジア連邦２１ 東京都練⾺区春⽇町４丁目３番８号 
特定非営利活動法人アトリエイーネットワーク 東京都練⾺区大泉町２丁目４５番３号 
特定非営利活動法人アニマルネットワーク協会 東京都練⾺区大泉町５丁目３５番３号 
特定非営利活動法人アニメーションミュージアムの会 東京都練⾺区高野台３丁目１１番１２号采明ビル２Ｂ

号室 
特定非営利活動法人アニメとマンガの聖地ねりま創世会 東京都練⾺区石神井台３丁目２３番１０号 
特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練⾺たす
けあいワーカーズふろしき 

東京都練⾺区練⾺４丁目１７番２号グリンデル豊島園
１０２ 

特定非営利活動法人あんずの家 東京都練⾺区桜台１丁目８番２号 
特定非営利活動法人ＵＮＨＥＡＲＤ ＮＯＴＥＳピアノパ
ラ委員会 

東京都練⾺区向山２丁目１０番１６号 

特定非営利活動法人胃癌を撲滅する会 東京都練⾺区高松１丁目４２番２０号インペリアルガ
ーデン宮園１階 
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特定非営利活動法人いきいき練⾺ 東京都練⾺区北町６丁目３５番１５号八鍬ビル１階 
特定非営利活動法人いずみ 東京都練⾺区田柄５丁目１４番１２号 
特定非営利活動法人いろはリズム 東京都練⾺区豊玉南１丁目８番２１−１０５号 
特定非営利活動法人インターナショナル・アーツ・プロジ
ェクト 

東京都練⾺区石神井町１丁目２１番６−１０４号 

特定非営利活動法人インターナショナル合気道協会 東京都練⾺区⼩竹町２丁目８番８号 
特定非営利活動法人インターネットビジネス研究所 東京都練⾺区早宮１丁目１８番１５号 
特定非営利活動法人ウィーキャン 東京都練⾺区旭町１丁目３３番２２−１０６号 
特定非営利活動法人うぐいす倶楽部 東京都練⾺区下石神井１丁目１０番１１号 
特定非営利活動法人ウシリカジャパン 東京都練⾺区豊玉北３丁目１番２−２０２号 
特定非営利活動法人エコピース 東京都練⾺区豊玉北６丁目２３番１１−２０４号 
特定非営利活動法人ＮＰＯきらら 東京都練⾺区貫井３丁目２９番１８号 
特定非営利活動法人ＮＰＯミライエ 東京都練⾺区⻄大泉５丁目３３番４６号 
特定非営利活動法人エリースフットボールクラブ 東京都練⾺区石神井町４丁目１８番３４号 
特定非営利活動法人ＯＣＤ−Ｊａｐａｎ 東京都練⾺区早宮１丁目１５番２５−６０５号 
特定非営利活動法人オープンスペース街 東京都練⾺区関町北４丁目２番１１号 
特定非営利活動法人オーユージー 東京都練⾺区向山４丁目２０番地１２号鎌滝方 
特定非営利活動法人桜月流インターナショナル 東京都練⾺区氷川台４丁目４７番２０−３０１号 
特定非営利活動法人大空倶楽部 東京都練⾺区旭町３丁目１２番１５号 
特定非営利活動法人おちゃ福 東京都練⾺区東大泉５丁目３５番１２号 
特定非営利活動法人オレンジカフェ金のまり 東京都練⾺区石神井台８丁目８番８号 
特定非営利活動法人介護支援事業所縁ゆかり 東京都練⾺区石神井台７丁目２１番８号 
特定非営利活動法人科学技術教育ネットワーク 東京都練⾺区桜台４丁目４番５号 
特定非営利活動法人柏の友 東京都練⾺区貫井３丁目５番６号ドンズビル３０２号 
特定非営利活動法人かめの子教室 東京都練⾺区⻄大泉５丁目３２番２３号 
特定非営利活動法人ガイドヘルプあい 東京都練⾺区貫井３丁目５番６−４０３号 
特定非営利活動法人学校図書館実践活動研究会 東京都練⾺区南大泉１丁目９番２号 
特定非営利活動法人がん検診受診率向上促進協議会 東京都練⾺区南大泉４丁目７番地１８号 
特定非営利活動法人危機管理研究会 東京都練⾺区土支田２丁目２４番４号 
特定非営利活動法人気候変動化対策研究会 東京都練⾺区中村北３丁目１６番１４号 
特定非営利活動法人キッズロード 東京都練⾺区下石神井２丁目１８番７号 
特定非営利活動法人希望の車いす 東京都練⾺区豊玉北１丁目１２番３号聖書キリスト教

会５階 
特定非営利活動法人希望の種 東京都練⾺区北町６丁目１６番１８号フォーチュン平

和台Ａ２０１桔川純子方 
特定非営利活動法人共⽣ネットワーク 東京都練⾺区桜台５丁目４１番３−１０６号 
特定非営利活動法人きよせの森白内障センター 東京都練⾺区東大泉１丁目３６番１０号ライオンズプ

ラザ大泉学園８０６ 
特定非営利活動法人蔵人応援団 東京都練⾺区中村南１丁目２５番４号 
特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー 東京都練⾺区三原台３丁目１３番１号クレール三原台

２０５ 
特定非営利活動法人ＣＬＥＡＮ ＷＡＴＥＲ 東京都練⾺区春⽇町１丁目２９番２４号 
特定非営利活動法人クリオネ 東京都練⾺区練⾺４丁目１８番１号豊島園ハイツ８０

６号 
特定非営利活動法人グランマ富⼠見台 東京都練⾺区貫井３丁目１１番１５号ビルディングひ

まわり３階Ａ号室 
特定非営利活動法人グリーンカラー 東京都練⾺区大泉学園町６丁目３１番８号 
特定非営利活動法人グループホーム事業支援センター 東京都練⾺区錦１丁目１４番１７−１０３号 



96 
 

特定非営利活動法人グローカルギフトネット 東京都練⾺区豊玉北１丁目１２番３号聖書キリスト教
会４階 

特定非営利活動法人グローバル・カルチャー・センター 東京都練⾺区春⽇町４丁目３５番２４号 
特定非営利活動法人ケアステーションぽかぽか 東京都練⾺区高松３丁目２４番１９号 
特定非営利活動法人ケア・スパン 東京都練⾺区⼩竹町２丁目１２番１号 
特定非営利活動法人健康づくりの食育支援隊 東京都練⾺区富⼠見台３丁目６０番６号 
特定非営利活動法人健⽣会 東京都練⾺区中村北１丁目１０番１７−１１０７号カ

ーサ中村 
特定非営利活動法人元気力発電所 東京都練⾺区石神井町１丁目２４番６号 
特定非営利活動法人げんのかい 東京都練⾺区南大泉３丁目２７番１８−８０１号 
特定非営利活動法人公園づくりと公園育ての会 東京都練⾺区石神井町８丁目４５番７号 
特定非営利活動法人航空・鉄道安全推進機構 東京都練⾺区練⾺１丁目１８番１０号 
特定非営利活動法人高齢者を支援するやすらぎの家 東京都練⾺区大泉学園町７丁目１１番１４号 
特定非営利活動法人国際会計教育協会 東京都練⾺区石神井町３丁目２５番４−４０３号 
特定非営利活動法人国際海洋資源保存協会 東京都練⾺区富⼠見台２丁目２番２４号 
特定非営利活動法人国際健康文化協会 東京都練⾺区練⾺１丁目２１番６号ＮＰＰ．ＢＬＤ．８

Ｆ 
特定非営利活動法人国際交流協会 東京都練⾺区栄町４６番３号 
特定非営利活動法人国際市⺠ネットワーク 東京都練⾺区東大泉２丁目３５番２０号 
特定非営利活動法人国際珠算普及基金 東京都練⾺区練⾺２丁目３３番１８号松原荘１０１ 
特定非営利活動法人国際障害者スポーツ写真連絡協議会 東京都練⾺区旭町３丁目１６番１２号 
特定非営利活動法人国際⻘少年連合 東京都練⾺区下石神井２丁目３６番２２号 
特定非営利活動法人国際⽇本武術空⼿道会浅井流Ｉ．Ｊ．
Ｋ．Ａ． 

東京都練⾺区関町南３丁目１５番１６号 

特定非営利活動法人国際文化振興芸術家協会 東京都練⾺区富⼠見台２丁目１７番１３号 
特定非営利活動法人国際まんが推進協会 東京都練⾺区大泉学園町５丁目２３番８号 
特定非営利活動法人ココ⾃立プランニングセンター 東京都練⾺区⼩竹町１丁目１９番５号⼩竹ハイム１０

２号 
特定非営利活動法人こころ−ｆａｃｔｏｒｙ 東京都練⾺区上石神井３丁目５番１３−３０４号 
特定非営利活動法人子育て支援団体さくらの実 東京都練⾺区豊玉北２丁目１４−１８ 
特定非営利活動法人国境無き暮らし応援団 東京都練⾺区北町８丁目５番２号２０７ 
特定非営利活動法人ことばのいずみ教室 東京都練⾺区羽沢３丁目３８番１−４０４号 
特定非営利活動法人子どもと歩む・るみえーる 東京都練⾺区関町南１丁目１２番３１号 
特定非営利活動法人子どもの夢と思い出作り舎 東京都練⾺区旭丘１丁目６０番４号Ｗｏｏｄｓ Ｐｌ

ａｃｅ１０３ 
特定非営利活動法人コミュニティネットＳＳＣ大泉 東京都練⾺区大泉学園町５丁目１４番２４号練⾺区立

大泉学園町体育館内 
特定非営利活動法人コレーガ 東京都練⾺区田柄５丁目２３番５号セントラルハイツ

２０１号室 
特定非営利活動法人ゴールドメダリストを育てる会 東京都練⾺区春⽇町４丁目１０番１４号 
特定非営利活動法人五時から作家書評家を支援する会 東京都練⾺区東大泉４丁目２８番１６号 
特定非営利活動法人ごたごた荘 東京都練⾺区東大泉７丁目２番３号 
特定非営利活動法人サウスユーベエフシー 東京都練⾺区⻄大泉５丁目２０番８号タカラハイツ２

０３ 
特定非営利活動法人さきもり−私の記録 東京都練⾺区南田中５丁目１番２３−８０１号 
特定非営利活動法人さくらひろば 東京都練⾺区豊玉北１丁目１２番３号聖書キリスト教

会１階 
特定非営利活動法人里山ルネサンス総合研究所 東京都練⾺区東大泉５丁目１番７号 
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特定非営利活動法人サニーサイド 東京都練⾺区石神井町３丁目１７番１４号コスモス石
神井公園３０３号室 

特定非営利活動法人サボ 東京都練⾺区高野台２丁目４番１２号 
特定非営利活動法人３丁目いすきあ 東京都練⾺区東大泉３丁目１１番７号 
特定非営利活動法人在宅介護支援さくら会 東京都練⾺区練⾺１丁目６番６号カーサ・ポルタ４０

３号 
特定非営利活動法人ザ・ナショナル・トラストサポートセ
ンター 

東京都練⾺区貫井１丁目２４番地３ 

特定非営利活動法人Ｓｈｉｅｎ Ｔｏｋｙｏ 東京都練⾺区富⼠見台１丁目１９番５号コーポフミズ
キ２０２ 

特定非営利活動法人⾃然工房めばえ 東京都練⾺区高松３丁目２４番１７号 
特定非営利活動法人シニアふれあい練⾺ 東京都練⾺区練⾺１丁目１６番１６−１０１号 
特定非営利活動法人就業と雇用のミスマッチを解消、支援
する十⽔会 

東京都練⾺区栄町２４番７号 

特定非営利活動法人首都東京みなと創り研究会 東京都練⾺区⻄大泉３丁目１３番４４号 
特定非営利活動法人障がい者・高齢者の旅を支援する会 東京都練⾺区北町８丁目３０−１６細川ビル３０１号 
特定非営利活動法人祥貴の里 東京都練⾺区高野台１丁目７番２０号プレステビル６

０５ 
特定非営利活動法人持続社会を実現する市⺠プロジェクト 東京都練⾺区光が丘１丁目１−３３４ 
特定非営利活動法人ジャパンレスキューライダース 東京都練⾺区北町２丁目２３番５号 
特定非営利活動法人じゃんけんぽん 東京都練⾺区⻄大泉２丁目１２番５号 
特定非営利活動法人⾃由への学びネットワーク 東京都練⾺区石神井台４丁目７番２２号 
特定非営利活動法人樹木⽣態研究会 東京都練⾺区光が丘２丁目１０番１号１２０２ 
特定非営利活動法人ストレリチア 東京都練⾺区谷原２丁目１５番１４号第２パークハイ

ツ１０２ 
特定非営利活動法人スポーツクラブネットワーク 東京都練⾺区下石神井４丁目２８番１３号 
特定非営利活動法人スポーツクラブホワイエ上石神井 東京都練⾺区上石神井１丁目３２番３７号練⾺区立上

石神井体育館内 
特定非営利活動法人 スポーツコミュニティー桜 東京都練⾺区桜台３丁目２８番１号練⾺区立桜台体育

館内 
特定非営利活動法人住まいる 東京都練⾺区東大泉７丁目３４番２８号 
特定非営利活動法人すみよい街づくり研究会 東京都練⾺区練⾺１丁目５番１２号 
特定非営利活動法人スリフトストア 東京都練⾺区北町５丁目１５番９号 
特定非営利活動法人性差医療情報ネットワーク 東京都練⾺区石神井町４丁目２１番６号 
特定非営利活動法人⻘少年キャリア形成と就職支援の会ノ
ンフリーネット 

東京都練⾺区大泉学園町８丁目２番２５−３０６号 

特定非営利活動法人成年後見のぞみ会 東京都練⾺区南大泉４丁目２９番３５号 
特定非営利活動法人世界和平會 東京都練⾺区大泉町２丁目４８番５号 
特定非営利活動法人セリアの会 東京都練⾺区北町５丁目１４番４号 
特定非営利活動法人千川バンビ 東京都練⾺区下石神井１丁目１番３号 
特定非営利活動法人零戦の会 東京都練⾺区平和台２丁目４１番３号 
特定非営利活動法人 総合型地域スポーツクラブ平和台 東京都練⾺区平和台２丁目１２番５号練⾺区立平和台

体育館内 
特定非営利活動法人創作折り紙吉澤章美術館 東京都練⾺区大泉学園町５丁目２２番９号 
特定非営利活動法人そろばん応援団ソシオリズム 東京都練⾺区⻄大泉１丁目１１番３７号 
特定非営利活動法人大使館親善交流協会Ｆｏｒｅｉｇｎ 
Ｅｍｂａｓｓｉｅｓ Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎ 

東京都練⾺区光が丘７丁目５番１号 
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特定非営利活動法人太平洋協力機構 東京都練⾺区富⼠見台２丁目１１番２号 
特定非営利活動法人匠リニューアル技術支援協会 東京都練⾺区早宮１丁目５２番７−２０９号 
特定非営利活動法人たしざん 東京都練⾺区東大泉７丁目４６番１４号 
特定非営利活動法人ダイセン 東京都練⾺区東大泉３丁目３９番１号 
特定非営利活動法人だれもがみんな 東京都練⾺区中村１丁目７番１０号マーべラスＡ１０

１ 
特定非営利活動法人地域で暮らす会 東京都練⾺区東大泉７丁目５番２４号 
特定非営利活動法人地域と共に⽣きる会 東京都練⾺区貫井４丁目４７番４２号キャニオンマン

ション５０４号 
特定非営利活動法人知的財産権登録審議会 東京都練⾺区北町７丁目７番７号 
特定非営利活動法人中国語の医療ネットワーク 東京都練⾺区石神井町１丁目１番３５−１０３号 
特定非営利活動法人中国少数⺠族文化教育基金会 東京都練⾺区豊玉北６丁目２３番１１−５０４号 
特定非営利活動法人中⼩企業支援機構 東京都練⾺区練⾺３丁目１１番２１号ピュア花鳥・練

⾺１０１号室 
特定非営利活動法人中⼩企業・地域振興センター 東京都練⾺区旭丘１丁目７番７号森田様方 
特定非営利活動法人千代の会 東京都練⾺区下石神井３丁目１０番１４号２Ｆ 
特定非営利活動法人通院移送センタータンポポ 東京都練⾺区豊玉北４丁目１２番１３号ノイメゾン桜

台１Ｆ 
特定非営利活動法人土屋スポーツ教育研究所 東京都練⾺区高松４丁目７番２１号２Ｆ 
特定非営利活動法人つなぐ 東京都練⾺区下石神井２丁目１８番１７号ウィンディ

ーコート２０２ 
特定非営利活動法人⼿打ちそば道場新宿村 東京都練⾺区北町８丁目２７番９号北町ロイヤルハイ

ツ１０１ 
特定非営利活動法人テストと学習環境のユニバーサルデザ
イン研究機構 

東京都練⾺区光が丘３丁目８番３−８０３号 

特定非営利活動法人⼿をつなご 東京都練⾺区石神井台５丁目９番６号 
特定非営利活動法人点訳・音声訳集団一歩の会 東京都練⾺区高松２丁目１６番１２号 
特定非営利活動法人東京コミュニティミッドワイフ活動推
進協議会 

東京都練⾺区東大泉６丁目３２番１１号「助産所ねり
じょはうすＬｕｎａ」 

特定非営利活動法人東京練⾺ボーイズ 東京都練⾺区早宮１丁目２２番６号 
特定非営利活動法人東京福祉協議会 東京都練⾺区桜台１丁目１２番２号 
特定非営利活動法人東方文化交流会 東京都練⾺区桜台６丁目１５番２５号 
特定非営利活動法人とぅもろう 東京都練⾺区貫井３丁目４５番１２号 
特定非営利活動法人成年後見推進ネットこれから 東京都練⾺区光が丘３丁目７番３−８０７号 
特定非営利活動法人特例子会社推進会 東京都練⾺区氷川台３丁目３２番１０号アズヴェール

ｋ２０５ 
特定非営利活動法人都市構造改革研究会 東京都練⾺区⼩竹町１丁目４５番７号 
特定非営利活動法人豊玉・中村地域スポーツクラブクラブ
プラッツ 

東京都練⾺区中村南１丁目２番３２号 

特定非営利活動法人トレジャーボックス 東京都練⾺区大泉町５丁目２８番４号 
特定非営利活動法人トントゥハウス 東京都練⾺区東大泉３丁目１８番１５号 
特定非営利活動法人童謡館東京 東京都練⾺区高野台４丁目１番２５号 
特定非営利活動法人ドリームシップ 東京都練⾺区東大泉６丁目５４番１９号大泉グリーン

ハイツ１０１ 
特定非営利活動法人中野リトルシニア野球協会 東京都練⾺区石神井町２丁目９番１３号グランドール

榎本２０５ 
特定非営利活動法人なごみ 東京都練⾺区田柄４丁目９番１１号 
特定非営利活動法人南画院 東京都練⾺区南大泉４丁目５０番３号４０４号室川島
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実穂子宅 
特定非営利活動法人難病者移送サービス・ネットワーク 東京都練⾺区中村北１丁目１３番９号カメリヤマンシ

ョン６０３ 
特定非営利活動法人２１世紀のカンボジアを支援する会 東京都練⾺区豊玉上２丁目２５番７号ゴールドパレス

豊玉２０３ 
特定非営利活動法人⽇豪交流支援ネットワーク 東京都練⾺区氷川台３丁目２７番４−４０３号 
特定非営利活動法人⽇中新世紀協会 東京都練⾺区下石神井３丁目９−１３石神井公園ガー

デンＭ３０６ 
特定非営利活動法人⽇本合気道協会 東京都練⾺区下石神井１丁目７番６号 
特定非営利活動法人⽇本空⼿道明鏡塾 東京都練⾺区三原台３丁目３１番１４−８０３号 
特定非営利活動法人⽇本コミュニティーガーデニング協会 東京都練⾺区田柄４丁目１５番１２−１０２号 
特定非営利活動法人⽇本災害情報サポートネットワーク 東京都練⾺区田柄５丁目４番２１号 
特定非営利活動法人⽇本サイクルスポーツ協会 東京都練⾺区桜台５丁目２８番１３号 
特定非営利活動法人⽇本在宅看護普及会 東京都練⾺区豊玉中３丁目７番５号 
特定非営利活動法人⽇本障害者ピアノ指導者研究会 東京都練⾺区向山２丁目１０番１６号 
特定非営利活動法人⽇本身体障害者介助犬福祉協会 東京都練⾺区石神井町２丁目８番２１号 
特定非営利活動法人⽇本女性エンブアソシエイト 東京都練⾺区大泉学園町７丁目７番２２号三豊ビル 
特定非営利活動法人⽇本・太平洋島嶼国介護福祉会 東京都練⾺区中村南１丁目３０番１２号 
特定非営利活動法人⽇本知的障がい者サッカー連盟 東京都練⾺区光が丘２丁目７番３−１２１５号 
特定非営利活動法人⽇本ナレッジ総合研究所 東京都練⾺区下石神井６丁目３番６号 
特定非営利活動法人⽇本ハラル開発推進機構 東京都練⾺区練⾺１丁目２９番７号の５０３ 
特定非営利活動法人⽇本バイヤーズ・エージェント協議会 東京都練⾺区大泉学園町５丁目２９番１２号 
特定非営利活動法人⽇本ヒューマンサポートネットワーク 東京都練⾺区向山１丁目６番１０号グランベル中村橋

２０６ 
特定非営利活動法人⽇本ヘルプマーク普及啓発協会 東京都練⾺区豊玉北５丁目４番１号ＦＢＡ３３ビル１

０３号室 
特定非営利活動法人⽇本ペットシッター協会 東京都練⾺区中村北４丁目８番２８号鴨下第２ビル 
特定非営利活動法人⽇本毛髪コミュニケーション 東京都練⾺区羽沢２丁目２３番１２号 
特定非営利活動法人⽇本ゆび編み協会 東京都練⾺区大泉町５丁目２９番５号 
特定非営利活動法人⽇本幼児健康体育協会 東京都練⾺区光が丘７丁目３番３−１００４号 
特定非営利活動法人⽇本ライフアシスト協会 東京都練⾺区南田中３丁目２６番３号 
特定非営利活動法人⽇本留学センター 東京都練⾺区光が丘５丁目６番１−１４０２号 
特定非営利活動法人⽇本粒状改良土協会 東京都練⾺区関町東２丁目１５番７号 
特定非営利活動法人⽇本リラクゼーション協会 東京都練⾺区⻄大泉３丁目７番１０号 
特定非営利活動法人⽇本歴史文化交流協会 東京都練⾺区関町北４丁目１番６号 
特定非営利活動法人認知症サポートセンター・ねりま 東京都練⾺区東大泉５丁目３５番１２号 
特定非営利活動法人ねりえいサークル 東京都練⾺区下石神井３丁目４番２５号 
特定非営利活動法人練⾺明るい社会づくりの会 東京都練⾺区桜台１丁目６番５号 
特定非営利活動法人練⾺イベント・文化交流協会 東京都練⾺区光が丘２丁目１０番ＩＭＡ東館１階 
特定非営利活動法人練⾺エンゼルサポート 東京都練⾺区東大泉７丁目５０番３１号 
特定非営利活動法人練⾺春⽇町幼児教室 東京都練⾺区春⽇町２丁目２８番３号 
特定非営利活動法人練⾺区障害者事業所 東京都練⾺区北町７丁目２０番３６号 
特定非営利活動法人練⾺区障害者福祉推進機構 東京都練⾺区豊玉北４丁目１１番７号 
特定非営利活動法人練⾺区柔道接骨師会 東京都練⾺区旭町３丁目３２番１９号 
特定非営利活動法人練⾺区⽔泳連盟 東京都練⾺区田柄２丁目６番１４号 
特定非営利活動法人練⾺コアラ 東京都練⾺区貫井１丁目２９番１０号富⼠見台マンシ

ョン５１６ 
特定非営利活動法人ねりまこども食堂 東京都練⾺区高松３丁目７番１号 
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特定非営利活動法人練⾺人権センター 東京都練⾺区練⾺１丁目１６番１６号土田コーポ１０
１号 

特定非営利活動法人練⾺精神保健福祉会 東京都練⾺区桜台１丁目６番３号３０３ 
特定非営利活動法人練⾺断酒会 東京都練⾺区光が丘７丁目７番１−９０６号三浦方 
特定非営利活動法人練⾺中央リトルシニア 東京都練⾺区春⽇町４丁目３５番２０号ヴァンベール

光が丘１０４ 
特定非営利活動法人ねりまねこ 東京都練⾺区春⽇町３丁目９番８号 
特定非営利活動法人練⾺発ひと・むし・⾃然フォーラム 東京都練⾺区関町北１丁目２４番５号 
特定非営利活動法人練⾺ぱそぼらん 東京都練⾺区石神井町８丁目１５番３号 
特定非営利活動法人ねりま光が丘地域力活性化プロジェク
ト 

東京都練⾺区光が丘７丁目６番１７−２０３号 

特定非営利活動法人練⾺まちづくりの会 東京都練⾺区早宮２丁目２６番２６号 
特定非営利活動法人練⾺松の実会 東京都練⾺区中村南２丁目２３番１３号 
特定非営利活動法人ハーモニーライフケア 東京都練⾺区南大泉１丁目４７番１１号イーグルハイ

ム１０３号 
特定非営利活動法人畑の教室 東京都練⾺区大泉町１丁目５４番 
特定非営利活動法人発達支援研究所スプラウト 東京都練⾺区関町北２丁目２９番９号七尾屋ビル２０

１号室 
特定非営利活動法人ハッピーひろば 東京都練⾺区石神井町２丁目１５番１５号 
特定非営利活動法人花咲舞踊研究会 東京都練⾺区関町北４丁目１１番１５−３０９号 
特定非営利活動法人⺟と子の医療を世界に届ける会 東京都練⾺区豊玉上１丁目２０番３−５０１号 
特定非営利活動法人ハンディキャップサポートすまいるウ
イズ 

東京都練⾺区石神井台２丁目３５番４３号 

特定非営利活動法人バイシクルエコロジージャパン 東京都練⾺区⻄大泉３丁目２６番６号 
特定非営利活動法人パシフィックフィドル協会 東京都練⾺区関町北４丁目３３番４３号サンマグノリ

ア１０４ 
特定非営利活動法人パソコンキッズ 東京都練⾺区高松５丁目８番２０号 
特定非営利活動法人光が丘総合型地域スポーツ・レクリエ
ーションクラブ 

東京都練⾺区光が丘４丁目１番４号練⾺区立光が丘体
育館内 

特定非営利活動法人東⽇本アマチュア野球振興機構 東京都練⾺区石神井台３丁目１番２３号 
特定非営利活動法人東練⾺リトル・シニア野球荒川河川敷
環境美化協会 

東京都練⾺区大泉町３丁目１７番１１号高山ビル１−
０２ 

特定非営利活動法人ひまわり 東京都練⾺区東大泉３丁目１９番５号３０１号室 
特定非営利活動法人ヒューマンブリッジ支援事業団 東京都練⾺区平和台１丁目３４番１０号 
特定非営利活動法人ヒュール総合研究所 東京都練⾺区大泉学園町８丁目３０番３０号 
特定非営利活動法人品質安全機構 東京都練⾺区中村北１丁目１０−１７−９０２ 
特定非営利活動法人ファインケア 東京都練⾺区貫井３丁目２０番２号富⼠見台ゴールデ

ンハイツ１０２ 
特定非営利活動法人フォスターソリューション 東京都練⾺区高野台５丁目７番６−３０１号 
特定非営利活動法人福祉作業所ユニバースショップ 東京都練⾺区豊玉北５丁目６番２号 
特定非営利活動法人ふくし住まい支援の会 東京都練⾺区田柄１丁目２番１９号 
特定非営利活動法人福祉送迎サービスきずな 東京都練⾺区田柄５丁目１６番１６号 
特定非営利活動法人福祉パソコンの会 東京都練⾺区春⽇町４丁目３６番１７号 
特定非営利活動法人福島こども保養プロジェクト・練⾺ 東京都練⾺区東大泉６丁目３６番４−３０１号 
特定非営利活動法人フューチャーコミュニケーションズ 東京都練⾺区高松４丁目１２番２９号ローズコート光

が丘Ｃ１０１ 
特定非営利活動法人ふらじゃいる 東京都練⾺区石神井町２丁目１５番１５号 
特定非営利活動法人ふれあい広場空 東京都練⾺区大泉町５丁目３５番１号ジョイハウス北
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園１階 
特定非営利活動法人ＰＬＡＹＴＡＮＫ 東京都練⾺区旭町１丁目１６番１号 
特定非営利活動法人平泉会 東京都練⾺区大泉学園町５丁目１７番２９号 
特定非営利活動法人ヘルスプランニング 東京都練⾺区石神井町４丁目６番１４号 
特定非営利活動法人ベーシックライフインフォメーション
協会 

東京都練⾺区石神井町６丁目１２番３号 

特定非営利活動法人ページ・ソサエティ 東京都練⾺区豊玉北１丁目１０番２号 
特定非営利活動法人保育サービスぽてと 東京都練⾺区田柄１丁目２０番２号 
特定非営利活動法人ホサナ 東京都練⾺区桜台１丁目１２番５号栖鳳マンション２

階 
特定非営利活動法人舗装診断研究会 東京都練⾺区桜台２丁目３７番１４号 
特定非営利活動法人ほっとすぺーす 東京都練⾺区関町東１丁目１番８号３階 
特定非営利活動法人ＨＯＮ．ｊｐ 東京都練⾺区関町北３丁目３番１２号ＮＳビル２０１ 
特定非営利活動法人防災コミュニティネットワーク 東京都練⾺区大泉学園町６丁目２０番３２号 
特定非営利活動法人ぼらばっかり 東京都練⾺区上石神井１丁目３９番１２号ライフピア

グレース２０３ 
特定非営利活動法人Ｍａｋａｎａ 東京都練⾺区桜台４丁目３３番２２号 
特定非営利活動法人まちの駅大泉学園 東京都練⾺区大泉学園町７丁目８番１２号 
特定非営利活動法人ＭＡＭＡＴＯ 東京都練⾺区豊玉中４丁目１番１６号ミオカステーロ

練⾺２０５号 
特定非営利活動法人三義 東京都練⾺区豊玉北３丁目１３番２号継成ビル２０２

号室 
特定非営利活動法人みどり環境ネットワーク 東京都練⾺区土支田１丁目１番３７号 
特定非営利活動法人緑の大地 東京都練⾺区春⽇町１丁目１１番１２号 
特定非営利活動法人南アジア遺跡探検調査会 東京都練⾺区高野台１丁目２１番６−７０５号 
特定非営利活動法人南アジア文化協会 東京都練⾺区貫井２丁目１番９号 
特定非営利活動法人ミニケアホームきみさんち 東京都練⾺区関町北３丁目３６番１２号 
特定非営利活動法人未来をつくるｋａｉｇｏカフェ 東京都練⾺区下石神井６丁目６番２号 
特定非営利活動法人ミレニアムシティ 東京都練⾺区上石神井１丁目１１番１２号 
特定非営利活動法人武蔵野のはやしとやしきを守る会 東京都練⾺区東大泉５丁目１０番３号櫟下荘 
特定非営利活動法人むすび 東京都練⾺区光が丘３丁目９番地３号棟２０６号室 
特定非営利活動法人メディカルコンソーシアムネットワー
クグループ 

東京都練⾺区東大泉２丁目４２番８−８２５号 

特定非営利活動法人めぶきの会 東京都練⾺区⻄大泉１丁目１１番１７号 
特定非営利活動法人Ｍｅｒｒｙ Ｋｉｄｓ Ｅｎｇｌｉｓ
ｈ 

東京都練⾺区中村北２丁目２０番１０号牧プロビル３
階 

特定非営利活動法人山羊さんの贈り物 東京都練⾺区貫井２丁目３１番２３号 
特定非営利活動法人薬剤師緊急対応研修機構 東京都練⾺区南大泉１丁目３３番５号 
特定非営利活動法人有機資源循環ネットワーク 東京都練⾺区富⼠見台２丁目３７番１３号 
特定非営利活動法人有機農業⽣産物ネットワークチャンス 東京都練⾺区中村１丁目６番９号 
特定非営利活動法人ライトシップ 東京都練⾺区富⼠見台４丁目１６番２９号 
特定非営利活動法人ライフエイド 東京都練⾺区大泉学園町１丁目３１番８号メルヴェー

ユ大泉学園４０１ 
特定非営利活動法人ライフサポートさくら 東京都練⾺区上石神井３丁目１６番２５号 
特定非営利活動法人ライフサポートソリューション 東京都練⾺区北町３丁目９番５−６０１号 
特定非営利活動法人ラオス国薪炭林造成協会 東京都練⾺区⻄大泉５丁目２３番１６号（山路宅内） 
特定非営利活動法人楽膳倶楽部 東京都練⾺区光が丘５丁目６番４−１１０８号 
特定非営利活動法人ラフカ 東京都練⾺区谷原４丁目２０番３１号ディアコート・
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アクア１階 
特定非営利活動法人リハソフト 東京都練⾺区桜台１丁目４番１２号グリージェＭ５０

１号室 
特定非営利活動法人リブ＆リブ 東京都練⾺区石神井町１丁目２１番４号 
特定非営利活動法人レインボー国際協会 東京都練⾺区豊玉上２丁目２５番７号ゴールドパレス

豊玉２０３ 
特定非営利活動法人ロングライフサポート 東京都練⾺区石神井町４丁目２２番１０号 
特定非営利活動法人若葉 東京都練⾺区大泉学園町４丁目１８番１３号 
特定非営利活動法人和の郷 東京都練⾺区光が丘６丁目１番４−６１２号 
特定非営利活動法人ＡＳＩＡＮ ＳＣＨＯＬＡＲＳＨＩＰ 
ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ 

東京都練⾺区中村南３丁目１９番１５号アーバン中村
５−２０５号 

特定非営利活動法人ＢＡＬＯＭＰＩＥ 東京都練⾺区土支田３丁目３６番１０号 
特定非営利活動法人ＣＣＳＮ 東京都練⾺区東大泉３丁目４番４号 
特定非営利活動法人ＥＲＳ 東京都練⾺区高松３丁目１８番２７号 
特定非営利活動法人ＧＮＣ Ｊａｐａｎ 東京都練⾺区⼩竹町２丁目１６番１２号メゾンこたけ

１０３ 
特定非営利活動法人Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｄｓ Ｗｏｒｌｄ 東京都練⾺区下石神井４丁目１２番５−３０３号 
特定非営利活動法人ＬｉＫＥ ＷＯＲＫ 東京都練⾺区土支田１丁目１番４２−４０１号 
特定非営利活動法人Ｍ＆Ｐ 東京都練⾺区大泉学園町７丁目１２番２３号パークレ

イン１０２号 
特定非営利活動法人ＭＡＮＡＢＩＹＡ 東京都練⾺区上石神井３丁目４番１７号コーポ藤１０

２号室 
特定非営利活動法人ＭＹフィットネス研究会 東京都練⾺区豊玉北４丁目２３番１号 
特定非営利活動法人ｎｅｋｏｎｏｋｏ 東京都練⾺区豊玉南３丁目６番４号 
特定非営利活動法人ＮＰＯこどもクラブ⾚とんぼ 東京都練⾺区平和台３丁目２２番１１号 
特定非営利活動法人ＮＰＯ福祉サロン 東京都練⾺区石神井台２丁目８番４３号 
特定非営利活動法人ＯＦＦＩＣＥ ＳＨＩ−ＹＯＵ 東京都練⾺区三原台１丁目１４番２６−２０４号 
特定非営利活動法人ＰＥＬＡＤＡ ＦＣ 東京都練⾺区田柄１丁目５番８号 
特定非営利活動法人ｐｉｐｅｓ ｏｆ ｐｉｅｃｅ 東京都練⾺区上石神井１丁目１３番４−２０５号 
特定非営利活動法人ＳＡＶＥ ＡＦＲＩＣＡ 東京都練⾺区氷川台４丁目４７番１７号−２０６ 
特定非営利活動法人ＳＳＣ谷原アルファ 東京都練⾺区谷原１丁目７番５号 

 
4．練⾺区政策文書に見る協働 
 

練⾺区政推進基本条例 
練⾺市の⾃治基本条例である練⾺区政推進基本条例は平成 22 年 12 月 16 ⽇に公布、翌 23

年 1 月 1 ⽇をもって施⾏された。条例の目的は「練⾺区の⾃治の基本理念、区⺠等の権利
および責務ならびに議会および執⾏機関の役割等を明らかにし、参加・参画および協働の推
進ならびに区政運営の基本的仕組みについて定めることにより、練⾺区にふさわしい⾃治
の実現を図り、もって区⺠福祉の向上に資すること」（1 条）で、「区⺠等および区が、情報
を共有し、それぞれに果たすべき役割および責務を分担し、協働することにより、区⺠によ
る区⺠のための⾃律的な地方公共団体を目指す」（3 条）を基本理念とする。さらに区政運
営の基本原則として（1）区⺠等の権利及び⾃主性の尊重しつつ、公益を実現（2）公平公正
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透明性の確保（3）区⺠等の主体的参加・参画のもと地域コミュニティに関わる活動主体と
協働（4）総合的、計画的かつ効率的な区政運営の 4 項を掲げた（4 条）。 

第 2 章は「区⺠等の権利及び責務」では区⺠等（区⺠、区内の事業者・団体）の権利とし
て区政への参画・地域コミュニティへの関与・区との協働、区の管理する情報を知る権利を
認め、責務としては区の⾃治を担い、育むよう努めること、参加・参画に当たり⾃己の言動
に責任を持つことを求める（5 条）。杉並区宮古市と比較すると区⺠への責務付与は弱めで
あり、また事業者への独立した条文はない。 

第 3 章と第 4 章はそれぞれ「議会の役割等」および「執⾏機関の役割等」である。議会は
議決機関の役割、執⾏機関の監視及びけん制機能により区⺠の信託にこたえること（第 6 条）
が役割とされ責務の規定はない。、執⾏機関は「その権限と責任において、公正かつ誠実に
事務を管理し、および執⾏する」（7 条）が役割とされ、区⻑に対しては地域資源の有効活
用と質の高い⾏政サービスの効果的かつ効率的な提供、議会への議案提出、予算の調製と執
⾏、公共施設の設置管理事務、職員の指揮監督及び必要な能力の増進及び発揮に努めること
を役割及び責務とする（8 条）。職員には効果的かつ効率的な⾏政サービスの提供、協働を
柱とした区政運営を担い、⾃ら考え⾏動することが責務と規定される（９条）。 

第５章は「参加・参画および協働の推進」として、区及び区⻑に対し、区⺠等の区政への
参加・参画の推進と必要な施策（10 条）、地域コミュニティの活動主体の⾃発性および主体
性の尊重と必要な支援（11 条）を求めている。 

第 6 章は「区政運営の基本的仕組み」として基本構想の策定（13 条）計画等への区⺠意向
の反映（14 条）情報公開（15 条）個人情報保護（16 条）⾏政⼿続の攻勢と透明性の向上
（17 条）区⺠の要望・意見・提案等の反映（18 条）⾏政評価の実施（19 条）財政運営の⾃
主⾃律と情報公開（20 条）附属機関等の会議の公開と区⺠参画（21 条）について規定する。 

第 7 章は区⺠投票制度の設置と⼿続や要件などの仔細は別の条例を定めるように求めて
いる（22 条）。第 8 章「国等との関係」では国及び東京都都の役割分担と対等な協力（23
条）、他の地方公共団体及び国との連携と協力（24 条）を求める。 

第 9 章「条例の位置づけ等」では「区は、他の条例、規則等の制定または改廃に当たって
は、この条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければならない」（25 条）とされるが、最高法
規性の明記はない。26 条では改正規定として、改正時の審議会への諮問を求めている。 

 

グランドデザイン構想 
練⾺区では一連の総合計画文書の最上位として、区⺠と共有して、様々な課題に取り組む

べき将来像を「グランドデザイン構想」として平成 30 年 6 月に取りまとめた。文書では概
ね 10 年後から 30 年後の将来像の提示をめざし、「暮らし」「都市」「区⺠参加と協働」の 3
分野で構成されている。その前書きでは「区政を「参加と協働」から「参加から協働へ」と
深化させ、練⾺ならではの⾃治の想像へ向けて、更に前へ進みたい」と協働への強い期待を
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著している。 
「区⺠参加と協働」の現状と課題として、区内 252 の町会・⾃治会を中心とする「地縁に

基づく互助」と区⺠の⾃由な社会貢献活動としての NPO・ボランティア団体など「区⺠活
動」、区の⾏う⾏政サービスを指す「公助」に分け、いずれも活動の維持・継続・充実に対
する「組織の課題」を抱えていると指摘する。各組織のリソース不足について他の区⺠や団
体の力を借り、協働するという発想の不足が問題であり、区の支援も個々の活動に対するも
のに個別化してしまっていると指摘する。 

展望として⾃治会等と NPO 等の協働により、互いの強みにより互いの組織の課題に対応
し、様々な地域の課題に対処できるようになると考え、これら活動への区⺠等の参加の促進、
区⺠や団体感の信頼醸成、区⺠等の⾃由な発想を具現化する区の取り組み、区組織の縦割り
を超え、区⺠参加と協働を推進する取り組みが「新たな「⾃治」の想像への芽⽣え」となる
とかたっている。 

区の取り組みとしては以下の 4 つを基本方向とする。 
 

① 様々な区⺠や団体が、地域のことをわが事として考え、地域活動に一歩踏み出し、
協働の取り組みを始めるためのきっかけづくり 

② 区⺠参加と協働の取り組みが、持続的に発展していくために必要な、区⺠や団体同
⼠の信頼関係の醸成 

③ 区⺠参加と協働の取り組みにつながる、区⺠や団体の⾃由な発想から⽣まれるアイ
デアの具現化に向け、区もともに考え、⾏動する仕組みづくり 

④ 区組織の縦割りを超え、区⺠参加と協働を推進する体制づくり 
 

そして特に「地縁に基づく互助」がその網羅性と包括性、防災や見守り当有事のための活
動などで地域のために欠かせないとして、重視しており、「区は、地域の現場で、様々な区
⺠や団体が、互いの強みを⽣かして組織の課題に対応し、地域の課題に協働して取り組める
よう支援」すると宣言する。 

 

第 2 次みどりの風吹くまちビジョン（練⾺区版総合戦略） 
「第 2 次みどりの風吹くまちビジョン」は平成 31 年 3 月にまとめられた。平成 31 年か

ら 35 年までの 5 年間を射程としており、「グランドデザイン構想」で示された将来像のも
とに、3 つの基本理念と 6 つの施策の柱を示す「基本計画」部と更にそれを個別の施策に落
とし込むために 5 年間の戦略計画と 3 年間の年度別取組計画、財政フレームからなる「ア
クションプラン」部によって構成されている。 

3 つの基本理念は「区⺠サービスの向上」「区⺠協働による住⺠⾃治」「区政改革の徹底」
が掲げられた。6 つの施策の柱は「子どもたちの笑顔輝くまち」「高齢者が住みなれた地域
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で暮らせるまち」「安心を支える福祉と医療のまち」「安全・快適、みどりあふれるまち」「い
きいきと心豊かに暮らせるまち」「区⺠とともに区政を進める」と示された。「協働」の字が
基本理念に置かれているように、6 つの施策のそれぞれの課題解決には区⺠との協働による
取組がそれぞれに盛り込まれ、更に全般的な施策が施策の柱 6「区⺠とともに区政を進める」
にまとめられた。 

施策の柱 6 では「参加から協働へ」の深化が再度うたわれている。また施策 6 は区の耐
区⺠窓口サービスの向上がセットとして含まれている。施策の方向性としてはじめに「町
会・⾃治会の活性化を促進する」ことと「区⺠協働の取り組みを推進する」事が挙げられて
おり、主要な取り組みとしては様々な地域活動を⾏う町会・⾃治会組織の基盤強化として転
入者へのパンフレット配布や竹彩の呼びかけなどの加入促進活動、組織活性化のために町
会・⾃治会が作成した「これからの町会・⾃治会運営のヒント集」の活用が挙げられる。ま
た協働の取り組みとして、従来の「練⾺の未来を語る会」「ねりまちレポーター」といった
事業に加え、「（仮称）練⾺こども Café」、コンビニや薬局と連携した「街かどケアカフェ」、
「地域別防災マップ」作成、区⺠による公園管理や私有地のみどりを地域で守る「みどりの
ムーブメント」、区⺠の地域活動参加意欲を後援する「パワーアップカレッジ練⾺」、区⺠ア
イデアを具現化する地域おこしプロジェクト実施団体の増加を列挙している。 

基本計画の施策 6 の協働に関する部分を具体的に戦略計画に落とし込んだものがアクシ
ョンプランの戦略計画 20「区⺠協働による住⺠⾃治の創造」となる。5 年後の目標を「地域
に根ざした区⺠の⾃発的活動が、区内の⾄るところで活発に⾏われるよう、協働の取り組み
を推進」としている。 

5 か年の取組は、第 1 を「町会・⾃治会の活性化」と起き、基本計画と同様の文が書かれ
ている。取組の第 2 は「区⺠や団体の皆様と区が一体となって課題を解決」とされ以下の 2
つに分かれている。「協働の取り組みの活性化」として基本構想に挙げた各事業とともにパ
ワーアップカレッジ練⾺を福祉、防災、農、みどり、エコスタイルの 5 分野に拡大、⾃治会
との人材マッチングを⾏うこと、また地域活動人材育成等の充実を図る「練⾺En カレッジ」
事業を統合すること、地域団体の活動・情報交換の場として「相談情報ひろば」の機能充実
と増設を盛り込む。「地域おこしプロジェクトの充実」としては実施団体の増加、活動発展
段階に応じた助成額の増加の仕組みや専門家による経営相談等の支援充実と、プロジェク
トへの区職員の参加を挙げている。 

最後に年度別取組計画では、「こども Café」などは他の戦略計画のもとの事業として、戦
略計画 20 の事業としては、地域文化部地域振興課が実施する⾃治会加入促進活動等の⾃治
会活性化事業、地域文化部協働推進課による「相談情報ひろば」増設、運営事業、「パワー
アップカレッジねりま」のリニューアル事業、「地域おこしプロジェクト」の支援内容充実
事業が盛り込まれている。 
  



106 
 

 
  



107 
 

 
厚木市公式ウェブサイト、https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/index.html 
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2．市議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
髙田 昌慶 厚木市幸町 10-15 オフィスナンバ 2 階 きずな 環境教育常任委員会・予算

決算常任委員会 
後藤 由紀子 厚木市妻田北３-３-２１ 無会派 市⺠福祉常任委員会・予算

決算常任委員会 
松本 樹影 厚木市上荻野 1344-1 きずな 都市経済常任委員会・予算

決算常任委員会・中心市街
地活性化特別委員会 

奈良 直史 厚木市及川 1-14-25 ネクストあ
つぎ 

市⺠福祉常任委員会・予算
決算常任委員会 

三橋 文男 厚木市⼩野 2298-1 ネクストあ
つぎ 

総務企画常任委員会・予算
決算常任委員会 

髙田 浩 厚木市鳶尾 5-2-17 無会派 環境教育常任委員会・予算
決算常任委員会 

井上 敏夫 厚木市金田 727 あつぎの会 都市経済常任委員会・予算
決算常任委員会・広報広聴
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特別委員会・中心市街地活
性化特別委員会 

名切 文梨 厚木市⼾室 1-24-20-606 あつぎの会 総務企画常任委員会・予算
決算常任委員会・議会運営
委員会 

栗山 香代子 厚木市恩名 5-8-1-1301 ⽇本共産党 環境教育常任委員会・予算
決算常任委員会（副委員
⻑）・議会運営委員会（副委
員⻑）・広報広聴特別委員会 

池田 博英 厚木市愛甲 3-26-15 ⽇本共産党 市⺠福祉常任委員会・予算
決算常任委員会・中心市街
地活性化特別委員会 

田口 孝男 厚木市妻田北 2-16-18 ネクストあ
つぎ 

環境教育常任委員会（副委
員⻑）・予算決算常任委員
会・広報広聴特別委員会（委
員⻑） 

髙橋 豊 厚木市愛甲 4-5-5 ネクストあ
つぎ 

都市経済常任委員会（委員
⻑）・予算決算常任委員会・
議会運営委員会・中心市街
地活性化特別委員会 

瀧口 慎太郎 厚木市⻑谷 1526 ネクストあ
つぎ 

総務企画常任委員会（委員
⻑）・予算決算常任委員会 

寺岡 まゆみ 厚木市⼾室 2-23-20 公明党 総務企画常任委員会・予算
決算常任委員会 

遠藤 浩一 厚木市中町 4-10-4-406 公明党 市⺠福祉常任委員会（委員
⻑）・予算決算常任委員会・
議会運営委員会・広報広聴
特別委員会 

山﨑 由枝 厚木市棚沢 205-3 公明党 市⺠福祉常任委員会・予算
決算常任委員会・広報広聴
特別委員会 

望月 真実 厚木市幸町 9-6-1 新政あつぎ 環境教育常任委員会・予算
決算常任委員会・議会運営
委員会・広報広聴特別委員
会 

髙村 真和 厚木市森の里 3-2-8 新政あつぎ 都市経済常任委員会・予算
決算常任委員会・中心市街
地活性化特別委員会 

髙橋 知己 厚木市毛利台 3-28-12 新政あつぎ 総務企画常任委員会（副委
員⻑）・予算決算常任委員会 

難波 達哉 厚木市下荻野 1413 ネクストあ
つぎ 

都市経済常任委員会・予算
決算常任委員会・広報広聴
特別委員会・中心市街地活
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性化特別委員会 
井上 武 厚木市幸町 2-9 ネクストあ

つぎ 
環境教育常任委員会・予算
決算常任委員会 

神子 雅人 厚木市⼾田 1862-1 ネクストあ
つぎ 

市⺠福祉常任委員会・予算
決算常任委員会（委員⻑）・
議会運営委員会（委員⻑） 

川口 仁 厚木市山際 1020-4 公明党 環境教育常任委員会（委員
⻑）・予算決算常任委員会・
議会運営委員会・中心市街
地活性化特別委員会（委員
⻑） 

田上 祥子 厚木市林 2-24-10 公明党 都市経済常任委員会・予算
決算常任委員会・中心市街
地活性化特別委員会 

渡辺 貞雄 厚木市飯山 4544 あつぎみら
い 

都市経済常任委員会（副委
員⻑）・予算決算常任委員
会・中心市街地活性化特別
委員会（副委員⻑） 

松田 則康 厚木市猿ヶ島 233-1 あつぎみら
い 

総務企画常任委員会・予算
決算常任委員会・議会運営
委員会・広報広聴特別委員
会 

新井 啓司 厚木市毛利台 3-30-6 きずな 市⺠福祉常任委員会（副委
員⻑）・予算決算常任委員
会・議会運営委員会・広報広
聴特別委員会（副委員⻑） 

石井 芳隆 厚木市金田 478 きずな 総務企画常任委員会・予算
決算常任委員会 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人アールラボスポーツアカデミー 神奈川県厚木市中町１丁目７番地２４ 
特定非営利活動法人あいえる 神奈川県厚木市三田南２丁目１６番地２５号伊

豆様方 
特定非営利活動法人愛甲福祉会 神奈川県厚木市飯山４２６番地６ 
特定非営利活動法人あうん 神奈川県厚木市田村町１０番３号 
特定非営利活動法人あおぞら１７８ 神奈川県厚木市鳶尾２丁目２番１９ 
特定非営利活動法人アジールの会 神奈川県厚木市旭町１丁目１５番８号 
特定非営利活動法人アジア高等教育支援機構 神奈川県厚木市毛利台３丁目８番１３号 
特定非営利活動法人厚木あすなろの会 神奈川県厚木市上荻野２５１番地 
特定非営利活動法人厚木インディーズＡ−Ｉ−Ｍ 神奈川県厚木市上落合４４０番地−１階 
特定非営利活動法人厚木スポーツコミュニティ 神奈川県厚木市毛利台２丁目１０番９号 
特定非営利活動法人厚木つばきの会 神奈川県厚木市飯山３０６２番１ 
特定非営利活動法人あつぎテアトロ 神奈川県厚木市宮の里４丁目１番３−２０４号 
特定非営利活動法人厚木なのはな 神奈川県厚木市下荻野１１７３番地１号クレス

ト睦美野２Ｂ−１０６ 
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特定非営利活動法人厚木の川の環境を良くする会 神奈川県厚木市寿町２丁目１番２７号東和観光
（有）内 

特定非営利活動法人あつぎ福祉ネットワーク 神奈川県厚木市愛甲１丁目７番６号 
特定非営利活動法人井泉 神奈川県厚木市上荻野２５１ 
特定非営利活動法人ＷＥ２１ジャパン厚木 神奈川県厚木市中町３丁目１８番５号 
特定非営利活動法人ＮＰＯ厚木診断⼠の会 神奈川県厚木市森の里１丁目２９番２−１０３

号 
特定非営利活動法人ＮＰＯあつぎみらい２１ 神奈川県厚木市⻑谷１２４８番地３ 
特定非営利活動法人エンジェルランド 神奈川県厚木市⽔引２丁目１２番３６号 
特定非営利活動法人オーソレイユ 神奈川県厚木市⻑谷８２５−８観音坂アパート

１０１ 
特定非営利活動法人神奈川県⾃然保護協会 神奈川県厚木市林５丁目１５番１０号 
特定非営利活動法人神奈川県障害者⾃立⽣活支援センター 神奈川県厚木市愛甲１丁目７番６号 
特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネ
ットワーク 

神奈川県厚木市旭町１丁目９番７号旭町三紫ビ
ル３０３ 

特定非営利活動法人かながわ森林インストラクターの会 神奈川県厚木市中町２丁目１３番１４号サンシ
ャインビル６０４号 

特定非営利活動法人かみつれ 神奈川県厚木市七沢２６０１番地 
特定非営利活動法人かもめウォーキングアカデミー 神奈川県厚木市中依知８５番地１本厚木スカイ

ハイツ１２９ 
特定非営利活動法人観光文化研究所 神奈川県厚木市森の里若宮９番１号松蔭大学内 
特定非営利活動法人グリーン成⻑桜 神奈川県厚木市上荻野９５６番地５ 
特定非営利活動法人公共保育支援機構 神奈川県厚木市金田７１１番地 
特定非営利活動法人国際康復療術協会 神奈川県厚木市中町１丁目５番１０号８Ｆ 
特定非営利活動法人子どもとシニアのこころ支援の会 神奈川県厚木市恩名１丁目６番５６−１０７号 
特定非営利活動法人子ども未来じゅく 神奈川県厚木市⽔引２丁目１２番２９号 
特定非営利活動法人サンタの家 神奈川県厚木市中町２丁目１３番１０号 
特定非営利活動法人市⺠後見の会かながわ 神奈川県厚木市王子２丁目１５番１８号 
特定非営利活動法人障碍者支援センター鮎の風 神奈川県厚木市上依知２２６番地の１ 
特定非営利活動法人 昭和歴史館 神奈川県厚木市上荻野１９０５番地１ 
特定非営利活動法人しらね 神奈川県厚木市妻田北４丁目５番５６号 
特定非営利活動法人縄文気功の会 神奈川県厚木市七沢１８２６番地 
特定非営利活動法人すまいとまちづくり研究会 神奈川県厚木市下古沢７２５番地２ 
特定非営利活動法人成年後見あつぎ 神奈川県厚木市⼩野２１３６番地 
特定非営利活動法人大気イオン地震予測研究会ｅ−ＰＩＳＣＯ 神奈川県厚木市下荻野１０３０番地神奈川工科

大学工学部機械工学科 
特定非営利活動法人玉川アルプホルンクラブ 神奈川県厚木市七沢１３０３番地 
特定非営利活動法人Ｔｙ 神奈川県厚木市中町２丁目２番１９号 
特定非営利活動法人東南アジア医療支援機構 神奈川県厚木市船子２３２番地 
特定非営利活動法人⽇本ティーボール協会神奈川県連盟 神奈川県厚木市飯山３２１９番地 
特定非営利活動法人⽇本わらべうた協会 神奈川県厚木市林１丁目１７番１号 
特定非営利活動法人脳外傷友の会ナナ 神奈川県厚木市毛利台３丁目１８番７号 
特定非営利活動法人Ｈｅａｒｔ３４ 神奈川県厚木市旭町１丁目３１番９号 
特定非営利活動法人ハートラインあゆみ 神奈川県厚木市中町４丁目６番１１号山口ビル

２０１ 
特定非営利活動法人ヴァーチューズ・プロジェクト・ジャパン 神奈川県厚木市船子１２２０番地 
特定非営利活動法人ヒューマンワールド神奈川 神奈川県厚木市妻田南１丁目２番３１サウス妻

田 
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特定非営利活動法人病態解析研究所 神奈川県厚木市妻田東２丁目１０番６号 
特定非営利活動法人フィールドエッグ 神奈川県厚木市旭町２丁目１０番２０号レジデ

ンス伊藤ＩＩ２Ｂ外字 
特定非営利活動法人福祉グループコアラ県央 神奈川県厚木市鳶尾５丁目１２番８−１−１０

１号 
特定非営利活動法人福祉住環境整備ラウレア 神奈川県厚木市温⽔２０３８番地２ 
特定非営利活動法人防犯パトロールブルーライン 神奈川県厚木市⻑谷１２８８番地１ 
特定非営利活動法人みどりの風 神奈川県厚木市飯山３１８８番地１ 
特定非営利活動法人宮ヶ瀬湖ボートクラブ 神奈川県厚木市飯山２１７０番地３２ 
特定非営利活動法人ゆうかり 神奈川県厚木市幸町１番１０号 
特定非営利活動法人ゆくりこ 神奈川県厚木市⼩野２１６４番地の２ 
特定非営利活動法人ゆめのシステムプロジェクト 神奈川県厚木市下荻野４６５番地９ 
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブキャリージョイ 神奈川県厚木市恩名１丁目１６番６８号アルカ

ディアマキ１０１号 
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブさち 神奈川県厚木市⼾室１丁目３２番１８号Ｂ 
特定非営利活動法人わーくあーつ 神奈川県厚木市幸町１０番１８号 
特定非営利活動法人ワンサイドリバー 神奈川県厚木市⼾田２５２８番地１１ 
特定非営利活動法人ＮＬＯ相互 神奈川県厚木市泉町１１番地１５号 

 
4．厚木市政策文書に見る協働 
 

厚木市⾃治基本条例 
「厚木市⾃治基本条例」は平成 22 年 12 月 24 ⽇に施⾏された。平成 20 年 8 月依頼公募

市⺠ 33 人による 1 年間の検討会議、学識者や市⺠団体役員等 15 人による「⾃治基本条例
策定委員会」を経て素案を作成し、パブリックコメント、市⺠説明会などを経ての制定であ
った。 

厚木市の⾃治基本条例は「厚木市における⾃治の基本理念及び基本原則並びに市⺠、議 
会及び市⻑等の役割、責務等を明らかにするとともに、⾃治を推進するための基本的な 事
項を定め、もって⾃治の確立を図ることを目的とする」（1 条）。また 2 条において、「最も
尊重すべき条例」とその最高規範性を明記、⾃治基本条例を基幹とする条例等の体系化を指
示する。 

第２章「⾃治の基本理念」では（１）人と人との絆を大切にする⾃治（２）協働による⾃
治（３）⾃然の循環と文化を大切にする⾃治の３つを基本理念として掲げ（４条）、第３章
「⾃治の基本原則」で以下の５つの原則を掲げている。 

 
(1) 市⺠⾃治の原則 ア ⾃治の主体は、市⺠であること。 イ 市⺠の意思に基づくまち

づくりを⾏うこと。 ウ 地域の身近な課題は、地域で取り組むこと。  
(2) 参加及び協働の原則 ア 市⺠のまちづくりへの参加を進めること。 イ 相互の活動

への参加を広げること。 ウ 協働によるまちづくりを進めること。  
(3) 情報共有の原則 ア まちづくりにかかわる情報が貴重な共有財産であることを認
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識すること。 イ 保有する情報を分かりやすく公表し、情報の共有を図ること。  
(4) 説明責任の原則 ア 相互に説明責任を果たすこと。 イ 説明は、分かりやすいもの

であること。  
(5) ⾃然共⽣及び文化継承の原則 ア ⾃然との共⽣を図ること。 イ 文化の継承及び創

造に努めること。 
（５条） 

 
第４章は「市⺠」と題して、市⺠、子ども、事業者の権利と責務について述べている。

市⺠の権利としては(1) 安心・安全に⽣活する権利 (2) 知る権利 (3) まちづくりに参加
する権利の３つを挙げ（６条）、まちづくりに関心を持ち参加に努めること（ただし不参
加による不利益を受けない）、言動に責任を持つこと、⾏政サービスに伴う負担の分担の
３つを責務としてあげる（７条）。18 歳以下の子どもの権利としては市⺠の権利に加え、
特に(1) ⽣きる権利 (2) 育つ権利 (3) 守られる権利が記され、市⺠、議会及び市⻑等に
保護と支援を要求する。その責務は年齢に応じて市⺠の責務を負うとする（8 条）。事業者
は市⺠の権利及び責務を帯び、地域社会の一員として、周辺環境との調和と暮らしやすい
まちづくりへの寄与が求められる（9 条）。 

第 5 章は「議会及び議員」と題し、議会に市⺠意思の把握と反映、重要政策の議決と⾏
政運営の監視等、議会活動及び審議についての情報公開と市⺠に開かれた議会運営を役割
と責務として課し（10 条）、議員においては議会の役割及び責務を認識し、公正かつ誠実
に職務に当たること、調査研究活動等を通じ、地震の審議能力および政策提案能力の向上
に努めることとされた（11 条）。 

第 6 章「市⻑、市⻑等および市職員」では市⻑に対し、経営感覚を持ち、公正かつ誠実
に職務を遂⾏すること、意思決定経緯に関する市⺠への説明責任、毎年度の市政運営方針
の明示と取組状況の説明を責務とする（12 条）。市⻑等（市⻑、教育委員会、選挙管理委
員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会）には⾏政運営に
ついて市⻑と同様の任を負い、また相互の連携協力を求める（13 条）。そして市職員に対
しては市⺠全体の奉仕者としての⾃覚と公正、誠実、適切な⾏動、社会状況の変化、ニー
ズの変化、事務事業の目的を常に認識すること、政策立案、遂⾏能力の向上を課している
（14 条）。 

第 7 章は「⾏政運営」について定め、市⻑等は⾃治の基本原則に基づき参加及び協働、
資源の最大限かつ最大効率の追求により市⺠福祉の充実及び成果重視の視点で⾏政運営を
⾏う（15 条）とし、総合計画の策定と議決（16 条）、市組織の編成と人材育成を求める
（17 条）。第 7 章では他に⾏政評価（18 条）、財政運営（19 条）、危機管理（20 条）、情報
公開等（21 条）、個人情報保護（22 条）、法令遵守（23 条）、法令解釈等（24 条）、⾏政⼿
続（25 条）、市⺠からの要望等への対処（26 条）、⾏政処分等に対する不服への対処（27
条）について定めている。 
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第 8 章「参加及び協働の推進」ではまず市⻑等に市⺠の意見等を政策等に反映する仕組
みの整備と提出されたい検討の概要と回答の公表を求める（28 条）。続いて条例等の制定
（29 条）と事業実施（30 条）、審議会等の運営(31 条)に市⺠参加の機会を与えるよう市⻑
等に求める。続いてコミュニティ団体の規定があり、市⺠、議会及び市⻑等はコミュニテ
イァン帯の重要性を認識し、その⾃主⾃立を尊重するよう求め(32 条)、コミュニティ団体
との協働及び必要な支援を市⻑等に求める(33 条)。またコミュニティ団体を地区単位でま
とめて地区の課題に総合的に取り組む組織として地区市⺠⾃治推進組織の設置を定めてい
る(34 条)。市⺠に地域の課題の共有と解決への意識高揚を求め、市⻑等にはそれを促進す
る意識情勢や人材育成の施策を求め(35 条)、最後に住⺠投票制度の設置を定めている(36
条)。住⺠投票に関する詳細な規定は別に厚木市住⺠投票条例が平成 24 年 12 月に公布
（翌年 4 月施⾏）されている。 

第 9 章「広域連携及び交流」では国や他の地方公共団体との連携や交流及びそれらへの
市⺠参加を求める(37 条)。第 10 章は⾃治基本条例の運用状況の点検のための「⾃治基本
条例推進委員会」の設置を定め(38 条)、第 11 章は条例の 4 年以内ごとの市⺠参加による
見直しを求める(39 条)。最後に第 12 章「⾃治基本条例の改正」として市⻑に対し、改正
時に制定時と同等の市⺠参加その他の方法を踏襲するよう求める。 

 

市⺠参加条例 
厚木市市⺠参加条例は、⾃治基本条例 29 条の条例等の制定等への市⺠参加を実施する

ため、従来あったパブリックコメント⼿続に加え、複数の市⺠参加の⼿段を実施すべく、
⼿続条例として制定され、平成 24 年 4 月に施⾏した。「⾃治基本条例の趣旨にのっとり、
市⺠参加に関する基本的な事項を定め、及び市⺠参加できる仕組みを整備することによ
り、市⺠参加によるまちづくりの推進に資することを目的」（1 条）とする。 

条例では市⺠参加の基本原則として、「市⺠と実施機関が必要な情報を共有すること、
市⺠が意見等を述べる機会が確保されること及び市⺠が述べた意見等に対する実施機関の
考え方が明らかにされること」（3 条）を挙げ、市⺠に対し、⾃己の言動に責任を持って参
加することと市⺠相互の⾃由な発言の尊重を求め（4 条）、市⺠参加の実施機関には、参加
しやすい環境の整備、提出意見の十分な考慮と政策への反映か反映不可の理由の公表を責
務として求める（5 条）。 

本条例によって定められた市⺠参加の⼿法は（1）市⺠の意見等を反映させるため、当
該対象事案に関わる必要な事項を公表して広く市⺠の意見等を募集し、当該意見と意見に
対する考え方を公表する「パブリックコメント⼿続」（2）合意形成に資するため、必要な
事項を市⺠に説明し、市⺠と意見交換を⾏う「意見交換会」（3）多尿な視点から検討する
ため、実施機関が設置し、市⺠の運営によって議論を⾏う「市⺠会議」（4）多様な市⺠の
提案を引き出すため、実施機関と市⺠とのグループ討議等の共同作業を⾏う「ワークショ
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ップ」（5）市⺠の意見等を把握するため、当該対象事案に係る調査項目を設定し、期間内
に市⺠に回答を求める「意向調査」の 5 つが規定され（定義は 2 条）、それぞれの⼿続に
ついて定められている。 

また条例は実施機関に対し、毎年度の市⺠参加⼿続実施予定および前年度の実施状況の
公表（16 条）、厚木市⾃治基本条例推進委員会による市⺠参加⼿続の実施状況についての
点検評価及びその結果の公表（17 条）、その他の参加としての説明会実施時の必要事項の
公表（18 条）、その他細則の制定（19 条）を求める。 

市⺠協働推進条例 
厚木市市⺠協働推進条例は、「⾃治基本条例の趣旨にのっとり、市⺠協働に関する基本

的な事項を定め、並びに市⺠、市⺠活動団体及び市の役割等を明らかにすることにより、
市⺠協働によるまちづくりの推進（以下「市⺠協働の推進」という。）に資することを目
的」（1 条）として、平成 24 年 10 月 11 ⽇に公布施⾏された。条例は⾃治基本条例に言う
「市⺠」及び「市⻑等」を市⺠協働の担い⼿とし、「両者が不特定かつ多数のものの利益
の増進を図るため、相互に補完し、及び協力すること」を「市⺠協働」の定義とし、また
⾃治基本条例のコミュニティ団体その他の団体で、非営利的に市⺠協働に取り組む団体
（宗教的・政治的・公益を害するものを主目的とする場合を除く）を「市⺠活動団体」と
規定する（2 条）。 

条例は協働推進の基本原則として、担い⼿間の（1）対等（2）⾃主性（３） 相互理
解・尊重・役割分担(4) 共通目的のもとの結集(5) 情報公開による公正制および透明性の
確保を掲げる（3 条）。 

担い⼿として市⺠は基本原則のもとの協働推進への参加と市⺠協働事業を通したまちづ
くりの主体としての⾏動が「できる」とされる（4 条）。次に市⺠活動団体の役割として、
協働推進に当たり、専門性を十分活用すること、適正な団体運営と市⺠への活動周知、他
の市⺠活動団体との連携協力が求められる（5 条）。市の責務としては協働推進のための施
策の策定実施と必要な財政支援と助言、市職員に対する協働のための研修等が求められ、
市職員には事務事業の執⾏を協働の観点から検討し、市⺠及び市⺠活動団体の参加を容易
とするよう求めている（6 条）。市に対しては、他にも協働の担い⼿となる人材の育成と市
⺠に対し協働の意義を啓発すること（8 条）、協働推進の拠点施設と体制の整備（9 条）が
求められる。 

市⺠協働の担い⼿は、基本原則にのっとり、様々な形態により、市⺠協働事業を推進す
ることが求めれる。担い⼿は市⻑等が定めた必要事項に沿って、特性を⽣かした市⺠協働
事業を提案でき、市は実施協働事業の目的、内容、成果等の公開と評価結果の公表が求め
られる。また市は市の業務のうちから市⺠及び市⺠活動団体の特性を活かせるものは委託
等の機械確保に努め、必要な情報を提供することも求められている（7 条）。 

協働推進のための制度として、10 条では厚木市市⺠協働推進基金が設置され、市の一般
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会計より毎年度の積立てが求められ、その運営について定めている。11 条では条例の運用
状況の点検のために市⺠等で構成する「厚木市市⺠協働推進委員会」の設置を定める。最
後に委員会の意見を踏まえた 4 年以内ごとの条例運用評価と必要な処置を市⻑に（12
条）、細則の制定を市⻑等に求める（13 条）。 

 

第９次厚木市総合計画「あつぎ元気プラン」 
厚木市の現在の総合計画は⾃治基本条例制定以前の平成２１年３月に策定され、令和２

年度までを計画期間とする第９次計画である。計画は全期間を通しての基本構想と、前後
半各６年の基本計画、またそれぞれに３年間ごとの実施計画の３段階からなる。 

基本構想では将来都市像とまちづくりの目標、重点戦略が示されている。将来都市像の
スローガンは「元気あふれる創造性豊かな協働・交流都市あつぎ」であり、「協働・交
流」がスローガンに組み込まれている。まちづくりの目標は(１)支え合い、安心していき
いきと暮らせる元気なまち(２)誰もが夢をはぐくみ、⾃ら学び共に成⻑する元気なまち
(３)みんなで作る、⾃然環境と共⽣する元気なまち(４)にぎわいあふれる、快適で利便性
の高い元気なまち(５)市⺠の信頼に応える、ひらかれた⾏政経営の元気なまちの５つが掲
げられている。目標達成のための重点戦略として(１)未来を担う人を育てる戦略(２)持続
ある都市の発展を進める戦略(３)地域力を高める戦略の３つが「ひと」、「まち」、「くら
し」のそれぞれを担当するものとしてあげられる。目標・戦略ともに協働を推進する特定
の項目はなく、それぞれの項目中に協働や市⺠参加を促すような形式である。 

 
基本計画 
基本構想を反映し、後半の６年を司る第２期基本計画をみると、各目標に対応した５つ

の基本政策分野に基本施策・単位施策が連なる形式をとっている。そのうち特に市⺠参
加・協働にかかわる基本施策としては目標１に対応した安心政策のもとにおかれた「多様
な市⺠活動が共存する社会の実現」と目標５に対応した信頼政策のもとに置かれた「市⺠
参加・市⺠協働の推進」の２つである。また両基本施策は「くらし」の重点戦略に、前者
は「ひと」の重点戦略にも関わっているものと分類されている。 

基本施策「多様な市⺠活動が共存する社会の実現」では、社会環境の変化に伴う市⺠ニ
ーズの複雑・多様化、地域コミュニティにおける多文化共⽣への取組、海外友好都市との
交流が⾏われている一方、課題として、市⺠と⾏政の目標の共有と協働、地域での見守り
活動や福祉活動の周知と共助の意識啓発により地域福祉活動の担い⼿育成、多文化共⽣意
識のさらなる醸成、平和に対する意識啓発、海外交流への市⺠参加の充実が挙げられてい
る。 

施策の基本方針として(１)市⺠活動の充実(２)地域福祉活動の推進(３)多文化共⽣社会
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の実現(４)平和な社会の実現(５)国際交流の推進の５つの単位施策が挙げられており、達
成目標として市⺠満足度調査における「地域コミュニティ活動が⾏われている」(平成２６
年度 53.0％、令和 2 年度目標値 61.0％)、「多文化共⽣社会・平和な社会の実現が図られて
いる」（平成 26 年度 42.0％、目標値 55.0％）の 2 つの値、市内で活動する市⺠活動団体数
（平成 25 年度 172 団体、目標値 195 団体）、海外友好都市などとの交流活動件数（平成
25 年度 22 件、目標値 27 件）、平和推進事業の参加者数（平成 24,25 年度平均 400 人、目
標値令和 2 年度 675 人）の各数値が挙げられている。 

基本施策「市⺠参加・市⺠協働の推進」では地方分権の進展、⾃治基本条例・市⺠参加
条例・市⺠協働推進条例の制定、市⺠の信頼が必要という現状と地方⾃治体への権限移譲
に応えた⾃律した市政運営、誰もが実感できる市⺠参加・市⺠協働、情報公開と市⺠ニー
ズの的確な把握を課題として挙げている。施策の基本方針としては（1）⾃律した⾃治の
推進（2）市⺠参加・市⺠協働の仕組みづくり（3）市⺠への積極的な情報提供の 3 つが挙
げられ、達成目標として、市⺠満足度調査の「市⺠協働による⾏政運営が推進されてい
る」（平成 26 年度 42.1％、目標値 57.0％）、「積極的な情報公開が推進されている」（平成
26 年度 46.1％、目標値 55.0％）の 2 つの値、市⺠対話等における要望の対応率（平成 21
〜25 年度平均 78.6％、目標値 81.0％）、市ホームページのアクセス件数（平成 25 年度
971.3 万件、目標値 1075 万件）を掲げている。 

 
実施計画 
厚木市の総合計画の第 3 階層に当たる実施計画において、最終となる第 4 期実施計画は

2018 年度から 2020 年度を対象とし、「総仕上げ実⾏プラン」として、「本市を取り巻く社
会環境の変化や将来の予測を的確に捉えた上で、達成目標以上の成果を挙げ、基本構想に
掲げる将来都市像「元気あふれる創造性豊かな協働・交流都市 あつぎ」を実現させると
ともに、次期総合 計画につなげるための計画」（第 4 期実施計画 pp.1）と位置づけられて
いる。 

基本施策「多様な市⺠活動が共存する社会の実現」に属する事業は以下の 9 つである。
まず市⺠活動の充実に関わるものとして、15 の地域づくり推進委員会似補助金を交付する
「コミュニティ推進事業」、地域集会施設整備の補助金を交付する「地域集会施設建設費
等補助事業」、市⺠活動団体の活動拠点整備と人材育成を⾏う「市⺠活動推進事業」があ
り、協働安全部市⺠協働推進課が担当する。 

次に地域福祉活動の推進に関わるものがあり、社会福祉協議会等に補助・交付金を交付
する「社会福祉団体等助成事業」、市内 15 地区の代表者からなる厚木市地域福祉推進協議
会を開催し、15 地区の地域福祉推進委員会を支援する交付金を交付し、地域福祉計画を策
定する「地域福祉推進事業」、⽣活困窮者の⾃立就労支援の相談及び住居確保給付金を支
給し、就労準備支援及び学習支援を実施する「⽣活困窮者⾃立支援事業」があり、福祉部
福祉総務課が担当する。 
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多文化共⽣社会の実現に関わる「多文化共⽣交流事業」では外国籍市⺠懇話会、⽇本語
講座等、インターナショナリティーサロンの開催、災害時通訳ボランティアの育成を⾏
い、協働安全部市⺠協働推進課が担当する。平和な社会の実現に関わる「平和都市推進事
業」は平和パネル展やピースリングバスツアー等を実施し、福祉部福祉総務課が担当す
る。国際交流の推進に関わる「国際交流推進事業」は海外友好都市間の訪問団の往来や
PR 活動、ホームステイの受け入れ交流事業を⾏う市⺠団体及び市内大学への交付金を⾏
い、政策部企画政策課が担当する。 

もう一方の基本施策「市⺠参加・市⺠協働の推進」に属する事業は以下の 7 つである。
まず⾃律した⾃治の推進に関わる事業として、地方⾃治法上の中核市への移⾏を検討する
「中核市移⾏検討事業」が政策部⾏政経営課を担当としてある。次に市⺠参加・市⺠協働
の仕組みづくりに関わる事業として、市⺠協働推進条例に基づく施策及び取組を⾏ない、
市⺠協働提案事業を実施する「市⺠協働推進事業」があり、協働安全部市⺠協働推進課が
担当する。 

市⺠への積極的な情報提供に関わるのが残りの 5 事業である。「デジタルサイネージ設
置事業」は市内の主要駅にデジタルサイネージを設置し、情報発信力強化を目指すとして
重点事業に指定される。「映像メディア活用事業」ケーブルテレビの毎⽇番組の制作およ
びテレビ神奈川 FM ヨコハマ等の情報番組での PR を⾏う。「ホームページリニューアル事
業」は多様化する端末に対応し、⾏政情報の入⼿性を改善するためのホームページ全面リ
ニューアルを⾏う。「マイタウンクラブリニューアル事業」はインターネット上の公共施
設・イベント等の予約システムであるマイタウンクラブを全面リニューアルし、サービス
の向上を図る。「市⺠対話事業」では⾃治会⻑と市⻑によるフリートーク子育てコミュニ
ティトーク、市⻑の移動談話室を実施し、幅広い市⺠との対話を実施することで市⺠ニー
ズを的確に把握する。このうちホームページとマイタウンクラブのリニューアルは政策部
情報政策課が担当し、残りは市⻑室広報課の担当である。 
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新潟県新発田市公式ホームページ、https://www.city.shibata.lg.jp/index.html 
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2．市議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
⻘木 三枝子 御幸町 3−1−21 無所属 総務 
阿部 聡 五十公野 4837 番地 6 つなぐ会 社会文教 
五十嵐 良一 ⻄簔口 1339 番地 令和会 経済建設 
石山 洋子 板山 2018 番地 公明党 社会文教 
板垣 功 下内竹 546 番地 7 令和会 総務 
板倉 久徳 中央町 5−7−19 令和会 社会文教 
今田 修栄 下中 435 番地 令和会 経済建設 
入倉 直作 真中 1788 番地 共道しばた 経済建設 
⼩川 徹 豊町 4−7−5 令和会 経済建設 
加藤 和雄 佐々木 82 番地 ⽇本共産党 総務 
⼩坂 博司 川尻 65 番地 共道しばた 総務 
⼩林 誠 中曽根町 3-6-6 共道しばた 社会文教 
⼩柳 はじめ 上楠川 388 番地 令和会 総務 
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佐藤 真澄 豊町 4−3−30 ⽇本共産党 社会文教 
中野 廣衛 向中条 624 番地 つなぐ会 経済建設 
中村 功 上石川 204 番地 つなぐ会 総務 
比企 広正 ⻑者館 19 番地 2 令和会 総務 
⽔野 善栄 新富町 3-8-15 令和会 経済建設 
三⺟ 高志 五十公野 4782 番地 共道しばた 総務 
宮崎 光夫 荒川 1863 番地 令和会 社会文教 
宮村 幸男 三ツ椡 1226 番地 ⽇本共産党 経済建設 
湯浅 佐太郎 松岡甲 1855 番地 令和会 総務 
若月 学 ⼩⼾ 1305 番地 令和会 社会文教 
渡邉 葉子 下中 396 番地 6 無所属 社会文教 
渡邊 喜夫 ⻄名柄 3129 番地 公明党 経済建設 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人あおぞらＹＯＧＡ 新潟県新発田市佐々木１９９４番地１ 
特定非営利活動法人⾚とんぼ 新潟県新発田市月岡温泉６７０番地１ 
特定非営利活動法人縁のかけ橋 新潟県新発田市富塚町２丁目８番５号１ 
特定非営利活動法人加治川 新潟県新発田市下⼩中山１１０７番地 
特定非営利活動法人加治川ネット２１ 新潟県新発田市東新町１丁目６番２号 
特定非営利活動法人きいろいふうせん 新潟県新発田市本町３丁目４番２６号 
特定非営利活動法人きらきら家族 新潟県新発田市城北町１丁目１番地１２号 
特定非営利活動法人作業所あゆみ 新潟県新発田市住吉町１丁目７番１７号猿橋コミュ

ニティセンター内 
特定非営利活動法人しば草会 新潟県新発田市荒町甲４９８番地 
特定非営利活動法人新発田科学技術教育ネッ
トワーク 

新潟県新発田市東新町２丁目３番４号 

特定非営利活動法人新発田市総合型地域スポ
ーツクラブ 

新潟県新発田市本町４丁目１６番８３号 

特定非営利活動法人新発田市⼿をつなぐ育成
会 

新潟県新発田市五十公野５１６０−１２ 

特定非営利活動法人新発田まちづくりステー
ション 

新潟県新発田市諏訪町１丁目２番１１号 
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特定非営利活動法人新発田夢工房 新潟県新発田市中曽根町２丁目５番１６号 
特定非営利活動法人⾃立⽣活センター新発田 新潟県新発田市大栄町１丁目２番５号 
特定非営利活動法人セルフディフェンスボラ
ンティア新発田 

新潟県新発田市中央町４丁目１４番１１号 

特定非営利活動法人地域と共に暮らす会 新潟県新発田市五十公野４７７２番地２ 
特定非営利活動法人ネットワークこころ 新潟県新発田市真野原外３４９９番地 
特定非営利活動法人はとの会 新潟県新発田市中央町３丁目４番４号 
特定非営利活動法人フリースペースみのり 新潟県新発田市中央町２丁目１番１３号 
特定非営利活動法人ポジティブライフスポー
ツクラブ 

新潟県新発田市舟入町１丁目１２番２８号 

特定非営利活動法人森と⾃然の会 新潟県新発田市新栄町３丁目５番６号 
特定非営利活動法人ユー＆ミーの会 新潟県新発田市東新町１丁目７番２号 
特定非営利活動法人和 新潟県新発田市藤塚浜一本松２０１１番地３ 
特定非営利活動法人ＳＨＩＢＡＴＡ ＵＮＩ
ＴＥＤ ＦＣ 

新潟県新発田市緑町２丁目３番７号 

 
  



126 
 

 
  



127 
 

 
伊那市公式ホームページ、https://www.inacity.jp/index.html 
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2．市議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
飯島 進 伊那市高遠町⻄高遠 487-7 新風会 総務文教 
飯島 尚幸 伊那市⻄春近 362 公明党 経済建設 
飯島 光豊 伊那市東春近 1992 ⽇本共産党 社会 
池上 直彦 伊那市⻑谷非持 2654 令和クラブ 経済建設 
唐澤 千明 伊那市⻄箕輪 3900-213 新政クラブ 経済建設 
唐澤 稔 伊那市⻄町 5050 叶屋ビル 2F2 号 平成クラブ 社会 
⿊河内 浩 伊那市美篶 4592-3 新政クラブ 総務文教 
⼩林 眞由美 伊那市東春近 2342-4 令和クラブ 社会 
柴 満喜夫 伊那市山寺 702 平成クラブ 総務文教 
白鳥 敏明 伊那市美篶 8917-9 平成クラブ 総務文教 
田畑 正敏 伊那市富県 2459 平成クラブ 社会 
二瓶 裕史 伊那市⽇影 663-3 新風会 経済建設 
野口 輝雄 伊那市⻄箕輪 3900-547 令和クラブ 社会 
⾺場 毅 伊那市山寺 1604 ⽇本共産党 経済建設 
原 一⾺ 伊那市上新田 2527-1 平成クラブ 経済建設 
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前田 久子 伊那市美原 7448-176 公明党 総務文教 
松澤 嘉 伊那市荒井 3540 平成クラブ 経済建設 
三澤 俊明 伊那市福島 1135-2 令和クラブ 総務文教 
宮島 良夫 伊那市東春近 7300-197 新風会 社会 
宮原 英幸 伊那市高遠町勝間 709 平成クラブ 社会 
柳川 広美 伊那市中央 5301-47 南重住宅 E 棟 ⽇本共産党 総務文教 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人伊那芸術文化協会 ⻑野県伊那市荒井３５００番地１、いなっせビル
５Ｆ 

特定非営利活動法人いなじんインターネット ⻑野県伊那市中央４７２６番地２ 
特定非営利活動法人伊那谷菜の花楽舎 ⻑野県伊那市高遠町⻑藤８番地３ 
特定非営利活動法人伊那谷森と人を結ぶ協議会 ⻑野県伊那市高遠町東高遠８７０番地２ 
特定非営利活動法人イロイ・メモリアル・スカラー
シップ 

⻑野県伊那市美篶４９９７番地 

特定非営利活動法人ＳＬＣ ⻑野県伊那市野底７７１２番地６ 
特定非営利活動法人おもいやり ⻑野県伊那市高遠町藤沢３５４０番地１ 
特定非営利活動法人樹 ⻑野県伊那市⻄町５７１０番地１１ 
特定非営利活動法人絆 ⻑野県伊那市⻄町５８５１番地３ 
特定非営利活動法人きずなティーボールスマイル
⻑野 

⻑野県伊那市中央４９４５番地１ 

特定非営利活動法人クラシックワールド ⻑野県伊那市富県９２０３番地 
特定非営利活動法人クローバーコミュニケーショ
ン信州 

⻑野県伊那市上の原６０９０番地７ 

特定非営利活動法人工房・ゆい ⻑野県伊那市荒井４４６２番地４ 
特定非営利活動法人子ども・若者サポートはみん
ぐ 

⻑野県伊那市荒井３５００番地１伊那市⽣涯学習
センター５Ｆ 
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特定非営利活動法人ＳＡＬＡ ⻑野県伊那市高遠町下山田７２７番地 
特定非営利活動法人三風デザイン ⻑野県伊那市荒井３６７２番地 
特定非営利活動法人市⺠活動サポートセンター南
信 

⻑野県伊那市荒井２２番地通り町第一ビル 

特定非営利活動法人信州伝統的建造物保存技術研
究会 

⻑野県伊那市富県８４０３番地 

特定非営利活動法人じりつ支援ネットいな ⻑野県伊那市⼿良中坪１０２番地 
特定非営利活動法人⽇中蒙農業交流協会 ⻑野県伊那市東春近２９１７番地 
特定非営利活動法人⻑谷村の陽だまり ⻑野県伊那市⻑谷中尾１５０番地３ 
特定非営利活動法人はらっぱの会 ⻑野県伊那市山寺２００２番地 
特定非営利活動法人はるちか ⻑野県伊那市東春近９６０番地 
特定非営利活動法人パンセの会 ⻑野県伊那市⻄箕輪６６５０番地１ 
特定非営利活動法人福祉工房オハナ ⻑野県伊那市狐島４４９１番地１ 
特定非営利活動法人フリーキッズ・ヴィレッジ ⻑野県伊那市高遠町山室３００９番地 
特定非営利活動法人ふるさと芸能研究所 ⻑野県伊那市富県９０００番地 
特定非営利活動法人訪問介護あったか伊那 ⻑野県伊那市⽇影１７４番地１ 
特定非営利活動法人薪の会 ⻑野県伊那市⻑谷溝口７４１番地１０ 
特定非営利活動法人まんま畑の家 ⻑野県伊那市⻑谷中尾３４０番地 
特定非営利活動法人南アルプス研究会 ⻑野県伊那市境１６８７番地４ 
特定非営利活動法人美和湖倶楽部 ⻑野県伊那市⻑谷溝口１１３８番地 
特定非営利活動法人森の座 ⻑野県伊那市狐島３７０５番地５ 
特定非営利活動法人山の遊び舎はらぺこ ⻑野県伊那市東春近３６６０番地 
特定非営利活動法人リ・エイド ⻑野県伊那市仙美７８６９番地１ 
特定非営利活動法人リラの里 ⻑野県伊那市荒井３８１９番地１１ 
特定非営利活動法人ろくじ ⻑野県伊那市美篶６７３０番地２ 
特定非営利活動法人Ｄｒｅａｍ Ｃａｋｅ Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ 

⻑野県伊那市上牧６６０８番地１ 
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高山市⾏政情報、https://www.city.takayama.lg.jp/index.html 
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2．市議会議員の分布 
データなし 

3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人ＩＴひだ 岐⾩県高山市石浦町７丁目５８６番地 
特定非営利活動法人安穏塾 岐⾩県高山市下岡本町１６３１番地 
特定非営利活動法人ウェルコミュニティ飛騨 岐⾩県高山市片原町１２番地 
特定非営利活動法人エコスタイル飛騨高山環境プロジェク
ト 

岐⾩県高山市江名子町３１１８番地５ 

特定非営利活動法人奥飛騨・ゆう２１ 岐⾩県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根１７５７番地の
１外字 

特定非営利活動法人おたまくじゃくしの星 岐⾩県高山市清見町福寄５９５番地２ 
特定非営利活動法人かたくりの会 岐⾩県高山市清見町牧ケ洞２２４８番地 
特定非営利活動法人活エネルギーアカデミー 岐⾩県高山市漆垣内町３１８０番地 
特定非営利活動法人学童保育すまいる高山 岐⾩県高山市下林町２０５３番地１ 
特定非営利活動法人クレヨン・ひだ 岐⾩県高山市天満町４丁目６４番地１５丸紅ビル２

階 
特定非営利活動法人元気な里ひだあさひ 岐⾩県高山市朝⽇町一之宿５６１番地 
特定非営利活動法人さわやか飛騨 岐⾩県高山市山田町３２番地１ 
特定非営利活動法人さんしょうの会 岐⾩県高山市三福寺町１２９番地 
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特定非営利活動法人神通砂防 岐⾩県高山市奥飛騨温泉郷村上１４８０番地外字 
特定非営利活動法人すえひろ 岐⾩県高山市新宮町３５７５番地２ 
特定非営利活動法人高山おもちゃ病院 岐⾩県高山市江名子町６２０番地 
特定非営利活動法人ドングリの会 岐⾩県高山市清見町牧ケ洞８４６番地 
特定非営利活動法人⽇本人材交流再⽣機構 岐⾩県高山市鉄砲町４２番地１ 
特定非営利活動法人ネイチャーグレイス・うたてい 岐⾩県高山市丹⽣川町大萱１００６番地２ 
特定非営利活動法人野あそび倶楽部 岐⾩県高山市緑ケ丘町２丁目３１番地 
特定非営利活動法人ハートネット 岐⾩県高山市新宮町３３９１番地１ 
特定非営利活動法人はたらくねっと 岐⾩県高山市岡本町２丁目２５０番地１ 
特定非営利活動法人飛騨インタープリター協会 岐⾩県高山市初田町３丁目４番地 
特定非営利活動法人ヒダ・ココ・プロジェクト 岐⾩県高山市岡本町４丁目３１１番地１４ケア高山

２階 
特定非営利活動法人飛騨⾃然学園 岐⾩県高山市上岡本町２丁目１８０番地３ 
特定非営利活動法人ひだ情報通信フォーラム 岐⾩県高山市上岡本町５丁目５７９番地 
特定非営利活動法人飛騨高山アクティブスポーツクラブ 岐⾩県高山市江名子町２６００番地５８ 
特定非営利活動法人飛騨高山ハンドボールクラブ 岐⾩県高山市⻄之一⾊町３丁目４４３番地 
特定非営利活動法人飛騨高山町家再⽣・住替え支援センタ
ー 

岐⾩県高山市下岡本町２９８２番地１０ 

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会 岐⾩県高山市上岡本町１７５１番地４８ 
特定非営利活動法人陽だまり 岐⾩県高山市下林町９６６番地の１ 
特定非営利活動法人ひなた 岐⾩県高山市国府町桐谷５８１番地 
特定非営利活動法人フィン・ユールアート・ミュージアム
クラブ 

岐⾩県高山市松倉町２１１５番地 

特定非営利活動法人ふくしの郷 岐⾩県高山市岡本町４丁目７番地１ 
特定非営利活動法人ふるさと 岐⾩県高山市久々野町久々野１５０５番地４ 
特定非営利活動法人Ｖネット 岐⾩県高山市桐⽣町２丁目３１５番地７ 
特定非営利活動法人ほのぼの朝⽇ネットワーク 岐⾩県高山市朝⽇町浅井７３６番地 
特定非営利活動法人まちづくりスポット 岐⾩県高山市天満町１丁目５番地８ 
特定非営利活動法人まほろば高山事業団 岐⾩県高山市下岡本町２９１２番地１１ 
特定非営利活動法人まめなかな 岐⾩県高山市⾚保木町９６９番地１ 
特定非営利活動法人もふっこひだ 岐⾩県高山市下岡本町１８５８番地７ 
特定非営利活動法人山と森お援け隊 岐⾩県高山市千島町９００番地１ 
特定非営利活動法人山の⾃然文化研究センター 岐⾩県高山市桐⽣町２丁目３１３番地山下誠内 
特定非営利活動法人結ねっと 岐⾩県高山市下三之町５８番地 
特定非営利活動法人ワイ・アイ・ケー 岐⾩県高山市高根町⼩⽇和田２番地１ 
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高松市公式ホームページ、https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/index.html 



138 
 

2．市議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 
大浦 澄子 ⻄宝町二丁目 11 番 30 号 ⾃由⺠主党議員会 教育⺠⽣ 
三笠 輝彦 一宮町 1722 番地 1 新政同志会 建設消防 
鎌田 基志 川島東町 214 番地 2 ⾃由⺠主党議員会 経済環境 
妻鹿 常男 屋島⻄町 681 番地 3 新政同志会 総務 
香川 洋二 室新町 1156 番地 25 新政同志会 建設消防 
吉峰 幸夫 林町 2508 番地 4 市⺠フォーラム 21 総務 
中村 順一 多賀町一丁目 4 番 17 号 ⾃由⺠主党議員会 建設消防 
竹内 俊彦 松島町三丁目 27 番 27 号 公明党議員会 総務 
岡下 勝彦 岡本町 295 番地 4 ⾃由⺠主党議員会 建設消防 
大山 高子 寺井町 30 番地 13 公明党議員会 経済環境 
⼩比賀 勝博 香川町浅野 143 番地 1 ⾃由⺠主党議員会 教育⺠⽣ 
⻄岡 章夫 国分寺町国分 283 番地 11 ⾃由⺠主党議員会 総務 
井上 孝志 牟礼町牟礼 305 番地 2 ⾃由⺠主党議員会 総務 
十川 信孝 太田上町 427 番地 2 ⾃由⺠主党議員会 総務 
神内 茂樹 ⻲田南町 539 番地 1 ⾃由⺠主党議員会 建設消防 
佐藤 好邦 塩江町安原下第 2 号 1604 番地 1 ⾃由⺠主党議員会 経済環境 
藤原 正雄 ⻄植田町 4874 番地 2 ⾃由⺠主党議員会 経済環境 
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岡田 まなみ 花ノ宮町二丁目 14 番 25−107 号 ⽇本共産党議員団 教育⺠⽣ 
中村 伸一 高松町 1715 番地 ファーマランド F1-508 公明党議員会 経済環境 
春田 敬司 香⻄東町 14 番地 8 公明党議員会 建設消防 
白石 義人 元山町 863 番地 3 ⾃由⺠主党議員会 建設消防 
植田 真紀 仏⽣山町甲 449 番地 2 市⺠派改革ネット 建設消防 
大見 昌弘 木太町 1914 番地 4 ⾃由⺠主党議員会 総務 
田井 久留美 伏石町 1539 番地 公明党議員会 教育⺠⽣ 
大⻄ 智 木太町 1849 番地 1−602 市⺠フォーラム 21 教育⺠⽣ 
中⻄ 俊介 木太町 1423 番地 1 市⺠フォーラム 21 経済環境 
造田 正彦 三谷町 1697 番地 市⺠フォーラム 21 建設消防 
坂下 且人 新田町甲 1492 番地 3 ⾃由⺠主党議員会 経済環境 
橋本 浩之 多肥上町 32 番地 ⾃由⺠主党議員会 教育⺠⽣ 
藤沢 やよい 一宮町 1194 番地 35 ⽇本共産党議員団 経済環境 
中村 秀三 藤塚町二丁目 12 番 7−201 号 公明党議員会 教育⺠⽣ 
杉本 勝利 ⻄山崎町 110 番地 12 ⾃由⺠主党議員会 教育⺠⽣ 
富野 和憲 中間町 598 番地 1 市⺠フォーラム 21 総務 
太田 安由美 松島町二丁目 4 番 12 号 市⺠派改革ネット 総務 
山下 誠 神在川窪町 278 番地 85 ⾃由⺠主党議員会 建設消防 
北谷 悌邦 ⻤無町佐藤 650 番地 新政同志会 教育⺠⽣ 
⻫藤 修 福岡町二丁目 27 番 16 号 ⾃由⺠主党議員会 教育⺠⽣ 
辻 正彦 香南町⻄庄 1163 番地 1 ⾃由⺠主党議員会 総務 
天雲 千恵美 新北町 19 番 21-503 号サーパス茜通り 新政同志会 経済環境 
住谷 篤志 郷東町 117 番地 

プライムガーデン 4F 
⾃由⺠主党議員会 経済環境 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人アーキペラゴ 香川県高松市塩上町１丁目２番７ 
特定非営利活動法人アイルコート 香川県高松市十川⻄町１３０４番地２ 
特定非営利活動法人あ・うん 香川県高松市東山崎町４１５番地２２ 
特定非営利活動法人空き家活用研究会 香川県高松市高松町２０３０番地１ 
特定非営利活動法人あじさいの会 香川県高松市国分寺町国分１２８４番地１ 
特定非営利活動法人Ａｔｈｌｅｔｉｃ Ｌａｂｏ 香川県高松市出作町４２７番地３ 
特定非営利活動法人あそぶんそだつん 香川県高松市桜町１丁目３番２６−４０４号 
特定非営利活動法人アットかがわ 香川県高松市木太町３３５５番地１０ 
特定非営利活動法人アルファ住環境研究所 香川県高松市鍛冶屋町７番地１２号 
特定非営利活動法人イー・プロフェス 香川県高松市上之町２丁目１番４７号 
特定非営利活動法人一嘉会 香川県高松市太田下町２６８９番地１３ 
特定非営利活動法人命あるものみな共に⽣きる会 香川県高松市木太町２８１８番地１ 
特定非営利活動法人命の灯プロジェクト 香川県高松市朝⽇新町３２番２号 
特定非営利活動法人いのちの応援舎 香川県高松市春⽇町１１７６番地 
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特定非営利活動法人ＡＭＡアジアムエタイ協会 香川県高松市香川町川東下１３０５番地ＯＴ
Ａビル３階 

特定非営利活動法人８８ 香川県高松市牟礼町大町６６８番地４７ 
特定非営利活動法人ＥＴＨＩＣＡＬ 香川県高松市牟礼町原１６０１番地３ 
特定非営利活動法人エス・エス・ピー・エス 香川県高松市牟礼町原８８３−１６ 
特定非営利活動法人ＳＷＪＯエンタープライズ 香川県高松市上之町３丁目９番３０号アトリ

エハウス１Ｆ⻄号室 
特定非営利活動法人ＮＰＯ中間支援総合センター 香川県高松市松並町８０２番地１ 
特定非営利活動法人ＥＲＩＣ ＳＰＯＲＴＳ ＰＲＯ
ＪＥＣＴ 

香川県高松市香⻄東町１３７Ａ−１０２ 

特定非営利活動法人オアシス 香川県高松市御厩町４０３番地外字 
特定非営利活動法人男木島⽣活研究所 香川県高松市男木町１４８番地３ 
特定非営利活動法人男木島図書館 香川県高松市男木町１４８番地３ 
特定非営利活動法人男木島の町並み保存推進協議会み
んなの輪 

香川県高松市男木町１８９４ 

特定非営利活動法人奥塩江交流ボランティア協会 香川県高松市塩江町上⻄甲７７番地 
特定非営利活動法人かえる 香川県高松市牟礼町原６０９番地７ 
特定非営利活動法人ＫＡＧＡＹＡＫＩ 香川県高松市牟礼町牟礼１９９８番地２ 
特定非営利活動法人香川県空家空地管理センター 香川県高松市国分寺町福家甲３５５６番地４ 
特定非営利活動法人香川県空き家等対策協会 香川県高松市御厩町１６６０番地外字 
特定非営利活動法人香川県ＥＭ普及協会 香川県高松市春⽇町１２９１番地１ 
特定非営利活動法人香川県運動推進協会 香川県高松市瀬⼾内町４３番４３号 
特定非営利活動法人香川県交通事故救済センター 香川県高松市丸の内１０番２７号 
特定非営利活動法人香川県里山ボランティアガイド組
合 

香川県高松市多肥上町４５７番地４２ 

特定非営利活動法人香川県社会就労センター協議会 香川県高松市元山町１１９３番地２ 
特定非営利活動法人香川県就労支援事業者機構 香川県高松市福田町１０番１ 
特定非営利活動法人香川県定期借地借家権推進機構 香川県高松市出作町３８３番地２ 
特定非営利活動法人香川県⽇本中国友好協会 香川県高松市中央町３番１３号 
特定非営利活動法人香川県不動産コンサルティング協
会 

香川県高松市御厩町１６６０番地外字 

特定非営利活動法人香川県要約筆記サークルゆうあい 香川県高松市岡本町１７３７番地１ 
特定非営利活動法人香川県料理研究会讃岐倶楽部 香川県高松市松縄町５０番地２１ 
特定非営利活動法人香川県レクリエーション協会 香川県高松市栗林町２丁目６番５号 
特定非営利活動法人香川国際ボランティアセンター 香川県高松市松縄町１０７５番地２３ 
特定非営利活動法人かがわサポートセンターリンク 香川県高松市元山町１０６０番地２ 
特定非営利活動法人香川さをりひろば 香川県高松市三谷町３５１８番地１６ 
特定非営利活動法人香川シニア土木技術者協働クラブ 香川県高松市塩上町１丁目３−６ナイバビル

５階５１０号 
特定非営利活動法人かがわ⾃由塾 香川県高松市松島町１丁目１７番１０号 
特定非営利活動法人香川糖尿病支援まんでがん 香川県高松市⻤無町藤井４３５−１医療法人

財団博仁会キナシ大林病院内 
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特定非営利活動法人香川トレーナー協会 香川県高松市瀬⼾内町４３番４３号 
特定非営利活動法人香川トレッキングクラブ 香川県高松市檀紙町１９７５番地 
特定非営利活動法人香川南部⼿をつなぐ育成会 香川県高松市香川町川内原２４８４番地３ 
特定非営利活動法人香川⽇越友好協会 香川県高松市塩上町１０番５号 
特定非営利活動法人香川のみどりを育む会 香川県高松市岡本町３２番地１７ 
特定非営利活動法人香川ボランティア・ＮＰＯネット
ワーク 

香川県高松市藤塚町１丁目１３番９号 

特定非営利活動法人かがわ有機ネットワーク 香川県高松市屋島東町１５３６番地 
特定非営利活動法人かしのみ 香川県高松市勅使町１４９番地１ 
特定非営利活動法人風の谷 香川県高松市田村町９２９番地６ 
特定非営利活動法人カマタマーレスポーツクラブ 香川県高松市春⽇町９６０番地高松大学・高松

短期大学地域連携センター内 
特定非営利活動法人空⼿道修慧会 香川県高松市香南町由佐２５６番地２１ 
特定非営利活動法人環瀬⼾内⾃然免疫ネットワーク 香川県高松市林町２５５７番地４ 
特定非営利活動法人学⽣服リユース協会 香川県高松市伏石町２１５０番地６ 
特定非営利活動法人がんばる学⽣就職支援ネットワー
ク 

香川県高松市木太町１６８０番地４ 

特定非営利活動法人木と家の会 香川県高松市川島本町２３９番地 
特定非営利活動法人きぼうの木 香川県高松市屋島⻄町２１０５番地２４ 
特定非営利活動法人ギャラリーＭＯＮ 香川県高松市朝⽇町２丁目１４番７号 
特定非営利活動法人クオリティライフ 香川県高松市上天神町６８９番地２ 
特定非営利活動法人クリア 香川県高松市勅使町１４９番地１ 
特定非営利活動法人Ｋｕｒｕ Ｋｕｒｕ 香川県高松市多肥上町１３６９番地９ 
特定非営利活動法人グリーフワークかがわ 香川県高松市東ハゼ町１６番地１ 
特定非営利活動法人グループホームネット香川 香川県高松市成合町５５９番地１５ 
特定非営利活動法人グローカル四国 香川県高松市⽣島町６０２−５ 
特定非営利活動法人グローバルニームジャパン 香川県高松市兵庫町４番地４ 
特定非営利活動法人月秀 香川県高松市中央町１７番２６号 
特定非営利活動法人コアラサポート 香川県高松市円座町１１２４番地６ 
特定非営利活動法人後見ネットかがわ 香川県高松市番町１丁目１０番３５号 
特定非営利活動法人弘⽣会 香川県高松市屋島⻄町２２８１番地１７ 
特定非営利活動法人幸来会 香川県高松市林町６９３番地１ 
特定非営利活動法人こがも 香川県高松市紙町５３８番地３ 
特定非営利活動法人国分寺まちづくり協議会 香川県高松市国分寺町国分１４００番地１ 
特定非営利活動法人志 香川県高松市三条町５番６号 
特定非営利活動法人子育てネットひまわり 香川県高松市出作町東原３８２番地１ 
特定非営利活動法人こどもの安全を守る会ちゃいるど
ｅｙｅ 

香川県高松市国分寺町新居３４９番地４ 

特定非営利活動法人子どもの虐待防止ネットワーク・
かがわ 

香川県高松市太田上町上原７４番地５号 

特定非営利活動法人こにふぁくらぶ 香川県高松市十川東町９３１番地７ 
特定非営利活動法人コミュニティビジネス・しおのえ 香川県高松市塩江町安原下第２号１６４５番
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地 
特定非営利活動法人ＧＯＲＯ・ＧＯＲＯ 香川県高松市伏石町２１７３番地５ 
特定非営利活動法人さぬき漆 香川県高松市上福岡町２０１７番地４讃岐漆

芸美術館内 
特定非営利活動法人さぬき映画倶楽部 香川県高松市浜ノ町６９番３２号 
特定非営利活動法人讃岐国分寺太鼓保存会 香川県高松市国分寺町新居１４３０番地４ 
特定非営利活動法人さぬき茶の湯文化潜思 香川県高松市高松町２４４６番地 
特定非営利活動法人さぬき未来の会 香川県高松市十川⻄町１７１番地４ 
特定非営利活動法人シーガルスポーツクラブ 香川県高松市新北町１番１１号 
特定非営利活動法人シエンタ 香川県高松市東山崎町４７８番地２ 
特定非営利活動法人しおのえ 香川県高松市塩江町上⻄乙１１１８番地８ 
特定非営利活動法人四国ステップアップ・コンサルテ
ィンググループ 

香川県高松市一宮町９１０−４１ 

特定非営利活動法人四国ネット 香川県高松市浜ノ町８番３３号 
特定非営利活動法人四国の道路サポータクラブ 香川県高松市木太町２６８４番地１−９０５ 
特定非営利活動法人四国ブロックフリースクール研究
会 

香川県高松市上之町３丁目３番７号 

特定非営利活動法人⾃然塾ぴょんぴょん 香川県高松市太田下町３０２５番地１２ 
特定非営利活動法人シニアと地域を元気にする会 香川県高松市本町７番１１号 
特定非営利活動法人シニアネットかがわ 香川県高松市屋島⻄町２４５３番地３６ 
特定非営利活動法人東雲会 香川県高松市木太町４３０２番地１２ 
特定非営利活動法人就労サポートセンター 香川県高松市勅使町１４９番地１ 
特定非営利活動法人障害者在宅就労サポートＺｅ．Ｒ
ｏ 

香川県高松市成合町７８４番地３フォブール
タウン成合Ａ１０５ 

特定非営利活動法人障害児者ゴーゴースクラム 香川県高松市紙町新開５０番地３ 
特定非営利活動法人⾃転車の安全利用推進会議 香川県高松市今里町２番地１ 
特定非営利活動法人ジャラクエンタープライズ 香川県高松市今里町１丁目１７番地２０号 
特定非営利活動法人⾃立ケアシステム香川 香川県高松市田村町１２００番地１ 
特定非営利活動法人⾃立⽣活センター・高松 香川県高松市田村町１２００番地１ 
特定非営利活動法人すずらんの会 香川県高松市前田東町５８５番地５ 
特定非営利活動法人すぷーん 香川県高松市田村町４７１番地２ 
特定非営利活動法人スマイルサポート香川 香川県高松市由良町４３８番地２６ 
特定非営利活動法人スマイルドッグ 香川県高松市太田上町２４０番地１ 
特定非営利活動法人スローライフ 香川県高松市瀬⼾内町１番２６号 
特定非営利活動法人瀬⼾内こえびネットワーク 香川県高松市サンポート１番１号 
特定非営利活動法人せとうちＪ・ブルー 香川県高松市多肥下町１５７０番地４エステ

ート久保２０５号 
特定非営利活動法人瀬⼾内・女木アイランド振興会 香川県高松市女木町１５番地２２ 
特定非営利活動法人洗心会 香川県高松市⻤無町⻤無２６６番地８ 
特定非営利活動法人税を通して社会貢献を考える会 香川県高松市上之町２丁目１番４８号 
特定非営利活動法人全⽇本介護ボランティア協会 香川県高松市香南町⻄庄６９２番地１ 
特定非営利活動法人泰寿 香川県高松市林町２４７番地２ 
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特定非営利活動法人高松・絆ねっとハイジ 香川県高松市多肥上町１６２２番地１２ 
特定非営利活動法人高松芸術文化市⺠協議会 香川県高松市丸⻲町１４−４ 
特定非営利活動法人高松市知的障害児者ネットワーク
みんなの広場 

香川県高松市福岡町２丁目２４番１０号 

特定非営利活動法人たかまつ市⺠活動応援団 香川県高松市室新町１１３８番地 
特定非営利活動法人たかまつ新体操教室 香川県高松市円座町１４６３番地１６ 
特定非営利活動法人高松城の復元を進める市⺠の会 香川県高松市丸⻲町１３番地２（高松丸⻲町商

店街振興組合内） 
特定非営利活動法人高松ストーマケア・創傷ケア検討
会 

香川県高松市木太町２９９７番地１０ 

特定非営利活動法人たかまつ男女共同参画ネット 香川県高松市太田上町７１５番地５ 
特定非営利活動法人高松地域活性化支援センター 香川県高松市庵治町６５２番地５ 
特定非営利活動法人高松ルネサンス 香川県高松市栗林町３丁目２番１１号 
特定非営利活動法人高松Ｒｅｃｏｖｅｒｙ＆Ｈｏｐｅ 香川県高松市屋島⻄町２４７９番地２１ 
特定非営利活動法人地域縁結びネットワーク 香川県高松市国分寺町国分２２４３番地４ 
特定非営利活動法人地域活性化支援機構 香川県高松市勅使町１８１番地１ 
特定非営利活動法人地域活性化推進機構 香川県高松市幸町２番１号 
特定非営利活動法人地域史図書館 香川県高松市高松町１７９８番地１ 
特定非営利活動法人⻑寿社会支援協会 香川県高松市松並町８０２番地１ 
特定非営利活動法人ＴＡＧ会 香川県高松市木太町２１９１番地１ 
特定非営利活動法人⼿と⼿と⼿ 香川県高松市⻤無町藤井２９６番地３ 
特定非営利活動法人⼿をつなぐ香川後見センター 香川県高松市檀紙町八幡１４５２番地２ 
特定非営利活動法人天健・ＢＦＢ法の会 香川県高松市香⻄⻄町３４９番地４ 
特定非営利活動法人トータル・サポート 香川県高松市新田町甲１８１６番地 
特定非営利活動法人東北ボランティア有志の会香川 香川県高松市牟礼町原４８番地７ 
特定非営利活動法人どんぐりネットワーク 香川県高松市川島東町９６３番地１ 
特定非営利活動法人なかよしクラブ 香川県高松市多肥上町１番地３ 
特定非営利活動法人なずな 香川県高松市国分寺町新名２５１番地１サニ

ーコーポラス国分寺Ｇ２０１ 
特定非営利活動法人なないろ 香川県高松市新田町甲１０１５番地 
特定非営利活動法人⻄高松スポーツクラブ 香川県高松市香⻄北町４番１号 
特定非営利活動法人⻄⽇本入れ⻭回収機構 香川県高松市屋島⻄町２３１９番地１ 
特定非営利活動法人⽇本インバウンド協会 香川県高松市木太町２２０６番地１ 
特定非営利活動法人⽇本エコシステム協会 香川県高松市上福岡町１２９２番地１ 
特定非営利活動法人⽇本ケアシステム協会 香川県高松市松並町８０２番地１ 
特定非営利活動法人⽇本ケアフィットサービス協会四
国 

香川県高松市高松町１４４７番地４７ 

特定非営利活動法人⽇本スポーツトレーナー医科学連
盟 

香川県高松市香川町浅野１００３番地１ 

特定非営利活動法人⽇本創造再⽣振興協会ＮＯＡＨ 香川県高松市常磐町１丁目３−１⽡町ＦＬＡ
Ｇ８階高松市⺠活動センター内１６号 

特定非営利活動法人⽇本治癒力研究協会 香川県高松市寿町１丁目４番３号高松中央通
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りビル２階 
特定非営利活動法人⽇本福祉サポートセンター 香川県高松市多賀町３丁目４番１９号 
特定非営利活動法人⽇本メンズヘルスネットワーク 香川県高松市高松町２４４６番地 
特定非営利活動法人にらいかない 香川県高松市春⽇町１２８７番地３ 
特定非営利活動法人ねね 香川県高松市国分寺町国分２８５番地１ 
特定非営利活動法人農幸⽣活 香川県高松市瀬⼾内町４３−７７パティオス

１階 
特定非営利活動法人農村歌舞伎祇園座保存会 香川県高松市香川町東谷８７３番地３高松市

東谷コミュニティセンター 
特定非営利活動法人ハーティ 香川県高松市牟礼町原１３番地１ 
特定非営利活動法人ハイ・フォロー・ステーション 香川県高松市男木町１８４３番地 
特定非営利活動法人はじめの一歩 香川県高松市庵治町５７３２番地 
特定非営利活動法人パルネット香川 香川県高松市伏石町２０７８番地１０ 
特定非営利活動法人ひかりエコ・エンジニアリング 香川県高松市檀紙町１９８５番地３ 
特定非営利活動法人光半導体デバイス応用技術研究所 香川県高松市東浜町１丁目３番地１ＪＡＧビ

ル２階 
特定非営利活動法人ＢＩＧスマイル 香川県高松市楠上町２丁目６番３６号 
特定非営利活動法人フードバンク香川 香川県高松市番町１丁目１０番３５号 
特定非営利活動法人福島の子どもたち香川へおいでプ
ロジェクト 

香川県高松市⻄内町７番２５号 

特定非営利活動法人フリーウィル 香川県高松市中野町２５番地２２号 
特定非営利活動法人フレンズ 香川県高松市木太町２６２４番地６ 
特定非営利活動法人仏⽣山魂再開発フォーラム 香川県高松市出作町３８３番地２ 
特定非営利活動法人プラセール・スポーツ・ソサエテ
ィ 

香川県高松市楠上町２丁目３番７−５０８号 

特定非営利活動法人プレミ親の会 香川県高松市下田井町３２４番地６ 
特定非営利活動法人へき地とあゆむ薬剤師 香川県高松市⻲岡町９番２０号 
特定非営利活動法人遍路とおもてなしのネットワーク 香川県高松市高松町２３０６番地３ 
特定非営利活動法人ほがらかタント 香川県高松市⽡町２丁目９番地９ 
特定非営利活動法人ほっと支援キラキラ 香川県高松市庵治町６３９１番地７７ 
特定非営利活動法人ほのぼのワークハウス 香川県高松市牟礼町原７６５番地 
特定非営利活動法人ぼのぼの福祉会 香川県高松市鹿角町字下所９３９番地１ 
特定非営利活動法人マイシアター高松 香川県高松市上之町２丁目９番２３号 
特定非営利活動法人マインドファースト 香川県高松市本町９番３号白井ビル４０３ 
特定非営利活動法人まるごと教育福祉会・にじ⾊らん
ど 

香川県高松市牟礼町大町１８２８番地５ 

特定非営利活動法人まんまるサポート 香川県高松市栗林町１丁目１番１２−１２０
１号 

特定非営利活動法人未来創健 香川県高松市川島本町４９７番地１ 
特定非営利活動法人⺠間災害管理機構 香川県高松市今里町２丁目９番地８ 
特定非営利活動法人みんそら 香川県高松市国分寺町国分４８番地 
特定非営利活動法人みんなでつくる⾃然史博物館・香 香川県高松市中野町２３番２号香川県森林組
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川 合連合会館２階 
特定非営利活動法人むつみ会 香川県高松市常磐町２丁目１０番３３号 
特定非営利活動法人面会交流支援センター香川 香川県高松市木太町３４１６番地２ 
特定非営利活動法人森のようちえんお山歩隊 香川県高松市⻲田町２９３番地２ 
特定非営利活動法人屋島やすらぎ 香川県高松市屋島東町１４１４番地 
特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ 香川県高松市屋島⻄町２４７９番地１２ 
特定非営利活動法人よみがえり 香川県高松市⻄植田町９５２番地３５ 
特定非営利活動法人らでぃっしゅ福祉会 香川県高松市鹿角町４４５番地１ 
特定非営利活動法人Ｌʼｅｓｐａｃｅ ｌａｂｏ 香川県高松市国分寺町国分１２１８番地７ 
特定非営利活動法人わがこと 香川県高松市多肥下町６１−３ 
特定非営利活動法人わははネット 香川県高松市大工町１番地４ 
特定非営利活動法人ＢＯＮにゃん 香川県高松市⻲井町１−２ 
特定非営利活動法人ｅ−Ｈｅａｌｔｈ Ｃａｒｅ Ｉ
ｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｉｎ Ｋａｇａｗａ 

香川県高松市林町２２１７番地１６ＦＲＯＭ
香川２Ｃ 

特定非営利活動法人ＩＴやりましょん 香川県高松市屋島⻄町２４４４番地４６ 
特定非営利活動法人ＩＴＣかがわ 香川県高松市六条町１７５番地３税理⼠法人

六条内 
特定非営利活動法人ＫＦＥ 香川県高松市多肥下町４３番地４ 
特定非営利活動法人ＮＰＯ賃貸住宅支援センターみの
り 

香川県高松市伏石町２０１６番地２０ 
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延岡市−Nobeoka City―、http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/index.html 
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2．市議会議員の分布 

 
 

氏名 住所 会派 常任委員会 

松田 和己 延岡市出北 6 丁目 1620-1 友愛クラブ 議⻑ 

吉本 靖 延岡市緑ケ丘 2 丁目 31-29 友愛クラブ 産業建設委員会 

松田 勝則 延岡市北一ケ岡 2 丁目 7-3 友愛クラブ 厚⽣教育委員会 

峯田 克明 延岡市大貫町 5 丁目 2366-2 無所属 厚⽣教育委員会 

猪之鼻 哲 延岡市伊達町 1 丁目 17-14 令和のべおか市⺠派クラブ 厚⽣教育委員会 

比江島 久美子  延岡市伊達町 3 丁目 6005-2 公明党市議団 総務政策委員会 

柴 浩信 延岡市北浦町古江 2405 ⾃⺠党きずなの会 総務政策委員会 

甲斐 忠篤 延岡市北方町早⽇渡⺒ 435 ⾃⺠党きずなの会  厚⽣教育委員会 

北林 幹雄 延岡市北川町川内名 7232 ⾃⺠党きずなの会  産業建設委員会 

田村 吉宏 延岡市桜ケ丘 1 丁目 20-14 友愛クラブ 産業建設委員会 

甲斐 ⾏雄 延岡市川島町 1928-8 友愛クラブ 総務政策委員会 

⻑友 幸子 延岡市伊形町 5932-16 社⺠党市議団 総務政策委員会 

松本 哲也 延岡市北川町⻑井 5539 社⺠党市議団 厚⽣教育委員会 

甲斐 正幸 延岡市恒富町 1 丁目 5-1 令和のべおか市⺠派クラブ 総務政策委員会 

三上 毅 延岡市⻑浜町 2 丁目 1916-10 公明党市議団 産業建設委員会 

⼩野 正二 延岡市富美山町 451-3 公明党市議団 厚⽣教育委員会 
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白石 良盛 延岡市大門町 107-5 ⾃⺠党きずなの会 厚⽣教育委員会 

下田 英樹 延岡市富美山町 528-17 向山ハイツ 202 友愛クラブ 総務政策委員会 

本部 仁俊 延岡市塩浜町 4 丁目 1717-45 友愛クラブ 厚⽣教育委員会 

早瀨 賢一 延岡市大貫町 4 丁目 2910-1 友愛クラブ 産業建設委員会 

平田 信広 延岡市岡元町 320 無会派(⽇本共産党) 産業建設委員会 

上杉 泰洋 延岡市土々呂町 2 丁目 674-82 令和のべおか市⺠派クラブ 産業建設委員会 

河野 治満 延岡市川島町 3844-1 令和のべおか市⺠派クラブ 厚⽣教育委員会 

佐藤 誠 延岡市舞野町 2147-1 ⾃⺠党きずなの会 総務政策委員会 

松田 満男 延岡市大貫町 4 丁目 2964 ⾃⺠党きずなの会 総務政策委員会 

中城 あかね 延岡市下三輪町 1498 ⾃⺠党きずなの会 産業建設委員会 

稲田 雅之 延岡市土々呂町 5 丁目 1246 ⾃⺠党きずなの会 産業建設委員会 
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3．NPO の分布 

 
 

特定非営利活動法人あさがおの会 宮崎県延岡市古城町２丁目１０番地４ 
特定非営利活動法人アスリートタウンのべおか 宮崎県延岡市東本⼩路１３１番地５ 
特定非営利活動法人ＮＰＯのべおか 宮崎県延岡市南町１丁目４番地１ 
特定非営利活動法人金堂ケ池を美しくする会 宮崎県延岡市大貫町３丁目１１０４番地４ 
特定非営利活動法人学校支援のべおかはげまし隊 宮崎県延岡市東本⼩路１３１番地５延岡市⺠協働まちづくり

センター内 
特定非営利活動法人Ｇａｎａｒ 宮崎県延岡市大貫町２丁目２９９２番地ジュンバード５０３

号室 
特定非営利活動法人北浦お守り隊 宮崎県延岡市北浦町古江２４３３番地１ 
特定非営利活動法人げんき 宮崎県延岡市愛宕町３丁目１６１番地 
特定非営利活動法人コノハナロード延岡市⺠応援
隊 

宮崎県延岡市夏田町５３１５ 

特定非営利活動法人五ケ瀬川流域ネットワーク 宮崎県延岡市大武町１２８１番地 
特定非営利活動法人ささゆり 宮崎県延岡市緑ケ丘４丁目１９番６号 
特定非営利活動法人ＳＵＮクラブひまわり 宮崎県延岡市野地町４丁目３５３４番地−１ 
特定非営利活動法人ジャンプ 宮崎県延岡市伊達町２丁目５８３５番地１ 
特定非営利活動法人⾃立⽣活支援延岡ほほえみの
会 

宮崎県延岡市惣領町４番１８号 

特定非営利活動法人すまいる 宮崎県延岡市川島町２７３３番地１ 
特定非営利活動法人スマイルテニス研究所 宮崎県延岡市大貫町５丁目２３００番地１ 
特定非営利活動法人太陽の里 宮崎県延岡市無鹿町２丁目３２８１番地 
特定非営利活動法人チーム・プライム 宮崎県延岡市三須町８８６番地 
特定非営利活動法人地域支援センターつながり 宮崎県延岡市古城町５丁目１７番地５ 
特定非営利活動法人つくしんぼ 宮崎県延岡市桜園町１５７番地１ 
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特定非営利活動法人電動車いすサッカー普及協会 宮崎県延岡市伊形町４９９０番２ 
特定非営利活動法人⽇本産材活用プロジェクト 宮崎県延岡市塩浜町４丁目１６４０番１号 
特定非営利活動法人のべおか健寿ささえ愛隊 宮崎県延岡市東本⼩路１３１番地５ 
特定非営利活動法人延岡市しょうがい者大輪の会 宮崎県延岡市安賀多町２丁目２番地３ 
特定非営利活動法人延岡市⼿をつなぐ育成会 宮崎県延岡市高千穂通３７７６ 
特定非営利活動法人延岡市ボランティア協会 宮崎県延岡市東本⼩路１３１番地５延岡市⺠協働まちづくり

センター内 
特定非営利活動法人のべおか市⺠力市場 宮崎県延岡市東本⼩路１３１番地５ 
特定非営利活動法人のべおか城昇会 宮崎県延岡市大貫町５丁目１７３６番地 
特定非営利活動法人のべおかスポーツクラブ 宮崎県延岡市平原町１丁目８６７番地４ 
特定非営利活動法人のべおか天下一市⺠交流機構 宮崎県延岡市東本⼩路１３１番地５ 
特定非営利活動法人ひがしっこ児童クラブ 宮崎県延岡市出北５丁目１２番１号 
特定非営利活動法人ひむか感動体験ワールド 宮崎県延岡市東本⼩路１３１番地５ 
特定非営利活動法人⽇向の国笑いと癒し研究所 宮崎県延岡市妙見町３８７８番地１９９ 
特定非営利活動法人フォルトゥナ延岡フットボー
ルクラブ 

宮崎県延岡市土々呂町３丁目８４６番地２９ 

特定非営利活動法人福祉支援協会ライフサークル 宮崎県延岡市富美山町５１３番地５ 
特定非営利活動法人みやざき保健・福祉サービス評
価機構 

宮崎県延岡市塩浜町３丁目１７５２番地９ 

特定非営利活動法人芽ばかり会 宮崎県延岡市高千穂通３７７６番 
特定非営利活動法人Ｒｅライフスタイル延岡 宮崎県延岡市上伊形町１４０９番地１ 
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第Ⅲ部 

 
 

⽇本・56（51）都市分析の中間報告 

―『⾏政サービスと市⺠参加に関する⾃治体全国調査』の 

二時点（JIGS2:2007-JIGS4：2017）比較分析― 

 
 
 

⼾川和成 
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1． 比較分析の対象に設定した 56 都市リスト 
 

本資料は、市⺠との協働による地域社会運営（都市ガバナンス）の理解を図る、モノグ
ラフ（中間報告レポート）である。本資料を作成するにあたって、筆者は以下の 56 都市
リストのうち JIGS2 と JIGS4 にともに回答した 51 団体に限定して分析を⾏った。 

 
JCODE 自治体名 JIGS4-LG 調査 

回答団体 
JIGS2-LG 調査 

回答団体 
JIGS4・JIGS2 回答団体 

本報告の分析対象 
3201 盛岡市 1 1 1 
3202 宮古市 1 1 1 
8201 ⽔⼾市 1 1 1 
8216 笠間市 1 0 0 
8220 つくば市 1 0 0 
13115 杉並区 1 1 1 
13120 練馬区 1 0 0 
14212 厚木市 1 1 1 
15206 新発田市 1 1 1 
20209 伊那市 1 1 1 
45203 延岡市 1 1 1 
21203 高山市 1 1 1 
37201 高松市 1 1 1 
1100 札幌市 1 1 1 
2206 十和田市 1 1 1 
6201 山形市 1 1 1 
6203 鶴岡市 1 1 1 
7212 南相馬市 1 1 1 
8203 土浦市 1 1 1 
8217 取手市 1 0 0 
8221 ひたちなか市 1 1 1 
9206 日光市 1 1 1 
11202 熊谷市 1 1 1 
13101 千代田区 1 1 1 
13103 港区 1 0 0 
13105 文京区 1 1 1 
13108 江東区 1 1 1 
13110 目⿊区 1 1 1 
13112 世田谷区 1 1 1 
13114 中野区 1 1 1 
13119 板橋区 1 1 1 
13121 足立区 1 1 1 
13123 江⼾川区 1 1 1 
13207 昭島市 1 1 1 
13224 多摩市 1 1 1 
14201 横須賀市 1 1 1 
15205 柏崎市 1 1 1 
17206 加賀市 1 1 1 
20202 松本市 1 1 1 
20203 上田市 1 1 1 
20205 飯田市 1 1 1 
21205 関市 1 1 1 
22203 沼津市 1 1 1 
23201 豊橋市 1 1 1 
24203 伊勢市 1 1 1 
24216 伊賀市 1 1 1 
26100 京都市 1 1 1 
27140 堺市 1 1 1 
27205 吹田市 1 1 1 
28100 神⼾市 1 1 1 
32201 松江市 1 1 1 
33203 津山市 1 1 1 
34100 広島市 1 1 1 
40203 久留米市 1 1 1 
45202 都城市 1 1 1 
47201 那覇市 1 1 1 
合計  56 団体 51 団体 51 団体 

注）各セルの値：1=該当（調査実施済み）、0＝非該当（調査未実施） 
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2．住⺠⾃治について 
 
2-1 ⾃治会、町内会、区会等の近隣住⺠組織を定めた条例・要綱の有無（LG 調査・Q2） 
 
 ⾏政サービスと市⺠参加に関する⾃治体全国調査 Q2 において、⾃治会、町内会、区会
等の近隣住⺠組織について、市/区が定める条例・要綱等の状況について「1=条例、2=要
綱、3=なし」によって把握している。以下の表 1 および表 2 は、調査し得た都市の状況を
示し、「制定の度合い」は、「組織名称」、「連合組織」、「補助金支出根拠」、「その他」に関
する条例ないし要綱の有無によって、制度化の度合いを合計数で把握したものである。 
 
表 1 個票：条例/要綱の有無（JIGS2） 

  組織名称 連合組織 補助金 
支出根拠 

業務受託 
情報 その他 制定の度合い 

札幌市 0 0 2 0 0 1 
十和田市 0 0 2 1 0 2 
盛岡市 0 0 2 1 0 2 
宮古市 0 0 0 2 0 1 
山形市 0 2 1 3 0 2 
鶴岡市 0 0 2 2 0 2 
南相馬市 2 0 2 1 0 3 
⽔⼾市 0 0 2 0 0 1 
土浦市 0 0 3 0 0 0 
ひたちなか 0 0 2 0 2 2 
日光市 0 0 0 3 0 0 
熊谷市 0 0 2 0 0 1 
千代田区 0 0 2 0 0 1 
文京区 0 2 1 0 0 2 
江東区 0 0 2 2 0 2 
目⿊区 0 0 0 2 0 1 
世田谷区 0 0 2 0 0 1 
中野区 0 0 2 0 0 1 
杉並区 2 0 2 0 0 2 
板橋区 0 0 2 0 0 1 
足立区 0 0 2 0 0 1 
江⼾川区 0 0 3 0 0 0 
昭島市 0 0 2 0 0 1 
多摩市 0 0 2 0 0 1 
横須賀市 0 0 2 0 1 2 
厚木市 0 0 2 0 0 1 
柏崎市 0 0 2 0 0 1 
新発田市 0 0 2 2 0 2 
加賀市 0 0 2 0 0 1 
松本市 0 0 2 0 0 1 
上田市 0 0 2 0 0 1 
飯田市 0 0 2 0 0 1 
伊那市 0 0 2 0 0 1 
高山市 0 0 2 0 0 1 
関市 0 3 3 0 1 1 
沼津市 2 0 2 0 0 2 
豊橋市 0 0 0 0 0 0 
伊勢市 0 0 2 2 0 2 
伊賀市 1 0 2 2 0 3 
京都市 0 0 0 0 0 0 
堺市 0 0 2 0 0 1 
吹田市 0 0 2 0 0 1 
神⼾市 1 0 2 1 1 4 
松江市 0 3 3 3 0 0 
津山市 0 0 2 0 0 1 
広島市 0 0 0 0 0 0 
高松市 0 2 2 0 0 2 
久留米市 0 0 2 0 0 1 
都城市 0 0 2 2 0 2 
延岡市 0 0 3 3 0 0 
那覇市 0 2 1 2 0 3 
表記）値＝1：条例、2=要綱、3=規則、0＝無し   
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表 2 個票：条例/要綱の有無（JIGS4） 
  条例/要綱有無 条例/要綱制

定度   組織名称 連合組織 補助金 
支出根拠 

業務受託 
情報 その他 

札幌市 0 0 2 0 0 1 
十和田市 0 0 2 0 0 1 
盛岡市 0 0 2 0 0 1 
宮古市 0 0 2 0 0 1 
山形市 0 0 0 0 0 0 
鶴岡市 0 0 2 0 0 1 
南相馬市 1 0 2 0 0 2 
⽔⼾市  0 2 2 0 0 2 
土浦市 2 0 2 0 0 2 
ひたちなか市 0 2 2 0 2 3 
日光市 0 0 2 0 0 1 
熊谷市 0 0 0 0 0 0 
千代田区 0 0 2 0 0 1 
文京区 0 0 2 0 0 1 
江東区 0 0 2 0 0 1 
目⿊区 0 0 2 2 2 3 
世田谷区 0 0 2 0 0 1 
中野区 0 0 2 0 0 1 
杉並区 0 0 2 0 2 2 
板橋区 0 0 2 0 0 1 
足立区 0 0 2 2 0 2 
江⼾川区 0 0 1 0 0 1 
昭島市 0 0 2 0 0 1 
多摩市 0 0 2 0 0 1 
横須賀市 0 0 2 0 0 1 
厚木市 0 0 2 0 0 1 
柏崎市 0 0 2 0 0 1 
新発田市 0 0 2 2 0 2 
加賀市 0 2 2 0 0 2 
松本市 0 0 2 0 0 1 
上田市 0 0 0 0 0 0 
飯田市 0 0 2 0 1 2 
伊那市 0 0 0 0 0 0 
高山市 0 0 2 0 0 1 
関市 0 2 2 0 0 2 
沼津市 0 0 2 0 0 1 
豊橋市 0 0 2 0 0 1 
伊勢市 0 0 2 0 0 1 
伊賀市 0 0 2 0 0 1 
京都市 0 0 0 0 1 1 
堺市 0 0 2 0 0 1 
吹田市 0 0 2 0 0 1 
神⼾市 0 0 0 0 0 0 
松江市 0 0 2 2 0 2 
津山市 0 0 2 0 0 1 
広島市 0 0 0 0 0 0 
高松市 0 0 2 0 0 1 
久留米市 1 0 2 2 0 3 
都城市 2 0 0 2 0 2 
延岡市 0 0 2 1 0 2 
那覇市 0 2 2 0 0 2 
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 表 3 は⾃治会、町内会、区会等の近隣住⺠組織について定める条例・要綱の制度整備の状
況を、二時点に分けて集計したものである。比較可能な 51 都市に限定してみると、ここ 10
年の間に、とりわけ補助金支出根拠に関して明記する要綱が 72.5％から 82.4％に大きく増
えている。（ただし、それ以外は減っているものが多い。理由は検討必要。） 
 
表 3 条例・要綱の制定に関する単純集計結果 

  
JIGS2 JIGS4 

n/有り N ％ n/有り N ％ 
条例 名称 2 51 3.9 2 51 3.9 

 連合組織 0 51 0.0 0 51 0.0 
 補助金支出根拠 3 51 5.9 1 51 2.0 
 業務受託情報 4 51 7.8 1 51 2.0 

  その他 3 51 5.9 2 51 3.9 
要綱 名称 3 51 5.9 2 51 3.9 

 連合組織 4 51 7.8 5 51 9.8 
 補助金支出根拠 37 51 72.5 42 51 82.4 
 業務受託情報 9 51 17.6 6 51 11.8 

  その他 1 51 2.0 3 51 5.9 
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2-2 ⾃治会等への業務委託の実施度合い（LG 調査・Q4） 
 
 本調査の Q4 には、市/区が⾃治会等の近隣住⺠組織に業務を委託（事業実施に対する補
助を含む）している状況について、以下の「1.回覧板」〜「11.その他」の項目ごとに調査
している。以下の表 4 および表 5 は市/区の委託実施状況の個票である。「実施度」とは、
各市/区が委託している業務内容の該当数を合計した数値である。それは、市/区が⾃治会
等の近隣住⺠組織に委託する実施状況の全般的な様子を知る目安として考える。 
 
表 4 業務委託の実施有無（JIGS2） 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

実施
度   回覧 

板 
広報誌 
配布 

募金 
活動 

道路 
補修 

防
犯 
防
災 
活
動 

委
嘱 
委
員 
推
薦 

公
共 
施
設 
管
理 

環境美
化 

清掃活
動 

リサイク
ル 

廃品回収 

街灯・防犯
灯 

設置 
その他 

札幌市 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 
十和田市 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 8 
盛岡市 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
宮古市 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
山形市 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 
鶴岡市 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6 
南相馬市 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
⽔⼾市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
土浦市 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 
ひたちなか 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 
日光市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 8 
熊谷市 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 
千代田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
文京区 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
江東区 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
目⿊区 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
世田谷区 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 
中野区 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
杉並区 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 
板橋区 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 
足立区 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7 
江⼾川区 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
昭島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
多摩市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
横須賀市 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8 
厚木市 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 
柏崎市 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 
新発田市 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 
加賀市 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6 
松本市 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7 
上田市 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
飯田市 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 
伊那市 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
高山市 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 
関市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 
沼津市 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 
豊橋市 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 
伊勢市 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 
伊賀市 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 8 
京都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
堺市 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 
吹田市 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 
神⼾市 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 
松江市 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
津山市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
広島市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 
高松市 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 
久留米市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
都城市 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 
延岡市 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 
那覇市 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7 
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表 5 業務委託の実施有無（JIGS4） 
【JIGS4/51 団体】 
個票：自治会等への業務委託の実施度合い（事業実施への補助含む） 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

実施 
度   回覧 

板 
広報誌 
配布 

募金 
活動 

道路 
補修 

防犯・
防災 
活動 

委嘱委
員 

推薦 
公共施

設 
管理 

環境美
化 

清掃活
動 

リサイ
クル 

廃品回
収 

街灯・
防犯灯 
設置 

その他 

札幌市 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
十和田市 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 
盛岡市 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
宮古市 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 
山形市 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 
鶴岡市 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 
南相馬市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

⽔⼾市  1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8 
土浦市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ひたちなか市 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 
日光市 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 
熊谷市 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 
千代田区 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
文京区 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
江東区 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 
目⿊区 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 
世田谷区 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
中野区 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8 
杉並区 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
板橋区 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5 
足立区 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 
江⼾川区 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
昭島市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

多摩市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

横須賀市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

厚木市 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 
柏崎市 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 8 
新発田市 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 
加賀市 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7 
松本市 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6 
上田市 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9 
飯田市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
伊那市 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 
高山市 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 
関市 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 
沼津市 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 
豊橋市 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 
伊勢市 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 
伊賀市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

京都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
堺市 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 
吹田市 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 
神⼾市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

松江市 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 
津山市 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 7 
広島市 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 7 
高松市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
久留米市 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5 
都城市 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
延岡市 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
那覇市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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 上述の委託実施状況について、二時点の結果を比較した集計表が表 6 である。それによ
れば、ここ 10 年の間、回覧板による連絡（+4.7 ポイント以下同様）や防犯・防災活動（+4.8）、
街灯・防犯灯を設置する（+1.4）に関しては、市/区が委託する状況は微増であり、半数以
上が委託を続けている。やや大きな変化は広報誌を配布する作業（+10.3）や、環境美化・
清掃活動（+13.2）に関して⾃治会等に依頼することが増えている。また、社会環境が変化
して、1〜10 の項目だけでなく、新たにその他（11.9）に関しても依頼業務が増えている。 
 しかしながら、近年は⾃治体と⾃治会以外の多様な組織・団体が連携して協働する取り組
みが叫ばれているせいか、公共施設の管理（-19.3）や募金活動（-7.8）を⾃治会等の近隣住
⺠組織に依頼することは減ってきているようである。 
 
表 6 ⾃治会等への業務委託実施度合いの単純集計結果 

  JIGS2 JIGS4 JIGS2vsJIGS4 
  ｎ/有り 全体 ％ ｎ/有り 全体 ％ ％ 
1.回覧板 35 51 68.6 33 45 73.3 4.7 
2.広報誌配布 31 51 60.8 32 45 71.1 10.3 
3.募金活動 21 51 41.2 15 45 33.3 -7.8 
4.道路補修 6 51 11.8 6 45 13.3 1.6 
5.防犯・防災活動 27 51 52.9 26 45 57.8 4.8 
6.委嘱委員推薦 29 51 56.9 24 45 53.3 -3.5 
7.公共施設管理 28 51 54.9 16 45 35.6 -19.3 
8.環境美化・清掃活動 25 51 49.0 28 45 62.2 13.2 
9.リサイクル・廃品回収 25 51 49.0 20 45 44.4 -4.6 
10.街灯・防犯灯の設置 31 51 60.8 28 45 62.2 1.4 
11.その他 3 51 5.9 8 45 17.8 11.9 

  
こうした委託の実施に変化があることを踏まえつつ、ここ 10 年においても、引き続いて

⾃治会に業務を依頼し、積極的に依頼業務を増やす状況を鑑みて、「委託実施頻度」が他の
⾃治体に比べて多い都市が認識する「⾃治会等の現状」を考えることにしたい。筆者は、そ
の理由の示唆を得るために、Ｑ８の「円滑な実施のために⾃治会等の協力が不可欠である」
という⾏政職員の認識との関係を可視化することにした。その結果が図 1 である。それに
よれば、⾃治会に多くの仕事を依頼する市・区にとって、引き続いて円滑に運営するために
必要な組織として⾃治会を認識している。市/区にとって「協力が不可欠」であるという認
識が強まる。一般的に、⾃治会組織への批判論が叫ばれる中で、重要な知見であろう。 

（両変数の因果関係は別に検討が必要である。）
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注）ピアソンの相関係数（r）＝0.362（p＜0.05，ｎ=42） 
図 1 ⾃治会委託実施度と「⾏政運営に⾃治会の協力が不可欠」意識の関係 
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2-3 ⾃治会等への振興政策の実施状況（LG 調査・Q5） 
 
 さらに、本調査では⾃治会等の振興支援策や、それに関連した事業・取り組み状況を、
以下の「1.補助金交付や資材の提供」〜「9.その他」9 項目の関係の有無で調査してい
る。表 7 および表 8 は市/区が実施している状況を「1=該当、0=非該当」によって把握し
たものである。右端の「振興支援策充実度」は、市/区が⾃治会等の振興を支援する程度を
把握する目安として、9 つの項目を実施する該当数を合計した数値である。 
 
表 7 個票：振興政策の実施状況（JIGS2） 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
振興支
援策 

充実度 
補助金
交付 

資材提
供 

加入働
き 

かけ 
活動拠
点整備 
提供 

住⺠要
望の受

付 
窓口一
元化 

自治会
結成 

役員交
代把握 

助言や
情報提

供 
行事の
共催 

定期的
会合 

の開催 
その他 

札幌市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
十和田市 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
盛岡市 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 
宮古市 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 
山形市 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 
鶴岡市 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
南相馬市 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
⽔⼾市 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 
土浦市 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 
ひたちなか 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 
日光市 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 
熊谷市 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
千代田区 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 
文京区 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 
江東区 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 
目⿊区 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 
世田谷区 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 
中野区 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 
杉並区 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
板橋区 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
足立区 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
江⼾川区 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
昭島市 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 
多摩市 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 
横須賀市 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 
厚木市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
柏崎市 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
新発田市 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 
加賀市 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 
松本市 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 
上田市 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 
飯田市 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 
伊那市 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 
高山市 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 
関市 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 
沼津市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
豊橋市 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 
伊勢市 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 
伊賀市 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 
京都市 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 
堺市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
吹田市 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
神⼾市 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
松江市 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 
津山市 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 
広島市 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 
高松市 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
久留米市 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 
都城市 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 
延岡市 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 
那覇市 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
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表 8 個票：振興政策の実施状況（JIGS4） 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
振興支
援策 

充実度 
補助金 
交付 
資材 
提供 

加入
働き 
かけ 

活動
拠点
整備 
提供 

住⺠要
望の受

付 
窓口一
元化 

自治会
結成 

役員交
代把握 

助言や
情報提

供 
行事の
共催 

定期的
会合 

の開催 
その他 

札幌市 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 
十和田市 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 
盛岡市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
宮古市 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
山形市 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
鶴岡市 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 
南相馬市 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 
⽔⼾市  1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 
土浦市 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 
ひたちなか市 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
日光市 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 
熊谷市 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 
千代田区 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 
文京区 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 
江東区 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 
目⿊区 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 
世田谷区 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 
中野区 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 
杉並区 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 
板橋区 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
足立区 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
江⼾川区 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
昭島市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
多摩市 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
横須賀市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 
厚木市 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
柏崎市 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
新発田市 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 
加賀市 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 
松本市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
上田市 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 
飯田市 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 
伊那市 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
高山市 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 
関市 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 
沼津市 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 
豊橋市 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 
伊勢市 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 
伊賀市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 
京都市 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 
堺市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
吹田市 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 
神⼾市 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
松江市 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 
津山市 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 
広島市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
高松市 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 
久留米市 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 
都城市 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
延岡市 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 
那覇市 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
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 ⾃治会等の近隣住⺠組織を振興・支援するために実施している取組みを、二時点の間で比
較するために、筆者は表 9 の集計表を作成した。それによれば、ここ 10 年の間、「補助金
の交付・資材の提供」、「活動の拠点整備・提供」、「定期的会合の主催」に関した取り組みの
実施状況はほぼ変わっておらず、過半数以上の⾃治体で実施している。 
 注目すべき点は、ここ 10 年の間では「住⺠への加入働きかけ」が 56.9％から 82.0％へと
大きく増加する一方で、運営内部の「⾃治会の結成や役員交代の把握」は 76.5％から 66.0％
に減少している。⾃治会への加入に関わる問題が社会で認識されている中では⾏政も、居住
⺠の加入状況を注視するように変化している。また、「⾏事の共催」について、41.2％から
30.0％への減少し、「助言や情報の提供」もやや減退している。 
 
表 9 ⾃治会等の振興・支援策に関する実施状況の単純集計結果 

  JIGS2 JIGS4 
  n/有り 全体 ％ n/有り 全体 ％ 
1.補助金の交付・資材の提供 47 51 92.2 47 50 94.0 
2.住⺠への加入働きかけ 29 51 56.9 41 50 82.0 
3.活動の拠点整備・提供 38 51 74.5 36 50 72.0 
4.行政への住⺠要望の受付窓口の一元化 7 51 13.7 7 50 14.0 
5.自治会の結成や役員交代の把握 39 51 76.5 33 50 66.0 
6.助言や情報の提供 42 51 82.4 38 50 76.0 
7.行事の共催 21 51 41.2 15 50 30.0 
8.定期的会合の開催 35 51 68.6 32 50 64.0 
9.その他 5 51 9.8 3 50 6.0 

注）n は該当数、全体は無回答を除いた合計数を示す。 
  

加えて、筆者は、市/区が⾃治会等の近隣住⺠組織を支援する取り組みの状況の違いは、
⾃治会への認識とどのように関係しているのかを把握するために、Q8 の⾃治会等の現状
や今後に関する設問のうち、「担い⼿層の高齢化が進み、今後の活動の維持が危ぶまれ
る」という認識との関係を次頁の図 2 に可視化した。それによれば、市/区の支援が充実
している都市ほど、⾃治会への活動の維持に関する懸念意識が薄れる傾向を示す。
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注）JIGS4 調査結果では同様の結果を確認できない。 
図 2 振興支援政策と⾃治会への認識「担い⼿層が高齢化し、活動の維持が危ぶまれる」 
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2-4 住⺠組織への補助金交付・資材提供の状況（LG 調査・Q6） 
 
 本調査の設問 6 には、「1．子供会」〜「6.防犯組織」に対する補助金の交付や資材の提
供などの支援を実施する状況を尋ねている。以下の表 10 および表 11 は、時点を分けた市
/区の実施状況の個票を示す。「支援有・住⺠組織数」は、1〜6 に該当する項目の総合計数
を表している。（各セルの数字は、1 が直接支援、2 が⾃治会を通して支援、3 が支援して
いない、4 が⾃治体内に団体がない、を意味する。） 
 
表 10 個票：補助金の交付・資材の提供支援（JIGS2） 

  
1 2 3 4 5 6 支援

有・住
⺠組織

数 
子ども会 婦人会 ⻘年団 老人会 消防団 防犯組織 

札幌市 1   1 3  2 
十和田市 1 1 3 1 1 1 5 
盛岡市 1 3 3 3 3 3 1 
宮古市 1 1 3 1 1 1 5 
山形市 1 4 4 1 1 1 4 
鶴岡市 2 2 3 2 1 1 5 
南相馬市 3 3 3 1 1 3 2 
⽔⼾市 2 2 2 2 2 2 6 
土浦市 1 3 3 1 1 1 4 
ひたちなか 3 3 3 3 3 1 1 
日光市 3 3 3 3 3 2 1 
熊谷市 1 1 3 1 3 1 4 
千代田区 1 1 1 1 1 2 6 
文京区 2 2 2 2 2 2 6 
江東区 2 2   2 2 4 
目⿊区 1 4 4 1 1 1 4 
世田谷区 99 99 99 99 1 1 2 
中野区 2 2 2 1 1 1 6 
杉並区 3 3 4 3 1 1 2 
板橋区 3 1 3 1 1 1 4 
足立区 2 2 4 2 3 2 4 
江⼾川区 99 99 99 99 99 99 0 
昭島市 1 3 3 1 1 1 4 
多摩市 2 2 4 1 1 1 5 
横須賀市 2 2 3 1 1 2 5 
厚木市 1 1 2 1 1 1 6 
柏崎市 3 3 3 3 1 2 2 
新発田市 1 3 3 1 1 1 4 
加賀市 2 2 3 1 1 1 5 
松本市 99 99 99 99 99 1 1 
上田市 2 1 4 2 2 1 5 
飯田市 3 3 3 3 3 3 0 
伊那市 1 1 4 2 1 1 5 
高山市 1 3 3 1 1 1 4 
関市 2 2 2 2 2 2 6 
沼津市 2 2 2 1 1 2 6 
豊橋市 1 4 1 1 1 1 5 
伊勢市 2 1 2 1 1 2 6 
伊賀市 99 99 99 99 99 99 0 
京都市 3 3 3 1 3 1 2 
堺市 2 3 3 1 3 1 3 
吹田市 1 3 4 1 2 2 4 
神⼾市 1 1 1 1 1 1 6 
松江市 1 1 1  3  3 
津山市 1 3 3 1 1 1 4 
広島市 1 1 3 3 1  3 
高松市 1 1 1 1 3 3 4 
久留米市 1 1 3 1 1 1 5 
都城市 2 2 2 2 1 2 6 
延岡市 1 1 1 1 1 1 6 
那覇市 2 2 2 2 1 1 6 
        
注：１は直接支援, 
 

2 は自治会通して 
支援 
 

3 は支援なし ４は団体なし     



167 
 

表 11 個票：補助金の交付・資材の提供支援（JIGS4） 
  1 2 3 4 5 6 支援有・住

⺠組織数 子ども会 婦人会 ⻘年団 老人会 消防団 防犯組織 
札幌市 1 1 1 1 1 1 6 
十和田市 99 99 99 99 99  0 
盛岡市 2 3 3 1 1 2 4 
宮古市 1 1 3 1 1 1 5 
山形市 3 3 3 1 1 1 3 
鶴岡市 2 1 2 1 2 2 6 
南相馬市 3 1 3 1 1 2 4 
⽔⼾市  1 1 1 1 1 2 6 
土浦市 2 3 3 3 1 3 2 
ひたちなか市 3 3 3 1 1 1 3 
日光市 2 2 2 2 1  5 
熊谷市 1 3 3 1 1 1 4 
千代田区 99 99 99 99 99 99 0 
文京区 99 99 99 99 99 99 0 
江東区 99 99 99 99 99 99 0 
目⿊区 2 2 2 1 1 1 6 
世田谷区 99 99 99 99 99 99 0 
中野区  3 3 1 1 1 3 
杉並区 3 3 3 1 1 1 3 
板橋区 99 99 99 99 1 1 2 
足立区 99 99 99 99 99 99 0 
江⼾川区  3 3 1 1 1 3 
昭島市 3 3 3 1 1 1 3 
多摩市 99 99 99 99 99 99 0 
横須賀市 99 99 99 99 99 99 0 
厚木市 1 1 1 1 1 1 6 
柏崎市 2 3 2 2 1 2 5 
新発田市 3 3 3  1  1 
加賀市 2 2 2 2 1 2 6 
松本市 1 4 4 2 1 2 4 
上田市 2 1 3 3 1 1 4 
飯田市 2 2 3 1 1 2 5 
伊那市 4 3 4 1 1 1 3 
高山市 1 1 4 1 1 1 5 
関市 1 1 4 1 1 1 5 
沼津市 3 3 3 3 3 3 0 
豊橋市 1 1 3 1 1 1 5 
伊勢市 2 2 2 2 1 2 6 
伊賀市 99 3 3 1 1 3 2 
京都市 99 1 99 99 1 1 3 
堺市 99 2 99 99 99 99 1 
吹田市 1 3 3 1 1 1 4 
神⼾市 1 1 1 1 1 1 6 
松江市 1 3 1 3 3 3 2 
津山市 3 3 3 3 1 1 2 
広島市 1 1 4 1 1 1 5 
高松市 1   1 1  3 
久留米市 2 1 4 1 1 1 5 
都城市 1 1 1 1 1 1 6 
延岡市 1 1 1 1 1 1 6 
那覇市 1 1 3 1 1 1 5 
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 表 12 は A〜F の団体に対して、補助金の交付・資材の提供支援状況について、時点を分
けて集計したものである。それによれば、ここ 10 年の間で、一つは「子ども会」、「⻘年団」 
「防犯組織」への支援方法に変化がみられず、子ども会と防犯組織に対して、「直接支援」
ないし「⾃治会を通じて支援」を⾏う⾃治体が過半を占める。そして、二つ目には「婦人会」
への支援は、⾃治会を通じて支援が減少し（28.3％→14.6％）、直接支援がやや増加してい
る（32.6％→41.5％）。しかし、「支援していない」⾃治体もやや増加（32.6％→41.5％）し、
婦人会への支援方法には対応が分かれている。一方で、三つ目に、「消防団」への支援・取
り組みの変化については、⾃治体の「直接的支援」が増加している（64.6％→92.9％）。 
表 12 補助金の交付・資材の提供支援の単純集計結果 

JIGS2            

  

n 

全体 

％ 

全体％ 直接 
支援 

自治会 
通じて
支援 

支援して
いない 

自治体内に 
団体がない 

無回答 
/欠損値 

直接 
支援 

自治会 
通じて
支援 

支援し
ていな

い 

自治体内
に 

団体がな
い 

A.子供会 23 16 8 0 4 47 48.9 34.0 17.0 0.0 100.0 
B.婦人会 15 13 15 3 5 46 32.6 28.3 32.6 6.5 100.0 
C.⻘年団 6 9 22 8 6 45 13.3 20.0 48.9 17.8 100.0 
D.老人会 29 9 7 0 6 45 64.4 20.0 15.6 0.0 100.0 
E.消防団 31 6 11 0 3 48 64.6 12.5 22.9 0.0 100.0 
F.防犯組織 29 13 4 0 5 46 63.0 28.3 8.7 0.0 100.0 
JIGS4            

  n ％ 

全体％   直接 
支援 

自治会 
通じて
支援 

支援して
いない 

自治体 
内に 

団体が 
ない 

無回答 
/欠損値 全体 直接 

支援 
自治会 
通じて
支援 

支援し
ていな

い 

自治体内
に 

団体がな
い 

A.子供会 17 11 8 1 14 37 45.9 29.7 21.6 2.7 100.0 
B.婦人会 17 6 17 1 10 41 41.5 14.6 41.5 2.4 100.0 
C.⻘年団 7 6 20 6 12 39 17.9 15.4 51.3 15.4 100.0 
D.老人会 29 5 5 0 12 39 74.4 12.8 12.8 0.0 100.0 
E.消防団 39 1 2 0 9 42 92.9 2.4 4.8 0.0 100.0 
F.防犯組織 26 9 4 0 12 39 66.7 23.1 10.3 0.0 100.0 
                   

 JIGS2 JIGS4       

  n/支援有 
団体数 ％ 累積％ n/支援有 

団体数 累積％        

0 点/無回答 3 5.9 5.9 9 17.6       

1 点 4 7.8 13.7  2 3.9       

2 点 6 11.8 25.5  5 9.8       

3 点 3 5.9 31.4  9 17.6       

4 点 13 25.5 56.9  6 11.8       

5 点 10 19.6 76.5  10 19.6       

6 点 12 23.5 100.0  10 19.6        

合計 51 100.0   51 100.0        

注）n は該当数、全体は無回答を除く合計数を示す。 
 
2-5 市/区と⾃治会の望ましい関係に対する評価（LG 調査・Q7） 
 加えて、Q7 には地域の諸問題を解決する上で、どのような⾃治会等の組織との関係を望
ましいと考えるのかを表にまとめたものが表 13 である。ここ 10 年で認識に変化はみられ
ず、依然として「協働関係」を志向していることが特徴である。 
表 13 望ましい関係に対する意見・評価（JIGS2vsJIGS4） 
  JIGS2 JIGS4 JIGS2vsJIGS4 
  n ％ n ％ ％ 
1 市町村の業務を請け負うだけで良い 0 0.0 1 2.1 2.1  
2 住⺠と市町村の仲介役 4 7.8 2 4.2 -3.6  
3 市町村と協働 47 92.2 44 91.7 -0.5  
4 市町村と独立して活動するのが良い 0 0.0 1 2.1 2.1  
全体 51 100.0 48 100.0   

注）n は該当数、全体は無回答を除く合計数を示す。 
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2-6 市/区が評価する⾃治会等の現状や今後について（LG 調査・Q8） 
 
 さらに、本調査の Q8 には⾃治会等の現状や今後に関する⾏政職員の認識を、「A.担い⼿
層の高齢化が進み、今後の活動の維持が危ぶまれる」〜「J.⾃治会等に代わる組織や団体が
育ちつつある」によって調査している。表 14、表 15 は各市/区の認識状況（1.そう思う〜5.
そう思わない。数字が⼩さいほど肯定的）を示す。詳しい認識項目については表 16 の項目
を参照されたい。 
 
表 14 ⾃治会等の現状や今後に対する評価（JIGS2） 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
担い手
層の 

高齢化 
加入率 
の低下 

情報伝
達・親

睦 
の役割 

災害時 
の対応 

行政の
代わり

に 
ニーズ
に対応 

事業の
円滑な
実施 

に不可
欠 

地区住
⺠の意

見 
代表 

地区の
課題 

への合
意形成 

役員の
固定化 
運営の
改善 

自治会
に代わ

る 
組織の
成⻑ 

札幌市 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
十和田市 2 2 1 1 1 1 1 1 2 5 
盛岡市 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 
宮古市 2 4 1 1 3 1 2 2 1 4 
山形市 2 4 1 2 2 1 1 2 3 5 
鶴岡市 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 
南相馬市 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 
⽔⼾市 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 
土浦市 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ひたちなか 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 
日光市 1 2 2 2 4 1 2 2 2 5 
熊谷市 1 3 1 1 3 1   2  
千代田区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
文京区 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 
江東区 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 
目⿊区 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 
世田谷区 2 2 1 1 2 2 2 3 1 4 
中野区 2 2 1 1 2 1 2 2 3 5 
杉並区 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 
板橋区 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 
足立区 2 4 1 1 2 2 1 2 2 4 
江⼾川区 2 5 1 1 2 1 2 2 2 4 
昭島市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
多摩市 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
横須賀市 3 4 1 1 2 1 2 2 2 4 
厚木市 3 3 2 2 3 1 2 2 3 5 
柏崎市 2 4 1 1 3 1 2 4 3 5 
新発田市 2 5 1 1 2 1 2 2 2 4 
加賀市 3 4 2 2 3 1 1 2 3 4 
松本市 2 2 1 1 1 1 1 1 3 5 
上田市 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 
飯田市 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 
伊那市 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 
高山市 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
関市 5 5 2 1 2 1 1 2 4 5 
沼津市 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 
豊橋市 3 2 1 1 2 1 1 2 2 5 
伊勢市 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 
伊賀市 3 3 1 2 2 1 2 2 4 3 
京都市 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 
堺市 3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 
吹田市 2 2 1 1 3 2 2 2 1 4 
神⼾市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
松江市 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 
津山市 2 3 1 1 2 1 2 2 2 4 
広島市 2 3 1 1 2 1 1 2 2 4 
高松市 4 3 1 1 2 1 1 2 1 1 
久留米市 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 
都城市 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
延岡市 2 4 1 1 3 1 2 2 2 5 
那覇市 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 
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表 15 ⾃治会等の現状や今後に対する評価（JIGS4） 
【JIGS4/51】           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

担い
手層
の 

高齢
化 

加入率 
の低下 

情報
伝

達・
親睦 
の役
割 

災害時 
の対応 

行政
の代
わり
に 

ニー
ズに
対応 

事業の
円滑な
実施 

に不可
欠 

地区
住⺠
の意
見 

代表 

地区
の課
題 

への
合意
形成 

役員
の固
定化 
運営
の改
善 

自治
会に
代わ
る 

組織
の成
⻑ 

札幌市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
十和田市 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 
盛岡市 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 
宮古市 2 2 1 1 3 1 2 3 3 4 
山形市 1 1 2 2 2 1 1 1 3 5 
鶴岡市 1 2 2 1 2 1 2 3 2 4 
南相馬市 1 2 1 1 1 1 1 1 3 5 
⽔⼾市  1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 
土浦市 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 
ひたちなか市 1 1 1 1 2 1 3 3 1 5 
日光市 1 1 1 1 3 2 1 2 3 5 
熊谷市 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 
千代田区 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
文京区 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 
江東区 1 2 1 1 1 2 2 1 2 5 
目⿊区 1 1 2 1 4 1 4 4 1 5 
世田谷区 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 
中野区 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
杉並区 1 1 2 1 2 1 1 2 2 5 
板橋区 2 2 1 1 2 1 2 2 2 5 
足立区 1 1 2 2 3 1 2 3 1 4 
江⼾川区 2 3 1 2 2 1 1 2 3 5 
昭島市 1 1 2 2 2 2 2 2 4 3 
多摩市 1 1 2 1 3 2 2 3 3 5 
横須賀市 2 3 1 1 2 1 2 2 2 4 
厚木市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
柏崎市 1 1 2 1 3 1 2 2 2 4 
新発田市 1 4 2 1 1 1 2 2 2 3 
加賀市 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 
松本市 2 3 1 1 2 1 1 1 3 5 
上田市 2 3 1 1 2 1 1 1 3 3 
飯田市 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 
伊那市 2 2 1 1 3 2 2 2 2 4 
高山市 1 2 2 1 2 1 4 3 2 3 
関市 1 1 1 2 1 1 1 2 5 1 
沼津市 1 2 1 1 4 1 1 1 2 5 
豊橋市 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 
伊勢市 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 
伊賀市 2 3 3 2 2 3 4 2 3 1 
京都市 2 2 4 4 2 4 4 4 3 4 
堺市 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 
吹田市 2 3 1 1 3 1 2 2 3 3 
神⼾市 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 
松江市 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 
津山市 1 2  1 3 1 1 1 2 4 
広島市 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 
高松市 3 1 2 2 1 2 2 2 2 4 
久留米市 2 2 1 1 2 1 2 2 3 4 
都城市 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
延岡市 1 2 2 1 2 1 2 2 2 5 
那覇市 1 2 1 1 2 1 2 3 4 2 
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 上述の⾃治会等の現状や今後に対する評価について、時点別に分けた集計結果が次の表
16 である。それによれば、現状の⾃治会に対して次のことが伺える。まず、ここ 10 年が経
った現在でもなお、依然として、「⾏政の施策・事業の円滑な実施のためには、⾃治会等の
協力を得ることは不可欠である」という認識がほぼ全ての⾃治体に共有されていることは
変わらない（98.0→95.8）。それは、現在にかけて⾃治会の活動や取り組みが評価されてお
り、「福祉、治安、まちづくりの分野で、⾏政に代わって住⺠ニーズに応える」という認識
が増している（68.0％→79.2％）ことから伺える。また、ここ 10 年にかけて「⾃治会等に
代わる組織や団体が育ちつつある」という認識は減少している（22.0％→10.4％）ことが関
係しているのだろうか。 
 しかしながら、ここ 10 年にかけて⾃治会運営への課題も強く認識されている。例えば、
「担い⼿層の高齢化や進み活動の維持が危ぶまれる」、「加入率の低下によって、活動の維持
が困難になっている」ことが、それぞれ 15.8 ポイント、23.2 ポイントも増加している。ま
た、「地区の課題について住⺠の合意形成を図ることが出来ている」という認識が 15.1 ポイ
ントも減少しており、地域社会で活動する⾃治会の位置づけを捉え直す必要がある。 
表 16 ⾃治会等の現状や今後に対する評価に関する単純集計結果 

  JIGS2 JIGS4 JIGS2vsJIGS4 
  n 全体 ％ n 全体 ％ ％ 
1.担い手層の高齢化が進み活動の維持が危ぶまれる 40 50 80.0 46 48 95.8 15.8 
2.加入率の低下によって、活動の継続が困難になっている 28 50 56.0 38 48 79.2 23.2 
3.情報伝達・親睦など日常の活動で行政が出来ない役割を果たす 47 50 94.0 45 48 93.8 -0.3 
4.災害時の対応など緊急時に不可欠な役割を果たす 49 50 98.0 47 48 97.9 -0.1 
5.福祉、治安、まちづくりの分野で、行政に代わって住⺠ニーズ 

に応える 34 50 68.0 38 48 79.2 11.2 
6.行政の施策・事業の円滑な実施のためには、自治会等の協力を 

得ることに不可欠 49 50 98.0 46 48 95.8 -2.2 
7.地区住⺠を代表し、行政とのパイプ役となっている 46 50 92.0 42 48 87.5 -4.5 
8.地区の課題について住⺠の合意形成を図ることができる 44 50 88.0 35 48 72.9 -15.1 
9.役員が固定化されるなど、運営の改善が必要な点がみられる 32 50 64.0 26 48 54.2 -9.8 
10.自治会等に代わる組織や団体が育ちつつある 11 50 22.0 5 48 10.4 -11.6 

注）n は「そう思う」、「ある程度そう思う」の該当数、全体は無回答を除いた合計を示す。 
表 17 ⾃治会等の現状や今後に対する評価認識の相互関係（相関分析結果、相関増大も） 

【JIGS2】 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R   .469**             .434**   
n   50             50   

2 R               .338*     
n               49     

3 R       .607** .452** .465** .420** .335*     
n       50 50 50 49 49     

4 R         .395** .423** .443** .313*     
n         50 50 49 49     

5 R            .438** .560**     
n            49 49     

6 R             .478** .375**     
n             49 49     

7 R               .481**     
n               49     

【JIGS4】           

1 R   .485**   .294*   .399**         
n   48   48   48         

2 R                     
n                     

3 R       .701**   .651** .647** .474**     
n       47   47 47 47     

4 R           .650** .369** .291*     
n           48 48 48     

5 R               .345*     
n               48     

6 R             .512** .346*     
n             48 48     

7 R               .662**     
n               48     

注）相関係数はピアソンの相関係数。** 相関係数は 1% ⽔準で有意 (両側)。* 相関係数は 5% ⽔準で有意 (両側) 。 
  網掛け部分は、JIGS2 時点と比べた上で、JIGS4 時点には異なる結果が確認されたこと（ケース）を意味する。 
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3.市⺠活動部署と社会団体・NPO との関わりについて 
 
3-1 市/区と NPO・市⺠団体の関わり（LG 調査・Q20） 
 
 加えて、本調査には市/区と NPO・市⺠団体のかかわりについて、次の「1.政策提言を受
ける」〜「6.政策執⾏へのモニタリング」に関する関与の有無を聞くことで調査している。
表 18 および表 19 は、各市/区の Q20 の個票結果を示す。値の 99 は欠損値を意味する。 
表 18 個票：NPO・市⺠団体との関与（JIGS2） 

【JIGS2/51】       

  1 2 3 4 5 6 
  政策提言 

を受ける 
有償で 

業務を委託 
共同でイベント 

企画 
政策執行への 
支援・協力 

無償での 
行政支援 

政策執行への 
モニタリング 

札幌市 1 1 1 1 1 1 
十和田市 0 0 1 0 0 0 
盛岡市 1 1 1 1 1 0 
宮古市 0 1 0 0 1 0 
山形市 0 0 0 0 1 0 
鶴岡市 0 0 0 0 0 0 

南相馬市 0 0 1 0 1 0 
⽔⼾市 0 0 0 0 0 0 
土浦市 0 0 0 0 0 0 

ひたちなか 1 1 1 1 1 0 
日光市 0 1 1 0 0 0 
熊谷市 0 1 1 0 1 0 

千代田区 1 0 0 0 0 0 
文京区 0 1 1 0 0 0 
江東区 0 1 1 0 0 0 
目⿊区 0 0 0 0 0 0 

世田谷区 0 1 1 0 1 0 
中野区 0 1 0 0 1 0 
杉並区 1 1 1 1 1 0 
板橋区 0 1 1 1 1 0 
足立区 1 1 1 1 1 0 

江⼾川区 0 1 0 0 0 0 
昭島市 0 0 0 0 0 0 
多摩市 0 1 1 1 1 0 

横須賀市 1 1 1 1 1 1 
厚木市 0 1 1 0 1 0 
柏崎市 0 1 1 0 0 0 

新発田市 0 1 1 0 0 0 
加賀市 0 0 0 0 0 0 
松本市 0 0 1 1 0 0 
上田市 1 0 0 0 0 0 
飯田市 1 0 0 0 0 0 
伊那市 1 1 1 1 0 0 
高山市 0 0 1 0 0 0 
関市 0 1 0 0 0 0 

沼津市 0 1 0 1 1 0 
豊橋市 0 1 1 1 1 0 
伊勢市 1 1 1 0 1 0 
伊賀市 0 0 0 0 1 0 
京都市 0 1 0 0 1 0 
堺市 0 1 1 0 1 0 

吹田市 0 1 1 0 0 0 
神⼾市 1 1 1 0 0 0 
松江市 1 1 1 1 1 0 
津山市 1 1 1 1 0 0 
広島市 0 0 0 1 1 0 
高松市 1 1 1 1 1 0 

久留米市 0 1 1 1 1 0 
都城市 0 0 0 0 1 0 
延岡市 0 0 0 1 1 0 
那覇市 1 1 0 1 0 0 
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表 19 個票：NPO・市⺠団体との関与（JIGS4） 
  1 2 3 4 5 6 

  政策提言 
を受ける 

有償で 
業務を委託 

共同でイベント 
企画 

政策執行への 
支援・協力 

無償での 
行政支援 

政策執行への 
モニタリング 

札幌市 1 1 1 1 1 0 
十和田市 0 1 0 1 0 0 
盛岡市 1 1 1 1 1 1 
宮古市 0 0 1 0 1 0 
山形市 0 0 1 0 0 0 
鶴岡市 0 0 1 1 1 0 
南相馬市 0 1 0 0 0 0 
⽔⼾市  1 1 1 1 1 0 
土浦市 0 0 1 0 0 0 
ひたちなか市 0 1 1 1 0 0 
日光市 99 99 99 99 99 99 

熊谷市 0 1 1 1 1 0 
千代田区       

文京区 0 1 1 1 1 0 
江東区 99 99 99 99 99 99 

目⿊区 99 99 99 99 99 99 

世田谷区 0 0 1 1 1 0 
中野区       

杉並区 0 1 0 0 0 0 
板橋区 0 1 0 0 1 0 
足立区 99 99 99 99 99 99 

江⼾川区 99 99 99 99 99 99 

昭島市 0 0 0 0 1 0 
多摩市 0 1 1 0 0 0 
横須賀市 0 1 0 0 1 0 
厚木市 0 0 1 0 0 0 
柏崎市 0 0 1 0 0 0 
新発田市 0 1 1 0 1 0 
加賀市 1 0 0 1 0 0 
松本市 1 0 1 0 0 0 
上田市 0 1 0 0 0 0 
飯田市 99 99 99 99 99 99 

伊那市 1 1 0 1 1 0 
高山市 0 0 1 0 1 0 
関市 1 1 1 1 1 0 
沼津市 0 1 1 1 1 0 
豊橋市 1 1 1 0 0 0 
伊勢市 0 1 1 1 0 0 
伊賀市 0 1 0 0 0 0 
京都市 0 1 1 1 1 0 
堺市 1 1 1 1 1 0 
吹田市 0 0 1 1 0 0 
神⼾市 99 99 99 99 99 99 

松江市 1 1 1 0 0 0 
津山市 0 1 1 0 0 0 
広島市 1 0 0 0 1 0 
高松市 0 1 0 0 1 0 
久留米市 1 1 1 1 1 0 
都城市 0 0 1 0 0 0 
延岡市 0 0 0 1 1 0 
那覇市 0 1 1 0 0 0 
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 上述の市/区と NPO・市⺠団体の関係について、時点に分けて集計した結果が表 20 であ
る。それによれば、ここ 10 年において、社会アクターとの連携や協働が提唱されるように
なっているにもかかわらず、関与の度合い⾃体が大きく変化しているわけではない。依然と
して「有償で業務を委託する」⾃治体が過半を占めており（64.7％→64.3％）、「NPO・市⺠
団体から政策提言を受ける」⾃治体は 3 割程度（31.4％→28.6％）である。また、「無償の
⾏政支援」を⾏う⾃治体の数は変化しておらず（52.9％→52.4％）、NPO・市⺠団体が⾏政
を監視する「モニタリング」の関係（3.9％→2.4％）は依然として進展していない。とりわ
け、変化の兆しがみえるとすれば、⾃治体レベルの政策運営においては、「政策執⾏」の段
階で、「支援や協力を受ける」⾃治体が 37.3％から 45.2％に増加していることである。 
 
表 20 NPO・市⺠団体との関与の単純集計結果 
  JIGS2 JIGS4 

  n/ 
有り 

全体 
（無回答を除く） ％ n/ 

有り 
全体 

（無回答を除く） ％ 

1.NPO・市⺠団体から政策提言 
を受ける 16 51 31.4 12 42 28.6 

2.NPO・市⺠団体に有償で業務 
を委託する 33 51 64.7 27 42 64.3 

3.NPO・市⺠団体と共同でフォ
ーラム、イベント等を企画・
運営する 

30 51 58.8 29 42 69.0 

4.NPO・市⺠団体から政策執行
に対して支援や協力を受ける 19 51 37.3 19 42 45.2 

5.NPO・市⺠団体に無償での行
政支援を行う 27 51 52.9 22 42 52.4 

6.NPO・市⺠団体が政策執行に
対してモニタリング（監視）
する 

2 51 3.9 1 42 2.4 

 
 
3-2 市⺠活動部署と団体別の政策関与の状況（LG 調査・Q21） 
 続いて、市⺠活動部署では、以下の表 21 に挙げた「⾃治会」〜「その他」の諸団体と関
与する度合いを、「許認可・⾏政指導」、「モニタリング」、「業務委託」、「⾏政支援」の状況
に分けて調査している。次頁に掲載した表 21 は諸団体と、それぞれの取り組みを通して関
与する⾃治体の数を集計したものである。 
 それによれば、市⺠活動部署における諸団体の関与のパターンには次のような変化が起
きている。まず、ここ 10 年において、NPO・市⺠団体に対する「許認可・⾏政指導」が 14.2
ポイント増加しており、市⺠社会組織の制度化が進み、法人格を得た団体の増加の動きと符
合している。 

次に、市⺠活動部署が社会アクターの諸団体と関与する程度が、数の上では減退の方向に
変化していることである。一方で、近年は言説上では協働の志向が高まり、多組織による連
携のガバナンスが叫ばれるようになってきているので、集計結果の解釈には慎重であるべ
きかもしれない。ここ 10 年にかけて、協働に向けた⾃治体の取り組みが進んだことで、諸
団体と関与する窓口が市⺠活動部署だけでなく他部署にも拡がっている可能性も考えられ
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る。この点も含め、他部署の集計結果も踏まえて、今後は検討することにしたい。 
 
表 21 団体別の政策関与に関する単純集計結果 

【JIGS2】 

  許認可 
行政指導 モニタリング 職員派遣 業務委託 行政支援 

  n 全
体 ％ n 全

体 ％ n 全
体 ％ n 全

体 ％ n 全
体 ％ 

自治会 14 50 28.0 2 50 4.0 4 50 8.0 23 50 46.0 42 50 84.0 
NPO・市⺠団体 4 50 8.0 3 50 6.0 2 50 4.0 28 50 56.0 39 50 78.0 
環境団体 2 50 4.0 2 50 4.0 2 50 4.0 6 50 12.0 14 50 28.0 
福祉団体 4 50 8.0 3 50 6.0 5 50 10.0 7 50 14.0 11 50 22.0 
労働組合 1 50 2.0 1 50 2.0 3 50 6.0 1 50 2.0 1 50 2.0 
経済・商工団体 2 50 4.0 2 50 4.0 2 50 4.0 1 50 2.0 12 50 24.0 
農林⽔産業団体 3 50 6.0 2 50 4.0 3 50 6.0 3 50 6.0 9 50 18.0 
外郭団体・第三セクター 4 50 8.0 2 50 4.0 6 50 12.0 9 50 18.0 8 50 16.0 
企業 3 50 6.0 1 50 2.0 2 50 4.0 6 50 12.0 6 50 12.0 
その他 0 50 0.0 0 50 0.0 1 50 2.0 1 50 2.0 1 50 2.0 
注）n は該当数、全体は無回答を除いた合計を示す。 

【JIGS4】 

  許認可 
行政指導 モニタリング 職員派遣 業務委託 行政支援 

  n 全
体 ％ n 全

体 ％ n 全
体 ％ n 全

体 ％ n 全
体 ％ 

自治会 14 45 31.1 2 46 4.3 3 46 6.5 23 46 50.0 37 46 80.4 
NPO・市⺠団体 10 45 22.2 2 46 4.3 2 46 4.3 27 46 58.7 37 46 80.4 
環境団体 0 45 0.0 0 46 0.0 0 46 0.0 1 46 2.2 5 46 10.9 
福祉団体 1 45 2.2 2 46 4.3 3 46 6.5 4 46 8.7 8 46 17.4 
労働組合 0 45 0.0 0 46 0.0 0 46 0.0 0 46 0.0 2 46 4.3 
経済・商工団体 1 45 2.2 0 46 0.0 0 46 0.0 0 46 0.0 5 46 10.9 
農林⽔産業団体 0 45 0.0 0 46 0.0 0 46 0.0 1 46 2.2 2 46 4.3 
外郭団体・第三セクター 0 45 0.0 1 46 2.2 2 46 4.3 6 46 13.0 7 46 15.2 
企業 0 45 0.0 1 46 2.2 0 46 0.0 3 46 6.5 4 46 8.7 
その他 0 45 0.0 0 46 0.0 0 46 0.0 1 46 2.2 1 46 2.2 
注）n は該当数、全体は無回答を除いた合計を示す。 

  
【変化】JIGS2vsJIGS4      

  
  

許認可 
行政指導 モニタリング 職員派遣 業務委託 行政支援 

％ ％ ％ ％ ％ 
自治会 3.1  0.3  -1.5  4.0  -3.6  
NPO・市⺠団体 14.2  -1.7  0.3  2.7  2.4  
環境団体 -4.0  -4.0  -4.0  -9.8  -17.1  
福祉団体 -5.8  -1.7  -3.5  -5.3  -4.6  
労働組合 -2.0  -2.0  -6.0  -2.0  2.3  
経済・商工団体 -1.8  -4.0  -4.0  -2.0  -13.1  
農林⽔産業団体 -6.0  -4.0  -6.0  -3.8  -13.7  
外郭団体・第三セクター -8.0  -1.8  -7.7  -5.0  -0.8  
企業 -6.0  0.2  -4.0  -5.5  -3.3  
その他 0.0  0.0  -2.0  0.2  0.2  
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3-3 ⾏政（市⺠活動部署）へのアクター別の政策参加の状況（LG 調査・Q22） 
 さらに、本調査では一般市⺠も含めた、⾃治体レベルの政策運営に参画する状況について、
Q22 によって調査している。その集計結果を表 22 は示している。それをもとに二時点を比
べた結果を表にまとめたものが表 23 である。それによれば、政策参加の状況には次のよう
な変化が起きている。 

まず、政策形成過程の参加状況については次の通りである。参加している状況を割合でみ
てみると、10 年前の結果では、「政策執⾏」や「⾏政評価」の段階よりも、「審議会・懇談
会」や「計画策定」への参加状況の方が、各アクターの数値が高い傾向にある。よって、主
に⾃治体レベルの政策運営に参画する局面は政策形成過程に多いことが伺える。しかし、こ
こ 10 年にかけて、⾃治会とその他を除いたアクターの参加が総じて減少し、とりわけ「一
般市⺠」の「審議会」への参加、諸団体のうち環境団体、経済・商工団体、企業の参加割合
の減少が著しい。また、「計画策定」も同様に減少傾向を示している。但し、計画策定では
⾃治会（そして微増だが NPO・市⺠団体）の参加⽔準はむしろ増加しており、⾃治体の基
本計画を策定する上で、⾃治会は重要なアクターと考えられる。また、下記の項目には該当
しない「その他」のアクターの参加割合が上昇している。 
 次に政策執⾏過程をみると、分布状況に大きな変化は見受けられないが、やはり⾃治会の
参加が増加している。とりわけここ 10 年でみた変化は労働組合の参加に起きているようだ。
2.1％から 18.6％に伸びており、様々な社会変化が起きている現在では、様々なネットワー
クを持つ労働組合から、施策・事業の実施に関する協働を求めている可能性がある。 
 最後に、政策評価過程をみると、「⾏政評価」の分布に大きな変化はみられず、依然とし
て一般市⺠、⾃治会、NPO・市⺠団体の関与が他の団体に比べて多い状況にある。 
 
表 22 政策参加に関する単純集計結果 

【JIGS2】 

  審議会 
懇談会 計画策定 政策執行 行政評価 

  n 全体 ％ n 全体 ％ n 全体 ％ n 全体 ％ 
一般市⺠ 33 47 70.2 21 47 44.7 6 47 12.8 7 47 14.9 
自治会 37 47 78.7 19 47 40.4 12 47 25.5 5 47 10.6 
NPO・市⺠団体 33 47 70.2 19 47 40.4 12 47 25.5 5 47 10.6 
環境団体 10 47 21.3 8 47 17.0 2 47 4.3 1 47 2.1 
福祉団体 13 47 27.7 10 47 21.3 5 47 10.6 1 47 2.1 
労働組合 6 47 12.8 6 47 12.8 1 47 2.1 1 47 2.1 
経済・商工団体 17 47 36.2 10 47 21.3 2 47 4.3 2 47 4.3 
農林⽔産業団体 8 47 17.0 6 47 12.8 3 47 6.4 1 47 2.1 
外郭団体・第三セク 6 47 12.8 5 47 10.6 5 47 10.6 1 47 2.1 
企業 11 47 23.4 5 47 10.6 5 47 10.6 3 47 6.4 
その他 2 47 4.3 1 47 2.1 0 47 0.0 0 47 0.0 
注）ｎは該当数、全体は無回答を除く合計数を示す。 

【JIGS4】 

  審議会 
懇談会 計画策定 政策執行 行政評価 

  n 全体 ％ n 全体 ％ n 全体 ％ n 全体 ％ 
一般市⺠ 25 43 58.1 18 43 41.9 7 43 16.3 7 43 16.3 
自治会 35 43 81.4 22 43 51.2 13 43 30.2 5 43 11.6 
NPO・市⺠団体 27 43 62.8 19 43 44.2 10 43 23.3 7 43 16.3 
環境団体 3 43 7.0 4 43 9.3 0 43 0.0 1 43 2.3 
福祉団体 9 43 20.9 7 43 16.3 3 43 7.0 1 43 2.3 
労働組合 3 43 7.0 3 43 7.0 8 43 18.6 1 43 2.3 
経済・商工団体 6 43 14.0 5 43 11.6 1 43 2.3 2 43 4.7 
農林⽔産業団体 4 43 9.3 4 43 9.3 1 43 2.3 1 43 2.3 
外郭団体・第三セク 3 43 7.0 2 43 4.7 3 43 7.0 0 43 0.0 
企業 5 43 11.6 6 43 14.0 3 43 7.0 2 43 4.7 
その他 2 43 4.7 4 43 9.3 3 43 7.0 3 43 7.0 
注）ｎは該当数、全体は無回答を除く合計数を示す。 
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表 23 政策参加に関する集計結果の変化 
【変化】JIGS2vsJIGS4     

  審議会 計画策定 政策執行 行政評価 
％ ％ ％ ％ 

一般市⺠ -12.1  -2.8  3.5  1.4  
自治会 2.7  10.7  4.7  1.0  
NPO・市⺠団体 -7.4  3.8  -2.3  5.6  
環境団体 -14.3  -7.7  -4.3  0.2  
福祉団体 -6.7  -5.0  -3.7  0.2  
労働組合 -5.8  -5.8  16.5  0.2  
経済・商工団体 -22.2  -9.6  -1.9  0.4  
農林⽔産業団体 -7.7  -3.5  -4.1  0.2  
外郭団体・第三セクター -5.8  -6.0  -3.7  -2.1  
企業 -11.8  3.3  -3.7  -1.7  
その他 0.4  7.2  7.0  7.0  

 
  

さらに、政策参加の状況を各段階に分けて、参加しているアクターの数を集計し、各都市
の政策参加の⽔準を知る目安として、表 24 にその分布状況をまとめた。それをもとにして
みた各都市の政策参加の状況は複雑に変化している。例えば「審議会・懇談会」の分布所状
況をみると、0 点の割合に変化はないが、5 点以上の参加割合が減少し、4 点の割合が増加
している。しかし、3 点の割合が減少し、1 点〜2 点が増加している。参加⽔準が高まって
いる都市と減少している都市が混在しており、その変化は一様ではない。 
 但し、中央値をみて明らかなのは、「審議会・懇談会」への参加⽔準が 3.0 から 2.0 に縮
⼩している。それに対し、ここ 10 年では「計画策定」への参加⽔準が 0.5 から 1.0 に増え
ていることを鑑みると、基本計画の策定の場に社会アクターを交えて、意見を取り入れるよ
うに、政策参加の構造が変化している可能性がある。 
 
表 24 政策形成・政策執⾏・政策評価プロセスへの政策参加の度合い 

得点 
審議会・懇談会 計画策定 政策執行 政策評価 

JIGS2 JIGS4 JIGS2 JIGS4 JIGS2 JIGS4 JIGS2 JIGS4 
n ％ n ％ n ％ n ％ ｎ ％ n ％ n ％ n ％ 

0 4 8.3 4 9.3 24 50.0 17 39.5 32 66.7 30 69.8 39 81.3 32 74.4 
1 6 12.5 9 20.9 2 4.2 6 14.0 4 8.3 1 2.3 2 4.2 4 9.3 
2 10 20.8 11 25.6 4 8.3 2 4.7 4 8.3 4 9.3 4 8.3 2 4.7 
3 12 25.0 8 18.6 6 12.5 10 23.3 1 2.1 3 7.0 1 2.1 3 7.0 
4 0 0.0 4 9.3 2 4.2 3 7.0 4 8.3 5 11.6 1 2.1 0 0.0 
5 4 8.3 2 4.7 2 4.2 0 0.0 1 2.1 0 0.0 0 0.0 1 2.3 
6 2 4.2 1 2.3 2 4.2 2 4.7 0 0.0 1 2.3 0 0.0 0 0.0 
7 5 10.4 1 2.3 1 2.1 0 0.0 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
8 1 2.1 1 2.3 2 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.3 
9 1 2.1 0 0.0 1 2.1 1 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
10 3 6.3 2 4.7 2 4.2 1 2.3 1 2.1 0 0.0 1 2.1 0 0.0 
11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

全体 48 100 43 100.0 48 100.0 43 100.0 48 100 43 100.0 48 100 43 100 
無回答 3 5.9 8 15.7 3 5.9 8 15.7 3 5.9 8 15.7 3 5.9 8 15.7 
合計 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 

平均値 48 3.7 43 2.8 48 2.3 43 2.2 48 1.1 43 1.0 48 0.6 43 0.7 
中央値 48 3.0 43 2.0 48 0.5 43 1.0 48 0.0 43 0.0 48 0.0 43 0.0 

注）得点は「A.一般市⺠（個人）」〜「K.その他」に該当するアクター数の合計を示す。 
 
 さらに、筆者は表 24 に利用した合計値をもとに、各都市の状況を概観するために、特徴
の確認された分布状況を散布図によって可視化することを⾏った。その結果が次頁の図 3〜
図 5 のとおりである。図 3 および図 4 は審議会・懇談会と計画策定の政策参加に好循環が
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あること、図 5 は⾃治会、NPO/市⺠活動の政策参加の⽔準の双方が高い/低いパターンと
それぞれの都市で⾃治会/NPO の団体に特徴があるパターンを示している。 

 
注）ピアソンの相関係数（r）＝0.721（p＜0.01、ｎ=48） 

図 3「審議会・懇談会」と「計画策定」プロセスへの政策参加度合いの関係（JIGS2）

 

注）ピアソンの相関係数（r）＝0.590（p＜0.01、ｎ=43） 

図 4「審議会・懇談会」と「計画策定」プロセスへの政策参加度合いの関係（JIGS4）
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(a)JIGS2（ピアソンの相関係数（r）＝0.764，ｐ＜0.01，n＝48） 

 

（b）JIGS4（ピアソンの相関係数（r）＝0.754，p＜0.01，n=43） 
注）政策参加は「審議会・懇談会」、「計画策定」、「政策執⾏」、「⾏政評価」の各プロセスに参加している「⾃治
会」、「NPO・市⺠団体」の該当数（合計）を示す。図中の線分は各変数の平均値を示す。 

図 5 ⾃治会および NPO・市⺠団体の政策参加の地域差 
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3-4 団体・組織に対する⾏政（市⺠活動部署）の接触状況（LG 調査・Q23） 
 さらに、本調査の Q23 には⾃治会・町内会、NPO/市⺠団体、それ以外の諸団体と⾏政
がどのくらい頻繁に接触しているのか、「1.団体から⾃治体に対する要望」〜「5.委託業務等
についての連絡」の目的別に調査している。表 25 は、それを利用した集計結果を示してい
る。筆者は表 26 の集計結果をもとに、二時点の傾向の変化について表 26 にまとめた。 
表 25 目的に応じた直接接触の単純集計結果 

【JIGS2】         

  
  
  
  

n 
全体 

％ 
全体 月 1 回 

以上 
半年に 
1 回以

上 

半年に 
1 回未

満 

月 1
回 

以上 

半年に 
1 回以

上 

半年に 
1 回未

満 
自治会                 
 1.団体から自治体への要望 14 14 16 44 31.8 31.8 36.4 100.0 
 2.行政方針についての説明・説得 12 18 17 47 25.5 38.3 36.2 100.0 
 3.相互の意見交換 19 18 9 46 41.3 39.1 19.6 100.0 
 4.団体からの新規事業提案 2 3 34 39 5.1 7.7 87.2 100.0 
  5.委託業務等についての連絡 6 13 21 40 15.0 32.5 52.5 100.0 
NPO・市⺠団体                 
 1.団体から自治体への要望 4 15 23 42 9.5 35.7 54.8 100.0 
 2.行政方針についての説明・説得 5 8 28 41 12.2 19.5 68.3 100.0 
 3.相互の意見交換 17 14 12 43 39.5 32.6 27.9 100.0 
 4.団体からの新規事業提案 2 9 32 43 4.7 20.9 74.4 100.0 
 5.委託業務等についての連絡 15 5 21 41 36.6 12.2 51.2 100.0 
諸団体                 
 1.団体から自治体への要望 1 5 22 28 3.6 17.9 78.6 100.0 
 2.行政方針についての説明・説得 1 2 26 29 3.4 6.9 89.7 100.0 
 3.相互の意見交換 2 3 25 30 6.7 10.0 83.3 100.0 
 4.団体からの新規事業提案 0 1 29 30 0.0 3.3 96.7 100.0 
  5.委託業務等についての連絡 1 2 25 28 3.6 7.1 89.3 100.0 
【JIGS4】         

  
  
  
  

n 
全体 

％ 
全体 月 1 回 

以上 
半年に 
1 回以

上 

半年に 
1 回未

満 

月 1
回 

以上 

半年に 
1 回以

上 

半年に 
1 回未

満 
自治会                 
 1.団体から自治体への要望 18 10 15 43 41.9 23.3 34.9 100.0 
 2.行政方針についての説明・説得 16 11 16 43 37.2 25.6 37.2 100.0 
 3.相互の意見交換 21 15 8 44 47.7 34.1 18.2 100.0 
 4.団体からの新規事業提案 4 5 31 40 10.0 12.5 77.5 100.0 
  5.委託業務等についての連絡 13 6 22 41 31.7 14.6 53.7 100.0 
NPO・市⺠団体                 
 1.団体から自治体への要望 5 9 26 40 12.5 22.5 65.0 100.0 
 2.行政方針についての説明・説得 4 6 29 39 10.3 15.4 74.4 100.0 
 3.相互の意見交換 10 11 20 41 24.4 26.8 48.8 100.0 
 4.団体からの新規事業提案 2 7 30 39 5.1 17.9 76.9 100.0 
 5.委託業務等についての連絡 12 7 18 37 32.4 18.9 48.6 100.0 
諸団体                 
 1.団体から自治体への要望 1 2 27 30 3.3 6.7 90.0 100.0 
 2.行政方針についての説明・説得 1 2 26 29 3.4 6.9 89.7 100.0 
 3.相互の意見交換 1 4 26 31 3.2 12.9 83.9 100.0 
 4.団体からの新規事業提案 1 0 27 28 3.6 0.0 96.4 100.0 
  5.委託業務等についての連絡 3 1 24 28 10.7 3.6 85.7 100.0 
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 ここ 10 年にかけた、目的に応じた接触状況には次のような変化がみられる。まず、政策
参加の議論の中で、⾃治会の参加が増えている状況を確認したように、⾃治会と⾏政の間に
は、目的に応じて頻繁に接触が⾏われている。とりわけ、「委託業務等の連絡」を「月 1 回
以上」⾏う⾃治体が 16.7 ポイント増えており、次に「⾏政方針についての説明・説得」、「団
体から⾃治体への要望」のそれぞれが 11.7 ポイント、10.0 ポイントも増加している。 
 次に、NPO/市⺠団体との接触頻度は⾃治会のそれとは異なる。とりわけ、「団体から⾃
治体への要望」を伝える機会が減ったせいか、「半年に 1 回未満」の接触が 10.2 ポイントも
増え、「相互の意見交換」を「月 1 回以上」⾏う⾃治体が 15.1 ポイントも減っている。 
 加えて、諸団体との接触頻度はそもそもの⽔準が低いのだけれども、とりわけ「団体から
⾃治体への要望」を目的に接触する機会が減っており、「半年に 1 回未満」が 11.4 ポイント
増加するように変化している。 
 上述の変化をまとめると、⾃治会を相⼿とする交流は頻繁に⾏われており、相互の働きか
けがより重要になってきていることは推察される。他方で、あらゆる政策課題の分野で連携
や協働が叫ばれている割には、NPO・市⺠団体や諸団体の間の関係は十分に構築できてい
るとはいえない。この点は、他部署の接触頻度の傾向も含めて考える事にしたい。 
 
表 26 目的に応じた直接接触の単純集計結果の二時点比較 

    JIGS2vsJIGS4 
    月 1 回以上 半年に 1 回以上 半年に 1 回未満 
自治会      

 1.団体から自治体への要望 10.0 -8.6 -1.5 
 2.行政方針についての説明・説得 11.7 -12.7 1.0 
 3.相互の意見交換 6.4 -5.0 -1.4 
 4.団体からの新規事業提案 4.9 4.8 -9.7 

  5.委託業務等についての連絡 16.7 -17.9 1.2 
NPO・市⺠団体    

 1.団体から自治体への要望 3.0 -13.2 10.2 
 2.行政方針についての説明・説得 -1.9 -4.1 6.1 
 3.相互の意見交換 -15.1 -5.7 20.9 
 4.団体からの新規事業提案 0.5 -3.0 2.5 
 5.委託業務等についての連絡 -4.2 6.7 -2.6 

諸団体      
 1.団体から自治体への要望 -0.2 -11.2 11.4 
 2.行政方針についての説明・説得 0.0 0.0 0.0 
 3.相互の意見交換 -3.4 2.9 0.5 
 4.団体からの新規事業提案 3.6 -3.3 -0.2 

  5.委託業務等についての連絡 7.1 -3.6 -3.6 
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3-5 ⾏政（市⺠活動部署）に対する集団・組織の主観的影響力評価（LG 調査・Q24） 
 さらに、本調査の Q24 には「政策立案」、「政策決定」、「政策執⾏」の政策プロセスに応
じた、以下の表 27 に挙げる「首⻑」〜「企業」までの各アクターが⾃治体に与える影響力
を、⾏政職員の主観的評価によって調査している。それは「1：影響力なし〜７：影響力あ
り（最大得点）」という尺度（最大 7、最⼩１）が設定されている。 
 筆者は、各政策プロセスに応じたアクターの影響力評価について、調査し得た都市を全体
として平均値化し、その結果を表 27 にまとめた。さらに、筆者は Q24 を利用して、市⺠活
動部署による主観的影響力評価の結果に、順位を付け、二次点に分けた表を連結させること
によって、アクターの相対的位置の変化（影響力の違い）を可視化することにした。表 28
は、その結果を示している。 
 本来であれば、社会情勢の変化を鑑みて、数値の変化を論じるべきであるが、ここでは数
値上にみられる変化の大⼩にのみ言及することにしたい。詳細な検討は今後の課題である。 

まず、表 27 にみられる数値上の変化/未変化は以下の通りであった。政策プロセスにお
いては総じて、首⻑、副首⻑、市⺠活動部署、財務担当部署への影響力評価は高く（特に首
⻑、副首⻑）、政策過程の中で重要な位置を占めていることは変わらない。 
 但し、審議会・懇談会が⾃治体レベルの政策運営に及ぼす影響力は政策立案のプロセスで
は-0.57 と微減している。 
 加えて、国−都道府県−市区町村（他の⾃治体）の関係からみると、中央省庁のプレゼン
スが微増している。一方で、政策参照を⾏おうと、情報収集を目的として多組織と連携を図
ろうとする中で、他の⾃治体の影響力が増していない。中央省庁が与える影響が、政策立案
（0.38）、政策決定（0.41）、政策執⾏（0.40）の全てに増しているようであり、多様な都市
ガバナンスのパターンにも一定の影響力を及ぼしている可能性がある。 
 また、議会議員が及ぼす影響力についても変化が起きている。市/区議会議員のそれが減
少し、審議会・懇談会の影響力の方が「政策決定」では逆転している。さらに、社会団体が
及ぼす影響力は相対的に低い位置であることに変わりはないが、数値の減少が著しい。⾃治
会を含め、NPO/市⺠団体、特に多様な社会的諸団体の影響力にも負の変化が⽣じている。 
 では、各アクターの相対的な位置がどのように変化しているのかを、表 28 によって確認
することにしたい。例えば、政策形成過程では 4 位の審議会・懇談会、5 位の財務担当部署
に入れ替わりが⽣じているのに対し、区議会議員、⾃治会の位置はそれぞれ 6 位、7 位と変
わらない。ここ 10 年では、中央省庁の順位（10 位から 8 位）や各議員の順位も上がってい
る。一方、11 位からは、社会団体の入れ替わりが激しい。市⺠活動部署では福祉団体が 11
位から 17 位に降格する一方で、外郭団体・第三セクターの順位が繰り上がり（18 位から 13
位）、企業の順位は上がる（19 位から 15 位）のに対し、経済・商工団体の順位が下がる（14
位から 18 位）という現象が起きている。 
 上述の傾向と似通った知見は政策決定過程や政策執⾏過程にも確認することができるが、
その詳細は表 28 を参照されたい。
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表 27 政策立案・政策決定・政策実施における集団・組織の主観的影響力評価 
  

【政策立案】 
JIGS2 JIGS4 変化 n 平均 n 平均 

⾸⻑ 42 6.33 35 6.69 0.36 
副⾸⻑ 41 6.05 35 6.34 0.29 
市⺠活動部署 42 6.21 35 6.34 0.13 
財務担当部署 41 4.88 35 4.77 -0.11 
職員組合 37 1.65 34 1.59 -0.06 
審議会・懇談会 38 4.95 34 4.38 -0.57 
中央省庁 37 3.24 34 3.62 0.38 
都道府県 37 3.76 34 3.47 -0.29 
他の自治体 37 2.81 34 2.47 -0.34 
市/区議会議員 39 4.87 35 4.26 -0.61 
県/都議会議員 37 2.49 35 2.60 0.11 
地元選出国会議員 37 2.43 35 2.43 0.00 
自治会・町内会 38 4.68 36 4.19 -0.49 
NPO・市⺠団体 37 4.30 37 3.54 -0.76 
環境団体 36 2.78 34 2.21 -0.57 
福祉団体 36 2.83 33 2.18 -0.65 
経済・商工団体 36 2.67 33 2.06 -0.61 
農林⽔産業団体 36 2.61 33 2.03 -0.58 
外郭団体・第三セクター 35 2.26 33 2.39 0.13 
企業 35 2.14 34 2.35 0.21 

 
 

    

  
【政策決定】 

JIGS2 JIGS4 変化 n 平均 n 平均 
⾸⻑ 42 6.81 34 6.91 0.10 
副⾸⻑ 42 6.48 35 6.60 0.12 
市⺠活動部署 42 6.26 35 6.17 -0.09 
財務担当部署 41 5.41 35 5.69 0.28 
職員組合 37 1.59 34 1.62 0.03 
審議会・懇談会 38 4.61 34 4.74 0.13 
中央省庁 37 2.95 36 3.36 0.41 
都道府県 37 3.35 36 3.33 -0.02 
他の自治体 37 2.43 36 2.28 -0.15 
市/区議会議員 39 5.05 35 4.57 -0.48 
県/都議会議員 37 2.43 34 2.21 -0.22 
地元選出国会議員 37 2.38 34 2.24 -0.14 
自治会・町内会 38 4.11 38 3.84 -0.27 
NPO・市⺠団体 37 3.68 38 3.50 -0.18 
環境団体 36 2.67 34 2.15 -0.52 
福祉団体 36 2.64 33 1.97 -0.67 
経済・商工団体 36 2.53 33 1.97 -0.56 
農林⽔産業団体 36 2.47 33 1.94 -0.53 
外郭団体・第三セクター 35 2.14 33 2.24 0.10 
企業 35 2.11 33 2.21 0.10 

      

  
【政策執行】 

JIGS2 JIGS4 変化 n 平均 n 平均 
⾸⻑ 41 6.22 36 6.53 0.31 
副⾸⻑ 41 5.95 35 6.31 0.36 
市⺠活動部署 42 6.26 36 6.39 0.13 
財務担当部署 40 5.02 36 5.03 0.01 
職員組合 37 1.70 34 1.82 0.12 
審議会・懇談会 38 4.18 34 4.12 -0.06 
中央省庁 37 2.86 34 3.26 0.40 
都道府県 37 3.30 34 3.32 0.02 
他の自治体 37 2.43 35 2.46 0.03 
市/区議会議員 39 4.64 36 4.39 -0.25 
県/都議会議員 37 2.43 35 2.4 -0.03 
地元選出国会議員 37 2.41 35 2.43 0.02 
自治会・町内会 38 4.21 37 3.95 -0.26 
NPO・市⺠団体 37 3.78 38 3.61 -0.17 
環境団体 36 2.67 34 2.15 -0.52 
福祉団体 36 2.64 34 2.12 -0.52 
経済・商工団体 36 2.58 33 1.97 -0.61 
農林⽔産業団体 36 2.53 33 1.94 -0.59 
外郭団体・第三セクター 35 2.23 34 2.35 0.12 
企業 35 2.14 33 2.21 0.07 
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表 28 政策立案・政策決定・政策実施における集団・組織の主観的影響力評価（順位・平均） 
政策形成 

JIGS2 JIGS4 
順位 平均 順位 平均 

1 位⾸⻑ （6.33） 1 位⾸⻑ （6.69） 
2 位市⺠活動部署 （6.21） 2 位市⺠活動部署 （6.34） 
3 位副⾸⻑ （6.05） 3 位副⾸⻑ （6.34） 
4 位審議会・懇談会 （4.95） 4 位財務担当部署 （4.77） 
5 位財務担当部署 （4.88） 5 位審議会・懇談会 （4.38） 
6 位市/区議会議員 （4.87） 6 位市/区議会議員 （4.26） 
7 位自治会・町内会 （4.68） 7 位自治会・町内会 （4.19） 
8 位 NPO・市⺠団体 （4.30） 8 位中央省庁 （3.62） 
9 位都道府県 （3.76） 9 位 NPO・市⺠団体 （3.54） 
10 位中央省庁 （3.24） 10 位都道府県 （3.47） 
11 位福祉団体 （2.83） 11 位県/都議会議員 （2.6） 
12 位他の自治体 （2.81） 12 位他の自治体 （2.47） 
13 位環境団体 （2.78） 13 位地元選出国会議員 （2.43） 
14 位経済・商工団体 （2.67） 14 位外郭団体・第三セクター （2.39） 
15 位農林⽔産業団体 （2.61） 15 位企業 （2.35） 
16 位県/都議会議員 （2.49） 16 位環境団体 （2.21） 
17 位地元選出国会議員 （2.43） 17 位福祉団体 （2.18） 
18 位外郭団体・第三セクター （2.26） 18 位経済・商工団体 （2.06） 
19 位企業 （2.14） 19 位農林⽔産業団体 （2.03） 
20 位職員組合 （1.65） 20 位職員組合 （1.59） 

    

政策決定   
JIGS2 JIGS4   

順位 平均 順位 平均 
1 位⾸⻑ （6.81） 1 位⾸⻑ （6.91） 
2 位副⾸⻑ （6.48） 2 位副⾸⻑ （6.6） 
3 位市⺠活動部署 （6.26） 3 位市⺠活動部署 （6.17） 
4 位財務担当部署 （5.41） 4 位財務担当部署 （5.69） 
5 位市/区議会議員 （5.05） 5 位審議会・懇談会 （4.74） 
6 位審議会・懇談会 （4.61） 6 位市/区議会議員 （4.57） 
7 位自治会・町内会 （4.11） 7 位自治会・町内会 （3.84） 
8 位 NPO・市⺠団体 （3.68） 8 位 NPO・市⺠団体 （3.5） 
9 位都道府県 （3.35） 9 位中央省庁 （3.36） 
10 位中央省庁 （2.95） 10 位都道府県 （3.33） 
11 位環境団体 （2.67） 11 位他の自治体 （2.28） 
12 位福祉団体 （2.64） 12 位地元選出国会議員 （2.24） 
13 位経済・商工団体 （2.53） 13 位外郭団体・第三セクター （2.24） 
14 位農林⽔産業団体 （2.47） 14 位県/都議会議員 （2.21） 
15 位県/都議会議員 （2.43） 15 位企業 （2.21） 
16 位他の自治体 （2.43） 16 位環境団体 （2.15） 
17 位地元選出国会議員 （2.38） 17 位福祉団体 （1.97） 
18 位外郭団体・第三セクター （2.14） 18 位経済・商工団体 （1.97） 
19 位企業 （2.11） 19 位農林⽔産業団体 （1.94） 
20 位職員組合 （1.59） 20 位職員組合 （1.62） 
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政策執行 
JIGS2 JIGS4 

順位 平均 順位 平均 
1 位市⺠活動部署 （6.26） 1 位⾸⻑ （6.53） 
2 位⾸⻑ （6.22） 2 位市⺠活動部署 （6.39） 
3 位副⾸⻑ （5.95） 3 位副⾸⻑ （6.31） 
4 位財務担当部署 （5.02） 4 位財務担当部署 （5.03） 
5 位市/区議会議員 （4.64） 5 位市/区議会議員 （4.39） 
6 位自治会・町内会 （4.21） 6 位審議会・懇談会 （4.12） 
7 位審議会・懇談会 （4.18） 7 位自治会・町内会 （3.95） 
8 位 NPO・市⺠団体 （3.78） 8 位 NPO・市⺠団体 （3.61） 
9 位都道府県 （3.30） 9 位都道府県 （3.32） 
10 位中央省庁 （2.86） 10 位中央省庁 （3.26） 
11 位環境団体 （2.67） 11 位他の自治体 （2.46） 
12 位福祉団体 （2.64） 12 位地元選出国会議員 （2.43） 
13 位経済・商工団体 （2.58） 13 位県/都議会議員 （2.40） 
14 位農林⽔産業団体 （2.53） 14 位外郭団体・第三セクター （2.35） 
15 位他の自治体 （2.43） 15 位企業 （2.21） 
16 位県/都議会議員 （2.43） 16 位環境団体 （2.15） 
17 位地元選出国会議員 （2.41） 17 位福祉団体 （2.12） 
18 位外郭団体・第三セクター （2.23） 18 位経済・商工団体 （1.97） 
19 位企業 （2.14） 19 位農林⽔産業団体 （1.94） 
20 位職員組合 （1.70） 20 位職員組合 （1.82） 

  
 加えて、筆者は主観的影響力評価が、各アクターの政策参加の状況によって、どの様に異
なるのかを把握するために、両者の関係を相関分析によって推し測る作業を⾏った。なお、
ここでは、都市ガバナンスを考える上で重要な社会アクターとして⾃治会・町内会と、NPO/
市⺠団体を取り上げて分析を⾏った。その結果が表 29 である。それによれば、ほとんどの
政策参加の度合いが主観的影響力と統計的に有意な関係が確認されなかったのに対し、⾃
治会・町内会の政策立案（JIGS2 時点）にのみ関係が認められた。これは、⾃治会・町内会
の影響力が、政策参加の度合いに対応して増加する関係を意味している。しかしながら、そ
れがどうしてか、JIGS4 時点には消失してしまっている。⾃治会から要望を求めて接触する
ルートも依然として在ることが確認されていたが、⾏政からみた影響力の評価には関連性
がみられないようである。しかしながら、この分析では、⾃治会⾃身の認識をもとにしてい
るわけではないので、政策参加と主観的影響力の関係を解釈する場合には、⾃治会調査も踏
まえて考える事にしたい。 
表 29 ⾃治会・NPO/市⺠団体の政策参加と市⺠活動部署からみた主観的影響力評価の関係 

  
主観的影響力評価（1 点〜7 点） 

自治会・町内会 NPO・市⺠団体 
政策立案 政策決定 政策執行 政策立案 政策決定 政策執行 

JIGS2 0.361*      
36 36 36 35 35 35 

JIGS4 
      

32 34 33 32 33 33 
* ピアソンの相関係数は 5% ⽔準で有意 (両側) です。上段は相関係数、下段の数字は n を示す。 

注）政策参加は、「⾃治会」と「NPO/市⺠団体」の各団体が「審議会・懇談会」、「計画策定」、「政策執⾏」、
「⾏政評価」のプロセスに参加している「該当数」の合計数（0 点〜4 点）を利用している。 
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3-6 NPO 市⺠団体の活動・取り組みに対する⾏政（市⺠活動部署）の評価（LG 調査・Q25） 
 
 加えて、本調査の Q25 を利用して、NPO/市⺠団体に対する意見がどのように変化して
いるのかを把握するために、表 30、表 31、表 32 を作成した。表 30 および表 31 は二時点
に分けた、各都市の意見評価の状況を示した個票である。数値は調査票の 5 段階評価に基
づいて、「1：そう思う、2：ある程度そう思う、3：どちらともいえない、4：あまりそう思
わない、5：そう思わない」を意味している。そして、表 31 は集計結果を表し、とりわけ特
徴の確認された意見評価に対しては、図を作成して傾向を把握することを試みた。なお、図
を作成する場合には、5 段階評価のスケールを変えずに、値を逆転させて分析に利用した。
すなわち、値が大きくなるほど、賛意を表す様に変換している。 
表 30 個票：NPO・市⺠活動の取り組み評価（JIGS2） 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
サービ
ス供給 
の側面
が強い 

均一な
サービ

ス 
提供が
難しい 

専門知
識・ノ
ウハウ
に欠け

る 

継続低
活動の 
基盤が
弱い 

先駆的
活動が 
できる 

受益者
のニー
ズに 

対応で
きる 

効率的
なサー
ビス 

を提供
できる 

多元的
価値観 
を表現
できる 

公平な
サービ
スを 

提供で
きる 

腐敗・
汚職の
危険 

が少な
い 

札幌市           
十和田市 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 
盛岡市 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 
宮古市 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 
山形市 2 3 3 4 2 2 2  3 3 
鶴岡市 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 
南相馬市 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 
⽔⼾市 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 
土浦市 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 
ひたちなか 1 2 4 4 2 1 1 2 2 1 
日光市 1 3 5 3 1 1 3 3 3 4 
熊谷市 1 1 3 2 1 1 2 2 3 3 
千代田区 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 
文京区 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
江東区 1  3 1 3 2 4 3 5 3 
目⿊区 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
世田谷区 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
中野区 1 2 3 4 2 2 2 2 3 4 
杉並区 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 
板橋区 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 
足立区 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 
江⼾川区 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
昭島市 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 
多摩市 3 5 5 2 1 1 3 1 5 5 
横須賀市 2 3 4 2 2 2 3 3 4 4 
厚木市 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 
柏崎市 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 
新発田市 2 4 4 3 1 1 2 3 5 3 
加賀市 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
松本市 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 
上田市 3 2 4 2 2 1 1 2 4 3 
飯田市 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
伊那市 3 2 4 2 2 2 3 2 4 3 
高山市 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 
関市 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 
沼津市 2 2 3 2 3 2 4 4 4 3 
豊橋市 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 
伊勢市 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 
伊賀市 2 2 4 3 2 2 2 2 4 3 
京都市 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
堺市 4 4 3 5 3 3 3 2 3 3 
吹田市 2 2 3 2 1 1 3 3 4 4 
神⼾市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
松江市 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
津山市 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
広島市 2 2 4 2 2 2 2 3 4 3 
高松市 3 4 5 3 2 1 3 2 4 3 
久留米市 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 
都城市 1 2 4 3 2 2 3 2 4 3 
延岡市 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 
那覇市 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
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表 31 個票：NPO・市⺠活動の取り組み評価（JIGS4） 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

サー
ビス
供給 
の側
面が
強い 

均一な
サービ

ス 
提供が
難しい 

専門知
識・ノ
ウハウ
に欠け

る 

継続低
活動の 
基盤が
弱い 

先駆的
活動が 
できる 

受益者
のニー
ズに 

対応で
きる 

効率的
なサー
ビス 

を提供
できる 

多元的
価値観 
を表現
できる 

公平な
サービ
スを 

提供で
きる 

腐敗・
汚職の
危険 

が少な
い 

札幌市 5 5 5 3 1 1 1 1 3 3 
十和田市 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 
盛岡市 3 5 4 3 3 2 4 2 4 3 
宮古市 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 
山形市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

鶴岡市 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 
南相馬市 2 2 3 1 3 2 3 3 4 4 
⽔⼾市  3 5 5 2 1 1 2 1 3 3 
土浦市 1 3 4 2 2 2 3 3 3 5 
ひたちなか市 3 2 2 2 4 3 2 2 4 3 
日光市 1 1 4 1 3 3 3 3 4 3 
熊谷市 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 
千代田区 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
文京区 2 1 4 2 3 2 4 2 5 3 
江東区 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
目⿊区 1 2 2 2 4 2 2 2 3 3 
世田谷区 1 2 3 1 1 1 2 3 4 3 
中野区 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

杉並区 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
板橋区 1 2 5 2 1 1 2 1 5 3 
足立区 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

江⼾川区 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

昭島市 1 5 4 2 2 1 2 2 2 2 
多摩市 2 3 3 1 2 2 4 2 3 3 
横須賀市 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

厚木市 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 
柏崎市 2 3 4 2 3 3 2 2 4 3 
新発田市 3 3 3 3 3 3 3 5 5  
加賀市 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
松本市 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
上田市 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 
飯田市 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
伊那市 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 
高山市 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 
関市 2 1 2 1 2 3 3 2 3 5 
沼津市 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
豊橋市 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
伊勢市 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 
伊賀市 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
京都市 2 3 5 1 2 2 3 2 4 3 
堺市 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
吹田市 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
神⼾市 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 
松江市 99 3 99 99 99 99 99 99 99 99 

津山市 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
広島市 3 2 4 3 2 2 2 2 4 3 
高松市 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 
久留米市 4 4 4 2 1 2 3 2 4 3 
都城市 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
延岡市 3 3 4 3 2 3 4 4 4 5 
那覇市 3 3 5 3 2 2 3 2 3 3 
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 表 32 は JIGS2 時点における、賛意を示す回答結果を割合の高いものから降順に並べたも
のである。それによれば、NPO/市⺠団体に対して、「⾏政よりも受益者のニーズへ柔軟に
対応できる」という意見は 85.4％から 64.4％にまで急減し、同様の傾向は「⾏政よりも旧
弊や慣習に縛られない先駆的な活動が出来る」という見解にも見受けられる。社会では
NPO・市⺠団体の取り組みへの注目が集まっている中で、様々な社会変化を受けている現
在では、NPO/市⺠活動団体の活動や取り組みへの考え方に消極的な変化が起きている。 
 また、依然として「政策の提案よりもサービスの供給を担っている側面が強い」という評
価が過半を占めており、「⾏政よりも効率的なサービスを提供できる」という評価の⽔準は
4 割程度と伸びていない。一方で、「⾏政よりも多元的な価値観を表現できる」という意見
には過半数の⾃治体が賛意を示しているので、NPO/市⺠団体への評価や考え方の変化は一
様ではない。今後は⾃治体の社会経済状況を整理し、意識の変化にどのようなパターンが⽣
じているのかを把握することにしたい。 
 
表 32 NPO・市⺠活動の取り組み評価に関する二時点比較 
  JIGS2 JIGS4 
  n 全体 ％ n 全体 ％ 
6.行政よりも受益者のニーズへ 

柔軟に対応できる 41 48 85.4 29 45 64.4 
5.行政よりも旧弊や慣習に縛られない 

先駆的な活動が出来る 35 48 72.9 24 45 53.3 
1.政策の提案よりもサービスの供給を 

担っている側面が強い 27 48 56.3 24 45 53.3 
4.継続的な活動をする基盤が弱い 25 48 52.1 21 45 46.7 
8.行政よりも多元的な価値観を表現 

できる 24 47 51.1 25 45 55.6 
7.行政よりも効率的なサービスを 

提供できる 23 48 47.9 19 45 42.2 
2.特定の対象に偏っており、サービスを 

均一に提供することが難しい 17 47 36.2 16 46 34.8 
3.専門的な知識やノウハウに欠ける 

部分がある 3 48 6.3 4 45 8.9 
9.行政よりも公平なサービス 

を提供できる 3 48 6.3 2 45 4.4 
10.行政よりも腐敗・汚職の危険 

が少ない 1 48 2.1 2 44 4.5 

注）n は「そう思う」、「ある程度そう思う」の該当数、全体は無回答を除いた合計を示す。 
 さて、NPO/市⺠団体に対する考え方が、⾃治体レベルの政策過程に参加している度合い
によって、どのような違いが⽣じるのかを把握するために、筆者は「NPO/市⺠団体の政策
参加の度合い」との関係を可視化する作業を⾏った。 

次頁の図 6 は、それぞれここ 10 年の間に、特徴に変化が見受けられた傾向についてまと
めたものである。まず、図 6(a)によれば、「特定の対象に偏り、サービスの均一化に難しい」
という意見について、二時点を比較してみると、政策参加の程度が異なることで、評価のさ
れ方に変化が⽣じている。それは、JIGS2 時点では、政策参加の度合いが変化しようとも、
市⺠活動部署の評価は、平均的に「3=どちらでもない」という傾向が強かったのに対し、
JIGS4 時点になると、政策参加の度合いが 2 点から 4 点へと変わるにつれて、「そう思わな
い」という回答傾向に傾いている。なお、2 点の時点では、市⺠活動の評価がやや厳しくな
る。しかし、図 6（a）によれば、政策参加の度合いが増すことで、NPO/市⺠団体の活動が
見直されるのかもしれない。それによって、サービスの公平性を考える上では、活動の重要
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性が認識されるように変化している可能性も考えられる。 

 
(a)特定の対象に偏り、サービスの均一化が難しい 

（JIGS2：F=0.519，p＝n.s./JIGS4：F=4.159、p<0.01） 

 
(b)⾏政よりも多元的な価値観を表現できる 

（JIGS2：F=1.076、p＝n.s./JIGS4：2.920、p＜0.05） 
図 6 政策参加の度合いに応じて変化する NPO・市⺠団体への意見評価 

 
 加えて、図 6（b）は JIGS4 時点では、「多元的な価値観を表現できる」という意見が NPO/
市⺠団体の政策参加の度合いによって変化することを示唆している。これに関しても JIGS2
時点の分析では分散分析の結果によると、統計的に有意に認められる違いは確認されなか
った。しかし、JIGS4 時点の市⺠活動部署に関する調査に基づけば、政策参加が進展してい
る都市では、NPO/市⺠団体の活動を肯定的に評価する傾向が示されている。 
 以上の知見を踏まえた上で、今後は NPO/市⺠団体が政策過程に多く関与することで、公
共サービスの公平性を維持し、政策運営に多様な意見を反映するしくみを都市ガバナンス
の観点から考察することにしたい。 
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3-7 諸団体の接触に対する⾏政（市⺠活動部署）の評価（LG 調査・Q26） 
 
 続いて、本調査の Q26 では諸団体と接触することに対する市⺠活動部署の見解を調査し
ている。それは、「1．正当性を付与する」〜「8.⾃律性を失う」ことに対する評価を 5 段階
尺度のリッカート・スケール（1．そう思う〜5.そう思わない）によって調べている。以下
の表 33 および表 34 は、その個票結果を都市別にまとめたものである。値の「99」は欠損
値を意味し、それぞれの値は⾃治体が評価した状況を意味する。筆者は、表 33 および表 34
を時点に分けて集計し、表 35 に時点間の比較集計結果をまとめた。 
 
表 33 個票：諸団体接触への評価（JIGS2） 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  正統性を
付与する 

利害調整
に役立つ 

必要な情
報を得ら

れる 
施策の反
対が緩和 

市⺠参加
を活発に

する 
先進的施
策実施に
役立つ 

運営の⻑
期的視野
を欠く 

自律性 
を失う 

札幌市 99 99 99 99 99 99 99 99 
十和田市 3 3 3 3 3 2 3 2 
盛岡市 4 3 2 3 1 2 4 4 
宮古市 3 3 1 3 2 2 3 3 
山形市 2 2 2 3 2 2 4 4 
鶴岡市 4 4 1 4 1 1 4 4 
南相馬市 2 3 2 3 1 2 4 4 
⽔⼾市 3 2 2 2 2 2 3 3 
土浦市 3 4 2 3 2 2 3 3 
ひたちなか 2 4 2 3 2 3 3 3 
日光市 3 3 1 5 1 1 5 5 
熊谷市 3 3 2 3 2 3 3 3 
千代田区 3 3 3 3 1 2 3 3 
文京区 2 3 2 3 2 2 4 4 
江東区 2 2 1 3 3 3 3 3 
目⿊区 4 4 2 3 2 3 3 4 
世田谷区 99 99 99 99 99 99 99 99 
中野区 3 2 2 3 2 2 3 3 
杉並区 4 2 2 2 2 2 5 4 
板橋区 3 3 2 4 1 1 5 5 
足立区 2 3 2 2 1 1 4 4 
江⼾川区 3 3 3 3 3 3 3 3 
昭島市 3 5 2 3 3 3 3 3 
多摩市 3 3 1 3 1 1 5 5 
横須賀市 2 2 2 3 1 2 3 4 
厚木市 3 3 2 3 2 3 3 3 
柏崎市 2 2 2 3 1 2 5 5 
新発田市 2 1 1 3 2 2 5 5 
加賀市 2 2 2 3 2 2 4 4 
松本市 3 3 2 3 2 3 4 4 
上田市 3 3 1 4 1 2 4 5 
飯田市 3 3 2 3 3 2 3 3 
伊那市 2 3 2 3 2 2 4 4 
高山市 2 2 2 3 2 3 4 4 
関市 3 3 2 3 2 2 3 3 
沼津市 4 3 2 4 2 3 4 4 
豊橋市 3 3 2 3 1 2 5 5 
伊勢市 3 3 2 3 2 3 3 3 
伊賀市 2 2 1 2 1 1 4 5 
京都市 3 3 2 3 1 2 3 4 
堺市 3 2 2 2 1 2 4 4 
吹田市 4 2 2 5 3 2 4 4 
神⼾市 99 99 99 99 99 99 99 99 
松江市 2 3 3 3 1 2 3 3 
津山市 3 3 2 2 4 2 3 3 
広島市 2 3 2 2 2 3 4 4 
高松市 2 3 1 3 1 2 5 5 
久留米市 3 3 2 3 2 2 3 4 
都城市 2 2 2 3 2 3 4 3 
延岡市 3 3 1 2 2 3 3 3 
那覇市 2 2 2 3 1 2 3 3 
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表 34 個票：諸団体接触への評価（JIGS4） 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
  正統性を

付与する 
利害調整
に役立つ 

必要な情
報を得ら

れる 
施策の反
対が緩和 

市⺠参加
を活発に

する 
先進的施
策実施に
役立つ 

運営の⻑期
的視野を欠

く 
自律性 
を失う 

札幌市 3 1 1 3 3 1 5 5 
十和田市 2 4 2 4 4 3 4 4 
盛岡市 3 2 1 3 1 2 5 5 
宮古市 3 3 3 3 2 3 3 4 
山形市 4 3 2 4 2 2 4 4 
鶴岡市 2 2 2 3 2 3 4 4 
南相馬市 3 3 3 3 3 3 3 3 
⽔⼾市  3 2 2 3 1 2 5 5 
土浦市 1 1 1 2 1 2 3 3 
ひたちなか市 99 99 99 99 99 99 99 99 

日光市 5 5 1 5 1 3 3 3 
熊谷市 4 3 2 4 2 3 4 4 
千代田区 3 3 3 3 2 3 3 3 
文京区 3 3 2 3 2 4 4 4 
江東区 99 99 99 99 99 99 99 99 

目⿊区 3 3 2 3 1 2 4 4 
世田谷区 99 99 99 99 99 99 99 99 

中野区 99 99 99 99 99 99 99 99 

杉並区 2 2 1 3 3 4 4 3 
板橋区 3 3 2 3 2 2 5 5 
足立区 99 99 99 99 99 99 99 99 

江⼾川区 99 99 99 99 99 99 99 99 

昭島市 2 3 2 3 1 2 4 4 
多摩市 99 99 99 99 99 99 99 99 

横須賀市 99 99 99 99 99 99 99 99 

厚木市 3 3 2 3 3 2 3 3 
柏崎市 3 3 3 3 2 3 4 4 
新発田市 99 99 99 99 99 99 99 99 

加賀市 2 3 2 2 2 2 4 4 
松本市 3 2 2 3 2 2 4 4 
上田市 3 2 2 3 2 2 4 3 
飯田市 3 2 2 3 1 2 3 3 
伊那市 2 2 2 3 2 3 4 4 
高山市 3 3 4 3 2 2 4 5 
関市 1 1 1 2 1 1 3 5 
沼津市 3 3 2 3 2 3 3 3 
豊橋市 3 3 3 3 2 3 3 3 
伊勢市 2 2 2 2 3 2 4 5 
伊賀市 4 4 3 4 4 4 4 4 
京都市 3 2 1 2 1 2 4 4 
堺市 3 3 3 3 2 2 5 5 
吹田市 3 3 3 3 3 3 4 4 
神⼾市 99 99 99 99 99 99 99 99 

松江市 99 99 99 99 99 99 99 99 

津山市 3 3 1 3 1 1 3 2 
広島市 3 3 2 3 3 2 3 3 
高松市 2 2 2 3 2 3 4 4 
久留米市 99 99 99 99 99 99 99 99 

都城市 3 3 3 3 3 3 3 3 
延岡市 3 2 1 1 3 2 3 2 
那覇市 2 2 1 3 2 3 5 5 
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 表 35 の集計結果は、JIGS2 時点の回答結果をもとに、肯定的意見の割合が高い順に整理
している。それによれば、ここ 10 年の間で、諸団体と接触することで、「必要な情報を得る
ことができる」、「市⺠参加を活発にする」、そして「先進的な施策の実施に役立つ」という
評価が急減しており、それぞれ 17.3 ポイント、13.6 ポイント、17.0 ポイントずつ減少して
いる。また、「⾏政の首⻑に正統性を付与する」という意見は 3 割に満たない。しかしなが
ら、「利害調整に役立つ」ことに対して一定の評価がされるパターンは変わっていない。依
然として 4 割程度の⾃治体が評価している。諸団体との接触に対する意見は、⾃治体の間で
やや消極的な方向に変化しているといえるだろう。 
 
 表 35 諸団体接触への評価の二時点比較 

  
  

JIGS2 JIGS4 

n 全体 ％ n 全体 ％ 

3.必要な情報を得ることが出来る 44 48 91.7 29 39 74.4 

5.市⺠参加を活発にする 41 48 85.4 28 39 71.8 

6.先進的な施策の実施に役立つ 34 48 70.8 21 39 53.8 

1.行政の主張に正統性を付与する 18 48 37.5 11 39 28.2 

2.利害調整に役立つ 15 48 31.3 16 39 41.0 

4.政策・施策への反対が緩和される 8 48 16.7 6 39 15.4 

8.行政判断の自律性を失う 1 48 2.1 2 39 5.1 

7.行政運営の⻑期的な視野を欠く 0 48 0.0 0 39 0.0 

注）n は「そう思う」、「ある程度そう思う」の該当数、全体は無回答を除いた合計を示す。 
 
 
4．市⺠活動部署（課⻑級職員）の政治・⾏政・経済に対する意見（LG 調査・Q27） 
 さらに、本調査の Q27 には政治・⾏政・経済に対する様々な意見を総合的に尋ねている。
それぞれの意見に対する評価は 5 段階尺度のリッカート・スケール（1.そう思う〜5.そう思
わない）によって調べている。以下の表 36 はその単純集計の結果を時点に分けて、JIGS2
時点の回答結果を降順に整理したものである。 
 それによれば、企業に求める姿勢（企業は利益追求だけでなく社会貢献も⾏うべき）は変
わらない。⺠間への外部委託については、ややポイントが落ちるが 7 割以上の⾃治体が賛意
を表明している。しかしながら、団体政治にとって「団体の活動は、国⺠の要求やニーズの
反映に必要である」という評価が 77.1％から 54.8％に減少していることは詳細に検討すべ
き問題であろう。それに対して、「市⺠の直接参加はもっと促進されるべき」とする回答は
依然として過半数の⾃治体がある程度以上の賛意を認識しており、こうした一様ではない
変化が都市ガバナンスにとってどのようなインパクトを与えるのかについて、今後は詳細
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に検討していくことにしたい。その他の詳しい回答結果の変化は表 36 のとおりである。 
表 36 政治、⾏政・経済に対する評価の二時点比較 

  JIGS2 JIGS4 
  n/ 

そう思う＋ある程度 全体 ％ n/ 
そう思う＋ある程度 全体 ％ 

11.企業は利益追求だけでなく社会貢献 
も行うべきである 47 48 97.9 38 42 90.5 

10.行政サービスのうち⺠間に業務委託 
をなるべくした方が良い 42 48 87.5 31 42 73.8 

5.地方自主財源はさらに拡大されるべき 
である 38 48 79.2 32 42 76.2 

12.団体の活動は、国⺠の要求やニーズ 
の反映に必要である。 37 48 77.1 23 42 54.8 

4.国の権限のうち可能なものは地方に 
移譲した方が良い 33 48 68.8 20 42 47.6 

13.市⺠の直接的参加はもっと促進 
されるべきである 32 48 66.7 28 42 66.7 

8.広域行政に向けた取り組みは推進 
されるべきである 29 48 60.4 21 42 50.0 

15.市/区の運営には全体的に見て 
満足できる 27 48 56.3 28 42 66.7 

3.国の主要な政策課題は地域間格差 
の是正である 24 48 50.0 15 42 35.7 

1.行政の評価基準としては政策の効率性 
が最も重要 21 48 43.8 8 42 19.0 

2.国や自治体はどちらかといえば経済成⻑ 
より環境保護を重視したほうが良い 11 48 22.9 2 42 4.8 

6.都道府県との関係はますます強くなる 10 48 20.8 11 42 26.2 
9.税負担を増やせない以上、行政サービス 

の低下は仕方がない 6 48 12.5 4 42 9.5 

7.中央省庁との関係はますます強くなる 5 48 10.4 9 42 21.4 

14.国の行政運営は全般的に満足できる 4 48 8.3 6 42 14.3 

以上 
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第Ⅳ部 

 
 

都市ガバナンスにおける社会イノベーションと 
エコシステム分析に向けて 

―理論的背景の整理と事例検証― 
 
 
 
 

⻘尾 謙 
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１． 背景と本研究の目的 

都市ガバナンスとステイクホルダー 
本研究課題「⽇本とアジアの市⺠社会と都市ガバナンスの比較実証・公共政策研究」にお

いて、都市ガバナンスとその QOL（Quality of Life: ⽣活の質）との関係を分析するにあた
り、「都市ガバナンス」とは一定の領域（都市・⾃治体・地域等）中の政策空間における関
係者による⾃律的な相互関係と定義することができる（Kooiman 2003; Rhodes 1997; 辻中 
2010）。各領域における政策空間の関係者には、政府・企業・市⺠社会他のステイクホルダ
ーが含まれ、本研究計画では特に国家・市⺠社会関係を中心に分析を⾏っていく（図 1）。 
 
図 1：都市ガバナンスの政策空間におけるステイクホルダー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊藤・近藤（2010: 31）より一部改変  
 

本研究課題の中での本研究の目的は社会団体、NPO/NGO、財団等の市⺠社会組織（Civil 
society organization）が公共政策の形成や QOL の向上にどのような影響を及ぼしているか
を、そのプロセスやメカニズムを含め実証的に検討し、他の統計的分析やモデル作成に貢献
することにある。 

当初の予定では、本（2020）年度中にタイの地方都市におけるフィールド調査を実施する
予定としていたものの、新型コロナウイルスの世界的流⾏により、その実施が不可能となっ
た。それに代わって、本年度は理論的な分析枠組を整理（2.）した上で、インタビューや二
次資料等によって情報収集が可能となった岡山県周辺の事例を用い、その枠組を検証する
(3.)。最後に今後の研究への展望や課題を示すものとする(4.)。 
 
２． 分析枠組：「社会イノベーション」の創出・発展における地域エコシステム 

公共政策と社会イノベーション 

議会 

⾸⻑ 

行政 

住⺠組織 

市⺠ 

NPO 等 

サービス提供団体 

地方政府 

企業 

業界団体 

メディア 学術機関 

（矢印はステイクホルダーからエージェントに向かう） 
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その際に本研究では、公共政策を既存の⾏政・福祉等のサービス提供を超えた、「社会イ
ノベーション（Social innovation）」の形成過程としても見ていくものとする。社会イノベー
ションは 2000 年代に入ってから初め北⽶・欧州で、後にアジアや中南⽶でも政策・学術用
語として用いられるようになった。EU 等の先進国での政策においては、SI は主に貧困地域
あるいは移⺠・難⺠や未就業の若年層、障がい者、高齢者や女性等のいわゆる社会的弱者と
されるグループを、起業や社会的企業（Social enterprise）2での雇用によって社会・経済的
に包摂していくことに主眼が置かれた（⻘尾 2018a）。またアジアを含めた新興国では、社
会的企業や NGO によって多様な福祉等の社会サービスを提供するとともに、経済成⻑や
雇用面での貢献を期待された。いずれの文脈においても、国家が福祉等のサービスをフルに
提供する福祉国家モデルの代替としての意味を持っており、政府・企業・市⺠社会組織や地
域コミュニティの協働によって、必要なサービス等を提供していくという志向を持ってい
た(Aoo 2019)。 

政策の実施と並⾏し、2010 年代には欧州を中心に社会イノベーションの研究も大きく進
展した3。その結果として、海外文献における社会イノベーションの定義としては、①社会
的課題に対応するため、あるいは社会的価値を作り出すにあたって、既に存在するものより
優れた製品・サービス、取組等であり、かつ②そのプロセスを通じて、社会における視点、
価値観、⾏動様式、規範意識、法や制度、関係性や資源分配等が変わるもの という 2 重の
定義が広く用いられるようになってきている。また当初の社会イノベーションを単一の起
業家や組織と同一視する視点から、その⽣成と発展が多くのステイクホルダーの連関の中
で⽣じることが理解されるようになっている（Domanski and Kaletka 2017; Mulgan 2019; 
Nicholls et al. 2015; Westley et al. 2017 他）。 
 
社会イノベーションの地域エコシステム 

また社会イノベーションは個別の組織やプロジェクトに留まるものでなく、それが国単
位等、社会全般に広まり、社会変革を起こしていく「拡大（Scaling / Systemic change）」に
大きな期待が寄せられていた。しかし実際には、個別の好事例は増えても、それが社会全体
への拡大には⾄らないという問題点が指摘されており（Haxeltine et al. 2016; Howaldt et al. 
2014a）、その結果として、スペインのバスク地方やウィーン、ソウル等の都市や地域におけ
る社会イノベーション、並びにそれを⽣み出す関係者間のエコシステムへの関心が強まっ
てきている（Domanski 2018；Kim et al. (2015); Lin and Chen 2016; Moulaert et al. 2013）。 

世界中の約 80 国から 1,000 を超える社会イノベーション事例を分析した SI-DRIVE プロ
ジェクトによる集計（Howaldt et al. 2014b）によれば、社会イノベーションには NGO/NPO
（n=464）、政府（412）、私企業（343）、研究教育組織（144）、財団（129）、個人やグルー

 
2 営利と社会的目的の両方を追求する組織。英国のCommunity Interest Companyや米国のB Corp、韓国や

シンガポール、マレーシアの社会的企業等、独自の法人格や税制優遇、行政からの支援が認められる国も

増えてきている（青尾 2018b; 藤井他 2013; ボルザガ・ドゥフルニ 2004）。 
3 近年の社会イノベーション研究の詳細については青尾 (2018a)を参照されたい。 
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プ（129）、社会的企業（116）、PPP（60）、その他（92）と多様な主体が参加しており、そ
れぞれがアイディア創出、資金・人員・インフラの提供、普及、ロビイング、知見の提供と
様々な役割を果たしていることが示された（図 2）。 

また同研究では、社会イノベーションの「中心的な開発者（Central developer）」は
NGO/NPO（58%）、政府（45%）、私企業（38%）、研究教育組織（21%）の順となり、支
援者（Promoter）は政府（51%）、NGO/NPO（53%）、研究教育組織（48%）、財団（21%）
の順となる。この結果からは、ともに市⺠社会組織である NGO/NPO と財団の開発者・支
援者（財団は主に資金とアイディアの提供者）としての役割の大きさが強調される一方で、
政府や企業の参加率も高く、どのセクターもそれ単体で社会イノベーションを⾏えるわけ
ではなく、協働が必要であることが示されている。また従来は社会イノベーションの主役と
考えられてきた社会的企業の存在感が意外に低い（それぞれ 15.7%/15.2%）ことも見て取
ることができる（図 3）4。 
 
図 2：社会イノベーションに関わる主体とその果たす役割 
図 3：社会イノベーションの「中心的な開発者」と「支援者」 

  
Howaldt et al. (2014b: 107) 

 
ドマンスキらは SI-DRIVE の知見に基づき、社会イノベーションのエコシステムについ

て政府・企業・市⺠社会・学術機関の「4 本の柱（Quadruple Helix）」モデルを提唱した（図
4）5。また各セクターの特質と限界についても言及しており、政府や公的セクターによる適
切な政策枠組と支援、企業と市⺠社会それぞれが持つ資源の統合、学術機関による知見交流
や人材育成が必要とする（Domanski 2018: 7; Domanski and Kaletka 2018）。また社会イノ
ベーションの地域開発への貢献を重視する Sgaragli らは、都市や地域のエコシステムにお

 
4 この観測は、アジア4国（日本・中国・韓国・インドネシア）の社会イノベーション事例の拡大プロセ

スを分析し、社会イノベーションの発端は市民社会を含めたどのセクターからでも起こりうるが、その拡

大が成功するためには多セクター間の「同盟」の成立と拡散が、特に地域レベルにおいて必要と結論した

Aoo (2019)とも合致する。 
5 その例としてDomanski (2018)では、ウィーンにおける社会イノベーションの創出・育成において、政

府（ウィーン州政府・ウィーン市庁・ウィーン産業庁）、企業（オーストリア産業連盟）市民社会組織

（アショカ（Ashoka Austria）、インパクト・ハブ（Impact Hub Vienna）、カリタス（Caritas 

Vienna）、ユリウス・ラーブ財団（Julius Raab Stiftung）、ERSTE財団等）、学術組織（ウィーン大学

経済・ビジネス学部、社会イノベーションセンター（ZSI））がそれぞれ果たす役割を詳述している。 



199 
 

いて学術機関、非営利組織、営利企業等の多様な関係者が集い、アイディアを出し育ててい
く「場」の重要性と、そういった場が更に人々を惹きつける可能性について指摘している
（Montanari 2014: 38-39）。 
 
図 4：社会イノベーションにおける「4 本の柱」モデル 

  
Domanski and Kaletka (2018: 208)より 

 
更に社会イノベーション研究の第一人者であるマルガンは、「蜂」と「樹」のメタファー

を用いてそれぞれのセクターの特質について説明している。「蜂」は個人や NPO/NGO・社
会的企業等の⼩規模な組織であり、新しいアイディアを持ち、実⾏することに⻑けているが、
規模の拡大には向いていない。「樹」は政府や大規模な企業・NGO・財団等であり、創造性
には欠けるものの実施力に優れ、拡大のために必要な資源を有する。社会イノベーションに
よって新たなアイディアが拡大していくには、両者の結合が必要とされる（Mulgan 2019: 
26-29; Mulgan et al. 2007: 20）。 

しかしながら、社会イノベーションにおける地域エコシステム論の現時点での弱みは、そ
れが社会起業家等を支援する各種組織の列挙に終わりがちなことであり、関係者のガバナ
ンスを通じて都市・地域として一定の規模に拡大しえた社会イノベーションを創出するプ
ロセス、またそれに固有の歴史・文化・制度等が与える影響についての分析まで⾄ることが
難しいという点である（Domanski 2018: 18）。 
 
ポストコロナ社会における意味 
 新型コロナウイルス（COVID-19）はグローバル化と大都市への集中を前提としていた世
界経済に大きな打撃を与えた。同時に、国が大きくなるほど、中央政府による画一的な政策
や措置だけでなく、地方⾃治体等による、各地域の実情に応じた感染対策等の施策が求めら
れることとなった（⼩磯 2020）。新型コロナウイルス「後」の社会においても、公共政策が
既存のサービスを提供するだけでなく、各地域の特⾊ある経済・産業や社会を、それぞれの
地域が持つ資源を活かしながら作っていく必要性は一層増すものと考えられる。その参照
となる公共政策における社会イノベーションと、それを創出し拡大する都市ガバナンスの

社会イノ
ベーション

政府 企業

市⺠
社会

学術
機関
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持つ意味は大きいと思われる。 
 
３． 枠組の検証：岡山周辺の事例より 

 整理すると、上記のような近年の社会イノベーション研究・エコシステムの文献では、大
まかに言って以下のような枠組が提唱されていた。 
(ア) 社会イノベーションによって新たなアイディアが創出され、それが社会に拡大するに

は政府・企業・市⺠社会・学術機関の関与による「エコシステム」が必要である 
(イ) 新たなアイディアや実践は多く個人（イノベーター）や⼩規模な NPO/NGO・社会企

業によって⽣み出される（ただし SI-DRIVE の大規模事例調査では全セクターの関与
が指摘） 

(ウ) 新たなアイディアが社会に拡大していくためには、政府や企業、財団等による支援や取
り込み（政策としての採用等）が必要となる 

 本節では、筆者が在住する岡山県近辺の、一定の「拡大」をみた社会イノベーションの事
例を取り上げ、これらの枠組の妥当性について検証を⾏うものとする。 
 
事例①：ベネッセアートサイト直島／瀬⼾内国際芸術祭 
 瀬⼾内海は 1934 年に⽇本で最初に国立公園に指定された多島海の景勝地であり、また古
くから大阪と各地をつなぐ海運の中心地として栄えた（宮本 2018）。しかし近代に入ると
精錬所や工場排⽔等によって環境汚染が広がり、また 1907 年にはハンセン病患者の療養所
として大島⻘松園が設置され、1970 年代からは豊島で産業廃棄物の不法投棄と反対運動が
⻑く続くなど、苦難の歴史も刻まれてきた。更に島しょ部の高齢化と人口減は著しく、多く
の集落ではコミュニティの維持も危ぶまれる状況である（石井 2018）。 
 香川県直島町の直島では、島南部のリゾート開発が失敗した後で、1985 年に福武書店6の
福武哲彦社⻑と三宅親連町⻑7が出会ったことから、現在に続くベネッセアートサイト直島
（BASN）の活動が開始する。1986 年の哲彦氏の没後社⻑となった福武總一郎氏は当初哲
彦氏の構想に従って国際交流のためのキャンプ場として開発を進めたが、1988 の「直島文
化村構想」で芸術文化を通じた交流を進めることとし、1992 年にホテルと現代アートの美
術館の機能を併せ持つベネッセハウスが完成する。そして特定の地にアート作品を設置す
る「サイトスペシフィック・アート」を開始し、1998 年には住宅地である本村地区の古⺠
家「角屋」を現代アート作品として再⽣（図 5）し、「家プロジェクト」が開始される（笠原 
2011; 野中他 2014）。 
 
図 5：直島の「家プロジェクト」第 1 号となった角屋（左）。内部の宮島達男「Sea of Time 
ʻ98」（右）は島⺠が参加して制作された。 

 
6 1995年よりベネッセコーポレーション、2009年よりベネッセホールディングス 
7 三宅町長は、1960年より島北部（産業）・中央部（教育）・南部（観光）に分けた町づくり構想を抱い

ており、ベネッセアートサイト直島はこれに呼応するものであった（笠原 2011）。 
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ベネッセアートサイト直島ウェブサイトより 

 
直島でも当初はベネッセが住宅地区に入ってくることに住⺠の反発もあったが、三宅町

⻑や福武氏らによる対話・説得、またアーティストが作品を住⺠と共同制作すること等を通
じて、住⺠の理解も進み、協力も得られるようになっていった（宮本 2019）8。2008 年には
岡山県の犬島（旧精錬所を再⽣したもの）、2010 年には香川県土庄町の豊島にそれぞれ美術
館が誕⽣し、豊島では棚田の再⽣、犬島では家プロジェクトも展開されている（清⽔・坂井 
2017）。 
 更に 2010 年以降は香川県（当時は真鍋武紀知事）との協働に基づき、瀬⼾内国際芸術祭
（瀬⼾芸）が始まり、2019 年開催地は BASN の 3 島を含む 12 の島と高松港・宇野港に広
がった（図 6）。瀬⼾芸は福武氏を総合プロデューサー、そして 2000 年より越後妻有の「大
地の芸術祭」を進めてきた北川フラム氏をアートディレクターに迎え、「海の復権」をテー
マに、アーティストや来訪者・ボランティアと島⺠が交流し、コミュニティの食や文化等の
資源を復活させることを目的とした。これは海外を含め高い評価を得ており、2019 年会期
中には 118 万人の来訪者を数えた9。これによって 180 億円と推計される経済効果10だけで
なく、島の価値が認められることでホテルや食堂等の開業、また住⺠の帰還や移住者の流入
等の効果も認められている。また「負の歴史」を負わされた島々に、「SETOUCHI」が国際
的な現代アートの聖地としての価値が認められたことの意味も大きい（野中他 2014; 福武・
北川 2016）。 
 
図 6：瀬⼾内国際芸術祭開催地と作品例 

 
8 直島はもともと1917年より三菱合資会社（現三菱マテリアル）の精錬所があり、他の島に比べ外部者に

オープンな文化があったことも一因と見られる。 
9 「瀬戸内国際芸術祭2019 総括報告」 
10 「瀬戸芸の経済効果180億円 香川県内、訪日客増が追い風」,『日本経済新聞』2020.2.4 
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瀬⼾内国際芸術祭 2019 総括報告書より 

 
 BASN と瀬⼾芸の進展にあたり、ベネッセホールディングスと福武財団、そしてその両方
のトップであった福武氏11の存在は大きい。福武氏は「経済は文化の僕」として営利企業の
利潤を公益に奉仕させる「公益資本主義」を提唱しており、それによって直島等で「あるも
のを活かしないものを創る」ことで、高齢者の「幸せなコミュニティ」を作ることを目的と
している（福武・北川 2016）。数多くのアーティストや安藤忠雄を筆頭とする建築家、北川
フラム等、多彩な人物や地域コミュニティを巻き込みつつ事業を拡大してきたのは福武氏
のビジョンと資源、⼿腕によるところが大きい。 
 
事例②：真庭市の循環型社会 
 岡山県北、鳥取との県境に位置する真庭市は総面積約 800 平方キロで、その約 8 割が森
林という中山間地域である。現在の人口は約 44,000 人（2021 年 1 月現在）であり、最も多
かった 1950 年の国勢調査時の 84,513 人に比べると、半数近くにまで落ち込んでいる12。 
 戦後、真庭郡近辺にはスギ・ヒノキの人工林や木材市場や製材所も多く、中国地方を代表
する林業地帯であった（伊藤 1988）。1980 年代頃までは木材価格が良好であったものの、
その後の価格の落ち込みによって伐採や植林も停滞している13。また県内での集成材⽣産も
国産材より価格・品質に勝る欧州材等が多く使われているため、国産材そのものの需要が減
少している。 
 真庭市に本社を置く製材会社の銘建工業14は 1923 年創業、1970 年より集成材の⽣産を開
始し、1985 年には大断面集成材、1990 年代にはプレカット工場、2010 年にはクロス・ラ
ミネーテッド・ティンバー（直交集成材、CLT）と積極的に新たな技術を導入していった。 

 
11 現在はベネッセホールディングス名誉顧問、福武財団理事長 
12 いずれも真庭市ホームページより 
13 林業とともに同地域の収入源であった炭焼きも、1960年頃よりガスや石油への転換が進んだことによ

り、産業としてはほぼ消滅した（中国新聞社 1975: 132-134）。 
14 以下、特に断りのない限り銘建工業に関しては2020.9.25同社並びに真庭バイオマス発電インタビュー

時聴取事項より。 
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また集成材⽣産から出る木くずを利用して、1984 年に
は社内に⼩規模（175kw）な発電装置を設置し、1997 年
には 1,950kw の新設備を、更に 2013 年には真庭市・真
庭木材事業協同組合等 9 社・団体の出資による真庭バイ
オマス発電（10,000kw）を設立した（図 7）15。真庭バイ
オマス発電は地域の間伐材や未利用材、製材所からの端
材等を燃やすため、年間 10 万トン超の燃料を地元の企
業や森林組合等から約 14 億円で購入しており、売電収
集は約 23 億円となっている。バイオマスは地元の山林
所有者の収入源となり、同時に新素材である CLT もス
ギ等の国産材を用いるものであることで、森林の⼿入れ
や伐採を⾏うインセンティブとなることが期待されて
いる。 
 こうした取組は銘建工業だけに留まるものではなく、2006 年には市⻑を会⻑とする真庭
バイオマス産業杜市推進協議会が設置され、産業観光「バイオマスツアー真庭」を開始した。
更に 2013 年に太田昇市⻑が就任すると、2014 年には「真庭バイオマス産業杜市構想」とし
て市政に取り入れられた。真庭市が 2019 年に地域分散型・地域資源循環型の「SDGs 未来
都市真庭」に採択されるにあたっても、中核的な位置付けに置かれた16。藻谷(2013: 132)で
は『里山資本主義』の他地域にも拡大可能な「木材利用の技術革新」モデルとして真庭市の
事例が紹介されるなど、高い評価を受けている。 

これらの取組を進めてきた銘建工業の中島浩一郎社⻑は、次のように述べている。「かつ
て、我がふるさとの真庭の山々は⽣活の糧を⽣み出す「宝の山」でした。その木々は時代の
変化の中で使われなくなり、売買もなくなりました。当社の歩んだ道は新たな「宝の山」を
求める旅のようなものです。」17。中島社⻑は 1990 年代に若⼿経営者・公務員・医師等の集
まり「21 世紀の真庭塾」を創設し、外部有識者を交え真庭の将来について構想を練ってい
た（2002 年に NPO 法人化）。1997 年のシンポジウムではメンバーから既に木質バイオマ
ス発電の実現がうたわれるなど、地域の「あるものを⽣かす使い方を考える」という理念が
一貫して見られる18。企業人ではあるが、儲けるだけに意味を見出さず、「活動が続けられる
なら、社会のために使うということが企業にはあっていいはずです」19と言う中島氏には、
地域のために理想を追求する姿勢が見られる。 
 
４． 結論と今後に向けて 

 
15 また2004年より木質ペレットの販売を開始しており、国内トップシェアを占めている。 
16 真庭市「岡山県真庭市 SDGs未来都市計画」 
17 「中島浩一郎氏(1) 木材の新たな可能性探る」『日本経済新聞』2020.10.16 
18 「中島浩一郎氏（18） 90年代に「21世紀真庭塾」」, 『日本経済新聞』2020.11.12 
19 「中島浩一郎氏(33) 「三兎」追い夢は海外へ」『日本経済新聞』2020.12.4 

図 7： 真庭バイオマス発電 



204 
 

 岡山周辺の 2 事例20から見えてくるのは、「志」を持つ企業家が先見の明を持ち、⾃ら持
つ資金や技術・人的ネットワーク等の資源をもとに社会イノベーションを構想し、数々の機
会や出会いを活かしながら、政府や企業、地域コミュニティをも巻き込みつつ拡大してきた
姿である。福武氏は福武財団、中島氏は NPO 法人 21 世紀の真庭塾と、それぞれに市⺠社
会組織に類する組織を関与させてはいるものの、そこには社会イノベーション文献で一般
的である、社会起業家や NPO/NGO がアイディアや萌芽的な実践を創り、それが⾏政・企
業・財団等の支援を受けながら拡大していく、という図式とは異なる様相が見られる21。 
 この 2 事例をもって社会イノベーションを代表するものと言えないことは当然22として
も、依田・岩井が SI-DRIVE に倣って⽇本の社会イノベーション事例 38 件の参画者を検証
した際にも、市⺠社会組織（22.7%）は政府（31.8%）・企業（26.9%）23に次ぐ位置におり、
必ずしも市⺠社会組織が社会イノベーションを主導しているとは言えない姿が浮かび上が
る（依田・岩田 2019: 44）。 

上記のような「志を持った企業人」、あるいはそれにつながるフィランソロピーや市⺠社
会組織の社会イノベーションに果たす役割は、アジアにおいても共通する可能性がある。筆
者がトヨタ財団・⽇本財団勤務、あるいは国際交流基金アジア・フェローとしてアジア各国
を訪問した際に見聞した限りでも、近年、アジアでも富裕層の増加に従って、家族財団・企
業財団その他の組織を通じてフィランソロピー活動を⾏う事例が増加している（Shapiro 
2018）。その中で、伝統的な救貧活動や奨学金供与等の慈善事業に留まらず、シンガポール
で高齢化課題等のモデル作りや政策提言に取り組むリエン財団（Lien Foundation）や、タ
イで教育改革や社会起業家を支援する Khon Thai Foundation、インドネシアで営利事業を
⾏いつつ教育支援を⾏う YCAB Foundation 等、社会課題に対処し、他者と協働しつつその
解決を目指すような「戦略的フィランソロピー」活動を⾏う組織が出てきている（Anand 
2014; ⻘尾 2018b）。アジア各国で、企業と近しいフィランソロピーが社会イノベーション
の創出と拡大に影響を与えている可能性は十分考えられる。近年企業等によって創設され
た財団（基金会）の数が急増している中国の農村部で、福武氏の「直島メソッド」が導入さ
れていることも、その一端と言えよう（Fukutake and Henderson 2020）。 

もちろん、現時点で軽々に結論を出すことはできないものの、今後も国内や海外の他の社
会イノベーション事例やその都市ガバナンスにおいて、市⺠社会組織等の多様なステイク
ホルダーがどのように連携しているかを調査することで、本研究課題全体に資する知見を
蓄積することを今後の課題と致したい。 

 
20 岡山県内でも子ども食堂、フードバンク、生活困窮者のためのシェルター等、より市民社会組織主導で

広がりつつある活動も見られるが、現状でそれが「拡大」しているとまで言い切れない部分もあったこと

から、今回は成果が顕著な2事例を採った。 
21 瀬戸内国際芸術祭については、視点を変えれば社会運動的な理念を強く持つ北川氏の掲げた運動が拡大

したものと見ることも可能だが、その詳細な分析については今後の課題と致したい。 
22 また岡山という土地の歴史・文化による影響も考慮に入れる必要がある。岡山は倉敷の大原家（孫三

郎・總一郎父子）に代表されるように、民間によるフィランソロピーの伝統が強く、特に福武家の場合は

こうした伝統が影響している可能性がある（阿部 2017; 兼田 2009）。 
23 ただしSI-DRIVEは複数回答、依田・岩田は単数回答のため数値の単純比較はできないことに留意。 
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